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Ⅰ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の意義 

   情報公開制度とは、市が保有している文書等を市民の請求に応じて閲覧に供し、  

又は、写しの交付を行う制度です。 

   この制度の目指すものは、本市の保有する文書等の開示を請求する権利を市民  

の権利として定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市

の諸活動を市民に対して説明する責務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正

で民主的な市政を実現することです。 

 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (1) 実施機関 

    情報公開制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長及び議会です。 

 

  (2) 対象となる文書等 

公開請求の対象となる文書等は、次の要件を備えているものです。 

   ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル    

ム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの 

   イ 現に保有している文書等 

     ただし、議会の文書等については、平成１１年１０月１日以降に作成し、

又は取得したもの 

また、旧富合町関連の文書等については、平成１９年４月１日以降に、旧

城南町関連の文書等については、平成１４年４月１日以降にそれぞれ作成し、

又は取得したもの 

旧植木町関連の文書等については、平成１０年４月１日以降に作成し、又

は取得したもの（一部の電磁的記録については、平成１４年４月１日以降。

また、旧植木町議会の文書等については、平成１９年４月１日以降） 

 

  (3) 請求権者 

平成２４年度より、何人も、実施機関に対して文書等の開示を請求できます。 

 

  (4) 開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 文書等の開示の請求をしようとするものは、必要事項を記載した請求書を    
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情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内に、    

開示請求に係る文書等を開示又は開示しない決定をし、開示請求者に対して    

書面で通知します。 

     ただし、開示請求に係る文書等が著しく大量である場合、第三者情報が含    

まれ、当該第三者に意見聴取の必要がある場合等、やむを得ない理由により、    

１４日以内に決定をすることができない場合は、請求書の提出があった日の    

翌日から起算して４５日を限度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 不開示情報 

    開示請求のあった文書等は原則として開示します。ただし、開示することに   

より、個人又は法人等の正当な利益を害するもの、公共の安全、行政の事務事

業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等、次に掲げる７項目は開示することは

できません。 

   ア 法令秘情報 

     法令等の規定により、開示することができない情報 

   イ 個人に関する情報 

     個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合    

することにより識別され得るもの 

   ウ 法人等に関する情報 

     開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を    

害するおそれがあるもの 

     公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が    

合理的であると認められるもの 

   エ 公共の安全等に関する情報 

     開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜    

査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   オ 審議、検討等に関する情報 

     審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な    

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に    

混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの 

   カ 事務事業に関する情報 

     事務事業に関する情報のうち、開示することにより、事務事業の性質上、    

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   キ 国等に関する情報 

     国等との協議等に基づく情報であって、開示することにより国等との協力
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関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの 

 

  (6) 存否不回答 

    開示請求に係る文書等の存否について回答することにより、不開示情報を開   

示した場合と同様に保護される利益が害されることとなるときは、その存否を   

明らかにしないで請求を拒否することができます。 

 

  (7) 第三者保護 

実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外の第三者に関   

する情報が記録されている場合は、第三者の正当な権利利益を保護するため、

開示等の決定をする際に、当該第三者の意見を聞くことができます。     

 

  (8) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (9) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 

  

  (10) 情報提供施策の充実 

実施機関は、市民生活の向上に資するとともに、市民の市政に対する理解を 

   深めるため、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければなり 

   ません。 

 

 ３ 情報公開窓口 

   情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開 

  の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口として、市庁 

  舎１階に「市政情報プラザ」を設置しています。 
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Ⅱ 情報公開制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１０年度から平成２７年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                       （単位：件） 

年度 

開示

請求

件数 

処理状況 

開示

決定 

部分

開示 

請求拒否決定 

合計 取下げ 却下 
不開示 

存否不

回答 
不存在 その他 小計 

10 21 4 16 1 0 5 5 11 31 0 0 

11 64 14 45 2 0 4 0 6 65 0 0 

12 96 67 18 0 0 17 2 19 104 2 0 

13 486 231 86 0 0 246 0 246 563 8 2 

14 346 185 75 0 0 172 2 174 434 3 1 

15 572 225 150 15 1 214 4 234 609 5 0 

16 489 234 112 11 8 142 0 161 507 11 0 

17 536 189 132 12 0 146 6 164 485 68 2 

18 344 120 105 17 0 122 2 141 366 15 4 

19 504 314 80 8 0 177 2 187 581 6 0 

20 416 262 93 8 0 63 4 75 430 13 1 

21 517 364 102 14 1 70 1 86 552 9 14 

22 633 445 147 18 0 96 12 126 718 15 2 

23 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 

24 868 519 227 9 0 152 0 161 907 9 0 

25 974 681 237 18 0 105 1 124 1,042 6 0 

26 1,219 822 345 15 1 78 6 100 1,267 13 0 

27 1,301 800 459 16 2 61 2 81 1,340 13 0 

〔備考〕 

(1) １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件

数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

(2) 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定を

し、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

(3) 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 

(4) その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、

請求拒否の決定をしたものをいう。 

(5) 却下とは、文書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼した

が補正に応じなかったもの、又は開示請求権がない者からの請求について、却

下したもの等をいう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

   平成２７年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２６年度におけ

る実施機関別請求件数は、市長事務部局が１，０５１件で最も多く、うち都市建

設局が６８２件、次いで上下水道局が１５８件となっています。 

 

 平成２７年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況     （単位：件） 

実施機関 

開示 

請求 

件数 

処    理    状    況 

開示 

決定 
部分開

示決定 

請求拒否決定 
合計 

取下

げ 

却

下 不開示 
存否不

回答 
不存在 その他 計 

市 

 

 

長 

総 務 局 12 8 5 1 0 2 0 3 16 0 0 

市 民 局 28 12 12 0 0 7 0 7 31 0 0 

財 政 局 18 11 4 2 0 1 0 3 18 1 0 

健康福祉子ども局 156 121 28 0 2 12 0 14 163 0 0 

環 境 局 39 28 11 0 0 1 0 1 40 0 0 

農 水 商 工 局 42 19 23 1 0 1 0 2 44 0 0 

観光文化交流局 27 18 8 1 0 1 0 2 28 0 0 

都 市 建 設 局 682 333 335 7 0 13 2 22 690 9 0 

中 央 区 役 所 6 4 1 0 0 2 0 2 7 0 0 

東 区 役 所 6 4 1 0 0 2 0 2 7 0 0 

西 区 役 所 7 5 2 1 0 1 0 2 9 1 0 

南 区 役 所 10 7 3 1 0 2 0 3 13 0 0 

北 区 役 所 9 6 2 0 0 1 0 1 9 0 0 

会 計 総 室 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

市長政策総室 5 3 2 0 0 2 0 2 7 0  

東京事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

都市政策研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 1,051 583 437 14 2 48 2 66 1,086 11 0 

教 育 委 員 会 40 33 5 1 0 1 0 2 40 1 0 

選挙管理委員会 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 

人 事 委 員 会 4 2 0 1 0 1 0 2 4 0 0 

監 査 委 員 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

農 業 委 員 会 5 1 3 0 0 2 0 2 6 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公
営
企
業

管

理

者 

交 通 局 10 9 1 0 0 1 0 1 11 0 0 

上下水道局 158 149 8 0 0 1 0 1 158 1 0 

病 院 局 11 9 1 0 0 2 0 2 12 0 0 

消防長 消 防 局 14 11 3 0 0 1 0 1 15 0 0 

議 会 5 2 1 0 0 2 0 2 5 0 0 

合 計 1,301 800 459 16 2 61 2 81 1,340 13 0 
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３ 不開示理由の適用状況 

条例第７条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示を含む。）となった事

例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  ＜不開示理由別内訳＞ 

不開示理由（条例第７条）  
２７年度 

件数（件） 比率（％） 

第１号 法令秘情報 １０ １．７ 

第２号 個人に関する情報 ４２９ ７３．３ 

第３号 法人等に関する情報 １１８ ２０．２ 

第４号 公共の安全等に関する情報 １３ ２．２ 

第５号 審議、検討等に関する情報 ５ １．０ 

第６号 事務事業に関する情報 ８ １．４ 

第７号 国等に関する情報 １ ０．１ 

その他（条例の適用除外など） １ ０．１ 

合    計 ５８５ １００.０ 

 

 

４ 不服申立ての状況 

  平成２７年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２７年度 

異議申立て ４ ５  ５ ０ ０ 

審 査 請 求 ０  １ ０ ０ ０ 

合  計 ４ ５ １ ５ ０ ０ 

（決定済、裁決済の数字は H26 年度継続審議分も含む。H28.10 月末日現在） 
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Ⅲ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 １ 個人情報保護制度の意義 

熊本市では、昭和６１年１月に「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の

保護に関する条例」を制定し、電子計算組織により処理される個人情報の保護を

図ってきました。しかし、近年における市民のプライバシーに関する認識の高ま

りや高度情報化社会の急速な進展に伴い、「手作業処理される個人情報」や「民

間業者が保有する個人情報」についても、保護措置を講ずることが求められるよ

うになってきました。このため、平成１１年１１月に熊本市個人情報保護制度検

討委員会が設置され、平成１２年１１月の答申を経て、平成１３年９月２１日に

「熊本市個人情報保護条例」を公布、平成１４年４月１日から施行されました。 

この制度は、熊本市や熊本市の民間事業者等における個人情報の取扱いによっ

て侵害されるおそれがある個人の権利利益を、広く保護することを目的とするも

のであり、本市が個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個

人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているものです。 

 

 ２ 個人情報保護制度の概要 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会 

 

  (2) 個人情報を適正に取り扱うルール 

    行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）の施行に伴い、個人番号を含む特定個人情報に係

る取り扱いを保護するため、平成２７年１０月に熊本市個人情報保護条例を改

正しました。 

   ア 収集の制限 

    (ｱ) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集する。 

    (ｲ) 適法かつ公正な手段で収集する。 

    (ｳ) 原則として本人から収集する。 

    (ｴ) 思想､信条等に関する個人情報は、原則として収集しない。 

   イ 利用及び提供の制限 

    (ｱ) 目的外利用の制限 

(ｲ) 外部提供の制限 

   ウ 特定個人情報の利用の制限 

    (ｱ) 特定個人情報を取り扱う事務の範囲を超えた利用の制限 

    (ｲ) 番号法に規定されたもの以外への提供の制限 

   エ 電子計算機結合による提供の制限 
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(ｱ) 通信回線の結合による提供の制限（相手方が随時入手できる状態にする

ものに限定して制限） 

   エ 適正管理 

    (ｱ) 正確、最新の状態を確保 

(ｲ) 漏えい、滅失、改ざん等の防止と責任体制の明確化 

    (ｳ) 不必要なものの廃棄、消去 

(3) 開示や訂正などを求める権利 

 ア 開示請求 

   自己情報の開示請求権の保障 

 イ 訂正請求 

   自己情報の訂正請求権の保障 

 ウ 是正の申出 

個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求権

の保障 

※ 利用停止請求（平成１６年４月１日から条例改正・施行） 

    個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求

権の保障 

 エ 苦情の処理 

   実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

 オ 苦情相談の処理 

   事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談の処理 

 

  (4) 請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、必要事

項を記載した請求書を情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

     個人番号を含む特定個人情報の開示請求については、本人のほか、法定代

理人及び任意代理人による請求ができます。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は 

１４日以内（平成２８年１月１日以降の請求にあっては、熊本市の休日を除

いた１４日以内）に、訂正請求及び利用停止請求は３０日以内に諾否の決定

をし、開示請求者に対して書面で通知します。 

     ただし、やむを得ない理由により、１４日以内（訂正請求及び利用停止請

求は３０日以内）に決定をすることができない場合は、請求書の提出があっ

た日の翌日から起算して４５日（訂正請求及び利用停止請求は６０日）を限

度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 
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  (5) 罰則 

    国において職員や受託事務従事者等に対して罰則規定を設けられたことに伴

い、本市においても次のような罰則規定を設け、平成１６年４月１日から施行

しています。 

   ア 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む。）が、正当な理由がない

のに、個人の秘密に属する事項が記録された､行政文書に記録された個人情

報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の

行政文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金 

   イ 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む）が、個人情報をその業務

に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金 

   ウ 職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に係る個人情報を収集した場合は１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金 

   エ 不正な手段により個人情報の開示請求をした場合５万円以下の過料 

 

  (6) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (7) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 
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Ⅳ 個人情報保護制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１４年度から２７年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                                （単位：件） 

 
開 示 

請 求 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 

決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 
存 否 

不回答 
取下げ 却下 

14 年度 １７ ４ ０ １ １２ ０ １ ０ 

15 年度 ５１ ２０ １０ ０ １８ ０ ３ ０ 

16 年度 ５２ ２８ １０ ０ １７ ０ ０ ０ 

17 年度 ９４ ４０ １４ ２ ３３ ０ ４ ２ 

18 年度 ６６ ３４ １０ １ ２１ ０ ０ １ 

19 年度 ７９ ４５ ９ ０ ２７ ０ ０ ０ 

20 年度 ８６ ４４ ２９ ０ １３ ０ ０ ０ 

21 年度 ７５ ３５ １９ １ ２２ ０ １ ０ 

22 年度 １０５ ４８ ３８ １ ２４ ０ ０ ０ 

23 年度 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ０ ０ 

24 年度 ６３ ３３ ２１ ２ １１ ０ ０ ０ 

25 年度 ９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ ０ ０ 

26 年度 ９４ ５２ ３０ ３ １４ １ ２ ０ 

27 年度 １００ ５７ ３１ ２ ２５ ０ ０ ０ 

 

〔備考〕 

１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求

件数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定

をし、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものを

いう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

  平成２７年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２７年度における

実施機関別請求件数は、市長事務部局が８７件で最も多く、うち企画振興局が４８

件、次いで健康福祉子ども局が２３件となっています。 

 

 平成２７年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況       （単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 

決 定 

一部開 

示決定 
不開示 不存在 

存否不

回答 
合 計 取下げ 却下 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

市 民 局 48 26 16 1 13 0 56 0 0 

財 政 局 3 1 0 0 2 0 3 0 0 

健康福祉子ども局 23 13 7 0 7 0 27 0 0 

環 境 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 水 商 工 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

観光文化交流局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

都 市 建 設 局 3 1 2 0 0 0 3 0 0 

中 央 区 役 所 4 4 0 0 2 0 6 0 0 

東 区 役 所 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

西 区 役 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南 区 役 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

北 区 役 所 3 2 1 1 0 0 4 0 0 

会 計 総 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

市長政策総室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

東 京 事 務 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

都市政策研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 87 49 27 2 24 0 102 0 0 

教 育 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 業 委 員 会 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 

企 業 

管理者 

交 通 局 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

上下水道局 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

病 院 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防長 消 防 局 10 7 2 0 1 0 10 0 0 

議 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 100 57 31 2 25 0 115 0 0 
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３ 不服申立ての状況 

  平成２７年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２７年度 

異議申立て ０ ２  ０ ０ ０ 

審 査 請 求 ０  ０ ０ ０ ０ 

合  計 ０ ２ ０ ０ ０ ０ 

（決定済、裁決済の数字は H26 年度継続審議分も含む。H28.10 月末日現在） 

 

４ 訂正請求の状況 

  平成２７年度における自己に関する個人情報の訂正請求は、ありません。 

 

 

５ 利用停止請求の状況 

  平成２７年度における個人情報の取扱いの違反に対する利用停止請求は、ありま

せん。 
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Ⅴ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況 

 

１ 開示請求等に対する不開示等の処分に対して不服がある場合は、行政不服審査

法に基づく不服申立てを行うことが出来ます。 

そこで、不服申立てが行われたとき、実施機関は、不服申立てを認容する場合

等を除き、第三者機関である熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、

その答申を尊重し当該不服申立てに係る決定を行わなければなりません。この審

議会は、次の５人の有識者によって構成されます。 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員名簿 

 （任期：平成２７年４月２７日～平成２９年４月２６日） 

役  職 氏  名 職  名  等 

会  長  高木 絹子  弁護士 

会長職務代理者  大江 正昭  熊本学園大学社会福祉学部教授 

委  員  馬場  啓  弁護士 

委  員  澤田 道夫  熊本県立大学総合管理学部准教授 

委  員  魚住 弘久  熊本大学大学院社会文化科学研究科教授 

（平成２８年３月３１日現在） 
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 ２ 平成２７年度の情報公開・個人情報保護審議会への諮問は合計１０件で、うち、

情報公開制度に基づく諮問が４件、個人情報保護制度に基づく諮問が６件（特定

個人情報に関する４件を含む）でした。 

   平成２７年度の情報公開・個人情報保護審議会の開催は、合計１３回で、開催

状況は、次のとおりです。 

 

 

年  月  日 主 な 審 議 事 項 

平成２７年 ４月９日 平成２６年諮問第１号、２号、５号及び１２号の審議 

平成２７年 ４月２３日 平成２６年諮問第１号、２号、５号及び１２号の審議 

平成２７年 ５月２８日 平成２６年度諮問第１号、１０号及び１１号の審議 

平成２７年 ６月２５日 平成２６年度諮問第１号、１０号及び１１号の審議 

平成２７年 ７月２３日 平成２６年度諮問第１号、１０号及び１１号の審議 

平成２７年 ８月２７日 平成２６年度諮問第１号、８号及び１１号の審議 

平成２７年 ９月１６日 平成２６年度諮問第８号、１１号及び１３号の審議 

平成２７年 １０月８日 平成２６年度諮問第８号及び１３号の審議 

平成２７年１１月１２日 
平成２６年度諮問第８号、１０号、１１号及び１３号

の審議 

平成２７年１２月２５日 平成２６年度諮問第６号及び１３号の審議 

平成２８年 １月２８日 平成２６年度諮問第６号及び１３号の審議 

平成２８年 ２月１５日 
平成２６年度諮問第６号並びに平成２７年度諮問第

６号、７号及び９号の審議 

平成２８年 ３月２４日 
平成２６年度諮問第６号並びに平成２７年度諮問第

１号、６号、７号、９号及び１０号の審議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資  料〕 
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所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

3月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

4
/
3

4
/
1
4

6
4/

1

平
成

27
年

3月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
95

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

4月
3

日
 1

4:
30

開
示

4
/
8

4
/
1
4

7
4/

2

道
等

の
判

定
 0

6-
40

0-
01

～
13

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 0

6-
40

0-
01

～
13

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
3

4
/
8

郵
送

8
4/

2

平
成

26
年

10
月

1日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
旧

天
明

新
川

堤
防

補
強

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

工
事

名
 旧

天
明

新
川

堤
防

補
強

工
事

金
入

変
更

設
計

書

開
示

4
/
6

4
/
7

9
4/

2

県
道

22
8号

線
の

拡
幅

事
業

に
つ

い
て

完
成

後
の

道
路

形
状

が
分

か
る

平
面

図
(位

置
図

参
照

)
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(水

前
寺

工
区

)道
路

改
良

工
事

(平
面

図
)

開
示

4
/
6

4
/
1
3

郵
送

10
4/

2

平
成

27
年

3月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
3１

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
95

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

4月
7

日
 1

0:
00

開
示

4
/
8

4
/
1
7

郵
送

11
4/

3

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

2.
10

.1
1 

00
-4

88
･協

定
書

含
む

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

2.
10

.1
1 

00
-4

88
･協

定
書

含
む

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
7

2



12
4/

6

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
3月

21
日

よ
り

20
15

年
4月

6日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

理
容

所
及

び
美

容
所

の
開

設
届

を
提

出
し

た
店

舗
の

一
覧

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･届

出
者

名
期

間
:2

01
5年

3月
21

日
か

ら
20

15
年

4月
6日

ま
で

(確
認

日
)

開
示

4
/
8

4
/
1
0

13
4/

6

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
3月

21
日

よ
り

20
15

年
4月

6日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
21

日
～

平
成

27
年

4月
6日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

38
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
4月

7
日

 1
4:

30

開
示

4
/
8

4
/
1
0

14
4/

6

･平
成

26
年

9月
10

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 室

園
町

第
22

号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

取
り

下
げ

15
4/

6

･平
成

26
年

11
月

5日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
4号

調
整

池
築

造
工

事 上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

取
り

下
げ

16
4/

6

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

4-
58

7-
01

～
06

･協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

4-
58

7-
01

～
04

-
58

7-
06

･協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
7

4
/
8

17
4/

7
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 1
4-

21
2 

1～
6

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 1

4-
21

2 
1～

6 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
8

4
/
8

18
4/

7

道
路

位
置

指
定

S4
9-

05
2-

01
　

　
〃

　
　

-0
2

　
　

〃
　

　
-0

3
　

　
〃

　
　

-0
4

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S4
9-

05
2-

01
 S

49
-0

52
-0

2
S4

9-
05

2-
03

 S
49

-0
52

-0
4

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
8

4
/
9

3



19
4/

7

●
熊

本
県

農
業

試
験

場
跡

地
の

幹
線

道
路

熊
本

港
線

(県
道

51
号

線
)･

で
の

来
春

開
業

の
西

熊
本

駅
(仮

称
)･

A
区

画
･B

区
画

･C
区

画
･D

区
画

･へ
の

相
互

の
人

車
両

の
流

れ
･西

熊
本

駅
へ

の
路

線
ﾊ

ﾞｽ
車

両
の

流
れ

･等
に

対
し

、
熊

本
県

警
交

通
管

理
者

等
と

の
協

議
が

重
ね

ら
れ

て
来

た
と

思
わ

れ
る

が
、

ど
の

様
な

資
料

等
に

基
づ

い
て

協
議

さ
れ

た
の

か
、

JR
西

熊
本

駅
の

･
利

活
用

利
便

性
確

保
･等

に
繋

が
る

ど
の

様
な

信
号

機
設

置
位

置
･横

断
歩

道
白

線
･等

･設
置

に
よ

る
･あ

ん
し

ん
安

全
･を

確
保

す
る

為
に

、
ど

の
様

な
施

策
が

配
慮

し
よ

う
と

さ
れ

て
い

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
図

式
等

･一
式

･の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

熊
本

県
農

業
試

験
場

跡
地

の
幹

線
道

路
熊

本
港

線
(県

道
51

号
線

)で
の

来
春

開
業

の
西

熊
本

駅
(仮

称
)･

A
区

画
･B

区
画

･C
区

画
･D

区
画

へ
の

相
互

の
人

車
両

の
流

れ
、

西
熊

本
駅

へ
の

路
線

ﾊ
ﾞｽ

車
両

の
流

れ
、

等
に

対
し

、
熊

本
県

警
交

通
管

理
者

等
と

の
協

議
が

重
ね

ら
れ

て
来

た
と

思
わ

れ
る

が
、

ど
の

様
な

資
料

等
に

基
づ

い
て

協
議

さ
れ

た
の

か
、

JR
西

熊
本

駅
の

利
活

用
利

便
性

確
保

等
に

繋
が

る
ど

の
様

な
信

号
機

設
置

位
置

、
横

断
歩

道
白

線
等

設
置

に
よ

る
、

安
心

安
全

を
確

保
す

る
為

に
、

ど
の

様
な

施
策

が
配

慮
し

よ
う

と
さ

れ
て

い
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

図
式

一
式

の
開

示
請

求
。

不
開

示

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

7
号

　
国

等
に

関
す

る
情

報

4
/
2
0

4



20
4/

7

●
文

書
等

開
示

決
定

通
知

書
･駅

整
発

第
82

1
号

･平
成

27
年

3月
6日

付
･を

、
平

成
27

年
3月

31
日

に
市

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

て
受

領
し

た
。

こ
の

件
に

つ
い

て
、

開
示

交
付

資
料

に
不

備
が

あ
る

の
で

、
再

度
開

示
請

求
す

る
。

1.
文

書
等

開
示

請
求

書
･受

付
番

号
第

11
10

号
･平

成
27

年
2月

23
日

付
･の

請
求

内
容

は
、

1.
現

在
、

祇
園

橋
･市

電
通

り
か

ら
･新

設
幹

線
道

路
･春

日
地

上
線

･の
第

1第
2工

区
が

、
暫

定
2車

線
に

て
運

行
走

行
の

運
用

状
態

で
あ

る
が

、
い

つ
頃

4車
線

と
し

て
運

行
さ

れ
る

の
か

?の
わ

か
る

資
料

等
･工

事
竣

工
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
･の

開
示

請
求

。
の

内
容

で
請

求
し

た
。

→
処

が
、

交
付

資
料

は
、

熊
本

県
公

報
･第

12
20

1号
･平

成
25

年
3月

29
日

(金
)付

･･
目

次
告

示
･と

･熊
本

県
告

示
第

31
4号

都
市

計
画

法
(昭

和
43

年
法

律
第

10
0号

)第
63

条
第

1項
の

規
定

に
よ

り
都

市
計

画
事

業
の

事
業

計
画

の
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

2項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

62
条

第
1項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

平
成

25
年

3月
29

日
熊

本
県

知
事

樺
島

郁
夫

1 
施

行
者

の
名

称
 熊

本
市

2 
事

業
施

行
期

間
 平

成
24

年
4月

1日
か

ら
平

成
32

年
3月

31
日

ま
で

4 
事

業
地

 収
用

の
部

分
 変

更
な

し
 使

用
の

部
分

 変
更

な
し

の
内

容
 A

4→
2枚

を
平

成
27

年
3月

31
日

受
領

し
た

。
1)

工
事

竣
工

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

交
付

資
料

が
欠

落
し

て
い

た
の

で
、

ど
の

位
置

の
整

備
工

事
は

工
期

期
間

は
ど

れ
だ

け
･こ

の
位

置
の

整
備

工
事

は
ど

れ
だ

け
の

工
期

期
間

か
か

る
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
開

示
4
/
1
7

4
/
2
3

1.
1)

現
在

、
春

日
池

上
線

の
第

1第
2工

区
が

暫
定

2車
線

で
あ

る
が

、
い

つ
頃

4車
線

と
し

て
運

行
さ

れ
る

の
か

が
分

か
る

資
料

等
で

、
ど

の
位

置
の

整
備

の
工

期
は

ど
れ

だ
け

･こ
の

位
置

の
整

備
の

工
期

は
ど

れ
だ

け
か

か
る

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2)

変
更

前
の

都
市

計
画

事
業

の
事

業
計

画
は

、
ど

の
よ

う
な

も
の

だ
っ

た
が

わ
か

る
資

料
等

。
2.

1)
当

該
文

書
等

開
示

請
求

書
に

記
載

す
る

暫
定

2車
線

利
用

の
現

行
走

行
に

お
い

て
右

折
し

て
迂

回
付

替
え

道
路

を
上

が
り

清
水

寺
下

に
到

達
す

る
運

行
の

場
合

、
出

っ
張

り
の

歩
道

は
道

路
構

造
上

支
障

障
害

物
と

は
な

ら
な

い
が

他
に

支
障

が
あ

る
の

か
、

あ
れ

ば
ど

の
様

な
支

障
物

が
あ

る
の

か
、

あ
れ

ば
ど

の
様

な
障

害
物

が
存

在
す

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
2)

平
成

27
年

3月
6日

付
駅

整
発

第
82

1号
の

開
示

交
付

資
料

で
は

、
都

市
計

画
道

路
春

日
池

上
線

の
工

期
が

平
成

24
年

4月
1日

か
ら

平
成

32
年

3月
31

日
ま

で
と

さ
れ

て
い

る
が

、
例

え
ば

平
成

24
年

4月
1日

か
ら

用
地

買
収

に
9年

、
古

道
踏

切
･下

り
線

･撤
去

後
に

3年
間

の
工

事
期

間
を

要
す

る
と

予
測

す
る

が
、

普
通

の
工

事
期

間
で

は
異

例
で

あ
り

、
そ

の
原

因
要

員
が

わ
か

る
資

料
等

。
3)

平
成

27
年

3月
6日

付
駅

整
発

第
82

1号
等

の
開

示
交

付
資

料
で

は
、

特
に

清
水

寺
か

ら
下

り
、

春
日

池
上

線
を

左
折

交
差

す
る

地
点

に
朱

線
ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ
が

表
示

し
て

あ
る

が
、

現
行

も
高

麗
門

通
り

か
ら

信
号

機
の

指
示

に
従

っ
て

多
く

の
車

両
が

下
り

左
折

し
て

い
る

が
、

支
障

は
な

い
と

す
る

根
拠

理
由

が
わ

か
る

資
料

等
。

4)
当

該
文

書
等

開
示

請
求

書
に

記
載

す
る

清
水

寺
か

ら
下

り
、

途
中

で
左

折
し

、
新

幹
線

支
柱

と
在

来
線

支
柱

の
間

を
潜

り
抜

け
、

春
日

池
上

線
に

合
流

し
、

祗
園

橋
方

へ
車

両
･路

線
ﾊ

ﾞｽ
が

走
行

し
た

場
合

支
障

が
あ

る
か

?あ
る

場
合

ど
の

よ
う

な
支

障
が

あ
る

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
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2)
～

都
市

計
画

事
業

の
事

業
計

画
の

変
更

を
認

可
し

た
の

で
、

～
と

あ
る

が
、

変
更

前
の

事
業

計
画

は
ど

の
様

な
も

の
だ

っ
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

私
の

文
書

等
開

示
請

求
書

･第
11

10
号

･の
請

求
内

容
･2

項
目

･3
項

目
･に

対
し

て
、

道
路

形
態

検
討

案
(春

日
地

上
線

暫
定

形
)･

道
路

形
態

検
討

案
(春

日
地

上
線

完
成

形
)･

の
･各

A
3

→
1枚

ず
つ

計
2枚

の
図

式
を

交
付

受
領

し
た

。
し

か
し

、
私

の
･2

･3
･両

項
目

の
開

示
請

求
主

旨
と

は
違

っ
て

い
る

の
で

、
再

度
･開

示
請

求
す

る
。

第
11

10
号

に
添

付
し

た
資

料
図

式
を

見
て

頂
く

と
、

2枚
目

の
道

路
拡

大
図

で
は

、
現

行
運

行
で

は
･迂

回
付

替
え

道
路

側
で

の
上

り
下

り
の

暫
定

2車
線

の
利

用
で

あ
り

、
祇

園
橋

方
か

ら
の

侵
入

車
両

･路
線

ﾊ
ﾞｽ

も
含

む
･も

1車
線

で
あ

る
が

、
旧

北
岡

神
社

境
内

の
交

差
点

侵
入

の
際

、
路

線
ﾊ

ﾞｽ
は

現
行

ﾙ
ｰ

ﾄを
走

行
し

、
古

道
踏

切
り

を
渡

っ
て

ﾊ
ﾞｽ

ﾍ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄ専

用
道

路
を

走
行

し
、

迂
回

付
替

え
道

路
交

差
点

で
一

旦
停

止
す

る
。

春
日

交
差

点
か

ら
祇

園
橋

へ
向

か
う

車
両

が
ﾊ

ﾞｽ
右

折
優

先
の

為
･一

旦
停

止
を

確
認

し
た

ら
･路

線
ﾊ

ﾞｽ
は

迂
回

付
替

え
道

路
に

向
か

っ
て

右
折

し
、

清
水

寺
下

に
到

達
さ

せ
る

。
祇

園
橋

市
電

通
り

か
ら

侵
入

し
た

ほ
か

の
車

両
は

、
旧

北
岡

神
社

境
内

交
差

点
を

左
側

の
道

路
を

走
行

し
、

古
道

踏
切

り
を

渡
っ

て
春

日
保

育
園

前
を

通
過

し
、

春
日

交
差

点
方

へ
走

行
す

る
。

現
行

で
は

、
古

道
踏

切
り

も
含

め
て

、
三

車
線

が
整

備
済

み
で

あ
る

の
で

、
何

の
問

題
も

な
い

筈
と

思
う

。

1.
1)

現
在

、
春

日
池

上
線

の
第

1第
2工

区
が

暫
定

2車
線

で
あ

る
が

、
い

つ
頃

4車
線

と
し

て
運

行
さ

れ
る

の
か

が
分

か
る

資
料

等
で

、
ど

の
位

置
の

整
備

の
工

期
は

ど
れ

だ
け

･こ
の

位
置

の
整

備
の

工
期

は
ど

れ
だ

け
か

か
る

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2)

変
更

前
の

都
市

計
画

事
業

の
事

業
計

画
は

、
ど

の
よ

う
な

も
の

だ
っ

た
が

わ
か

る
資

料
等

。
2.

1)
当

該
文

書
等

開
示

請
求

書
に

記
載

す
る

暫
定

2車
線

利
用

の
現

行
走

行
に

お
い

て
右

折
し

て
迂

回
付

替
え

道
路

を
上

が
り

清
水

寺
下

に
到

達
す

る
運

行
の

場
合

、
出

っ
張

り
の

歩
道

は
道

路
構

造
上

支
障

障
害

物
と

は
な

ら
な

い
が

他
に

支
障

が
あ

る
の

か
、

あ
れ

ば
ど

の
様

な
支

障
物

が
あ

る
の

か
、

あ
れ

ば
ど

の
様

な
障

害
物

が
存

在
す

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
2)

平
成

27
年

3月
6日

付
駅

整
発

第
82

1号
の

開
示

交
付

資
料

で
は

、
都

市
計

画
道

路
春

日
池

上
線

の
工

期
が

平
成

24
年

4月
1日

か
ら

平
成

32
年

3月
31

日
ま

で
と

さ
れ

て
い

る
が

、
例

え
ば

平
成

24
年

4月
1日

か
ら

用
地

買
収

に
9年

、
古

道
踏

切
･下

り
線

･撤
去

後
に

3年
間

の
工

事
期

間
を

要
す

る
と

予
測

す
る

が
、

普
通

の
工

事
期

間
で

は
異

例
で

あ
り

、
そ

の
原

因
要

員
が

わ
か

る
資

料
等

。
3)

平
成

27
年

3月
6日

付
駅

整
発

第
82

1号
等

の
開

示
交

付
資

料
で

は
、

特
に

清
水

寺
か

ら
下

り
、

春
日

池
上

線
を

左
折

交
差

す
る

地
点

に
朱

線
ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ
が

表
示

し
て

あ
る

が
、

現
行

も
高

麗
門

通
り

か
ら

信
号

機
の

指
示

に
従

っ
て

多
く

の
車

両
が

下
り

左
折

し
て

い
る

が
、

支
障

は
な

い
と

す
る

根
拠

理
由

が
わ

か
る

資
料

等
。

4)
当

該
文

書
等

開
示

請
求

書
に

記
載

す
る

清
水

寺
か

ら
下

り
、

途
中

で
左

折
し

、
新

幹
線

支
柱

と
在

来
線

支
柱

の
間

を
潜

り
抜

け
、

春
日

池
上

線
に

合
流

し
、

祗
園

橋
方

へ
車

両
･路

線
ﾊ

ﾞｽ
が

走
行

し
た

場
合

支
障

が
あ

る
か

?あ
る

場
合

ど
の

よ
う

な
支

障
が

あ
る

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
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熊
本

県
資

料
･J

R
鹿

児
島

本
線

･豊
肥

本
線

連
続

立
体

交
差

事
業

進
捗

状
況

(H
25

.1
2)

の
資

料
を

見
れ

ば
、

熊
本

駅
部

(下
り

線
)(

豊
肥

本
線

)工
事

･平
成

29
年

度
切

替
･と

な
っ

て
お

り
、

つ
ま

り
、

古
道

踏
切

り
も

(下
り

線
)工

事
が

切
替

わ
る

と
の

事
。

1)
暫

定
2車

線
利

用
の

現
行

走
行

で
の

上
記

の
環

境
条

件
で

の
右

折
し

て
、

迂
回

付
替

え
道

路
を

上
り

清
水

寺
下

に
到

達
す

る
運

行
の

場
合

、
出

っ
張

り
の

歩
道

は
･交

通
管

理
者

の
言

に
も

あ
る

如
く

道
路

構
造

上
必

要
な

い
と

の
事

で
あ

る
の

で
削

除
除

却
す

れ
ば

良
い

･か
ら

、
支

障
障

害
物

と
は

な
ら

な
い

が
、

他
に

支
障

が
あ

る
の

か
、

あ
れ

ば
ど

の
よ

う
な

支
障

物
が

｢存
在

｣す
る

の
か

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
前

記
･1

項
目

･の
交

付
資

料
に

よ
れ

ば
、

平
成

24
年

4月
1日

か
ら

平
成

32
年

3月
31

日
ま

で
と

あ
り

、
駅

整
発

第
82

1号
･交

付
資

料
･道

路
形

態
検

討
案

(春
日

池
上

線
･暫

定
形

･完
成

形
)

の
朱

線
部

分
が

支
障

を
来

す
の

事
で

あ
れ

ば
、

例
え

ば
、

用
地

買
収

と
し

た
場

合
、

平
成

24
年

4
月

1日
か

ら
開

始
し

て
い

る
か

ら
、

平
成

32
年

3
月

31
日

ま
で

、
古

道
踏

切
り

･下
り

線
･撤

去
後

も
3年

間
工

事
期

間
を

要
し

、
用

地
買

収
も

9年
間

も
要

す
る

と
の

事
か

。
古

道
踏

切
り

拡
幅

1車
線

工
事

に
3年

間
を

要
し

、
朱

線
部

分
の

･買
収

工
事

･に
9年

間
要

す
る

の
異

例
の

工
事

期
間

を
要

す
る

と
の

予
測

で
あ

る
が

、
普

通
の

工
事

期
間

は
異

例
で

あ
り

、
そ

の
原

因
要

因
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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3)
交

付
図

式
で

、
現

在
も

･迂
回

付
替

え
道

路
を

利
用

し
て

(下
り

･上
り

)の
車

両
を

何
時

も
目

に
す

る
が

、
特

に
･清

水
寺

か
ら

下
り

、
春

日
地

上
線

を
左

折
交

差
す

る
地

点
に

朱
線

ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ
が

表
示

し
て

あ
る

が
、

現
行

も
高

麗
門

通
り

か
ら

信
号

機
の

指
示

に
従

っ
て

多
く

の
車

両
が

下
り

左
折

し
て

い
る

が
、

支
障

は
無

い
と

す
る

根
拠

理
由

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4)

私
の

請
求

書
第

11
10

号
･添

付
資

料
･拡

大
図

式
･A

3･
上

に
、

清
水

寺
下

か
ら

下
り

、
途

中
で

左
折

し
、

新
幹

線
支

柱
と

在
来

線
支

柱
の

間
を

潜
り

抜
け

、
春

日
池

上
線

に
合

流
し

、
祇

園
橋

方
へ

車
両

･路
線

ﾊ
ﾞｽ

が
走

行
し

た
場

合
、

支
障

が
あ

る
か

?有
る

場
合

は
、

ど
の

様
な

支
障

が
あ

る
か

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

･立
体

交
差

事
業

行
程

表
･A

4→
0.

3枚
。

21
4/

7

平
成

27
年

4月
1日

供
用

開
始

長
嶺

待
ち

第
60

号
線

･長
嶺

南
7丁

目
第

1号
線

及
び

長
嶺

南
7丁

目
第

3号
線

の
道

路
平

面
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

を
希

望
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

取
り

下
げ

22
4/

8

平
成

26
年

5月
28

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

下
部

工
(A

1)
外

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢変

更
金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
(A

l)
外

工
事

開
示

4
/
1
5

4
/
2
1

8



23
4/

8

産
業

廃
棄

物
焼

却
処

理
施

設
に

関
す

る
資

料
の

う
ち

、
下

記
に

該
当

す
る

資
料

。
ま

た
、

対
象

施
設

は
以

下
に

該
当

す
る

す
べ

て
の

施
設

で
あ

る
。

な
お

、
写

し
の

交
付

方
法

に
関

し
て

は
、

可
能

な
限

り
ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
や

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
等

に
よ

る
電

子
媒

体
で

の
交

付
を

希
望

す
る

。
記 【開

示
請

求
を

す
る

行
政

文
書

】
市

町
村

ご
と

の
昭

和
52

年
度

か
ら

平
成

26
年

度
に

お
け

る
年

度
別

の
焼

却
処

理
施

設
数

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
資

料
。

【上
記

に
代

わ
る

資
料

】
1.

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
許

可
申

請
書

【1
か

ら
2ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ目
】

※
平

成
4年

7月
3日

以
前

に
設

置
さ

れ
た

施
設

に
つ

い
て

は
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

設
置

届
出

書
2.

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
軽

微
変

更
等

届
出

書
(※

廃
止

さ
れ

た
場

合
の

み
)【

1ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ目

】
ま

た
は

、
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

廃
止

届
出

書 3.
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

休
止

届
出

書
注

:上
記

す
べ

て
の

様
式

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

項
目

、
お

よ
び

図
面

や
計

画
書

等
の

別
紙

資
料

は
除

く
。

【対
象

施
設

】
施

設
:産

業
廃

棄
物

 焼
却

処
理

施
設

(ﾐ
ﾆ

処
分

場
お

よ
び

自
社

処
分

場
は

除
く

)
期

間
:昭

和
52

年
度

か
ら

現
在

ま
で

に
稼

動
し

て
い

た
、

も
し

く
は

稼
働

中
の

施
設

状
態

:処
理

中
、

処
理

終
了

、
廃

止
、

休
止

中
、

許
可

取
消

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策
室

1.
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

設
置

許
可

申
請

書
【1

か
ら

2ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ目

】
※

平
成

4年
7月

3日
以

前
に

設
置

さ
れ

た
施

設
に

つ
い

て
は

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
届

出
書

2.
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

軽
微

変
更

等
届

出
書

(※
 廃

止
さ

れ
た

場
合

の
み

)
【1

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ目

】ま
た

は
、

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
廃

止
届

出
書

3.
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

休
止

届
出

書
注

:上
記

す
べ

て
の

様
式

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

項
目

、
お

よ
び

図
面

や
計

画
書

等
の

別
紙

資
料

は
除

く
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
4

4
/
1
6

郵
送

種
類

:廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

に
お

い
て

、
指

定
さ

れ
て

い
る

産
業

廃
棄

物
焼

却
処

理
施

設
(汚

泥
、

廃
油

、
廃

ﾌ
ﾟﾗ

ｽ
ﾁ

ｯ
ｸ
、

P
C

B
廃

棄
物

、
そ

の
他

の
焼

却
処

理
施

設
)

以
上

24
4/

8

平
成

5年
12

月
14

日
に

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(熊

本
市

南
区

城
南

町
舞

原
○

○
○

-○
)に

て
発

生
し

た
○

○
○

○
が

被
害

者
で

あ
る

事
故

に
係

る
同

施
設

か
ら

熊
本

市
高

齢
介

護
福

祉
課

に
提

供
さ

れ
た

報
告

書
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

平
成

25
年

12
月

14
日

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(熊

本
市

南
区

城
南

町
舞

原
○

○
○

-○
)に

て
発

生
し

た
○

○
○

○
が

被
害

者
で

あ
る

事
故

に
係

る
同

施
設

か
ら

熊
本

市
高

齢
介

護
福

祉
課

に
提

出
さ

れ
た

報
告

書
。

存
否

不
回

答
第

９
条

4
/
1
6

9



25
4/

9

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

6年
第

22
3号

･協
定

書
あ

れ
ば

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
:0

6年
第

22
3号

･協
定

書
あ

れ
ば

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
3

4
/
2
1

26
4/

10

道
路

判
定

台
帳

 ○
○

○
○

○
 番

号
 0

5-
27

7
H

17
年

度
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 0
5-

27
7-

01
～

07
 計

7枚
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 ○
○

○
○

○
 番

号
 0

5-
27

7
H

27
年

度
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 0
5-

27
7-

01
～

07
 計

7枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
3

4
/
1
4

27
4/

10

道
路

位
置

指
定

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

55
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

55
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
3

4
/
1
6

28
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

会
計

総
室

所
管

分

会
計

総
室

平
成

26
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約

開
示

4
/
1
3

5
/
1

29
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

危
機

管
理

防
災

総
室

所
管

分

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

防
火

防
災

訓
練

災
害

補
償

等
共

済
契

約
書

開
示

4
/
1
4

5
/
1

30
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

管
財

課
所

管
分

財
政

局
管

財
課

取
り

下
げ

10



31
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

車
両

管
理

課
所

管
分

財
政

局
車

両
管

理
課

保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

、
動

産
総

合
保

険
)

開
示

4
/
1
3

5
/
1

32
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

健
康

福
祉

政
策

課
所

管
分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し

開
示

4
/
1
3

5
/
1

33
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

感
染

症
対

策
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 感

染
症

対
策

課

｢全
国

市
長

会
予

防
接

種
事

故
賠

償
保

険
｣加

入
証

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

･保
険

料
が

10
万

円
未

満
の

契
約

開
示

4
/
2
2

5
/
1

34
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

保
育

幼
稚

園
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 保

育
幼

稚
園

課

全
国

市
長

会
学

校
災

害
賠

償
補

償
保

険
 加

入
依

頼
書

及
び

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

災
害

共
済

 共
済

掛
金

支
払

明
細

書
、

災
害

共
済

給
付

契
約

名
簿

更
新

書
開

示
4
/
1
7

5
/
1

11



35
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

環
境

共
生

課
所

管
分

環
境

局
環

境
共

生
課

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約

開
示

4
/
1
4

5
/
1

36
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

水
保

全
課

所
管

分

環
境

局
水

保
全

課

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

度
3月

1日
)熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

証
券

写
し

に
つ

い
て

開
示

4
/
1
4

5
/
1

37
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

所
管

分

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

普
通

損
害

保
険

引
受

通
知

書
、

漁
船

船
主

責
任

保
険

引
受

通
知

書
魚

船
船

主
責

任
保

険
証

券

開
示

4
/
1
4

5
/
1

38
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

競
輪

事
務

所
所

管
分

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

開
設

64
周

年
記

念
熊

本
競

輪
(場

外
分

)動
産

保
険

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
保

険
 1

76
,0

00
円

開
示

4
/
1
6

5
/
1

39
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

土
木

総
務

課
所

管
分

都
市

建
設

局
土

木
総

務
課

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し

開
示

4
/
1
6

5
/
1

12



40
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

土
木

管
理

課
所

管
分

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

土
木

管
理

課
所

管
分

の
平

成
26

年
4月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

契
約

し
た

損
害

保
険

の
内

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
請

求
者

が
示

す
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し

開
示

4
/
1
4

5
/
1

41
4/
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平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

の
平

成
26

年
度

(平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
)熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

証
券

写
し

※
○

○
○

○
○

○
○

(株
)の

証
券

写
し

、
自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
、

保
険

料
が

10
万

円
未

満
の

契
約

は
除

く

開
示

4
/
1
5

5
/
1

42
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

所
管

分

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
)で

熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約

開
示

4
/
1
4

5
/
1

43
4/
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平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

電
車

課
所

管
分

交
通

局
電

車
課

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

、
電

車
課

所
管

分
と

な
る

証
券

写
し

た
だ

し
、

以
下

の
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
株

式
会

社
の

証
券

写
し

･自
動

車
保

険
、

火
災

保
険

、
自

賠
責

保
険

･保
険

料
が

10
万

円
未

満
の

契
約

開
示

4
/
2
4

5
/
1

44
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

上
下

水
道

局
総

務
課

所
管

分

上
下

水
道

局
総

務
課

上
下

水
道

局
総

務
課

が
所

管
す

る
、

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1

日
)熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

証
券

写
し

開
示

4
/
1
4

5
/
1

13
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平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

経
営

企
画

課
所

管
分

上
下

水
道

局
経

営
企

画
課

熊
本

市
水

道
の

森
開

設
に

お
け

る
森

林
国

営
保

険
証

書
の

写
し

開
示

4
/
2
2

5
/
1

46
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

熊
本

市
民

病
院

総
務

課
所

管
分

病
院

局
総

務
課

病
院

賠
償

責
任

保
険

賠
償

責
任

保
険

(機
械

式
立

体
駐

車
場

)

開
示

4
/
1
6

5
/
1

47
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

植
木

病
院

所
管

分

病
院

局
植

木
病

院

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し

開
示

4
/
2
4

5
/
1

48
4/

13

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

)熊
本

市
が

契
約

者
と

な
る

損
害

保
険

契
約

の
証

券
写

し
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･○
○

○
○

○
○

○
㈱

の
証

券
写

し
･自

動
車

保
険

、
火

災
保

険
、

自
賠

責
保

険
･保

険
料

が
10

万
円

未
満

の
契

約
※

学
務

課
所

管
分

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課

取
り

下
げ

49
4/

13

平
成

27
年

4月
13

日
現

在
、

熊
本

市
北

区
植

木
町

に
お

い
て

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

美
容

所
一

覧
。

項
目

、
屋

号
、

美
容

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

4月
13

日
現

在
、

熊
本

市
北

区
植

木
町

に
お

い
て

確
認

を
受

け
て

い
る

美
容

所
一

覧
項

目
:屋

号
、

美
容

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

開
示

4
/
1
5

4
/
2
0

14
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4/
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平
成

14
年

 道
等

の
判

定
番

号
 第

02
-1

60
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

14
年

 道
等

の
判

定
番

号
 第

02
-1

60
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
4

4
/
1
5

51
4/
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平
成

27
年

3月
1日

～
平

成
27

年
3月

末
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
―

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

58
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

4月
15

日
 1

1:
00

開
示

4
/
1
6

5
/
1
8

52
4/

13

検
査

日
報

確
認

年
月

日
:S

59
.6

.1
1

確
認

番
号

:第
39

0号
地

名
地

番
:熊

本
市

龍
田

町
上

立
田

○
○

○
○

-○ 建
築

主
:○

○
○

○
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

検
査

日
報

確
認

年
月

日
:S

59
.6

.1
1 

確
認

番
号

:第
39

0号
地

名
地

番
:熊

本
市

龍
田

町
上

立
田

○
○

○
○

-○ 建
築

主
:○

○
○

○
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
4

4
/
1
4

53
4/

13

※
下

記
工

事
の

工
事

費
設

計
書

を
、

情
報

開
示

願
い

ま
す

。
『工

事
番

号
:1

40
06

87
工

事
名

:一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
』

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)2

号
ﾄ

ﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
開

示
4
/
1
5

4
/
2
3

54
4/

13

※
下

記
工

事
の

工
事

費
設

計
書

を
、

情
報

開
示

願
い

ま
す

。
『工

事
番

号
:1

48
04

62
工

事
名

:亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

φ
50

0粍
送

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
(１

工
区

)』

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

φ
50

0粍
送

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
(1

工
区

)
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
4
/
2
1

4
/
2
3

55
4/

14

平
成

26
年

7月
9日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
上

原
第

2号
橋

架
替

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
原

第
2号

橋
架

替
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

4
/
1
6

4
/
2
1

56
4/

14

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

4-
39

6-
00

0 
-0

1 
-0

2 
-0

3 
-0

4
-0

5 
-0

6 
-0

7 
-0

8 
-0

9
専

用
道

路
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

4-
39

6-
00

0 
-0

1 
-0

2 
-0

4 
-0

5
-0

6 
-0

7 
-0

8 
-0

9
専

用
通

路
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
4

4
/
1
5

15



57
4/

14

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

の
【亀

井
水

源
地

～
立

田
山

配
水

池
φ

50
0粍

送
水

管
布

設
替

他
2工

事
(1

工
区

)】
の

設
計

書
(金

額
入

り
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

φ
50

0粍
送

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
(1

工
区

)
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
4
/
2
1

4
/
2
2

58
4/

14

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
S4

3-
06

1 
昭

和
42

年
度

 №
01

～
№

05
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

致
し

ま
す

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
 S

43
-0

61
 昭

和
42

年
度

 N
o.

01
～

N
o.

05
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

致
し

ま
す

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
5

4
/
1
6

59
4/

14

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

6年
第

10
2号

06
jp

g 
白

黒
希

望
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

6年
第

10
2号

06
.j
pg

 白
黒

希
望

開
示

4
/
1
5

4
/
1
6

60
4/

14

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
1月

11
日

～
2月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
1月

11
日

～
平

成
27

年
2月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
7

4
/
2
7

16



61
4/

15

●
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣第

86
8号

･平
成

27
年

2月
12

日
受

付
、

熊
本

市
長

大
西

一
史

自
筆

ｻ
ｲ
ﾝ

入
り

･平
成

27
年

4月
9日

付
、

の
回

答
書

を
受

領
し

た
。

し
か

し
、

私
の

質
疑

の
主

旨
に

対
し

、
抽

象
的

内
容

に
終

始
し

て
、

具
体

的
対

策
等

･の
回

答
が

欠
落

し
て

い
る

の
で

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢毎

年
度

、
1万

人
を

対
象

と
し

た
市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
を

実
施

し
、

｣と
あ

る
が

、
数

年
前

の
纏

め
の

集
計

表
で

は
、

｢市
民

ﾓ
ﾆ

ﾀ
ｰ

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ調
査

｣
は

、
｢熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

｣で
は

･数
百

件
･で

あ
り

、
1万

件
の

集
計

を
見

た
こ

と
が

な
い

。
1)

･熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ集

計
表

･
の

1万
件

と
す

る
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

･発
送

数
･と

･回
収

数
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
私

の
質

疑
･｢

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
を

遵
法

遵
守

し
て

の
『市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
報

告
書

』
を

纏
め

る
の

で
あ

れ
ば

、
『問

題
1か

ら
問

題
57

』
迄

の
数

字
番

号
と

合
わ

せ
て

、
『そ

う
思

う
理

由
』

『そ
う

感
じ

る
理

由
』の

項
目

に
市

民
の

生
の

声
･現

状
の

あ
り

方
改

善
の

要
請

の
声

･問
題

提
起

･当
の

あ
り

の
儘

の
記

述
文

章
･も

編
集

集
計

す
べ

き
で

あ
る

。
｣と

の
私

の
質

疑
に

対
し

、
何

の
記

述
も

無
く

･回
答

主
旨

が
欠

落
し

て
い

る
が

、
敢

え
て

、
市

民
の

質
疑

に
対

し
て

回
答

欠
落

さ
せ

た
･理

由
･根

拠
･等

･の
わ

か
る

資
料

等
、

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ集
計

取
扱

規
定

･ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
･等

の
開

示
請

求
。

市
民

局
広

聴
課

●
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣第

86
8号

、
平

成
27

年
2月

12
日

受
付

、
熊

本
市

長
大

西
一

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

、
平

成
27

年
4月

9日
付

、
の

回
答

書
を

受
領

し
た

。
し

か
し

、
私

の
質

疑
の

主
旨

に
対

し
、

抽
象

的
内

容
に

終
始

し
て

、
具

体
的

対
策

等
、

の
回

答
が

欠
落

し
て

い
る

の
で

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢毎

年
度

、
 1

万
人

を
対

象
と

し
た

市
民

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ調
査

を
実

施
し

、
と

あ
る

が
、

数
年

前
の

纏
め

の
集

計
表

で
は

、
｢市

民
ﾓ

ﾆ
ﾀ
ｰ

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ調
査

｣は
、

｢熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
｣で

は
、

数
百

件
で

あ
り

、
1万

件
の

集
計

を
見

た
こ

と
が

な
い

。
1)

熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ集

計
表

の
1万

件
と

す
る

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
発

送
数

と
回

収
数

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

私
の

質
疑

｢熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
を

遵
法

遵
守

し
て

の
『市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
報

告
書

』を
纏

め
る

の
で

あ
れ

ば
、

『問
題

1～
問

題
57

』迄
の

数
字

番
号

と
合

わ
せ

て
、

『そ
う

思
う

理
由

』
『そ

う
感

じ
る

理
由

』の
項

目
に

市
民

の
生

の
声

、
現

状
の

あ
り

方
改

善
の

要
請

の
声

、
問

題
提

起
等

の
あ

り
の

儘
の

記
述

文
章

。
も

編
集

集
計

す
べ

き
で

あ
る

。
｣と

の
私

の
質

疑
に

対
し

、
何

の
記

述
も

無
く

、
回

答
趣

旨
が

欠
落

し
て

い
る

が
、

敢
え

て
、

市
民

の
質

疑
に

対
し

て
回

答
欠

落
さ

せ
に

、
理

由
･根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
、

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ集
計

取
扱

規
定

･ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

4
/
1
7

62
4/

15
市

長
政

策
総

室
政

策
企

画
課

･熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
結

果
 報

告
書

【市
民

ﾓ
ﾆ

ﾀ
ｰ

】
･熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

市
民

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ調
査

自
由

回
答

･理
由

【市
民

ﾓ
ﾆ

ﾀ
ｰ

】

開
示

4
/
2
7

5
/
1

｢熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
｣に

関
す

る
条

例
･施

行
規

規
則

･取
扱

細
則

･ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
･等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

4
/
2
7

●
熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

市
民

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ調
査

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

｢熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
｣を

熊
本

市
民

宛
に

発
送

(調
査

依
頼

)し
た

人
数

と
回

収
出

来
た

数
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
こ

の
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
内

容
に

･｢
そ

う
思

う
理

由
･

そ
う

感
じ

る
理

由
･等

｣の
項

目
･記

入
欄

が
あ

る
が

、
集

計
の

際
に

は
、

ど
の

様
な

取
り

扱
い

を
す

る
の

か
･の

わ
か

る
根

拠
･資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
こ

の
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
に

関
す

る
条

例
･施

行
規

則
･取

扱
細

則
･ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
･等

の
閲

覧
請

求
。

17



63
4/

16
件

 名
 2

6年
度

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
に

関
す

る
報

告
内

容
に

つ
い

て
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

4
/
2
8

件
 名

25
年

度
○

○
○

○
○

○
○

○
○

に
関

す
る

交
付

金
の

内
容

、
活

動
計

画
、

報
告

内
容

に
つ

い
て 26

年
度

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
に

関
す

る
交

付
金

の
内

容
、

活
動

計
画

に
つ

い
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
8

5
/
1
1

64
4/

17

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
52

-0
13

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
52

-0
13

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
0

4
/
2
0

65
4/

17
熊

本
市

中
央

区
菅

原
町

○
番

○
○

土
地

区
画

整
理

図
面

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

市
中

央
区

菅
原

町
○

番
○

○
土

地
区

画
整

理
図

面
開

示
4
/
2
1

4
/
2
1

66
4/

17

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

0-
10

4号
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

0-
10

4号
 協

定
書

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
0

4
/
2
4

67
4/

20

消
防

計
画

作
成

(変
更

)届
出

書
熊

本
市

中
央

区
新

市
街

○
-○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

消
防

局
総

務
課

消
防

計
画

作
成

(変
更

)届
出

書
熊

本
市

中
央

区
新

市
街

○
-○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
3
0

5
/
7

68
4/

20

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
5年

4月
7日

よ
り

20
15

年
4月

20
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
4月

7日
か

ら
20

15
年

4月
20

日
ま

で

開
示

4
/
2
1

5
/
2
0

69
4/

20

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
4月

7日
よ

り
20

15
年

4月
20

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
7日

～
平

成
27

年
4月

20
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

27
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
4月

21
日

 1
3:

30

開
示

4
/
2
7

5
/
2
0

市
南

区
役

所
農

業
振

興
課

が
担

当
し

て
い

る
多

面
的

機
能

支
払

交
付

金
制

度
に

つ
い

て
、

下
記

に
つ

い
て

、
交

付
金

の
内

容
、

活
動

計
画

、
報

告
内

容
に

つ
い

て
、

開
示

下
さ

い
。

1.
25

年
度

 ○
○

○
○

○
○

○
○

○
2.

26
年

度
 ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

南
区

役
所

農
業

振
興

課

18



70
4/

20

熊
本

市
清

水
土

地
区

画
整

理
事

業
の

区
画

整
理

図
面

熊
本

市
北

区
清

水
岩

倉
1丁

目
○

○
○

-○
○

　
　

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

　
○

○
○

-
○

　
　

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

　
○

○
○

-
○

○

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

市
清

水
土

地
区

画
整

理
事

業
の

区
画

整
理

図
面

熊
本

市
北

区
清

水
岩

倉
一

丁
目

○
○

○
-○

○
、

○
○

○
-○

、
○

○
○

-○
○

開
示

4
/
2
1

4
/
2
4

71
4/

20

平
成

26
年

9月
24

日
公

告
 1

0月
24

日
開

札
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
上

記
工

事
に

係
る

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･｢
金

入
り

設
計

書
｣

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
開

示
4
/
2
3

4
/
3
0

72
4/

21

●
期

間
 2

7年
3月

21
日

～
27

年
4月

20
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
21

日
～

平
成

27
年

4月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
) 

計
74

件
項

目
:屋

号
、

住
所

、
申

請
者

、
申

請
者

電
話

番
号

、
許

可
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
4月

22
日

 1
1:

30

開
示

4
/
2
7

5
/
7

73
4/

21

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

3年
第

07
7号

 協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

3年
第

07
7号

 協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
1

4
/
2
3

74
4/

21

熊
本

市
中

央
区

白
山

一
丁

目
○

番
○

○
土

地
区

画
整

理
事

業
換

地
前

の
図

面
担

当
部

署
:都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

取
り

下
げ

75
4/

21

①
道

等
の

判
定

調
査

書
 判

定
番

号
 1

3-
10

8
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
13

-1
08

-0
01

～
00

8
②

道
等

の
判

定
調

査
書

 判
定

番
号

 0
3-

36
5

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
 0

3-
36

5-
01

～
15

+道
路

協
定

書
 3

通
 +

誓
約

書
 +

経
緯

報
告

書
1部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

等
の

判
定

調
査

書
 判

定
番

号
13

-1
08

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
13

-1
08

-0
01

～
00

8
②

道
等

の
判

定
調

査
書

 判
定

番
号

03
-3

65
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
03

-3
65

-0
1～

15
+道

路
協

定
書

3通
+誓

約
書

+経
緯

報
告

書
1

部 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
1

4
/
2
2

76
4/

21

下
水

道
法

に
も

と
づ

く
特

定
事

業
場

の
う

ち
、

熊
本

市
中

央
区

紺
屋

今
町

○
に

所
在

し
て

い
る

特
定

事
業

場
の

詳
細

情
報

の
開

示
を

請
求

し
ま

す
。

1.
事

業
者

名
2.

詳
細

な
住

所
3.

特
定

施
設

番
号

も
し

く
は

業
種

上
下

水
道

局
給

排
水

設
備

課

特
定

施
設

(設
置

･使
用

)届
出

書
(熊

本
市

中
央

区
紺

屋
今

町
○

番
○

○
号

･有
限

会
社

○
○

○
○

○
○

○
○

○
分

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
4

5
/
7

郵
送

19



77
4/

22

熊
本

駅
帯

山
線

地
域

活
力

基
盤

(立
体

横
断

施
設

橋
面

舗
装

そ
の

1)
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。
変

更
契

約
後

の
も

の
も

含
む

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

熊
本

駅
帯

山
線

地
域

活
力

基
盤

(立
体

横
断

施
設

橋
面

舗
装

そ
の

1)
工

事

開
示

4
/
2
4

4
/
2
8

78
4/

22

熊
本

駅
帯

山
線

地
域

活
力

基
盤

(立
体

横
断

施
設

橋
面

舗
装

そ
の

2)
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。
変

更
契

約
後

の
も

の
も

含
む

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

熊
本

駅
帯

山
線

地
域

活
力

基
盤

(立
体

横
断

施
設

橋
面

舗
装

そ
の

2)
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
(変

更
含

む
)

開
示

4
/
2
4

4
/
2
8

79
4/

22

道
路

位
置

指
定

 S
49

-1
07

 0
1～

04
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
49

-1
07

 0
1～

04
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
3

4
/
2
4

郵
送

80
4/

22

中
央

区
紺

屋
町

2丁
目

18
番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

5件
工

事
 金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

中
央

区
紺

屋
町

2丁
目

18
番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

5件
工

事
上

記
の

設
計

金
額

の
内

訳
書

･科
目

内
訳

金
額

入
工

事
設

計
書

開
示

5
/
1

5
/
8

81
4/

22

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
40

-0
21

上
記

に
係

る
 ･

誓
約

書
 ･

近
隣

状
況

図
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

 ･
指

定
番

号
 S

40
-0

21
上

記
に

係
る

 ･
誓

約
書

 ･
近

隣
状

況
図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
3

4
/
2
4

82
4/

23

大
店

法
(○

○
○

○
○

○
○

○
○

開
業

時
)申

請
内

容
･開

店
時

間
･閉

店
時

間
･店

舗
面

積
･荷

さ
ば

き
場

 等
熊

本
市

東
区

御
領

8丁
目

○
○

○
番

○
(家

屋
番

号
)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

旧
大

規
模

小
売

店
舗

法
に

係
る

以
下

の
店

舗
の

届
出

書
の

う
ち

、
閉

店
時

間
及

び
店

舗
面

積
に

つ
い

て
確

認
で

き
る

文
書

等
大

規
模

小
売

店
舗

の
名

称
及

び
所

在
地

○
○

○
○

○
○

○
○

○
熊

本
市

東
区

御
領

町
○

○
○

番
 外

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
7

5
/
8

郵
送

旧
大

規
模

小
売

店
舗

法
に

係
る

以
下

の
店

舗
の

届
出

書
の

う
ち

、
開

店
時

間
及

び
荷

さ
ば

き
施

設
に

つ
い

て
確

認
で

き
る

文
書

等
大

規
模

小
売

店
舗

の
名

称
及

び
所

在
地

○
○

○
○

○
○

○
○

○
熊

本
市

東
区

御
領

町
○

○
○

番
 外

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

5
/
7

20



83
4/

23

平
成

27
年

4月
15

日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 熊
本

玉
名

線
(岳

工
区

)道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

(岳
工

区
)道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

4
/
3
0

5
/
7

84
4/

24
判

定
番

号
 1

3-
01

9-
00

1～
00

6 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

判
定

番
号

 1
3-

01
9-

00
1～

00
6 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
2
4

4
/
2
7

85
4/

24

●
広

聴
発

第
16

号
･平

成
27

年
4月

17
日

付
･

文
書

開
示

請
求

拒
否

決
定

通
知

書
･を

平
成

27
年

4月
23

日
･市

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ担

当
者

立
会

い
の

も
と

･｢
不

存
在

｣を
受

領
し

た
が

、
｢主

幹
課

の
回

答
を

そ
の

儘
記

述
し

た
だ

け
で

す
。

｣と
の

事
で

あ
っ

た
の

で
、

平
成

27
年

4月
9日

付
･熊

本
市

長
大

西
一

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

･の
回

答
の

中
に

、
｢毎

年
度

、
1万

人
を

対
象

し
た

市
民

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ調
査

を
実

施
し

、
｣と

記
述

し
た

文
章

の
基

と
な

っ
た

･主
幹

課
(政

策
企

画
課

)の
回

答
文

･の
開

示
請

求
。

市
民

局
広

聴
課

●
広

聴
発

第
16

号
、

平
成

27
年

4月
17

日
付

、
文

書
等

開
示

請
求

拒
否

決
定

通
知

書
を

平
成

27
年

4月
23

日
市

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ担

当
者

立
会

い
の

も
と

、
｢不

存
在

｣を
受

領
し

た
が

、
｢主

幹
課

の
回

答
を

そ
の

儘
記

述
し

た
だ

け
で

す
。

｣と
の

事
で

あ
つ

た
の

で
、

平
成

27
年

4月
9日

付
、

熊
本

市
長

 大
西

 一
史

 自
筆

ｻ
ｲ
ﾝ

入
り

の
回

答
の

中
に

、
｢毎

年
度

、
 1

万
人

を
対

象
し

た
市

民
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
を

実
施

し
、

｣
と

記
述

し
た

文
章

の
基

と
な

っ
た

主
幹

課
(政

策
企

画
課

)の
回

答
文

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
4
/
3
0

5
/
1

21



86
4/

24

●
駅

整
発

第
60

号
平

成
27

年
4月

17
日

付
･文

書
等

開
示

決
定

通
知

書
･を

平
成

27
年

4月
23

日
13

:3
0に

市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ担

当
者

立
会

い
の

も
と

、
受

領
し

た
。

熊
本

市
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
担

当
職

員
･吉

本
氏

･宮
本

氏
･山

本
氏

･か
ら

説
明

を
受

け
た

が
、

1.
そ

の
中

で
、

清
水

寺
下

か
ら

春
日

地
上

線
交

差
ま

で
の

･迂
回

付
替

え
道

路
の

幅
員

が
･路

線
ﾊ

ﾞｽ
走

行
に

は
舗

道
新

設
に

依
っ

て
｢幅

員
1m

｣が
不

足
す

る
と

の
事

で
あ

っ
た

。
そ

れ
で

は
、

迂
回

付
替

え
道

路
の

東
側

･新
幹

線
高

架
支

柱
側

に
｢1

m
拡

幅
｣す

れ
ば

補
完

出
来

て
、

路
線

ﾊ
ﾞｽ

の
あ

ん
し

ん
安

全
走

行
が

可
能

と
な

る
事

に
な

る
が

、
そ

の
場

で
の

参
画

し
担

当
職

員
の

言
で

は
｢測

定
し

た
が

不
可

能
で

あ
る

。
｣

と
の

言
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
道

路
の

高
さ

制
限

の
建

築
限

界
の

建
築

基
準

法
の

規
定

が
あ

り
、

不
可

能
で

あ
る

･と
の

言
も

あ
っ

た
。

し
か

し
、

北
岡

自
然

公
園

方
面

の
高

麗
門

通
り

か
ら

、
新

幹
線

高
架

橋
に

沿
っ

て
･清

水
寺

下
の

信
号

機
手

前
･ま

で
上

る
道

路
は

、
新

幹
線

高
架

橋
す

れ
す

れ
の

道
路

を
車

両
が

走
行

し
て

お
り

、
と

て
も

･建
築

基
準

法
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
･か

ら
、

迂
回

付
替

え

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

2.
過

去
、

開
示

請
求

に
対

し
て

交
付

さ
れ

て
き

た
資

料
で

あ
る

道
路

形
態

検
討

案
(春

日
池

上
線

暫
定

形
･春

日
池

上
線

完
成

形
)図

面
の

各
赤

斜
線

部
分

を
解

決
す

れ
ば

路
線

ﾊ
ﾞｽ

が
右

折
し

て
の

迂
回

付
替

え
道

路
が

走
行

可
能

と
思

わ
れ

、
担

当
職

員
の

説
明

時
に

お
金

を
か

け
れ

ば
不

可
能

は
あ

り
ま

せ
ん

と
の

発
言

が
あ

っ
た

。
そ

こ
で

、
赤

斜
線

部
分

の
用

地
買

収
の

計
平

方
米

･買
収

金
額

･幅
員

拡
幅

設
計

費
･工

事
施

行
費

等
を

想
定

し
、

今
の

熊
本

市
で

は
不

可
能

と
し

て
い

る
と

思
わ

れ
る

の
で

、
そ

の
各

種
買

収
費

工
事

施
行

費
等

の
概

算
が

わ
か

る
各

金
額

等
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

22



道
路

を
｢1

m
拡

幅
｣は

不
可

能
と

す
る

言
は

、
嘘

偽
と

思
わ

れ
る

が
嘘

偽
で

な
い

･正
し

い
･と

す
る

根
拠

証
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
祇

園
橋

方
か

ら
古

道
踏

切
り

を
渡

り
、

迂
回

付
替

え
道

路
を

路
線

ﾊ
ﾞｽ

が
右

折
可

能
と

す
る

手
法

工
法

等
に

つ
い

て
、

今
ま

で
も

何
回

と
な

く
開

示
請

求
を

繰
り

返
し

て
来

た
が

、
そ

の
度

に
同

じ
交

付
資

料
･道

路
形

態
検

討
案

(春
日

地
上

線
暫

定
形

･春
日

池
上

完
成

形
)の

各
赤

線
斜

線
入

り
図

面
を

何
年

に
亘

り
毎

回
内

容
は

何
も

変
わ

ら
な

い
同

じ
検

討
案

だ
け

を
繰

り
返

し
交

付
し

て
お

ら
れ

る
が

、
こ

の
赤

斜
線

部
分

を
解

決
す

れ
ば

･路
線

ﾊ
ﾞｽ

右
折

し
て

の
迂

回
付

替
え

道
路

走
行

可
能

･と
の

事
と

思
わ

れ
、

担
当

市
職

員
の

説
明

時
に

･｢
金

を
掛

け
れ

ば
不

可
能

は
あ

り
ま

せ
ん

｣と
の

発
言

が
あ

っ
た

。
そ

こ
で

、
赤

斜
線

部
分

の
用

地
買

収
の

計
平

方
米

･買
収

金
額

･幅
員

拡
幅

設
計

費
･工

事
施

行
費

･等
を

想
定

し
て

、
今

の
熊

本
市

で
は

不
可

能
と

し
て

い
る

と
思

わ
れ

る
の

で
、

そ
の

各
種

買
収

費
工

事
施

行
費

等
の

概
算

の
わ

か
る

各
金

額
等

の
開

示
請

求
。

1.
清

水
寺

下
か

ら
春

日
池

上
線

と
交

差
す

る
地

点
ま

で
の

迂
回

付
替

え
道

路
の

幅
員

が
、

路
線

ﾊ
ﾞｽ

走
行

で
は

1m
不

足
す

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

そ
れ

で
は

、
当

該
道

路
の

東
側

･新
幹

線
高

架
支

柱
側

に
1m

拡
幅

す
れ

ば
路

線
ﾊ

ﾞｽ
の

あ
ん

し
ん

安
全

走
行

が
可

能
と

な
る

が
、

担
当

者
の

説
明

で
は

測
定

結
果

や
高

さ
制

限
に

よ
り

不
可

能
で

あ
る

と
の

こ
と

だ
っ

た
。

し
か

し
、

北
岡

自
然

公
園

方
面

の
高

麗
門

通
り

か
ら

新
幹

線
高

架
橋

に
沿

っ
て

清
水

寺
下

の
信

号
手

前
ま

で
登

る
道

路
は

、
新

幹
線

高
架

橋
す

れ
す

れ
の

道
路

を
車

両
が

走
行

し
て

お
り

、
迂

回
付

替
え

道
路

を
1m

拡
幅

す
る

こ
と

が
不

可
能

と
す

る
説

明
は

虚
偽

と
思

わ
れ

る
の

で
、

新
幹

線
高

架
支

柱
側

に
1m

拡
幅

す
る

こ
と

が
不

可
能

と
す

る
こ

と
が

虚
偽

で
な

い
･正

し
い

と
す

る
根

拠
証

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

開
示

5
/
8

5
/
1
1

87
4/

24

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

3年
16

1号
03

-1
61

-0
1 

03
-1

61
-0

2
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 道
等

の
判

定
調

査
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

3年
16

1号
 0

3-
16

1-
01

 0
3-

16
1-

02
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 道
等

の
判

定
調

査
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
7

4
/
3
0

88
4/

24

平
成

27
年

3月
末

日
現

在
、

熊
本

市
内

の
飲

食
店

営
業

許
可

施
設

一
覧

を
希

望
し

ま
す

。
(但

し
、

自
動

販
売

機
･露

店
･移

動
販

売
･仮

設
店

舗
は

除
く

)
①

屋
号

･商
号

②
営

業
所

所
在

地
③

営
業

者
氏

名
(申

請
者

)
④

現
在

の
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
31

日
ま

で
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
飲

食
店

営
業

許
可

の
あ

る
施

設
の

一
覧

(但
し

、
自

動
販

売
機

･露
店

･移
動

販
売

･仮
設

店
舗

は
除

く
)

計
80

36
件

項
目

:屋
号

･商
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

者
氏

名
(申

請
者

)、
許

可
年

月
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
4月

28
日

 1
3:

30

開
示

5
/
1

5
/
1
4

郵
送

89
4/

27
海

底
構

造
物

(攪
拌

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

海
底

構
造

物
(攪

拌
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
5
/
8

6
/
1
5

90
4/

27

土
地

区
画

整
理

図
面

(熊
本

市
中

央
区

新
大

江
二

丁
目

○
○

番
○

)
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

土
地

区
画

整
理

図
面

(熊
本

市
中

央
区

新
大

江
二

丁
目

○
○

番
○

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
8

5
/
8

23



91
4/

27
位

置
指

定
 S

36
-0

74
 P

1～
P
5 

白
黒

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

 S
36

-0
74

 P
l～

P
5 

白
黒

希
望

開
示

4
/
2
8

5
/
1
8

92
4/

27

･道
路

位
置

指
定

 S
44

年
 S

44
-1

40
号

(S
44

-
14

0-
01

～
S4

4-
14

0-
04

)ま
で

･道
路

判
定

台
帳

 平
成

13
年

 0
1年

第
89

号
(0

1-
08

9-
01

～
01

-0
89

-2
0)

ま
で

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
 S

44
年

 S
44

-1
40

号
(S

44
-1

40
-0

1～
S4

4-
14

0-
04

)ま
で

●
道

路
判

定
台

帳
 平

成
13

年
 0

1年
第

89
号

(0
1-

08
9-

01
～

01
-0

89
-2

0)
ま

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
8

5
/
7

93
4/

27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
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又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し
。

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
は

除
く

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8

10
2

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
土

木
総

務
課

所
管

分

都
市

建
設

局
土

木
総

務
課

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8

28



10
3

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
土

木
管

理
課

所
管

分

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

土
木

管
理

課
所

管
分

の
平

成
26

年
4月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

契
約

し
た

損
害

保
険

の
内

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
請

求
者

が
示

す
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8

10
4

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課
所

管
分

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
水

門
管

理
操

作
人

災
害

補
償

(大
江

第
一

樋
管

外
操

作
委

託
に

伴
う

操
作

人
に

関
す

る
損

害
保

険
)

開
示

5
/
1

5
/
1
8

29



10
5

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

所
管

分

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

の
平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
し

た
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

の
も

の
の

保
険

証
券

の
写

し
又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し
。

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8

10
6

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
電

車
課

所
管

分

交
通

局
電

車
課

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

電
車

課
が

所
管

す
る

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

以
下

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

開
示

5
/
7

5
/
1
8

30



10
7

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
上

下
水

道
局

総
務

課
所

管
分

上
下

水
道

局
総

務
課

上
下

水
道

局
総

務
課

が
所

管
す

る
、

平
成

26
年

度
(平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1

日
)熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

証
券

写
し

開
示

5
/
1

5
/
1
8

10
8

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
熊

本
市

民
病

院
総

務
課

所
管

分

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
総

務
課

･病
院

賠
償

責
任

保
険

･賠
償

責
任

保
険

(機
械

式
立

体
駐

車
場

)

開
示

5
/
1
1

5
/
1
8

31



10
9

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
植

木
病

院
所

管
分

病
院

局
植

木
病

院

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
し

た
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

わ
か

る
書

類
の

写
し

※
植

木
病

院
所

管
分

の
う

ち
全

国
市

有
物

件
災

害
共

済
分

は
除

く

開
示

5
/
7

5
/
1
8

11
0

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
学

務
課

所
管

分

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課

学
務

課
所

管
分

の
平

成
26

年
4月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

締
結

し
た

損
害

保
険

の
内

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
、

別
途

、
請

求
者

が
指

定
し

た
保

険
証

券
の

写
し

開
示

5
/
1
1

5
/
1
8

32



11
1

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
会

計
総

室
所

管
分

会
計

総
室

平
成

26
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約

開
示

4
/
2
7

5
/
1
8

11
2

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
車

両
管

理
課

所
管

分

財
政

局
車

両
管

理
課

保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

、
動

産
総

合
保

険
)

開
示

4
/
2
8

5
/
1
8

33



11
3

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

平
成

26
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

証
券

写
し

開
示

4
/
2
7

5
/
1
8

11
4

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
感

染
症

対
策

課
所

管
分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 感

染
症

対
策

課

｢全
国

市
長

会
予

防
接

種
事

故
賠

償
保

険
｣加

入
証

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

、
熊

本
市

が
契

約
し

た
損

害
保

険
の

う
ち

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

の
も

の
の

保
険

証
券

写
し

又
は

当
該

保
健

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

、
以

下
契

約
は

除
く

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約

開
示

5
/
8

5
/
1
8
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5

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
環

境
共

生
課

所
管

分

環
境

局
環

境
共

生
課

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
保

険
料

が
10

万
円

以
上

の
も

の
の

保
険

証
券

の
写

し
又

は
、

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

わ
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

、
下

記
の

も
の

を
除

く
。

･自
動

車
保

険
･自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8

11
6

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

所
管

分

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

普
通

損
害

保
険

引
受

通
知

書
、

漁
船

船
主

責
任

保
険

引
受

通
知

書
漁

船
船

主
責

任
保

険
証

券

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8
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11
7

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
競

輪
事

務
所

所
管

分

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

開
設

64
周

年
記

念
熊

本
競

輪
(場

外
分

)動
産

保
険

ｺ
ｰ

ﾎ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄﾏ

ﾈ
ｰ

ｶ
ﾞｰ

ﾄﾞ
保

険
 1

76
,0

00
円

開
示

5
/
1

5
/
1
8

11
8

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
熊

本
城

総
合

事
務

所
所

管
分

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

｢熊
本

城
三

の
丸

第
二

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
｣

｢熊
本

城
三

の
丸

第
一

駐
車

場
･宮

内
駐

車
場

自
動

車
管

理
者

賠
償

責
任

保
険

｣

開
示
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/
2
7
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/
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9

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
所

管
分

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

26
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
し

た
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

の
も

の
の

保
険

証
券

の
写

し
又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し
。

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
は

除
く

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約

開
示
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/
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0

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
土

木
総

務
課

所
管

分

都
市

建
設

局
土

木
総

務
課

平
成

26
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
し

た
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

の
も

の
の

保
険

証
券

の
写

し
又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し
。

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
は

除
く

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約

開
示

4
/
3
0

5
/
1
8
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1

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
土

木
管

理
課

所
管

分

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

土
木

管
理

課
所

管
分

の
平

成
26

年
4月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

契
約

し
た

損
害

保
険

の
内

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
請

求
者

が
示

す
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し

開
示
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/
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/
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2

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課
所

管
分

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
水

門
管

理
操

作
人

災
害

補
償

(大
江

第
一

樋
管

外
操

作
委

託
に

伴
う

操
作

人
に

関
す

る
損

害
保

険
)

開
示

5
/
1

5
/
1
8

12
3

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

所
管

分

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

の
平

成
26

年
4月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
し

た
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

の
も

の
の

保
険

証
券

の
写

し
又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し
。
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示
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/
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4

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

※
電

車
課

所
管

分

交
通

局
電

車
課

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
、

電
車

課
が

所
管

す
る

保
険

料
が

10
万

円
以

上
の

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。
た

だ
し

以
下

の
も

の
を

除
く

。
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

･全
国

市
長

会
、

全
国

市
有

物
件

共
済

な
ど

の
公

的
機

関
と

の
災

害
共

済
･独

立
行

政
法

人
の

団
体

契
約

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
、

日
本

下
水

道
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･財
団

法
人

日
本

消
防

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･社

団
法

人
全

国
公

民
館

連
合

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

開
示
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/
7

5
/
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5

4/
27

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
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2
6

14
1

4/
28

･平
成

27
年

度
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

観
光

文
化

交
流

局 動
植

物
園

平
成

27
年

度
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
9

5
/
2
6

43



14
2

4/
28

･平
成

27
年

度
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

(水
道

町
電

停
～

花
畑

別
館

前
)業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
環

境
局

環
境

共
生

課

･平
成

27
年

度
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

(水
道

町
電

停
～

花
畑

別
館

前
)業

務
委

託
開

示
4
/
3
0

5
/
2
6

14
3

4/
28

･平
成

27
年

度
動

植
物

園
花

壇
･ﾌ

ﾟﾗ
ﾝ

ﾀ
ｰ

花
苗

植
付

け
及

び
管

理
業

務
委

託
･平

成
27

年
度

動
植

物
園

花
畑

花
苗

植
付

け
及

び
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

観
光

文
化

交
流

局 動
植

物
園

平
成

27
年

度
動

植
物

園
花

壇
ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
ﾀ
ｰ

花
苗

植
付

け
及

び
管

理
業

務
委

託
平

成
27

年
度

動
植

物
園

花
畑

花
苗

植
付

け
及

び
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
9

5
/
2
6

14
4

4/
28

･平
成

27
年

度
花

畑
公

園
外

1公
園

花
壇

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･花
畑

公
園

外
1公

園
花

壇
管

理
業

務
委

託
(金

入
設

計
書

)
開

示
5
/
1
1

5
/
2
6

14
5

4/
28

･平
成

27
年

度
東

部
地

区
花

壇
管

理
業

務
委

託 金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･平
成

27
年

度
東

部
地

区
花

壇
管

理
業

務
委

託 金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
7

5
/
2
6

14
6

4/
28

･平
成

27
年

の
ｼ

ﾝ
ﾎ

ﾞﾙ
ﾛ
ｰ

ﾄﾞ
ほ

か
花

壇
等

管
理

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
JR

南
熊

本
駅

前
ほ

か
花

壇
等

管
理

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
市

電
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾎ
ﾟｰ

ﾙ
敷

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ほ
か

管
理

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
南

西
地

区
夏

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
･平

成
27

年
度

北
東

地
区

夏
期

花
苗

生
産

配
布

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
中

央
地

区
夏

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

環
境

局
環

境
共

生
課

･平
成

27
年

度
ｼ

ﾝ
ﾎ

ﾞﾙ
ﾛ
ｰ

ﾄﾞ
ほ

か
花

壇
等

管
理

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
JR

南
熊

本
駅

前
ほ

か
花

壇
等

管
理

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
市

電
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾎ
ﾟｰ

ﾙ
敷

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ほ
か

管
理

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
南

西
地

区
夏

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
･平

成
27

年
度

北
東

地
区

夏
期

花
苗

生
産

配
布

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
中

央
地

区
夏

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託

開
示

4
/
3
0

5
/
2
6

14
7

4/
28

･平
成

27
年

度
熊

本
城

管
理

区
域

花
苗

植
付

外
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

平
成

27
年

度
熊

本
城

管
理

区
域

花
苗

植
付

外
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
7

5
/
2
6

14
8

4/
28

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
12

号
線

道
路

改
築

工
事

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
12

号
線

道
路

改
築

工
事

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
1

5
/
1
4
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14
9

4/
30

熊
本

市
南

区
野

口
2丁

目
○

○
○

-○
他

の
開

発
許

可
に

関
す

る
も

の
(申

請
者

○
○

○
○

○
○

及
び

○
○

○
○

分
)

事
前

協
議

申
請

書
の

頭
(表

示
)

第
29

条
　

　
　

〃
　

　
　

〃
開

発
景

観
課

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

熊
本

市
南

区
野

口
2丁

目
○

○
○

-○
他

の
開

発
許

可
に

関
す

る
も

の
(申

請
者

 ○
○

○
○

○
○

及
び

○
○

○
○

分
)

開
発

行
為

事
前

審
査

申
出

書
都

市
計

画
法

第
29

条
許

可
申

請
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
1

15
0

4/
30

熊
本

市
南

区
野

口
2丁

目
○

○
○

-○
他

の
開

発
許

可
に

関
す

る
も

の
(申

請
者

○
○

○
○

○
○

及
び

○
○

○
○

分
)

農
地

転
用

許
可

申
請

書
農

業
委

員
会

農
業

委
員

会
事

務
局

農
地

転
用

許
可

申
請

書
(農

地
法

第
5条

規
定

に
よ

る
許

可
申

請
書

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
1

5
/
1
1

15
1

4/
30

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

･熊
本

市
雁

回
敬

老
園

の
熊

本
市

社
会

福
祉

事
業

団
･熊

本
市

城
南

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
株

式
会

社
○

○
○

○
各

社
･団

体
が

提
出

し
た

一
切

の
書

類
※

添
付

書
類

の
内

、
事

業
実

施
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
以

外
の

も
の

に
つ

い
て

は
不

要

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

有 5/
28

指
定

管
理

者
公

募
に

当
た

っ
て

、
･熊

本
市

雁
回

敬
老

園
の

熊
本

市
社

会
福

祉
事

業
団

･熊
本

市
城

南
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
株

式
会

社
○

○
○

○
各

社
･団

体
が

提
出

し
た

一
切

の
書

類
※

た
だ

し
添

付
書

類
に

つ
い

て
は

事
業

実
施

計
画

書
及

び
収

支
予

算
書

の
み

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
8

6
/
8

郵
送

15
2

4/
30

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

･熊
本

市
子

ど
も

文
化

会
館

の
熊

本
市

社
会

教
育

振
興

事
業

団
各

社
･団

体
が

提
出

し
た

一
切

の
書

類

健
康

福
祉

子
ど

も
局 青

少
年

育
成

課

熊
本

市
子

ど
も

文
化

会
館

指
定

管
理

者
公

募
時

に
お

け
る

現
指

定
管

理
者

の
申

請
書

及
び

申
請

時
事

業
計

画
書

並
び

に
収

支
予

算
書

(様
式

第
1号

及
び

様
式

第
2号

並
び

に
様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
5
/
1

6
/
8

郵
送

15
3

4/
30

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

･東
部

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
株

式
会

社
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

各
社

･団
体

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類

※
申

請
書

類
の

内
、

事
業

計
画

書
(様

式
第

2
号

)及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

3号
)が

必
要

で
あ

り
、

そ
の

他
の

添
付

書
類

に
つ

い
て

は
不

要

環
境

局
東

部
環

境
工

場

指
定

管
理

者
公

募
時

に
あ

た
っ

て
、

東
部

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

現
指

定
管

理
者

株
式

会
社

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
が

提
出

し
た

一
切

の
書

類
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
1
1

6
/
8

郵
送

15
4

4/
30

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

･熊
本

市
植

木
温

泉
福

祉
交

流
館

の
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

各
社

･団
体

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類

(事
業

計
画

、
収

支
計

画
が

わ
か

る
書

類
)

北
区

役
所

総
務

企
画

課
有 5/
14

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

熊
本

市
植

木
温

泉
福

祉
交

流
館

の
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

各
社

･団
体

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類 (事

業
計

画
、

収
支

計
画

が
わ

か
る

書
類

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
7

6
/
8

郵
送

45



15
5

4/
30

工
事

名
:春

日
池

上
線

住
宅

市
街

地
総

合
整

備
促

進
(万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
)工

事
金

額
入

り
設

計
書

･･
･1

式
(当

初
契

約
分

)

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

工
事

名
春

日
池

上
線

住
宅

市
街

地
総

合
整

備
促

進
(万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
)工

事
金

額
入

り
設

計
書

 1
式

(当
初

契
約

分
)

開
示

5
/
8

5
/
1
3

15
6

5/
1

平
成

26
年

度
工

事
名

 市
道

 新
大

江
2丁

目
新

大
江

3丁
目

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
種

目
別

内
訳

書
･科

目
別

内
訳

書
･細

目
別

内
訳

書
･共

通
仮

設
費

の
内

訳
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 新
大

江
2丁

目
新

大
江

3丁
目

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

(金
入

設
計

書
)

開
示

5
/
8

5
/
1
2

15
7

5/
1

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
午

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

65
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

5月
7

日
 1

1:
00

開
示

5
/
8

5
/
1
5

15
8

5/
1

平
成

24
年

度
～

平
成

26
年

度
定

期
報

告
対

象
建

築
物

一
覧

(熊
本

市
分

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

平
成

24
年

度
～

平
成

26
年

度
 定

期
報

告
対

象
建

築
物

一
覧

(熊
本

市
分

)
開

示
5
/
7

5
/
1
1

15
9

5/
1

検
査

日
報

･建
築

場
所

 熊
本

市
花

畑
町

○
○

-○
○

･確
認

年
月

日
 昭

和
53

年
3月

27
日

 昭
和

54
年

4月
11

日
･確

認
番

号
 7

20
1 

58
･検

査
年

月
日

 昭
和

54
年

10
月

2日

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

検
査

日
報

･建
築

場
所

 熊
本

市
花

畑
町

○
○

-○
○

･確
認

年
月

日
 昭

和
53

年
3月

27
日

 昭
和

54
年

4月
11

日
･確

認
番

号
 7

20
1 

58
･検

査
年

月
日

 昭
和

54
年

10
月

2日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
7

5
/
1
3

16
0

5/
1

･平
成

27
年

度
西

部
地

区
花

壇
管

理
業

務
委

託 金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

4月
3日

開
札

･平
成

27
年

度
 西

部
地

区
花

壇
管

理
業

務
委

託 上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

5
/
1
4

5
/
2
6

16
1

5/
1

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

委
託

(第
26

15
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

委
託

(第
26

15
号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
4

5
/
1
9

46



16
2

5/
7

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(平

成
27

年
4月

1日
～

平
成

27
年

4月
30

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 6
5 

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
5月

8
日

 1
1:

30

開
示

5
/
1
2

5
/
2
1

郵
送

16
3

5/
7

平
成

27
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

4月
30

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
67

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

5月
8

日
 1

3:
00

開
示

5
/
1
2

5
/
1
8

郵
送

16
4

5/
7

道
路

の
判

定
の

書
類

(ｲ
区

間
を

白
黒

で
)

判
定

番
号

 0
6年

第
26

2号
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

の
書

類
(イ

区
間

を
自

黒
で

) 
判

定
番

号
 0

6年
第

26
2号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
7

5
/
8

16
5

5/
7

道
路

指
定

 S
.4

2.
4.

25
 S

42
-0

60
 0

1～
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

指
定

 S
.4

2.
4.

25
 S

42
-0

60
 0

1～
05

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
7

5
/
8

16
6

5/
7

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
(熊

本
市

東
区

尾
ﾉ
上

○
-○

○
-○

○
)

平
成

24
年

3月
期

、
平

成
25

年
3月

期
(貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

)
事

業
報

告
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
の

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

計
算

書
(平

成
24

年
3月

期
、

平
成

25
年

3月
期

)

開
示

5
/
1
5

5
/
1
9

16
7

5/
7

･道
路

位
置

指
定

書
 ･

計
画

平
面

図
･熊

本
県

指
令

宇
城

景
建

第
52

号
 平

成
19

年
2

月
28

日
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

･道
路

位
置

指
定

書
 ･

計
画

平
面

図
熊

本
県

指
令

宇
城

景
建

第
52

号
 平

成
19

年
2

月
28

日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
8

5
/
8

47



16
8

5/
7

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
飲

食
店

営
業

許
可

施
設

一
覧

表
但

し
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

代
表

者
名

、
申

請
者

住
所

、
申

請
者

電
話

番
号

、
初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

5/
4/

7付
け

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
7日

ま
で

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

を
も

つ
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

80
52

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

代
表

者
名

、
申

請
者

住
所

、
申

請
者

電
話

番
号

、
初

回
許

可
年

月
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
5月

8
日

 1
4:

00

開
示

5
/
1
5

5
/
1
8

16
9

5/
7

平
成

27
年

4/
1～

4/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

4月
1日

か
ら

4月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

5
/
1
2

5
/
1
8

郵
送

17
0

5/
7

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
ｱ

ﾍ
ﾞﾆ

ｭ
ｰ

田
迎

南
住

居
表

示
台

帳
(田

井
島

3丁
目

～
良

町
1丁

目
)5

月
7日

現
在

市
民

局
区

政
推

進
課

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
ｱ

ﾍ
ﾞﾆ

ｭ
ｰ

田
迎

南
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
1

5
/
1
4

17
1

5/
7

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
65

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

5月
12

日
 1

4:
30

開
示

5
/
1
3

5
/
1
9

17
2

5/
7

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

4月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

5
/
1
2

5
/
1
9

48



17
3

5/
8

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･電
話

番
号

･許
可

年
月

日
期

間
20

15
年

4月
1日

～
20

15
年

4月
30

日
健

康
福

祉
子

ど
も

局 食
品

保
健

課

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(た
だ

し
、

移
動

販
売

業
、

屋
台

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

69
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日 ※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
5月

14
日

 1
5:

00

開
示

5
/
1
8

5
/
2
1

17
4

5/
8

S4
9-

06
4 

昭
和

49
年

8月
7日

 熊
本

市
指

令
(管

建
)第

64
号

熊
本

市
近

見
町

字
折

敷
町

○
○

○
-○

、
○

○
○

-○
、

○
○

○
-○

、
○

○
○

-○
上

記
位

置
指

定
道

路
申

請
時

の
土

地
利

用
計

画
図

、
求

積
図

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ番

号
2.

4 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S4
9-

06
4 

昭
和

49
年

8月
7日

 熊
本

市
指

令
(管

建
)第

64
号

能
本

市
近

見
町

字
折

敷
町

○
○

○
-○

、
 ○

○
○

-○
、

○
○

○
-○

、
○

○
○

-○
上

記
位

置
指

定
道

路
申

請
時

の
土

地
利

用
計

画
図

、
求

積
図

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ番

号
2、

4 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
1
2

5
/
1
2

17
5

5/
11

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
53

-0
23

-0
1～

06
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
53

-0
23

-0
1～

06
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
3

17
6

5/
11

南
区

役
所

総
務

企
画

課

2 
(2

)平
成

27
年

度
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
公

募
委

員
審

査
結

果
一

覧
表

(3
)同

上

開
示

5
/
2
2

5
/
2
8

●
熊

本
市

｢南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
公

募
委

員
選

考
が

行
な

わ
れ

た
が

、
こ

の
事

に
関

す
る

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

1)
規

定
要

綱
等

2)
公

募
委

員
選

考
基

準
等

の
分

か
る

資
料

等
、

2.
熊

本
市

職
員

に
よ

る
選

考
委

員
だ

け
の

選
考

と
思

わ
れ

る
が

、
1)

全
選

考
委

員
の

氏
名

･役
職

名
の

わ
か

る
資

料
等

、
2)

全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

応
募

原
稿

に
対

す
る

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
、

3)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

、
3.

熊
本

市
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢南
区

の
魅

力
を

生
か

し
た

ま
ち

づ
く

り
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。
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3 
熊

本
市

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

の
公

募
委

員
に

応
募

し
た

全
員

の
｢南

区
の

魅
力

を
生

か
し

た
ま

ち
づ

く
り

｣の
題

名
の

応
募

原
稿

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
5
/
2
2

17
7

5/
11

･平
成

27
年

5月
11

日
、

市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

於
て

、
駅

整
発

第
10

1号
平

成
27

年
5月

8日
付

、
文

書
等

開
示

決
定

通
知

書
に

よ
り

、
1.

道
路

形
態

検
討

案
(春

日
池

上
線

暫
定

形
)(

ｶ
ﾗ
ｰ

1部
)

2.
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
（春

日
池

上
線

完
成

形
)(

〃
　

)
の

図
書

2枚
を

受
領

し
た

が
、

私
の

文
書

等
開

示
請

求
書

の
日

付
は

、
平

成
27

年
4月

24
日

付
(受

付
第

86
号

)で
あ

っ
た

に
も

拘
ら

ず
、

交
付

図
書

は
、

数
年

前
の

も
の

で
あ

り
、

現
在

は
、

清
水

寺
の

下
に

ｽ
ﾎ

ﾟｯ
ﾄﾊ

ﾟｰ
ｸ
も

新
設

さ
れ

て
、

道
路

幅
員

も
変

更
さ

れ
て

い
る

の
で

、
最

新
の

道
路

図
書

等
を

開
示

請
求

。
(暫

定
と

完
成

形
･計

2枚
)

追
記

:新
地

図
の

赤
斜

線
部

が
あ

る
も

の
と

無
い

地
図

の
両

方
を

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

27
年

5月
11

日
市

政
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

お
い

て
、

駅
整

発
第

10
1号

平
成

27
年

5月
8日

付
文

書
等

開
示

決
定

通
知

書
に

よ
り

、
1.

道
路

形
態

検
討

案
(春

日
池

上
線

暫
定

形
)、

2.
道

路
形

態
検

討
案

(春
日

池
上

線
完

成
形

)の
図

書
2

枚
を

受
領

し
た

が
、

私
の

文
書

等
開

示
請

求
書

の
日

付
は

平
成

27
年

4月
24

日
付

(受
付

第
86

号
)で

あ
つ

た
に

も
拘

ら
ず

交
付

図
書

は
数

年
前

の
も

の
で

あ
り

、
現

在
は

清
水

寺
の

下
に

ｽ
ﾎ

ﾟｯ
ﾄﾊ

ﾟｰ
ｸ
も

新
設

さ
れ

て
道

路
幅

員
も

変
更

さ
れ

て
い

る
の

で
最

新
の

道
路

図
書

等
を

開
示

請
求

。
(暫

定
と

完
成

形
)

追
記

:新
地

図
の

赤
斜

線
部

が
あ

る
も

の
と

な
い

地
図

の
開

示
請

求
。

開
示

5
/
2
5

5
/
2
9

17
8

5/
11

熊
本

市
全

域
に

お
け

る
、

平
成

27
年

1月
1日

現
在

の
土

地
･家

屋
の

現
況

図
で

、
地

番
図

･家
屋

図
等

の
｢異

動
修

正
済

み
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
｣の

複
製

物
。

又
は

こ
れ

に
替

わ
る

｢地
番

、
筆

界
、

字
名

、
字

界
等

が
分

か
る

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
｣の

複
製

物
。

※
電

磁
的

記
録

(ﾃ
ﾞｼ

ﾞﾀ
ﾙ

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
 s

ha
pe

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

、
D

X
F
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

な
ど

)で
の

提
供

を
優

先
的

に
希

望
し

ま
す

。
そ

れ
が

条
例

規
定

な
ど

に
よ

り
不

可
能

の
場

合
は

P
D

F
又

は
紙

に
出

力
し

た
も

の
(枚

数
が

多
い

場
合

や
多

額
と

な
る

場
合

は
地

域
を

限
定

す
る

な
ど

し
た

い
と

思
い

ま
す

)。

財
政

局
課

税
管

理
課

課
税

管
理

課
が

所
管

す
る

熊
本

市
全

域
に

お
け

る
、

平
成

27
年

1月
1日

現
在

の
土

地
･家

屋
の

現
況

図
で

、
地

番
図

･家
屋

図
等

の
｢異

動
修

正
済

み
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
｣の

複
製

物
。

又
は

こ
れ

に
替

わ
る

｢地
番

、
筆

界
、

字
名

、
字

界
等

が
分

か
る

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
｣の

複
製

物
。

※
電

磁
的

記
録

(ﾃ
ﾞ

ｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
sh

ap
eﾌ

ｧ
ｲ
ﾙ

、
D

X
F
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

等
)。

ま
た

、
条

例
規

定
な

ど
に

よ
り

不
可

能
の

場
合

は
P
D

F
又

は
紙

に
出

力
し

た
も

の
。

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
5

17
9

5/
11

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
5年

4月
21

日
よ

り
20

15
年

5月
11

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

･
確

認
日

期
間

:2
01

5年
4月

21
日

か
ら

20
15

年
5月

11
日

ま
で

開
示

5
/
1
3

●
熊

本
市

｢南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
公

募
委

員
選

考
が

行
な

わ
れ

た
が

、
こ

の
事

に
関

す
る

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

1)
規

定
要

綱
等

2)
公

募
委

員
選

考
基

準
等

の
分

か
る

資
料

等
、

2.
熊

本
市

職
員

に
よ

る
選

考
委

員
だ

け
の

選
考

と
思

わ
れ

る
が

、
1)

全
選

考
委

員
の

氏
名

･役
職

名
の

わ
か

る
資

料
等

、
2)

全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

応
募

原
稿

に
対

す
る

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
、

3)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

、
3.

熊
本

市
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢南
区

の
魅

力
を

生
か

し
た

ま
ち

づ
く

り
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。
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18
0

5/
11

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
4月

21
日

よ
り

20
15

年
5月

11
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
21

日
～

平
成

27
年

5月
11

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
48

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

5月
15

日
11

:3
0

開
示

5
/
1
5

5
/
2
0

18
1

5/
12

築
造

計
画

概
要

書
①

H
10

.8
.3

1 
10

14
85

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

②
H

14
.1

1.
7 

14
60

09
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

築
造

計
画

概
要

書
①

H
10

.8
.3

1 
10

14
85

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

②
H

14
.1

1.
7 

14
60

09
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
3

5
/
1
5

18
2

5/
12

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
42

-2
56

号
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
42

-2
56

号
 全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
3

5
/
1
3

18
3

5/
12

道
路

判
定

調
査

書
 判

定
番

号
 0

5年
第

41
4号

05
-4

14
-0

1～
05

-4
14

-1
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

調
査

書
 判

定
番

号
 0

5年
第

41
4号

05
-4

14
-0

1～
05

-4
14

-1
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
3

5
/
1
4

18
4

5/
12

開
発

許
可

番
号

 指
令

(開
景

)第
23

-2
08

9号
許

可
年

月
日

 平
成

23
年

7月
7日

該
当

地
番

 佐
土

原
三

丁
目

○
○

○
○

番
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
○

、
○

○
○

○
番

申
請

者
 株

式
会

社
○

○
○

○
 ○

○
○

○
○

○
○

○
株

式
会

社
上

記
の

許
可

に
お

い
て

、
東

側
隣

接
地

(熊
本

市
所

有
)に

お
い

て
、

雨
水

等
を

設
置

し
て

い
る

。
こ

の
時

の
都

計
法

第
32

条
協

議
の

内
容

に
つ

き
確

認
し

た
い

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

都
市

計
画

法
第

32
条

同
意

･協
議

書
の

内
容

確
認

開
発

許
可

番
号

 指
令

(開
景

)第
23

-2
08

9号
許

可
年

月
日

:平
成

23
年

7月
7日

申
請

地
熊

本
市

東
区

佐
土

原
三

丁
目

○
○

○
○

番
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
○

、
○

○
○

○
番

申
請

者
 株

式
会

社
○

○
○

○
　

 ○
○

○
○

○
○

○
○

株
式

会
社

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
6

7
/
2
4
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18
5

5/
12

開
発

許
可

番
号

 指
令

(開
景

)第
23

-2
08

9号
許

可
年

月
日

 平
成

23
年

7月
7日

該
当

地
番

 佐
土

原
三

丁
目

○
○

○
○

番
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
、

○
○

○
○

番
○

、
○

○
○

○
番

○
○

、
○

○
○

○
番

申
請

者
 株

式
会

社
○

○
○

○
 ○

○
○

○
○

○
○

○
株

式
会

社
上

記
の

許
可

に
お

い
て

、
東

側
隣

接
地

(熊
本

市
所

有
)に

お
い

て
、

下
水

道
等

を
設

置
し

て
い

る
。

こ
の

時
の

都
計

法
第

32
条

協
議

の
内

容
に

つ
き

確
認

し
た

い
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

公
共

施
設

管
理

者
開

発
行

為
同

意
書

一
式

開
示

5
/
1
9

5
/
2
0

18
6

5/
12

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
2月

11
日

～
3月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
2月

11
日

～
平

成
27

年
3月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
0

5
/
2
7

18
7

5/
13

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

委
託

(第
26

15
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

取
り

下
げ

18
8

5/
13

金
入

り
設

計
書

東
区

佐
土

原
3丁

目
φ

15
0粍

配
水

間
布

設
他

2件
工

事
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

東
区

佐
土

原
3丁

目
φ

15
0粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
5
/
2
0

5
/
2
9

18
9

5/
15

道
路

判
定

 H
15

年
度

 0
4-

07
0-

01
～

04
-0

70
-

09 位
置

指
定

 S
61

年
度

 A
61

-4
8-

04
 a

61
-4

8-
04

-0
1～

a6
1-

48
-0

4-
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 H
15

年
度

(0
4-

07
0-

01
～

04
-0

70
-

09
)

位
置

指
定

 S
61

年
度

 A
61

-4
8-

04
 (

a6
1-

48
-

04
-0

1-
a6

1-
48

-0
4-

05
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
5

5
/
1
8

19
0

5/
15

①
別

紙
(熊

本
市

北
区

大
窪

1丁
目

○
番

○
、

○
番

○
、

○
番

及
び

○
番

の
各

一
部

)の
土

壌
汚

染
対

策
法

に
基

づ
く

要
措

置
区

域
の

土
壌

汚
染

状
況

調
査

報
告

書
②

当
該

土
地

の
要

措
置

区
域

の
指

定
の

通
知

及
び

措
置

命
令

環
境

局
水

保
全

課

1.
土

壌
汚

染
対

策
法

に
基

づ
く

要
措

置
区

域
の

土
壌

汚
染

状
況

調
査

報
告

書
2.

当
該

土
地

の
要

措
置

区
域

の
指

定
の

通
知

及
び

措
置

指
示

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
6

5
/
2
7

19
1

5/
18

平
成

27
年

1月
1日

か
ら

27
年

4月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

(可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

)

市
民

局
区

政
推

進
課

平
成

27
年

1月
1日

か
ら

平
成

27
年

4月
30

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

5
/
2
2

6
/
4

郵
送
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19
2

5/
18

平
成

24
.2

5.
26

.2
7年

度
の

新
規

開
店

の
美

容
室

の
ﾘｽ

ﾄ
施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
ｋ
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

代
表

者
氏

名
、

確
認

日
、

廃
業

日
健

康
福

祉
子

ど
も

局 生
活

衛
生

課

平
成

24
年

度
、

平
成

25
年

度
、

平
成

26
年

度
及

び
平

成
27

年
度

に
新

規
開

設
し

た
美

容
所

の
下

記
項

目
に

関
す

る
一

覧
表

。
た

だ
し

、
平

成
27

年
度

分
に

つ
い

て
は

、
平

成
27

年
5月

18
日

ま
で

に
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
項

目
:施

設
名

称
･営

業
所

所
在

地
･電

話
番

号
･開

設
者

氏
名

･役
職

･代
表

者
氏

名
･確

認
日

･廃
業

日

開
示

5
/
2
1

5
/
2
5

19
3

5/
18

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

末
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
1日

～
平

成
27

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
(仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

42
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

5月
20

日
 1

5:
30

開
示

5
/
2
5

5
/
2
6

19
4

5/
18

西
区

役
所

総
務

企
画

課

1 
熊

本
市

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

の
(1

)規
定

要
綱

等
(2

)公
募

委
員

選
考

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
等

2 
(1

)全
選

考
委

員
の

氏
名

･役
職

名
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

5
/
2
9

6
/
1

●
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣公
募

委
員

選
考

に
係

る
2(

2)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

(3
)全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
9

6
/
1

●
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣公
募

委
員

選
考

に
係

る
3 

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢西
区

の
魅

力
を

生
か

し
た

ま
ち

づ
く

り
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
。

但
し

、
個

人
情

報
は

除
く

。

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
5
/
2
9

19
5

5/
18

道
等

の
判

定
調

査
書

 1
3年

第
11

1号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

 1
3年

第
11

1号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
1
9

5
/
2
2

●
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
公

募
委

員
選

考
が

行
な

わ
れ

た
が

、
こ

の
事

に
関

す
る

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

1)
規

定
要

綱
等

2)
公

募
委

員
選

考
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

等
、

2.
熊

本
市

職
員

に
よ

る
選

考
委

員
だ

け
の

選
考

と
思

わ
れ

る
が

、
1)

全
選

考
委

員
の

氏
名

･役
職

名
の

わ
か

る
資

料
等

、
2)

全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

応
募

原
稿

に
対

す
る

評
点

評
価

の
わ

か
る

資
料

等
、

3)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

点
評

価
の

わ
か

る
資

料
等

、
3.

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢西
区

の
魅

力
を

生
か

し
た

ま
ち

づ
く

り
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。
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19
6

5/
19

熊
本

市
中

央
区

国
府

1丁
目

○
○

○
付

近
の

検
図

帳
(詳

細
は

別
紙

の
と

お
り

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

国
府

1丁
目

○
○

○
付

近
の

検
図

帳
(詳

細
は

別
紙

の
と

お
り

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
2
8

5
/
2
8

19
7

5/
19

道
路

判
定

台
帳

 0
2-

08
3-

02
 H

13
年

度
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 0
2-

08
3-

02
 H

13
年

度
 白

黒
希

望
開

示
5
/
2
0

5
/
2
1

19
8

5/
19

下
記

ﾎ
ﾃ

ﾙ
の

旅
館

営
業

法
の

営
業

許
可

に
関

す
る

次
の

事
項

に
つ

い
て

開
示

を
求

め
ま

す
。

1.
営

業
施

設
の

名
称

2.
営

業
施

設
の

所
在

地
3.

営
業

許
可

主
体

の
名

称
(会

社
名

)
4.

営
業

許
可

主
体

の
代

表
者

名
5.

営
業

許
可

主
体

の
住

所
(会

社
住

所
)

※
個

人
経

営
の

場
合

、
個

人
情

報
保

護
に

該
当

し
開

示
で

き
な

い
場

合
は

不
要

6.
営

業
許

可
の

日
付

7.
客

室
数

8.
ﾎ

ﾃ
ﾙ

･旅
館

･簡
易

宿
所

･下
宿

の
区

別
公

開
出

来
る

最
新

の
内

容
で

お
願

い
し

ま
す

。
※

な
お

、
上

記
8項

目
す

べ
て

満
た

し
て

お
れ

ば
、

情
報

提
供

で
進

め
て

頂
い

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

･ﾎ
ﾃ

ﾙ
名

熊
本

県
熊

本
市

中
央

区
魚

屋
町

○
-○

○
-○

｢○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

　
○

○
○

○
○

○
｣

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

旅
館

業
法

許
可

施
設

｢○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

　
○

○
○

○
○

○
(熊

本
市

中
区

魚
屋

町
○

-○
○

-○
)｣

に
係

る
事

項
項

目
; 

施
設

の
名

称
お

よ
び

所
在

地
、

許
可

日
、

区
別

、
客

室
数

、
申

請
法

人
の

名
称

お
よ

び
代

表
者

、
所

在
地

開
示

5
/
2
2

5
/
2
7

郵
送

19
9

5/
19

平
成

27
年

3月
24

日
に

完
工

し
た

 市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(工

事
場

所
 熊

本
市

南
区

御
幸

木
部

町
地

内
)の

金
入

設
計

図
書

の
最

終
(決

定
分

)を
申

請
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1号

線
道

路
改

良
工

事 金
入

り
設

計
書

(変
更

設
計

書
)

開
示

5
/
2
0

5
/
2
2

20
0

5/
19

指
定

番
号

 S
44

-3
66

(全
部

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

指
定

番
号

 S
44

-3
66

(全
部

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
1

20
1

5/
19

道
等

の
判

定
 9

9年
 0

59
号

 0
4J

P
G

～
13

JP
G

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 9

9年
05

9号
 0

4J
 P

G
～

13
J 

P
G

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
1

20
2

5/
19

道
等

の
判

定
を

行
う

際
の

立
会

の
記

録
06

-0
09

-0
1～

07
 0

1-
07

6-
01

～
14

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
を

行
う

際
の

立
会

の
記

録
06

-0
09

-0
1～

07
 0

1-
07

6-
01

～
14

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

6
/
1

54



20
3

5/
20

道
路

判
定

台
帳

画
像

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 1
5-

02
7-

00
1 

00
2 

00
3 

00
5 

00
6

00
7 

00
8 

計
7枚

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

申
請

者
:○

○
○

○
番

号
:1

5-
02

7 
H

27
年

度

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

申
請

者
:○

○
○

○
 番

号
:1

5-
02

7 
H

27
年

度
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 1
5-

02
7-

00
1 

00
2 

00
3 

00
5 

00
6

00
7 

00
8

計
7枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

開
示

5
/
2
1

5
/
2
2

20
4

5/
20

①
14

01
17

8 
山

本
団

地
解

体
工

事
 都

市
建

設
局

住
宅

課
⑥

13
00

78
9 

大
江

町
本

団
地

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
住

宅
課

⑦
11

01
01

4 
楠

団
地

第
2期

建
替

え
に

伴
う

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
建

築
部

住
宅

課
⑧

11
01

01
5　

廻
江

団
地

及
び

集
金

所
解

体
工

事
 都

市
建

設
局

建
築

部
住

宅
課

①
～

⑧
の

金
入

り
設

計
書

変
更

契
約

が
さ

れ
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
住

宅
課

山
本

団
地

棟
解

体
工

事
大

江
町

本
団

地
解

体
工

事
楠

団
地

第
2期

建
替

え
に

伴
う

解
体

工
事

廻
江

団
地

及
び

集
会

所
解

体
工

事
金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
2

6
/
1

郵
送

20
5

5/
20

②
14

01
08

5 
大

江
保

育
園

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
営

繕
課

③
14

01
08

6 
城

東
保

育
園

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
営

繕
課

④
14

00
89

0 
熊

本
市

民
病

院
旧

看
護

師
宿

舎
解

体
工

事
 都

市
建

設
局

営
繕

課
①

～
⑧

の
金

入
り

設
計

書
変

更
契

約
が

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
営

繕
課

金
入

設
計

書
･1

40
10

85
 大

江
保

育
園

解
体

工
事

･1
40

10
86

 城
東

保
育

園
解

体
工

事
･1

40
08

90
 熊

本
市

民
病

院
旧

看
護

師
宿

舎
解

体
工

事
開

示
5
/
2
0

6
/
1

郵
送

20
6

5/
20

⑤
13

01
11

5 
旧

産
業

文
化

会
館

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

①
～

⑧
の

金
入

り
設

計
書

変
更

契
約

が
さ

れ
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

取
り

下
げ

20
7

5/
20

水
質

汚
濁

防
止

法
第

2条
第

6項
に

規
定

さ
れ

る
特

定
事

業
場

の
う

ち
、

日
平

均
排

水
量

50
㎥

以
上

で
あ

る
特

定
事

業
場

の
名

称
及

び
所

在
地

環
境

局
水

保
全

課

水
質

汚
濁

防
止

法
第

2条
第

6項
に

規
定

さ
れ

る
特

定
事

業
場

の
う

ち
、

日
平

均
排

水
量

が
50

㎥
以

上
で

あ
る

特
定

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地

開
示

5
/
2
6

6
/
1

郵
送

20
8

5/
21

道
路

判
定

調
査

書
 判

定
番

号
 0

1年
第

52
7号

01
-5

27
-0

1～
01

-5
27

-1
2

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

調
査

書
判

定
番

号
 0

1年
第

52
7号

 0
1-

52
7-

01
～

01
-

52
7-

12
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
2

5
/
2
5

20
9

5/
21

平
成

27
年

4月
15

日
開

札
都

市
建

設
局

 都
心

活
性

推
進

課
(仮

称
)花

畑
広

場
整

備
(第

2期
)工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

平
成

27
年

4月
15

日
開

札
都

市
建

設
局

 都
心

活
性

推
進

課
(仮

称
)花

畑
広

場
整

備
(第

2期
) 

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1

6
/
2

55



21
0

5/
21

･道
判

定
①

H
22

.7
.2

3 
判

定
番

号
 1

0年
第

14
7号

全
部

、
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

②
H

18
.6

.5
 判

定
番

号
 0

6年
第

20
5号

全
部

、
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

③
H

21
.9

.1
8 

判
定

番
号

 0
9年

第
22

1号
全

部
、

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

･道
路

位
置

指
定

①
S5

1.
3.

25
 位

置
指

定
番

号
 計

建
 第

13
0号

全
部

、
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

判
定

①
H

22
.7

.2
3 

判
定

番
号

10
年

第
14

7号
 全

部
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

②
H

18
.6

.5
 判

定
番

号
06

年
第

20
5号

 全
部

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

③
H

21
.9

.1
8 

判
定

番
号

09
年

第
22

1号
 全

部
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

●
道

路
位

置
指

定
①

S5
1.

3.
25

 位
置

指
定

番
号

 計
建

第
13

0号
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
2

5
/
2
6

21
1

5/
21

･施
工

番
号

:1
58

00
07

･工
事

名
:海

底
構

造
物

(攪
拌

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
頂

き
た

い
※

紙
で

可

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

海
底

構
造

物
(攪

拌
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

6
/
2

6
/
9

郵
送

21
2

5/
22

道
等

の
判

定
･1

3-
07

3号
 ・

01
JP

G
～

07
JP

G
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
･1

3-
07

3号
 ･

01
J 

P
 G

～
07

JP
G

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

5
/
2
2

5
/
2
6

21
3

5/
22

H
26

法
定

外
道

路
大

江
2丁

目
側

溝
新

設
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

法
定

外
道

路
大

江
2丁

目
側

溝
新

設
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
6

6
/
1

21
4

5/
22

(社
福

)○
○

○
平

成
25

年
度

の
現

況
報

告
書

写
し

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
の

平
成

25
年

度
の

現
況

報
告

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
9

21
5

5/
25

○
○

○
○

○
○

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

附
則

第
5条

第
1項

届
出

書
及

び
図

面
(H

16
.5

.6
)

○
○

○
○

○
○

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

第
6条

第
2項

届
出

書
及

び
図

面
H

18
.1

2.
11

H
19

.7
.1

8
H

23
.1

0.
6

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
以

下
の

届
出

書
及

び
図

面
●

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

及
び

所
在

地
○

○
○

○
○

○
熊

本
市

武
蔵

ケ
丘

五
丁

目
○

○
○

番
地

○
ほ

か ①
法

附
則

第
5条

第
1項

関
係

(H
16

.5
.6

)
②

法
第

6条
第

2項
関

係
(H

18
.1

2.
11

)
③

法
第

6条
第

2項
関

係
(H

19
.7

.1
8)

④
法

第
6条

第
2項

関
係

(H
23

.1
0.

6)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
9

5
/
2
9

21
6

5/
25

南
区

 田
井

島
3丁

目
南

区
 良

町
1丁

目
上

記
町

名
の

街
区

全
域

の
住

居
表

示
台

帳
※

田
井

島
南

土
地

区
画

整
理

事
業

換
地

処
分

に
伴

い
、

変
更

さ
れ

た
街

区
を

ﾒ
ﾓ

程
度

で
構

い
ま

せ
ん

の
で

、
ご

教
示

い
た

だ
け

る
と

幸
い

で
す

。

市
民

局
区

政
推

進
課

南
区

田
井

島
三

丁
目

、
南

区
良

町
一

丁
目

 の
街

区
全

域
の

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
9

郵
送

56



21
7

5/
25

熊
本

市
管

轄
内

で
平

成
23

年
7月

1日
～

平
成

26
年

12
月

31
日

に
新

規
開

設
し

た
歯

科
技

工
所

の
電

話
番

号
記

載
が

あ
る

書
類

等

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

熊
本

市
管

轄
内

で
平

成
23

年
7月

1日
～

平
成

26
年

12
月

31
日

に
新

規
開

設
し

た
歯

科
技

工
所

の
電

話
番

号
記

載
が

あ
る

書
類

等
開

示
6
/
4

6
/
2
2

郵
送

21
8

5/
25

①
熊

本
市

動
植

物
園

ﾍ
ﾟﾝ

ｷ
ﾞﾝ

･ｶ
ﾋ
ﾟﾊ

ﾟﾗ
ｴ

ﾘｱ
解

体
撤

去
工

事
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

観
光

文
化

交
流

局 動
植

物
園

工
事

名
:熊

本
市

動
植

物
園

ﾍ
ﾟﾝ

ｷ
ﾞﾝ

･ｶ
ﾋ
ﾟﾊ

ﾞﾗ
ｴ

ﾘｱ
解

体
撤

去
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
3

6
/
1
9

郵
送

21
9

5/
25

②
熊

本
市

上
下

水
道

局
庁

舎
本

館
解

体
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

金
入

り
設

計
書

※
設

計
変

更
が

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

(①
～

⑱
ま

で
同

じ
)

上
下

水
道

局
総

務
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

本
館

解
体

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

5
/
2
7

6
/
1
9

郵
送

22
0

5/
25

③
江

原
中

学
校

校
舎

解
体

工
事

④
熊

本
市

男
女

共
同

参
画

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

は
あ

も
に

い
立

体
駐

車
場

解
体

そ
の

他
工

事
⑦

河
内

小
学

校
校

舎
解

体
工

事
⑨

旧
熊

本
市

立
熊

本
市

民
病

院
付

属
熊

本
産

院
解

体
工

事
⑩

砂
取

小
学

校
校

舎
解

体
工

事
⑬

出
水

小
学

校
校

舎
解

体
工

事
(2

期
)

⑯
熊

本
保

健
所

庁
舎

解
体

工
事

⑰
出

水
小

学
校

校
舎

解
体

工
事

(1
期

)
⑱

必
由

館
高

等
学

校
校

舎
解

体
工

事
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

都
市

建
設

局
営

繕
課

江
原

中
学

校
校

舎
解

体
工

事
他

8件
の

金
入

り
設

計
書

※
変

更
契

約
が

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
8

6
/
1
9

郵
送

22
1

5/
25

⑤
託

麻
団

地
2･

3棟
(4

8戸
)解

体
工

事
⑪

井
場

の
下

団
地

(5
8戸

)解
体

工
事

⑭
本

荘
団

地
(4

8戸
)解

体
工

事
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

都
市

建
設

局
住

宅
課

託
麻

団
地

2･
3棟

(4
8戸

)解
体

工
事

井
場

の
下

団
地

(5
8戸

)解
体

工
事

本
荘

団
地

(4
8戸

)解
体

工
事

金
入

設
計

書
開

示
5
/
2
7

6
/
1
9

郵
送

57



22
2

5/
25

⑥
都

市
計

画
事

業
 南

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

1号
汚

泥
焼

却
設

備
解

体
撤

去
工

事
(9

0工
区

)
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
汚

泥
焼

却
設

備
解

体
撤

去
工

事
(9

 工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
2
9

6
/
1
9

郵
送

22
3

5/
25

⑧
下

益
城

城
南

中
学

校
水

泳
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
解

体
工

事
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

下
益

城
城

南
中

学
校

水
泳

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
8

6
/
1
9

郵
送

22
4

5/
25

⑫
富

尾
配

水
池

解
体

外
3箇

所
工

事
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

上
下

水
道

局
水

運
用

課

富
尾

配
水

池
解

体
外

3箇
所

工
事

開
示

5
/
2
8

6
/
1
9

郵
送

22
5

5/
25

⑮
熊

本
市

旧
東

部
環

境
工

場
解

体
工

事
金

入
り

設
計

書
※

設
計

変
更

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
(①

～
⑱

ま
で

同
じ

)

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

熊
本

市
東

部
環

境
工

場
解

体
工

事
 金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
2
7

6
/
1
9

郵
送

22
6

5/
25

道
路

位
置

指
定

･指
定

番
号

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

42
号

･h
10

-0
42

-0
2、

h1
0-

04
2-

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

･指
定

番
号

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

42
号

･h
10

-0
42

-0
2 

･h
10

-0
42

-0
4 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
6

5
/
2
7

22
7

5/
26

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 H

15
 0

3-
47

5号
(す

べ
て

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 H

15
 0

3-
47

5号
 (

全
て

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
6

5
/
2
9

22
8

5/
26

工
事

件
名

｢平
成

26
年

度
 一

般
県

道
川

尻
宇

土
線

(田
尻

工
区

)舗
道

新
設

工
事

｣
設

計
工

事
金

入
り

設
計

書
額

の
内

訳
単

価

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

26
年

度
 一

般
県

道
川

尻
宇

土
線

(田
尻

工
区

)歩
道

新
設

工
事

設
計

工
事

金
額

の
内

訳
単

価
開

示
6
/
1

6
/
1
0

郵
送

22
9

5/
26

横
手

台
地

の
新

町
戸

坂
線

の
事

業
計

画
平

面
図

の
図

面
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

横
手

台
地

の
新

町
戸

坂
線

の
事

業
計

画
平

面
図

の
図

面
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

開
示

5
/
2
9

6
/
3

58



23
0

5/
27

西
区

松
尾

1丁
目

･西
区

松
尾

2丁
目

に
お

け
る

、
住

居
表

示
台

帳
※

図
面

は
家

形
及

び
各

家
形

に
対

す
る

住
居

表
示

番
号

の
判

別
で

き
る

図
面

市
民

局
区

政
推

進
課

西
区

松
尾

一
丁

目
、

二
丁

目
の

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
8

郵
送

59



23
1

5/
28

●
期

間
 2

7年
4月

21
日

～
27

年
5月

20
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

4月
21

日
～

平
成

27
年

5月
20

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
) 

計
65

件
項

目
:屋

号
、

住
所

、
申

請
者

、
申

請
者

電
話

番
号

、
許

可
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
6月

1
日

 1
3:

30

開
示

6
/
2

6
/
3

23
2

5/
28

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 H
15

-0
36

ｈ
15

-0
36

-0
1 

02
 0

3 
04

 4
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

H
15

-0
36

H
15

-0
36

-0
1 

02
 0

3 
04

 4
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
9

5
/
2
9

23
3

5/
28

･平
成

24
年

5月
14

日
届

出
書

･ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

の
使

用
の

合
理

化
等

に
関

す
る

法
律

の
省

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

計
画

書
の

届
出

書
(受

理
書

、
届

出
書

の
第

一
面

及
び

計
算

書
)

･○
○

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･平
成

24
年

5月
14

日
付

届
出

書
･ｴ

ﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

の
使

用
の

合
理

化
等

に
関

す
る

法
律

の
省

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

計
画

書
の

届
出

書
(受

理
書

、
届

出
書

の
第

一
面

及
び

計
算

書
)

･○
○

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

開
示

5
/
2
9

6
/
1

23
4

5/
29

道
路

判
定

台
帳

04
-0

25
-0

1 
02

 0
4 

05
 0

6 
07

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 0
4-

02
5-

01
 0

2 
04

 0
5 

06
07

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1

6
/
1

23
5

5/
29

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
に

お
け

る
一

般
宅

地
の

平
均

減
歩

率
の

わ
か

る
資

料
等

。
2.

当
該

地
区

に
お

け
る

清
算

金
負

担
該

当
者

件
数

と
件

数
毎

の
金

額
･合

計
の

分
か

る
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
2

●
熊

本
市

都
市

整
備

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･平

成
13

年
12

月
公

表
･に

よ
れ

ば
、

事
業

費
約

24
0億

円
･減

価
補

償
に

よ
る

用
地

買
収

後
の

減
歩

率
19

.8
1%

･一
般

宅
地

の
減

歩
率

を
平

均
8%

に
し

ま
す

。
と

あ
る

。
･熊

本
市

都
市

整
備

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･平

成
17

年
3月

公
表

･に
よ

れ
ば

、
事

業
費

約
25

8億
円

･減
価

補
償

に
よ

る
用

地
買

収
後

の
減

歩
率

19
.8

1%
･一

般
宅

地
の

減
歩

率
を

平
均

8%
に

し
ま

す
。

と
あ

る
。

1.
平

成
27

年
5月

22
日

(金
)付

･新
聞

報
道

に
よ

れ
ば

、
減

歩
率

16
.1

2%
･と

の
事

で
あ

る
が

、
一

般
宅

地
の

平
均

減
歩

率
の

わ
か

る
資

料
等

と
事

業
費

約
何

億
円

と
な

る
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

該
当

地
区

に
お

け
る

清
算

金
負

担
該

当
者

件
数

と
件

数
毎

の
金

額
･合

計
の

分
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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1.
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
の

事
業

費
が

約
何

億
円

と
な

る
の

か
の

わ
か

る
資

料
等

。
開

示
6
/
1
2

6
/
1
8

23
6

5/
29

26
年

度
西

区
松

尾
下

水
道

工
事

受
注

者
○

○
○

○
残

土
処

理
に

関
す

る
報

告
書

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)

残
土

処
理

に
関

す
る

報
告

書
(残

土
処

分
報

告
書

)
開

示
6
/
2

6
/
5

23
7

6/
1

道
路

判
定

10
-3

11
-0

1～
12

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

10
-3

11
-0

1～
12

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

6
/
1

6
/
1

23
8

6/
1

大
規

模
行

為
届

出
書

(様
式

3号
/景

観
法

16
条

1項
1号

分
)

H
26

.1
1.

21
～

H
27

.5
.2

9
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
/景

観
法

16
条

1項
1号

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
2

6
/
1
2

23
9

6/
1

位
置

指
定

台
帳

 S
57

-0
95

 5
7年

度
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

 S
57

-0
95

 5
7年

度
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
4

24
0

6/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(平

成
27

年
5月

1日
～

平
成

27
年

5月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 7
0 

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
6月

3
日

 1
1:

30

開
示

6
/
3

6
/
1
5

郵
送

24
1

6/
1

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

70
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

6月
3

日
 1

3:
00

開
示

6
/
4

6
/
1
2

郵
送

●
熊

本
市

都
市

整
備

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･平

成
13

年
12

月
公

表
･に

よ
れ

ば
、

事
業

費
約

24
0億

円
･減

価
補

償
に

よ
る

用
地

買
収

後
の

減
歩

率
19

.8
1%

･一
般

宅
地

の
減

歩
率

を
平

均
8%

に
し

ま
す

。
と

あ
る

。
･熊

本
市

都
市

整
備

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･平

成
17

年
3月

公
表

･に
よ

れ
ば

、
事

業
費

約
25

8億
円

･減
価

補
償

に
よ

る
用

地
買

収
後

の
減

歩
率

19
.8

1%
･一

般
宅

地
の

減
歩

率
を

平
均

8%
に

し
ま

す
。

と
あ

る
。

1.
平

成
27

年
5月

22
日

(金
)付

･新
聞

報
道

に
よ

れ
ば

、
減

歩
率

16
.1

2%
･と

の
事

で
あ

る
が

、
一

般
宅

地
の

平
均

減
歩

率
の

わ
か

る
資

料
等

と
事

業
費

約
何

億
円

と
な

る
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

該
当

地
区

に
お

け
る

清
算

金
負

担
該

当
者

件
数

と
件

数
毎

の
金

額
･合

計
の

分
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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24
2

6/
1

20
15

/3
/1

7に
新

設
の

届
出

が
あ

っ
た

○
○

○
○

○
○

○
○

○
･○

○
○

○
○

○
本

店
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

お
よ

び
添

付
資

料
中

の
周

辺
見

取
り

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

変
更

の
も

の
は

変
更

前
後

の
図

面
を

希
望

。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1)

｣、
｢辺

見
取

図
｣、

｢平
面

図
兼

配
置

図
」

･平
成

27
年

3月
17

日
付

け
届

出
｢○

○
○

○
○

○
○

○
○

･○
○

○
○

○
○

本
店

｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
1
0

郵
送

24
3

6/
2

平
成

27
年

5月
27

日
開

札
農

水
商

工
局

 水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

外
3箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

外
3箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

6
/
5

6
/
9

24
4

6/
2

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
･屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

(業
種

、
許

可
年

月
日

)
20

15
年

5月
1～

30

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(た

だ
し

、
移

動
･臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

計
63

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
、

業
種

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
6月

3
日

 1
4:

00

開
示

6
/
4

6
/
1
0

24
5

6/
2

熊
本

都
市

計
画

 東
部

第
一

 土
地

区
画

整
理

事
業

 各
筆

換
地

明
細

書
(従

前
の

地
番

)
①

熊
本

市
出

水
町

今
○

○
○

○
-○

②
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
○

○
○

○
-○

③
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
○

○
○

○
-○

以
上

、
土

地
3筆

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

都
市

計
画

 東
部

第
一

土
地

区
画

整
理

事
業

 各
筆

換
地

明
細

書
(従

前
の

地
番

)
①

 熊
本

市
出

水
町

今
○

○
○

○
番

○
②

 熊
本

市
出

水
町

今
○

○
○

○
番

○
③

 熊
本

市
和

泉
町

今
○

○
○

○
番

○
以

上
、

土
地

3筆

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
1
9

郵
送

62



24
6

6/
2

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

が
平

成
27

年
5月

29
日

に
猫

の
虐

待
に

つ
い

て
訪

問
す

る
こ

と
と

な
っ

た
理

由
が

わ
か

る
相

談
記

録
な

ど
の

文
書

で
、

1.
申

告
人

の
(1

)住
所

(2
)氏

名
2.

申
告

の
内

容
全

部
(1

)い
つ

(2
)ど

こ
で

(3
)ど

ん
な

、
ぎ

ゃ
く

た
い

を
し

た
の

か
、

詳
細

に
報

告
願

い
ま

す
。

3.
動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

へ
当

人
が

何
と

答
え

た
か

、
そ

の
正

確
な

全
容

健
康

福
祉

子
ど

も
局 動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

私
が

｢猫
を

ぎ
ゃ

く
た

い
･･

･｣
と

の
謂

れ
な

き
中

傷
を

、
動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
告

訴
さ

れ
た

次
の

点 1 
申

告
人

の
住

所
、

氏
名

2 
申

告
の

中
容

全
部

(1
)い

つ
 (

2)
ど

こ
で

 (
3)

ど
ん

な
ぎ

ゃ
く

た
い

を
し

た
の

か
3 

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

へ
当

人
が

何
と

答
え

た
か

、
そ

の
正

確
な

全
容

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
9

24
7

6/
2

平
成

27
年

5月
26

日
13

時
30

分
に

開
札

｢一
般

県
道

 熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)構
造

物
詳

細
設

計
業

務
委

託
(熊

本
市

南
区

田
迎

2丁
目

地
内

)｣
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

取
り

下
げ

24
8

6/
2

道
路

位
置

指
定

 S
58

-0
46

-0
1 

-0
2 

-0
3 

-0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

番
号

 S
58

-0
46

-0
1 

-0
2 

-0
3

-0
4 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3

6
/
3

24
9

6/
2

｢熊
本

市
立

城
南

図
書

館
｣の

応
募

時
の

募
集

要
領

、
仕

様
書

、
事

業
計

画
の

内
容

を
教

え
て

下
さ

い
。

な
お

、
郵

送
で

お
願

い
す

る
た

め
資

料
が

多
い

場
合

お
手

数
で

す
け

れ
ど

も
連

絡
を

下
さ

い
※

事
業

計
画

の
内

容
と

は
、

現
在

の
指

定
管

理
者

か
ら

公
募

の
際

に
提

出
さ

れ
た

、
事

業
計

画
、

収
支

計
画

が
わ

か
る

書
類

教
育

委
員

会
事

務
局

図
書

館

有 7/
17

8/
3

｢熊
本

市
立

城
南

図
書

館
｣の

応
募

時
の

募
集

要
領

、
仕

様
書

、
事

業
計

画
(現

在
の

指
定

管
理

者
か

ら
公

募
の

際
に

提
出

さ
れ

た
事

業
計

画
、

収
支

計
画

が
分

か
る

書
類

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
2
2

郵
送

24
9-

2
6/

2

｢く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

の
応

募
時

の
募

集
要

領
、

仕
様

書
、

事
業

計
画

の
内

容
を

教
え

て
下

さ
い

。
な

お
、

郵
送

で
お

願
い

す
る

た
め

資
料

が
多

い
場

合
お

手
数

で
す

け
れ

ど
も

連
絡

を
下

さ
い

※
事

業
計

画
の

内
容

と
は

、
現

在
の

指
定

管
理

者
か

ら
公

募
の

際
に

提
出

さ
れ

た
、

事
業

計
画

、
収

支
計

画
が

わ
か

る
書

類

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

｢く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

の
応

募
時

の
募

集
要

領
、

仕
様

書
、

事
業

計
画

の
内

容

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

6
/
1
0

6
/
1
6

郵
送

25
0

6/
2

動
植

物
園

緑
の

相
談

所
冷

暖
房

換
気

設
備

改
修

工
事

金
額

入
り

設
計

書

観
光

文
化

交
流

局 動
植

物
園

工
事

名
:動

植
物

園
緑

の
相

談
所

冷
暖

房
換

気
設

備
改

修
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
5

6
/
1
0

63



25
1

6/
2

山
東

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

工
事

内
訳

書
一

式

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

山
東

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

、
工

事
内

訳
書

一
式

開
示

6
/
4

6
/
5

25
2

6/
2

･道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
45

-0
64

-0
1 

-0
2 

-0
3 

-0
4 

-0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

45
-0

64
01

 -
02

 -
03

 -
04

 -
05

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3

6
/
4

25
3

6/
2

平
成

26
年

7月
23

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

05
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

11
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

05
工

区
)の

金
入

変
更

設
計

書

開
示

6
/
4

6
/
9

25
4

6/
2

道
路

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
昭

和
43

年
10

月
23

日
 S

43
-4

22
 全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ 
ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

(帯
山

9丁
目

)○
○

○
-○

○
、

○
○

、
○

○

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
昭

和
43

年
10

月
23

日
 S

43
-4

22
(帯

山
9丁

目
)

○
○

○
-○

○
、

○
○

、
○

○
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3

6
/
3

25
5

6/
2

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
70

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

6月
4

日
 1

3:
30

開
示

6
/
5

6
/
1
6

25
6

6/
2

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

5月
1日

か
ら

平
成

27
年

5月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

6
/
8

6
/
1
6

64



25
7

6/
2

平
成

27
年

5/
1～

5/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

5月
1日

か
ら

5月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

6
/
8

6
/
1
5

郵
送

25
8

6/
3

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
弓

削
線

事
業

地
内

整
備

工
事

の
金

額
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

施
行

番
号

:1
50

01
69

-0
0

工
事

名
:都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

弓
削

線
事

業
地

内
整

備
工

事
開

示
文

書
:金

額
入

設
計

書
開

示
6
/
5

6
/
1
5

25
9

6/
3

長
嶺

中
学

校
屋

外
ｽ
ﾛ
ｰ

ﾌ
ﾟ設

置
工

事
の

金
額

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

長
嶺

中
学

校
屋

外
ｽ
ﾛ
ｰ

ﾌ
ﾟ設

置
工

事
の

金
額

入
設

計
書

開
示

6
/
4

6
/
8

26
0

6/
3

道
路

判
定

台
帳

 0
2-

45
2-

01
～

02
-4

52
-1

1 
ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 0
2-

45
2-

01
～

11
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3

6
/
4

26
1

6/
3

道
等

判
定

 0
1-

08
1 

01
、

02
、

04
、

05
、

07
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

判
定

 0
1-

08
1 

01
、

02
、

04
、

05
、

07
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
4

26
2

6/
3

道
等

の
判

定
10

-3
38

-0
1 

10
-3

38
-0

2 
10

-3
38

-0
3 

10
-

33
8-

07
 1

0-
33

8-
08

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
10

-3
38

-0
1 

10
-3

38
-0

2 
10

-3
38

-0
3 

10
-

33
8-

07
 1

0-
33

8-
08

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
4

26
3

6/
4

平
成

27
年

5月
1日

か
ら

平
成

27
年

5月
3１

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

5月
1日

～
平

成
27

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
71

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

6月
5

日
 1

3:
00

開
示

6
/
5

6
/
1
5

郵
送

26
4

6/
4

道
路

位
置

指
定

 S
40

.4
0.

15
 指

定
番

号
 S

40
-

03
7号

ｈ
20

-0
07

-0
1 

ｈ
20

-0
07

-0
2 

ｈ
20

-0
07

-0
4 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

h2
0-

00
7-

01
 h

20
-0

07
-0

2 
h2

0-
00

7-
04

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
5

65



26
5

6/
4

道
路

位
置

指
定

 S
40

-0
87

-0
1～

05
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
40

-0
87

-0
1～

05
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
5

26
6

6/
4

道
路

位
置

指
定

書
 S

43
-1

33
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

指
定

書
 S

43
-1

33
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
5

6
/
1
1

26
7

6/
4

H
11

-0
31

 道
路

位
置

指
定

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

H
11

-0
31

道
路

位
置

指
定

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
5

6
/
2
2

26
8

6/
4

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
6-

11
5号

 平
成

17
年

00
0.

JP
G

～
01

4.
JP

G
 協

定
書

有
。

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

06
-1

15
号

 平
成

17
年

00
1.

JP
G

-0
14

.J
P
G

 協
定

書
有

。
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
9

6
/
9

26
9

6/
5

第
一

種
動

物
取

扱
業

者
登

録
簿

(最
新

版
)

記
載

内
容

す
べ

て
ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
形

式
で

お
願

い
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

第
一

種
動

物
取

扱
業

者
登

録
簿

(最
新

版
)

開
示

6
/
8

7
/
6

郵
送

27
0

6/
5

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
30

1工
区

)
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
30

1工
区

)
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
2

6
/
1
8

27
1

6/
8

工
事

名
、

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

路
側

帯
改

良
工

事
の

金
額

が
表

記
し

て
あ

る
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

路
側

帯
改

良
工

事
の

金
額

が
表

記
し

て
あ

る
変

更
設

計
書

開
示

6
/
1
6

7
/
7

27
2

6/
8

道
路

の
判

定
00

-5
23

号
 平

成
12

年
度

 長
嶺

南
七

丁
目

99
-3

48
号

 平
成

11
年

度
 同

上
04

-3
96

号
 平

成
16

年
度

 龍
田

町
弓

削
工

作
物

(擁
壁

)検
査

証
の

写
し

S6
3 

4月
5日

 №
4 

○
○

○
○

(健
軍

本
町

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
00

-5
23

号
 平

成
12

年
度

 長
嶺

南
七

丁
目

99
-3

48
号

 平
成

11
年

度
 同

上
04

-3
96

号
 平

成
16

年
度

 龍
田

町
弓

削
工

作
物

(擁
壁

)検
査

証
の

写
し

S6
3 

4月
5日

 N
o4

 ○
○

○
○

(健
軍

本
町

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
0

6
/
1
1
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27
3

6/
8

〈位
置

指
定

〉 
S
42

年
度

 S
42

-3
23

号
S4

2-
32

3-
01

～
S4

2-
35

23
-0

5
〈道

路
判

定
〉 

H
12

年
度

 0
0-

30
6号

00
-3

06
-0

1～
00

-3
06

-1
1

〈道
路

判
定

〉 
H

23
年

度
 H

23
-1

1-
33

9号
11

-3
39

-0
1～

11
-3

39
-1

6
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

 S
42

年
度

 S
42

-3
23

号
 (

S
42

-3
23

-
01

～
S4

2-
32

3-
05

)
道

路
判

定
 H

12
年

度
00

-3
06

号
 (

00
-3

06
-0

1
～

00
-3

06
-1

1)
道

路
判

定
 H

23
年

度
 H

23
-1

1-
33

9号
 (

11
-

33
9-

01
～

11
-3

39
-1

6)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
0

6
/
1
1

27
4

6/
8

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

：熊
本

県
指

令
建

第
59

号
(S

36
年

10
月

9日
)

熊
本

県
指

令
第

1号
(S

43
年

1月
9日

)
書

類
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
建

第
59

号
(S

36
年

10
月

9日
)

熊
本

県
指

令
第

1号
(S

43
年

1月
9日

)
書

類
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
0

6
/
1
0

27
5

6/
8

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

平
成

15
年

9月
29

日
か

ら
平

成
19

年
1月

24
日

ま
で

開
催

さ
れ

た
｢熊

本
都

市
圏

ﾊ
ﾞｽ

路
線

に
関

す
る

検
討

会
議

｣に
お

け
る

会
議

の
中

で
、

参
考

資
料

と
し

て
提

示
さ

れ
た

『熊
本

都
市

圏
の

ﾊ
ﾞｽ

路
線

網
再

編
に

関
す

る
調

査
報

告
書

』

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
2
2

6
/
2
4

平
成

15
年

9月
29

日
か

ら
平

成
19

年
1月

24
日

ま
で

開
催

さ
れ

た
｢熊

本
都

市
圏

ﾊ
ﾞｽ

路
線

に
関

す
る

検
討

会
議

｣に
お

け
る

会
議

の
中

で
、

参
考

資
料

と
し

て
提

示
さ

れ
た

『熊
本

都
市

圏
の

ﾊ
ﾞｽ

路
線

網
再

編
に

関
す

る
調

査
報

告
書

』の
う

ち
、

事
業

者
の

財
務

状
況

分
析

に
関

す
る

箇
所

不
開

示
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
2
2

27
6

6/
9

道
路

位
置

指
定

 S
44

-3
24

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

判
定

 平
成

26
年

度
 1

4-
02

6 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
44

-3
24

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

判
定

 平
成

26
年

度
14

-0
26

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
9

6
/
1
0

27
7

6/
9

平
成

26
年

度
自

動
車

騒
音

常
時

監
視

業
務

委
託 見

積
書

提
出

各
社

見
積

金
額

と
業

務
受

託
会

社
名

及
び

、
業

務
の

仕
様

書
を

閲
覧

し
た

い
。

環
境

局
環

境
政

策
課

･平
成

26
年

度
熊

本
市

自
動

車
騒

音
面

的
評

価
業

務
委

託
仕

様
書

･入
札

状
況

調
書

開
示

6
/
1
1

6
/
1
1

熊
本

市
(当

時
・都

市
整

備
局

交
通

計
画

課
)参

加
し

た
、

熊
本

県
企

画
振

興
部

交
通

対
策

総
室

主
催

に
よ

る
平

成
15

年
9月

29
日

か
ら

平
成

19
年

1月
24

日
ま

で
開

催
さ

れ
た

｢熊
本

都
市

圏
ﾊ

ﾞｽ
路

線
に

関
す

る
検

討
会

議
｣(

第
1回

か
ら

第
8回

ま
で

)に
お

け
る

会
議

の
中

で
、

参
考

資
料

と
し

て
提

示
さ

れ
た

『熊
本

都
市

圏
の

ﾊ
ﾞｽ

路
線

網
再

編
に

関
す

る
調

査
報

告
書

』の
一

式
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27
8

6/
9

●
西

区
ま

ち
づ

く
り

の
基

本
理

念
～

め
ざ

す
区

の
姿

～
金

峰
望

む
 華

の
あ

る
ま

ち
西

区
･と

あ
り

、
重

点
的

取
り

組
み

3楽
し

さ
あ

ふ
れ

る
ま

ち
づ

く
り

と
し

て
、

･交
通

拠
点

か
ら

の
観

光
ﾙ

ｰ
ﾄ整

備
に

よ
る

利
便

性
向

上
･熊

本
駅

周
辺

へ
の

都
市

機
能

の
集

積
と

賑
わ

い
創

出
･に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
。

1.
こ

の
･2

つ
･の

基
本

理
念

を
選

定
し

た
過

程
の

わ
か

る
資

料
等

。
ど

の
様

な
ﾒ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

で
、

ど
の

様
な

発
送

の
基

に
、

ど
の

様
な

将
来

構
想

を
前

提
に

、
審

議
議

論
が

な
さ

れ
た

か
?会

議
録

議
事

録
等

の
わ

か
る

資
料

等
を

開
示

請
求

。
2.

こ
の

･2
つ

･の
基

本
理

念
に

つ
い

て
の

第
1

次
･西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
で

は
、

ど
の

様
な

意
見

･提
言

･議
論

等
が

あ
り

、
今

後
･ど

の
様

な
実

践
行

動
等

･が
計

画
さ

れ
て

い
る

の
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

、
会

議
録

議
事

録
予

算
額

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
も

し
｢不

存
在

｣の
場

合
、

何
故

、
重

点
的

取
り

組
み

3を
無

視
･放

置
し

た
か

･出
来

な
か

っ
た

か
の

わ
か

る
根

拠
･資

料
等

の
開

示
請

求
。

西
区

役
所

総
務

企
画

課

1 
西

区
ま

ち
づ

く
り

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

策
定

検
討

会
設

置
要

綱
2 

西
区

ま
ち

づ
く

り
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

懇
話

会
名

簿
3 

西
区

ま
ち

づ
く

り
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

懇
話

会
次

第
(第

1回
～

第
4回

)
4 

西
区

ま
ち

づ
く

り
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

懇
話

会
の

会
議

録
5 

｢西
区

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(構
想

)｣
策

定
に

か
か

る
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
結

果
6 

西
区

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾖ
ﾝ

策
定

に
向

け
た

次
世

代
ｸ
ﾞ

ﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟｲ

ﾝ
ﾀ
ﾋ
ﾞｭ

ｰ
調

査
の

概
要

7 
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

会
議

録
8 

平
成

25
～

27
年

度
事

業
概

要
書

開
示

6
/
1
8

6
/
2
3

27
9

6/
9

平
成

27
年

5月
26

日
13

時
30

分
に

開
札

さ
れ

た
｢一

般
県

道
 熊

本
浜

線
(田

迎
工

区
)構

造
物

詳
細

設
計

業
務

委
託

(熊
本

市
南

区
田

迎
2丁

目
地

内
)｣

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

県
道

熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)構
造

物
詳

細
設

計
業

務
委

託
｢金

入
設

計
書

｣
開

示
6
/
1
7

6
/
1
7

28
0

6/
10

城
西

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
工

事
内

訳
書

(金
額

が
入

れ
て

あ
る

内
訳

書
)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

城
西

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
工

事
内

訳
書

(金
額

が
入

れ
て

あ
る

内
訳

書
)

開
示

6
/
1
2

6
/
1
5

28
1

6/
10

池
田

小
学

校
第

11
棟

校
舎

外
壁

及
び

ｻ
ｯ
ｼ

改
修

工
事

金
額

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

池
田

小
学

校
第

11
棟

校
舎

外
壁

及
び

ｻ
ｯ
ｼ

改
修

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
7

6
/
1
9

28
2

6/
10

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

8-
29

5 
01

～
05

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

8-
29

5-
01

～
05

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
1

6
/
1
5

28
3

6/
10

･道
路

判
定

 H
12

-0
0-

53
4

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
 白

黒
→

白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 H
12

-0
0-

53
4

ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
1

6
/
1
2
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28
4

6/
10

四
番

漁
港

導
流

堤
嵩

上
工

事
金

入
設

計
書

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

四
番

漁
港

導
流

堤
嵩

上
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

6
/
1
5

6
/
2
4

28
5

6/
10

市
道

 梶
尾

町
第

2号
線

外
1路

線
側

溝
改

良
工

事 金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

施
行

番
号

:1
50

01
56

工
事

名
:市

道
 梶

尾
町

第
2号

線
外

1路
線

側
溝

改
良

工
事

開
示

文
書

:該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

開
示

6
/
1
5

6
/
2
4

28
6

6/
10

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
8-

08
2-

01
 0

8-
08

2-
02

 0
8-

08
2-

03
 0

8-
08

2-
07

 0
8-

08
2-

09
 0

8-
08

2-
10

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
8-

08
2-

01
08

-0
82

-0
2 

08
-0

82
-

03
 0

8-
08

2-
04

 0
8-

08
2-

07
 0

8-
 0

82
-0

9
08

-0
82

-1
0 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
1

6
/
1
1

28
7

6/
11

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ師

弟
管

理
者

選
定

者
(く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ管

理
運

営
共

同
企

業
体

)
の

提
案

書
(事

業
計

画
書

)
[指

定
期

間
 平

成
23

年
10

月
1日

～
平

成
28

年
3月

31
日

]

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ指

定
管

理
者

選
定

者
(く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ管

理
運

営
共

同
企

業
体

)
の

提
案

書
(事

業
計

画
書

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

6
/
1
6

6
/
2
2

郵
送

28
8

6/
11

中
央

区
の

平
成

27
年

度
 自

治
会

長
名

簿
地

区
名

と
氏

名
だ

け
で

結
構

で
す

。
中

央
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

中
央

区
の

平
成

27
年

度
 自

治
会

長
名

簿

開
示

6
/
1
8

6
/
2
9

郵
送

28
9

6/
11

東
区

の
平

成
27

年
度

 自
治

会
長

名
簿

地
区

名
と

氏
名

だ
け

で
結

構
で

す
。

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

東
区

の
平

成
27

年
度

自
治

会
長

名
簿

(地
区

名
･氏

名
)

開
示

6
/
1
6

6
/
2
9

郵
送

29
0

6/
11

西
区

の
平

成
27

年
度

 自
治

会
長

名
簿

地
区

名
と

氏
名

だ
け

で
結

構
で

す
。

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

西
区

の
平

成
27

年
度

自
治

会
長

名
簿

。

開
示

6
/
1
5

6
/
2
9

郵
送

29
1

6/
11

南
区

の
平

成
27

年
度

 自
治

会
長

名
簿

地
区

名
と

氏
名

だ
け

で
結

構
で

す
。

南
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

南
区

の
町

内
自

治
会

長
名

簿
(平

成
27

年
6月

18
日

現
在

、
地

区
名

と
氏

名
の

み
)

開
示

6
/
1
8

6
/
2
9

郵
送

29
2

6/
11

北
区

の
平

成
27

年
度

 自
治

会
長

名
簿

地
区

名
と

氏
名

だ
け

で
結

構
で

す
。

北
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

北
区

の
平

成
27

年
度

 自
治

会
長

名
簿

地
区

名
と

氏
名

の
み

開
示

6
/
1
5

6
/
2
9

郵
送

29
3

6/
11

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

1-
16

1号
 H

13
.4

.2
7 

書
類

す
べ

て
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

1-
16

1号
 H

13
.4

.2
7 

書
類

す
べ

て
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
1

6
/
1
2
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29
4

6/
11

道
路

判
定

 9
9-

10
3号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 9
9-

10
3号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
5

6
/
1
6

29
5

6/
11

工
作

物
(擁

壁
)の

確
認

(S
63

.4
.5

第
4号

)に
か

か
る

資
料

(配
置

図
)

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
し

ま
す

。
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

工
作

物
(擁

壁
)の

確
認

 (
S6

3.
4.

5第
4号

)に
か

か
る

資
料

(配
置

図
)

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
し

ま
す

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
2

6
/
1
2

29
6

6/
11

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
3月

11
日

～
4月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
3月

11
日

～
平

成
27

年
4月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
1
7

29
7

6/
12

熊
本

市
の

ば
い

煙
発

生
施

設
一

覧
ﾘｽ

ﾄ

環
境

局
環

境
政

策
課

熊
本

市
内

に
お

け
る

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
県

条
例

の
ば

い
煙

発
生

施
設

一
覧

表
対

象
施

設
熊

本
市

内
に

お
け

る
法

及
び

県
条

例
の

ば
い

煙
発

生
施

設
対

象
項

目
工

場
･事

業
場

名
、

所
在

地
、

ば
い

煙
発

生
施

設
の

種
別

、
施

設
設

置
年

月
日

、
最

大
排

出
ｶ
ﾞ

ｽ
量

(湿
り

)、
最

大
排

出
ｶ
ﾞｽ

量
(乾

き
)、

使
用

燃
料

開
示

6
/
1
7

6
/
2
2

29
8

6/
12

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
飲

食
店

営
業

施
設

一
覧

表
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

･営
業

電
話

番
号

･申
請

者
名

･代
表

者
名

･申
請

者
住

所
･申

請
電

話
番

号
･初

回
許

可
年

月
日

期
間

:2
01

5年
6月

12
日

付
け

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
12

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

に
お

い
て

営
業

許
可

の
あ

る
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

計
80

44
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

代
表

者
名

、
申

請
者

住
所

、
申

請
電

話
番

号
、

初
回

許
可

年
月

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

6月
17

日
9:

00

開
示

6
/
2
3

6
/
2
5

29
9

6/
15

平
成

27
年

度
 業

務
委

託
設

計
書

委
託

名
 桜

町
･花

畑
周

辺
地

区
ｵ

ｰ
ﾌ
ﾟﾝ

ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ

整
備

計
画

策
定

業
務

委
託

場
所

名
 熊

本
市

中
央

区
花

畑
町

 外
地

内
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

平
成

27
年

度
 業

務
委

託
設

計
書

委
託

名
 桜

町
･花

畑
周

辺
地

区
ｵ

ｰ
ﾌ
ﾟﾝ

ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ

整
備

計
画

策
定

業
務

委
託

場
所

名
 熊

本
市

中
央

区
花

畑
町

 外
地

内
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
2

6
/
2
4

70



30
0

6/
15

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
5年

第
10

8号
 白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
5年

第
10

8号
 白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
7

6
/
1
8

30
1

6/
15

平
成

27
年

5月
27

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

(そ
の

3)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3)

開
示

6
/
1
6

6
/
1
7

30
2

6/
15

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
5月

12
日

よ
り

20
15

年
6月

15
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
5月

12
日

か
ら

20
15

年
6月

15
日

ま
で

開
示

6
/
1
7

7
/
2
2

30
3

6/
15

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

受
け

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
検

査
の

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
5月

12
日

よ
り

20
15

年
6月

15
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

5月
12

日
～

平
成

27
年

6月
15

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
80

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

6月
18

日
 1

5:
00

開
示

6
/
2
3

7
/
2
2

30
4

6/
16

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

ﾈ
ｯ
ﾄ上

で
平

成
25

年
度

熊
本

市
社

会
福

祉
法

人
及

び
指

導
監

査
結

果
要

改
善

事
項

一
覧

に
｢社

会
福

祉
法

人
 ○

○
○

｣の
要

改
善

事
項

(役
員

及
び

評
議

員
の

選
任

手
続

き
関

係
)の

件
が

掲
載

さ
れ

て
い

ま
し

た
の

で
、

貴
庁

の
指

導
監

査
に

問
い

合
わ

せ
た

結
果

、
｢任

期
内

に
次

期
役

員
等

の
選

任
が

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
に

対
す

る
改

善
指

導
｣で

あ
っ

た
こ

と
を

伺
い

ま
し

た
。

こ
れ

に
関

連
す

る
起

案
文

又
は

記
録

等
の

開
示

を
お

願
い

し
た

い
と

存
じ

ま
す

。
※

健
康

福
祉

子
ど

も
局

 指
導

監
査

課
 所

管
分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 指

導
監

査
課

平
成

25
年

度
熊

本
市

社
会

福
祉

法
人

及
び

指
導

監
査

結
果

の
｢社

会
福

祉
法

人
○

○
○

｣の
要

改
善

事
項

に
関

連
す

る
起

案
文

又
は

記
録

等 ※
平

成
25

年
度

 指
導

監
査

結
果

通
知

書

開
示

6
/
2
4

6
/
2
9

郵
送

71



30
5

6/
16

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

ﾈ
ｯ
ﾄ上

で
平

成
25

年
度

熊
本

市
社

会
福

祉
法

人
及

び
指

導
監

査
結

果
要

改
善

事
項

一
覧

に
｢社

会
福

祉
法

人
 ○

○
○

｣の
要

改
善

事
項

(役
員

及
び

評
議

員
の

選
任

手
続

き
関

係
)の

件
が

掲
載

さ
れ

て
い

ま
し

た
の

で
、

貴
庁

の
指

導
監

査
に

問
い

合
わ

せ
た

結
果

、
｢任

期
内

に
次

期
役

員
等

の
選

任
が

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
に

対
す

る
改

善
指

導
｣で

あ
っ

た
こ

と
を

伺
い

ま
し

た
。

こ
れ

に
関

連
す

る
起

案
文

又
は

記
録

等
の

開
示

を
お

願
い

し
た

い
と

存
じ

ま
す

。
※

健
康

福
祉

子
ど

も
局

 高
齢

介
護

福
祉

課
 所

管
分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

平
成

25
年

度
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

の
指

導
監

査
に

伴
う

改
善

指
導

文
書

の
写

し
(役

員
等

の
選

任
手

続
き

に
つ

い
て

)
※

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課
所

管
分

不
存

在
6
/
1
6

30
6

6/
16

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

5年
第

02
4号

一
式

 ｲ
区

間
-ﾛ

区
間

白
黒

可
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

5年
第

02
4号

一
式

 ｲ
区

間
 ﾛ

区
間

白
黒

可
開

示
6
/
1
7

6
/
1
8

30
7

6/
16

帯
山

中
学

校
武

道
場

天
井

落
花

防
止

対
策

工
事 金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

帯
山

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
7

6
/
1
8

30
8

6/
16

●
南

区
城

南
町

阿
高

15
2番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

･科
目

･施
工

内
訳

表
)

本
日

契
約

で
、

契
約

時
の

内
訳

書
は

提
出

済
み

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

●
南

区
城

南
町

阿
高

15
2番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

、
科

目
･施

工
内

訳
表

)
開

示
6
/
2
4

6
/
2
9

30
9

6/
17

内
容

:設
計

金
額

内
訳

件
名

:都
市

計
画

事
業

 中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

機
会

濃
縮

機
電

気
設

備
工

事
(5

8工
区

)
都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

重
力

濃
縮

電
気

設
備

工
事

(6
0工

区
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

･都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
電

気
設

備
工

事
(5

8工
区

)
･都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

重
力

濃
縮

電
気

設
備

工
事

(6
0工

区
)

の
設

計
金

額
内

訳

開
示

6
/
2
3

6
/
2
6

31
0

6/
17

内
容

:設
計

金
額

内
訳

件
名

:秋
田

配
水

場
非

常
用

発
電

機
設

備
据

付
工

事
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

件
名

:秋
田

配
水

場
非

常
用

発
電

機
設

備
据

付
工

事
内

容
:設

計
金

額
内

訳
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

6
/
1
9

6
/
2
6

31
1

6/
17

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

工
区

)ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟ

ｽ
、

道
路

平
面

図
一

式
(起

点
側

～
終

点
側

)
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

工
区

)ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟ

ｽ
道

路
平

面
図

一
式

(起
点

側
～

終
点

側
)

開
示

6
/
2
2

6
/
1
4

72



31
2

6/
17

道
路

判
定

台
帳

 1
5-

04
9-

00
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 1
5-

04
9-

00
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

6
/
1
8

6
/
1
9

31
3

6/
17

道
路

判
定

台
帳

10
-4

33
-0

1～
10

-4
33

-1
0

道
路

判
定

台
帳

13
-1

46
-0

01
～

13
-1

46
-0

07
位

置
指

定
台

帳
S4

4-
45

8-
01

～
S4

4-
45

8-
05

道
路

判
定

台
帳

00
-1

81
-0

8 
00

-1
81

-0
9 

00
-

18
1-

15
～

00
-1

81
-4

3
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

10
-4

33
-0

1～
10

-4
33

-1
0

道
路

判
定

台
帳

13
-1

46
-0

01
～

13
-1

46
-0

07
位

置
指

定
台

帳
S4

4-
45

8-
01

～
S4

4-
45

8-
05

道
路

判
定

台
帳

00
-1

81
-0

8、
 0

0-
18

1-
09

、
00

-1
81

-1
5～

00
-1

81
-4

3
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
8

6
/
2
2

31
4

6/
17

平
成

27
年

6月
10

日
開

札
･北

区
役

所
農

業
振

興
課

(仮
称

)植
木

地
域

農
産

物
の

駅
造

成
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

北
区

役
所

農
業

振
興

課

平
成

27
年

6月
10

日
開

札
 北

区
役

所
 農

業
振

興
課

(仮
称

)植
木

地
域

農
産

物
の

駅
造

成
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
2

6
/
2
3

31
5

6/
17

平
成

27
年

6月
10

日
開

札
･熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
都

市
計

画
事

業
 鹿

児
島

本
線

側
道

5号
線

道
路

改
築

工
事

(J
R
近

接
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

 (
H

27
)都

市
計

画
道

路
鹿

児
島

本
線

側
道

5号
線

道
路

改
築

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
8

6
/
2
3

31
6

6/
17

･位
置

指
定

道
路

S4
2年

度
 S

42
-0

96
 S

42
-0

96
-0

1～
-0

5
･位

置
指

定
道

路
S5

2年
度

 B
52

-1
1-

10
 b

52
-1

1-
10

-0
1～

-0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

S4
2年

度
S4

2-
09

6 
S
42

-0
96

-0
1～

05
位

置
指

定
道

路
S5

2年
度

 B
52

-1
1-

10
 b

52
-1

1-
10

-0
1～

05
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
8

6
/
1
9

31
7

6/
17

平
成

19
年

5月
24

日
開

札
都

市
建

設
局

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
山

室
大

窪
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

工
事

番
号

:0
70

02
40

-0
0

工
事

名
:市

道
 山

室
大

窪
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
開

示
文

書
:設

計
変

更
後

金
額

入
設

計
書

開
示

6
/
2
5

6
/
3
0

31
8

6/
18

金
入

設
計

図
書

工
事

名
 天

明
中

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

金
入

設
計

図
書

工
事

名
 天

明
中

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
開

示
6
/
2
5

6
/
2
5
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31
9

6/
18

下
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

発
注

者
:熊

本
市

上
下

水
道

事
業

管
理

者
工

事
名

:北
区

植
木

町
鞍

掛
17

66
番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鞍

掛
17

66
番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
6
/
2
2

6
/
2
5

32
0

6/
19

道
等

の
判

定
 H

19
.0

7-
28

1
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 H

19
 0

7-
28

1
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
2

6
/
2
3

32
1

6/
22

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
-4

1-
04

3
01

JP
G

～
07

JP
G

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

S
-4

1-
04

3 
01

JP
G

～
05

JP
G

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
2

6
/
2
3

32
2

6/
22

南
区

城
南

町
阿

高
15

2番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
(金

額
入

り
)設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

城
南

町
阿

高
15

2番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
6
/
2
4

6
/
2
5

32
3

6/
22

北
区

植
木

町
亀

甲
19

15
番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
亀

甲
19

15
番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

6
/
2
4

6
/
2
5

32
4

6/
22

道
路

位
置

指
定

図
面

･熊
本

市
指

令
(計

建
)第

88
号

･　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

　
第

16
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

図
面

･熊
本

市
指

令
(計

建
)第

88
号

･熊
本

市
指

令
(計

建
)第

16
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
5

6
/
2
9

32
5

6/
23

平
成

27
年

5月
13

日
に

開
札

の
あ

っ
た

、
下

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

一
式

(内
訳

表
、

科
目

内
訳

表
、

施
工

内
訳

表
)

･｢
一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)吉
原

橋
上

部
工

工
事

｣

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

●
一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)吉
原

橋
上

部
工

工
事

開
示

6
/
2
5

7
/
3

32
6

6/
23

件
名

 国
道

50
1号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

)交
差

点
形

状
検

討
業

務
委

託
変

更
設

計
書

一
式

平
成

27
年

6月
22

日
変

更
契

約
分

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

50
1号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

)交
差

点
形

状
検

討
業

務
委

託
変

更
設

計
書

 一
式

平
成

27
年

6月
22

日
変

更
契

約
分

開
示

6
/
3
0

7
/
2
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32
7

6/
23

教
育

委
員

会
 施

設
課

平
成

27
年

度
工

事
名

 芳
野

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

 工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
種

目
別

内
訳

書
･科

目
別

内
訳

書
･細

目
別

内
訳

書
･共

通
仮

設
費

の
内

訳
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

平
成

27
年

度
工

事
名

 芳
野

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
開

示
7
/
1

7
/
1

32
8

6/
23

道
路

位
置

指
定

 S
34

-3
6

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

･復
元

協
議

書
あ

れ
ば

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
34

-0
36

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

復
元

協
議

書
あ

れ
ば

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

6
/
2
5

32
9

6/
23

●
文

書
等

開
示

請
求

書
･平

成
27

年
5月

29
日

付
･第

23
5号

･に
よ

り
、

文
書

等
開

示
決

定
通

知
書

･駅
整

発
第

19
7号

･平
成

27
年

6月
12

日
付

･を
平

成
27

年
6月

18
日

･熊
本

市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞで

受
領

し
た

。
そ

の
時

･受
領

し
た

公
文

書
ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ･

熊
本

市
都

市
計

画
事

業
･熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
(事

業
計

画
の

概
要

)･
平

成
27

年
5月

改
訂

･熊
本

市
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

･の
中

に
、

事
業

の
概

要
･事

業
費

約
23

9億
円

と
の

記
載

が
あ

る
。

1.
同

じ
様

な
ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ･

熊
本

都
市

計
画

事
業

･
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
[事

業
計

画
の

概
要

]平
成

17
年

3月
･熊

本
市

都
市

整
備

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

･の
中

で
は

、
事

業
の

概
要

･
事

業
費

約
25

8億
円

と
の

記
載

と
な

っ
て

い
る

。
平

成
17

年
3月

付
の

約
25

8億
円

と
平

成
27

年
5

月
付

の
約

23
9億

円
の

約
19

億
円

の
差

額
は

、
何

を
ど

の
様

に
削

減
し

た
の

か
?そ

れ
と

も
ﾄﾘ

ｯ
ｸ

し
た

の
か

?特
別

会
計

項
目

予
算

決
算

額
を

他
の

予
算

決
算

と
し

て
振

替
え

た
の

か
?等

の
款

項
目

等
具

体
的

に
削

減
項

目
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
平

成
27

年
6月

12
日

付
駅

整
発

第
19

7号
に

よ
り

文
書

等
開

示
が

あ
っ

た
ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ熊

本
市

都
市

計
画

事
業

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

(事
業

計
画

の
概

要
)平

成
27

年
5月

改
訂

に
事

業
費

約
23

9億
円

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
同

様
の

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ平

成
17

年
3月

改
訂

で
は

事
業

費
約

25
8億

円
と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

平
成

17
年

3月
改

訂
の

約
25

8億
円

と
平

成
27

年
5月

改
訂

の
約

23
9億

円
の

億
円

の
差

額
は

何
を

ど
の

よ
う

に
削

減
し

た
の

か
、

款
項

目
等

具
体

的
に

削
減

項
目

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
1)

第
4回

熊
本

市
議

会
平

成
23

年
定

例
会

(平
成

23
年

12
月

2日
(金

))
の

会
議

録
記

述
の

中
に

｢約
18

ﾍ
ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
の

土
地

に
24

8億
円

の
総

事
業

費
で

行
わ

れ
た

業
費

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
で

93
%の

進
捗

率
と

の
こ

と
で

す
が

｣と
熊

本
市

事
前

説
明

資
料

に
基

づ
き

○
○

○
○

○
○

が
質

疑
を

行
っ

て
い

る
の

で
市

議
会

議
員

様
方

々
に

ど
の

よ
う

な
事

前
配

布
資

料
説

明
を

し
て

い
た

の
か

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

開
示

7
/
7

7
/
1
4

75



2.
第

4回
熊

本
市

議
会

平
成

23
年

定
例

会
(平

成
23

年
12

月
2日

(金
))

の
公

式
場

･の
席

上
に

て
、

●
○

○
○

○
○

○
の

質
疑

の
中

に
、

～
約

18
ﾍ

ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
の

土
地

に
24

8億
円

の
総

事
業

費
で

行
な

わ
れ

事
業

費
ﾍ

ﾞｰ
ｽ
で

93
%の

進
捗

率
と

の
こ

と
で

す
が

、
～

本
年

3月
に

開
業

し
た

新
幹

線
西

口
の

玄
関

口
と

し
て

は
、

大
変

寂
し

い
気

が
す

る
の

は
私

だ
け

で
あ

り
ま

し
ょ

う
か

。
～

商
業

系
の

土
地

利
用

な
ど

の
都

市
計

画
決

定
は

さ
れ

て
い

な
い

の
か

。
ま

た
高

度
利

用
も

含
め

た
土

地
の

有
効

利
用

は
さ

れ
て

い
な

い
の

か
。

民
間

住
宅

を
際

地
区

す
る

だ
け

な
ら

28
0億

円
の

財
源

を
使

い
、

都
市

計
画

道
路

だ
け

を
つ

く
っ

た
方

が
よ

か
っ

た
の

で
は

な
い

の
か

と
も

考
え

ま
す

。
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
に

か
け

た
費

用
で

ど
れ

だ
け

の
効

果
が

あ
っ

た
の

か
。

ま
た

駅
西

口
の

い
ろ

い
ろ

な
利

用
や

使
用

に
都

市
計

画
決

定
は

さ
れ

て
い

る
の

か
お

尋
ね

し
ま

す
。

等
の

会
議

録
記

述
が

あ
る

。
1)

こ
の

中
に

、
｢約

18
ﾍ

ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
の

土
地

に
24

8億
円

の
総

事
業

費
で

行
わ

れ
事

業
費

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
で

93
%の

進
捗

率
と

の
こ

と
で

す
が

｣と
熊

本
市

事
前

説
明

資
料

に
基

づ
き

･○
○

○
○

○
○

が
質

疑
を

行
な

っ
て

お
る

の
で

、
市

議
会

議
員

様
方

々
に

ど
の

様
な

事
前

配
布

資
料

説
明

下
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
続

い
て

、
｢民

間
住

宅
を

再
築

す
る

だ
け

な
ら

28
0億

円
の

財
源

を
使

い
、

都
市

計
画

道
路

だ
け

作
っ

た
ほ

う
が

良
か

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
も

考
え

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

こ
の

28
0億

円
の

財
源

は
○

○
○

○
○

○
の

自
己

発
想

で
は

な
く

、
こ

の
熊

本
市

事
業

計
画

の
総

額
で

あ
り

、
途

中
経

過
･事

業
費

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
で

93
%の

進
捗

率
の

事
業

費
が

28
0億

円
(正

確
に

は
28

3億
円

)に
な

っ
て

い
る

熊
本

市
配

布
説

明
資

料
に

基
づ

く
質

疑
数

値
で

あ
る

か
ら

、
こ

の
事

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3)

新
幹

線
熊

本
駅

西
口

広
場

に
は

、
ど

の
様

な
公

共
交

通
結

節
機

能
が

整
備

さ
れ

て
い

る
と

す
る

具
体

的
図

式
等

･配
置

図
等

の
開

示
請

求
。

但
し

、
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
乗

降
口

発
着

置
･観

光
ﾊ

ﾞｽ
駐

車
位

置
･自

家
用

車
駐

車
発

着
位

置
等

は
除

き
、

公
共

交
通

機
関

機
能

の
強

化
を

し
た

と
す

る
具

体
的

配
置

図
等

の
開

示
請

求
。

3.
平

成
27

年
6月

18
日

の
開

示
資

料
ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
交

付
時

に
、

担
当

者
が

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
用

地
5,

70
0 

㎡
は

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

の
JR

九
州

熊
本

支
社

運
転

区
内

用
地

の
減

歩
率

に
よ

っ
て

熊
本

市
が

取
得

し
た

用
地

で
あ

る
と

の
事

で
あ

つ
た

が
、

民
間

企
業

に
対

す
る

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

減
歩

率
の

ど
の

様
な

算
出

基
準

に
基

づ
き

計
算

さ
れ

て
5,

70
0㎡

の
用

地
を

取
得

し
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

開
示

7
/
7

7
/
1
4
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2)
続

い
て

、
｢民

間
住

宅
を

再
築

す
る

だ
け

な
ら

28
0億

円
の

財
源

を
使

い
、

都
市

計
画

道
路

だ
け

を
つ

く
っ

た
方

が
よ

か
っ

た
の

で
は

な
い

か
と

も
考

え
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
こ

の
28

0億
円

の
財

源
は

、
○

○
○

○
○

○
の

自
己

発
想

で
は

な
く

、
こ

の
熊

本
市

事
業

計
画

の
総

額
で

あ
り

、
途

中
経

過
･事

業
費

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
で

93
%の

進
捗

率
の

事
業

総
額

が
28

0億
円

(正
確

に
は

28
3億

円
)と

な
っ

て
い

る
熊

本
市

配
布

説
明

資
料

に
基

づ
く

質
疑

数
値

で
あ

る
か

ら
、

こ
の

事
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
○

○
○

○
○

○
の

質
疑

を
受

け
て

、
熊

本
市

の
回

答
者

は
現

･高
田

晋
副

史
著

う
ち

ｶ
ﾗ
ｰ

面
･

で
あ

り
、

当
時

･都
市

建
設

局
長

･で
あ

る
が

、
｢

熊
本

駅
西

地
区

に
お

き
ま

し
て

は
土

地
区

画
整

理
事

業
に

よ
り

ま
し

て
、

九
州

新
幹

線
開

業
に

備
え

た
熊

本
駅

西
口

駅
前

広
場

の
新

設
や

周
辺

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
に

よ
り

ま
し

て
、

九
州

新
幹

線
開

業
に

備
え

た
熊

本
熊

本
駅

前
西

口
広

場
に

は
、

ど
の

様
な

･公
共

交
通

結
節

機
能

が
整

備
さ

れ
て

い
る

･と
す

る
具

体
的

図
式

等
･配

置
図

･等
の

開
示

請
求

。
但

し
、

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
乗

降
口

発
着

位
置

･観
光

ﾊ
ﾞｽ

駐
車

位
置

･自
家

用
車

注
射

発
着

位
置

･等
は

除
き

、
公

共
交

通
機

関
機

能
の

強
化

を
し

た
と

す
る

具
体

的
配

置
図

･等
の

開
示

請
求

。

8.
2)

新
幹

線
長

野
駅

前
や

新
幹

線
仙

台
駅

前
で

は
、

同
じ

様
に

土
地

区
画

整
理

事
業

が
施

行
さ

れ
、

新
幹

線
両

駅
前

に
公

共
用

地
確

保
し

て
、

交
通

結
節

機
能

充
実

を
図

る
為

、
広

々
と

し
た

公
共

空
間

の
整

備
改

善
を

図
っ

た
。

何
故

、
新

幹
線

熊
本

駅
前

西
口

周
辺

の
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
で

は
、

飛
び

換
地

の
換

地
手

法
を

施
行

し
な

か
っ

た
の

か
?の

わ
か

る
根

拠
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
｢ま

た
、

熊
本

駅
白

川
口

(東
口

)は
、

平
成

30
年

度
に

在
来

線
高

架
化

事
業

が
完

成
す

る
予

定
と

な
っ

て
お

り
、

そ
の

完
成

後
に

、
新

幹
線

と
在

来
線

の
高

架
下

に
幅

約
20

m
、

長
さ

約
60

m
の

ｺ
ﾝ

ｺ
ｰ

ｽ
が

整
備

さ
れ

、
駅

利
用

者
は

、
東

西
か

ら
自

由
な

往
来

が
可

能
と

な
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

(1
)全

体
像

の
わ

か
る

図
式

等
の

開
示

請
求

。
(2

)現
在

営
業

中
の

新
幹

線
熊

本
駅

舎
の

ｺ
ﾝ

ｺ
ｰ

ｽ
の

ど
の

位
置

か
ら

、
現

在
の

在
来

線
駅

舎
の

ど
の

位
置

付
近

を
通

り
、

東
口

広
場

前
に

出
る

ｺ
ﾝ

ｺ
ｰ

ｽ
を

整
備

す
る

予
定

な
の

か
の

わ
か

る
図

式
資

料
等

の
開

示
請

求
。

開
示

7
/
7

7
/
1
4

77



4)
●

高
田

晋
都

市
建

設
局

長
･(

現
･熊

本
市

副
市

長
)･

答
弁

･｢
ま

た
、

都
市

機
能

の
誘

導
に

つ
き

ま
し

て
は

、
築

内
の

大
半

を
近

隣
商

業
地

区
と

指
定

い
た

し
ま

す
と

と
も

に
、

駅
前

広
場

に
近

接
し

た
街

区
に

企
業

系
の

土
地

の
配

置
を

行
い

、
都

市
的

土
地

利
用

の
誘

導
を

図
る

こ
と

と
い

た
し

て
お

り
ま

す
。

｣と
の

公
の

場
で

名
言

･確
約

し
た

答
弁

が
会

議
録

記
述

さ
れ

て
い

る
。

地
方

公
共

団
体

職
員

の
法

に
則

り
名

言
確

約
さ

れ
て

お
る

の
で

、
明

確
な

実
績

が
あ

る
筈

で
あ

り
、

三
年

以
上

経
過

し
た

の
で

、
現

状
の

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
街

区
に

、
ど

の
様

な
企

業
系

の
土

地
の

配
置

を
行

い
、

都
市

的
土

地
利

用
を

図
っ

た
か

･の
わ

か
る

図
面

写
真

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3.

平
成

27
年

6月
18

日
の

開
示

資
料

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
交

付
時

に
、

担
当

者
が

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
用

地
･5

,7
00

㎡
･は

、
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
の

JR
九

州
熊

本
支

社
･運

転
区

構
内

用
地

の
減

歩
率

に
よ

っ
て

熊
本

市
が

取
得

し
た

用
地

で
あ

る
･と

の
事

で
あ

っ
た

が
、

民
間

企
業

に
対

す
る

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

源
歩

率
の

ど
の

様
な

算
出

基
準

に
基

づ
き

計
算

さ
れ

て
･5

,7
00

㎡
･の

用
地

を
取

得
し

た
の

か
、

の
わ

か
る

計
算

式
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4.
添

付
資

料
34

(市
民

の
皆

様
の

声
)を

見
る

に
、

｢J
R
を

は
じ

め
と

す
る

各
交

通
機

関
の

乗
り

換
え

を
ｽ
ﾑ

ｰ
ｽ
ﾞに

で
き

る
よ

う
、

ﾊ
ﾞｽ

や
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
な

ど
の

交
通

施
設

を
適

切
に

配
置

す
る

計
画

で
す

。
｣と

あ
る

。
1)

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞの

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

、
ｴ

ｽ
ｶ
ﾚ
ｰ

ﾀ
ｰ

、
大

屋
根

の
支

柱
･障

害
物

が
幾

つ
も

暫
定

形
の

今
の

東
口

に
は

現
存

し
、

完
成

形
で

も
こ

れ
ら

の
支

柱
･障

害
物

は
存

続
さ

せ
る

と
の

事
で

あ
る

が
、

在
来

線
熊

本
駅

舎
を

解
体

し
、

｢武
者

返
し

の
壁

｣の
駅

舎
を

再
築

新
築

し
た

場
合

の
交

通
施

設
を

適
切

に
配

置
す

る
計

画
図

の
開

示
請

求
。

2)
｢熊

本
の

陸
の

玄
関

口
と

し
て

、
快

適
で

利
便

性
の

高
い

駅
前

広
場

と
な

る
よ

う
整

備
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

構
想

な
の

か
の

わ
か

る
資

料
図

式
等

の
開

示
請

求
。

7
/
7

7
/
1
4

不
開

示
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報
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4.
添

付
参

照
資

料
･市

民
の

皆
様

の
声

･3
4･

を
見

る
に

、
A

回
答

致
し

ま
す

･｢
JR

を
は

じ
め

と
す

る
各

交
通

機
関

の
乗

り
換

え
を

ｽ
ﾑ

ｰ
ｽ
ﾞに

で
き

る
よ

う
、

ﾊ
ﾞｽ

や
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
な

ど
の

交
通

施
設

を
適

切
に

配
置

す
る

計
画

で
す

。
｣と

あ
り

、
1)

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞへ

の
ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

･ｴ
ｽ
ｶ
ﾚ
ｰ

ﾀ
ｰ

･
大

屋
根

･の
支

柱
･障

害
物

が
幾

つ
も

暫
定

形
の

今
の

東
口

広
場

に
は

現
存

し
、

完
成

形
で

も
こ

れ
ら

の
支

柱
･障

害
物

は
、

存
続

さ
せ

る
と

の
事

で
あ

る
が

、
在

来
線

熊
本

駅
舎

を
解

体
し

･｢
武

者
返

し
の

壁
｣の

駅
舎

を
再

築
新

築
し

た
場

合
、

｢J
R
を

は
じ

め
と

す
る

各
交

通
機

関
の

乗
り

換
え

が
ｽ
ﾑ

ｰ
ｽ
ﾞに

で
き

る
よ

う
、

ﾊ
ﾞｽ

や
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
な

ど
の

交
通

施
設

を
適

切
に

配
置

ず
る

計
画

｣と
あ

る
の

で
、

完
成

形
の

地
理

的
位

置
関

係
は

明
確

に
形

成
さ

れ
た

構
想

が
あ

る
筈

で
あ

る
か

ら
、

適
切

に
配

置
す

る
計

画
図

の
開

示
請

求
。

2)
｢熊

本
の

陸
の

玄
関

口
と

し
て

、
快

適
で

利
便

性
の

高
い

駅
前

広
場

と
な

る
よ

う
整

備
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

構
想

な
の

か
?

の
わ

か
る

資
料

図
式

等
の

開
示

請
求

。
5.

添
付

参
照

資
料

･1
80

･を
見

る
に

、
｢完

成
形

整
備

に
お

き
ま

し
て

は
、

JR
を

は
じ

め
と

す
る

核
交

通
機

関
の

ｽ
ﾑ

ｰ
ｽ
ﾞな

乗
換

え
を

目
指

し
て

、
ﾊ

ﾞｽ
や

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
な

ど
の

交
通

施
設

を
適

切
に

配
置

す
る

と
と

も
に

、
市

電
を

含
め

た
各

乗
降

場
を

示
す

案
内

ｻ
ｲ
ﾝ

を
、

分
か

り
や

す
い

場
所

に
設

置
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

。
1)

完
成

形
ま

で
に

あ
と

4年
あ

る
が

、
現

在
の

暫
定

形
で

は
、

ど
の

位
置

に
ど

の
様

な
｢案

内
ｻ

ｲ
ﾝ

｣を
設

置
す

る
の

か
･の

わ
か

る
位

置
図

等
の

開
示

請
求

。

7.
添

付
資

料
13

6(
市

民
の

皆
様

の
声

)を
見

る
と

、
｢熊

本
市

公
共

交
通

ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ

に
お

い
て

、
熊

本
駅

を
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
と

位
置

づ
け

し
た

｣と
あ

り
、

公
共

交
通

ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ

～
参

画
と

協
働

で
築

く
公

共
交

通
を

基
軸

と
し

た
多

核
連

携
の

ま
ち

づ
く

り
～

と
あ

り
、

熊
本

駅
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐ

ﾅ
ﾙ

の
整

備
▲

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

(金
沢

)と
写

真
が

掲
載

さ
れ

て
お

り
、

屋
根

付
き

の
長

さ
数

十
米

の
ﾊ

ﾞ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
写

真
の

様
な

熊
本

駅
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

を
完

成
さ

せ
る

と
の

意
思

表
示

を
公

に
写

真
公

開
し

て
お

ら
れ

る
が

、
在

来
線

熊
本

駅
舎

解
体

後
の

ど
の

位
置

に
熊

本
駅

ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

を
設

置
す

る
の

か
が

分
か

る
資

料
図

等
の

開
示

請
求

。
現

東
口

駅
前

広
場

に
は

、
市

電
乗

降
場

を
覆

う
大

屋
根

の
多

く
の

支
柱

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞへ

の
跨

線
橋

の
建

造
物

の
ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

。
ｴ

ｽ
ｶ
ﾚ
ｰ

ﾀ
ｰ

の
位

置
が

大
き

な
障

害
物

と
し

て
立

ち
塞

が
り

、
ｻ

ﾌ
ﾞﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
機

能
性

を
阻

害
す

る
か

と
思

わ
れ

る
の

で
、

ﾊ
ﾞｽ

等
が

何
処

か
ら

進
入

し
、

ど
の

位
置

か
ら

出
て

行
く

の
か

?
明

確
な

位
置

関
係

の
わ

か
る

図
式

等
の

開
示

請
求

。

7
/
7

7
/
1
4

不
開

示
5
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検
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2)
ま

た
、

駅
前

広
場

の
利

用
者

が
快

適
に

移
動

で
き

る
よ

う
、

適
切

に
照

明
灯

の
設

置
等

を
行

い
、

利
便

性
の

高
い

駅
前

広
場

を
目

指
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

(1
)東

口
駅

前
広

場
･完

成
形

･ま
で

に
あ

と
4年

あ
る

が
、

現
在

の
暫

定
形

で
は

、
ど

の
様

な
位

置
に

快
適

に
移

動
で

き
る

よ
う

、
適

切
に

照
明

灯
の

設
置

等
を

新
設

す
る

か
等

の
わ

か
る

位
置

図
等

の
開

示
請

求
。

(2
)東

口
駅

前
広

場
･完

成
形

で
は

、
適

切
に

照
明

灯
の

設
置

等
を

新
設

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
位

置
図

等
の

開
示

請
求

。
6.

添
付

参
照

資
料

･3
3･

33
-2

･を
見

る
に

、
｢ま

た
、

ご
意

見
に

あ
り

ま
す

既
存

商
業

施
設

内
の

ﾄ
ｲ
ﾚ
利

用
に

つ
き

ま
し

て
は

、
JR

と
協

議
も

い
た

し
て

お
り

ま
す

が
、

｣と
あ

る
が

、
何

度
･J

R
と

協
議

し
た

の
か

?年
月

日
と

場
所

と
協

議
時

の
双

方
の

出
席

者
と

そ
の

時
の

議
事

録
会

議
録

ﾒ
ﾓ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5.
添

付
資

料
18

0(
市

民
の

皆
様

の
声

)を
見

る
に

、
｢完

成
形

整
備

に
お

き
ま

し
て

は
、

JR
を

は
じ

め
と

す
る

各
交

通
機

関
の

ｽ
ﾑ

ｰ
ｽ
ﾞな

乗
り

換
え

を
目

指
し

て
、

ﾊ
ﾞｽ

や
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
な

ど
の

交
通

施
設

を
適

切
に

配
置

す
る

と
と

も
に

、
市

電
を

含
め

た
各

乗
降

場
を

示
す

案
内

ｻ
ｲ
ﾝ

を
、

分
か

り
や

す
い

場
所

に
設

置
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

。
1)

完
成

形
ま

で
に

あ
と

4年
あ

る
が

、
現

在
の

暫
定

形
で

は
、

ど
の

位
置

に
ど

の
様

な
｢案

内
ｻ

ｲ
ﾝ

｣を
設

置
す

る
の

か
の

わ
か

る
位

置
図

等
の

開
示

請
求

。
2)

｢ま
た

、
駅

前
広

場
の

利
用

者
が

快
適

に
移

動
で

き
る

よ
う

、
適

切
に

照
明

灯
の

設
置

等
を

行
い

、
利

便
性

の
高

い
駅

前
広

場
を

目
指

し
て

ま
い

り
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
(1

)東
口

駅
前

広
場

完
成

形
ま

で
に

あ
と

4年
あ

る
が

、
現

在
の

暫
定

形
で

は
、

ど
の

様
な

位
置

に
快

適
に

移
動

で
き

る
よ

う
、

適
切

に
照

明
灯

の
設

置
等

を
新

設
す

る
の

か
等

の
わ

か
る

位
置

図
等

の
開

示
請

求
。

7
/
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7
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7.
添

付
参

照
資

料
･1

36
･を

見
る

と
、

｢熊
本

市
公

共
交

通
ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ

｣に
お

い
て

、
熊

本
駅

を
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
と

位
置

づ
け

し
た

｣と
あ

り
、

公
共

交
通

ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ

･～
参

画
と

協
働

で
築

く
公

共
交

通
を

基
軸

し
た

多
核

連
携

の
ま

ち
づ

く
り

～
と

あ
り

、
･熊

本
駅

ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

･
●

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

(金
沢

)と
写

真
が

掲
載

さ
れ

て
お

り
、

屋
根

付
き

の
長

さ
数

十
米

の
ﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
写

真
の

様
な

･熊
本

駅
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

･
を

完
成

さ
せ

る
･と

の
意

思
表

示
を

公
に

写
真

公
開

し
て

お
ら

れ
る

が
、

在
来

線
熊

本
駅

舎
解

体
後

の
ど

の
位

置
に

･熊
本

駅
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

･を
設

置
す

る
の

か
･が

わ
か

る
資

料
図

等
の

開
示

請
求

。
現

･東
口

駅
前

広
場

に
は

、
市

電
乗

降
場

を
覆

う
大

屋
根

の
多

く
の

支
柱

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞへ

の
跨

線
橋

の
建

造
物

の
ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

･ｴ
ｽ
ｶ
ﾚ
ｰ

ﾀ
ｰ

･の
位

置
･が

大
き

な
障

害
物

し
て

立
ち

塞
が

り
、

ｻ
ﾌ
ﾞﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
機

能
性

を
阻

害
す

る
と

思
わ

れ
る

の
で

、
ﾊ

ﾞｽ
等

が
何

処
か

ら
進

入
し

、
ど

の
位

置
か

ら
出

て
行

く
の

か
?明

確
な

位
置

関
係

の
わ

か
る

図
式

等
の

開
示

請
求

。
8.

添
付

参
照

資
料

･2
04

･を
見

る
に

、
｢～

個
別

の
宅

地
の

土
地

利
用

も
地

権
者

の
方

々
の

意
向

に
よ

る
こ

と
に

な
る

こ
と

を
ご

理
解

く
だ

さ
い

。
｣

と
あ

る
が

、
1)

現
在

･日
本

全
国

に
新

幹
線

網
が

張
り

巡
り

営
業

し
て

い
る

･新
幹

線
駅

の
駅

前
･に

一
戸

建
て

住
宅

･ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄ･

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

･棟
、

新
幹

線
熊

本
駅

前
･西

口
広

場
周

辺
･の

様
な

光
景

が
、

他
県

等
新

幹
線

駅
前

が
存

在
し

て
い

る
新

幹
線

駅
前

広
場

の
わ

か
る

資
料

写
真

図
等

の
開

示
請

求
。

(2
)東

口
駅

前
広

場
完

成
形

で
は

、
適

切
に

照
明

灯
の

設
置

等
を

新
設

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
位

置
図

等
の

開
示

請
求

。
6.

添
付

資
料

33
･3

3-
2(

市
民

の
皆

様
の

声
)を

見
る

に
、

｢ま
た

、
ご

意
見

に
あ

り
ま

す
既

存
商

業
施

設
内

の
ﾄｲ

ﾚ
利

用
に

つ
き

ま
し

て
は

、
JR

と
協

議
も

い
た

し
て

お
り

ま
す

が
｣と

あ
る

が
、

何
度

JR
と

協
議

し
た

の
か

?年
月

日
と

場
所

と
協

議
時

の
双

方
の

出
席

者
と

そ
の

時
の

議
事

録
会

議
録

ﾒ
ﾓ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

8.
1)

現
在

日
本

全
国

に
新

幹
線

網
が

張
り

巡
り

営
業

し
て

い
る

新
幹

線
駅

の
駅

前
に

一
戸

建
て

住
宅

･ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄ･

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

等
、

新
幹

線
熊

本
駅

前
･西

口
広

場
周

辺
の

様
な

光
景

が
、

他
県

等
新

幹
線

駅
前

が
存

在
し

て
い

る
新

幹
線

駅
前

広
場

の
わ

か
る

資
料

写
真

等
の

開
示

請
求

。

7
/
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7
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2)
新

幹
線

長
野

駅
前

や
新

幹
線

仙
台

駅
前

で
は

、
同

じ
様

に
、

土
地

区
画

整
理

事
業

が
施

行
さ

れ
、

新
幹

線
両

駅
前

に
公

共
用

地
確

保
し

て
、

交
通

結
節

昨
日

充
実

を
図

る
為

、
広

々
と

し
た

公
共

空
間

が
維

持
管

理
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
為

に
は

、
飛

び
換

地
の

換
地

手
法

で
公

共
用

地
の

整
備

改
善

を
図

っ
た

。
何

故
、

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
周

辺
の

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

で
は

、
飛

び
換

地
の

換
地

手
法

を
施

行
し

な
か

っ
た

の
か

?の
わ

か
る

根
拠

等
資

料
の

開
示

請
求

。
3)

｢ま
た

、
熊

本
駅

白
川

口
(東

口
)は

、
平

成
30

年
度

に
在

来
線

高
架

化
事

業
が

完
成

す
る

予
定

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
完

成
後

に
、

新
幹

線
と

在
来

線
の

高
架

下
に

幅
20

m
、

長
さ

約
60

m
の

ｺ
ﾝ

ｺ
ｰ

ｽ
が

整
備

さ
れ

、
駅

利
用

者
は

、
東

西
か

ら
自

由
な

往
来

が
可

能
な

り
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
(1

)全
体

像
の

わ
か

る
図

式
等

の
開

示
請

求
。

(2
)現

在
営

業
中

の
新

幹
線

熊
本

駅
舎

の
ｺ
ﾝ

ｺ
ｰ

ｽ
の

ど
の

位
置

か
ら

、
現

在
の

在
来

線
駅

舎
の

ど
の

位
置

付
近

を
通

り
、

東
口

駅
前

広
場

に
出

る
ｺ
ﾝ

ｺ
ｰ

ｽ
を

整
備

す
る

予
定

な
の

か
、

の
わ

か
る

図
式

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

･等
･A

3→
計

6.
5枚

。

2.
4)

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
街

区
に

、
ど

の
様

な
企

業
系

の
土

地
の

配
置

を
行

い
都

市
的

土
地

利
用

を
図

っ
た

の
か

の
わ

か
る

図
面

写
真

資
料

等
の

開
示

請
求

。

そ
の

他

33
0

6/
23

①
道

等
の

判
定

 判
定

番
号

 0
8年

 第
33

2号
08

-3
32

-0
1～

-0
11

②
道

等
の

判
定

 判
定

番
号

 0
1年

 第
34

号
01

-0
34

-0
1～

-0
11

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

等
の

判
定

 判
定

番
号

08
年

第
33

2号
08

-3
32

-0
1～

-0
11

③
道

等
の

判
定

 判
定

番
号

01
年

第
34

号
 0

1-
03

4-
01

～
-0

11
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

6
/
2
6

33
1

6/
24

熊
本

市
の

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

く
｢特

定
事

業
場

一
覧

｣
※

事
業

場
名

･所
在

地
･排

出
量

･特
定

施
設

番
号

が
記

載
さ

れ
た

も
の

･排
出

量
50

㎥
/日

以
上

で
よ

い
環

境
局

水
保

全
課

熊
本

市
内

の
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

特
定

事
業

場
に

関
す

る
次

の
こ

と
。

(た
だ

し
、

公
共

用
水

域
へ

の
日

平
均

排
水

量
50

㎥
以

上
の

特
定

事
業

場
に

限
る

。
)

(1
)特

定
事

業
場

の
名

称
(2

)特
定

事
業

場
の

所
在

地
(3

)公
共

用
水

域
へ

の
日

平
均

排
水

量
(4

)設
置

し
て

い
る

特
定

施
設

番
号

開
示

6
/
2
5

7
/
2
3

7
/
7

7
/
1
4

82



33
2

6/
24

平
成

27
年

6月
17

日
開

札
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
鐙

田
鐙

田
住

宅
付

近
φ

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鐙

田
鐙

田
住

宅
付

近
Φ

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書

開
示

7
/
1

7
/
7

33
3

6/
25

東
区

東
町

4丁
目

(自
衛

隊
通

り
)付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

東
町

4丁
目

(自
衛

隊
通

り
)付

近
φ

30
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
及

び
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

開
示

6
/
2
9

7
/
1

33
4

6/
25

北
区

植
木

町
亀

甲
平

尾
山

付
近

φ
15

0.
75

.5
0

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
亀

甲
平

尾
山

付
近

φ
15

0･
75

･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
6
/
2
6

7
/
1

33
5

6/
25

･熊
本

市
富

合
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
申

請
書

･熊
本

市
東

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
申

請
書

添
付

書
類

の
う

ち
、

事
業

実
施

計
画

書
及

び
収

支
予

算
書

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

不
要

。
上

記
内

容
に

つ
い

て
は

現
指

定
管

理
者

の
も

の
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

有
7/

9

現
指

定
管

理
者

の
･熊

本
市

富
合

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

指
定

管
理

申
請

書
･熊

本
市

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

指
定

管
理

申
請

書 ※
た

だ
し

添
付

書
類

に
つ

い
て

は
事

業
実

施
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
の

み

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

8
/
1
8

8
/
2
5

郵
送

33
6

6/
25

帯
山

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

対
策

工
事

(金
額

入
設

計
書

)
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

帯
山

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

額
入

設
計

書
開

示
6
/
2
9

6
/
2
9

33
7

6/
25

平
成

27
年

6月
17

日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
城

南
ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ(
仮

称
)ス

ト
ッ

ク
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

整
地

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

城
南

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ(
仮

称
)ｽ

ﾄｯ
ｸ
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

整
地

工
事

の
金

入
設

計
書

の
開

示

開
示

7
/
6

7
/
8
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33
8

6/
25

飲
食

店
営

業
許

可
の

登
録

業
者

一
覧

(現
在

)(
一

般
食

堂
)

熊
本

市
内

、
移

動
販

売
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

除
く

屋
号

、
住

所
、

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
25

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

に
お

い
て

飲
食

店
営

業
(一

般
食

堂
)の

営
業

許
可

の
あ

る
業

種
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

計
62

87
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

住
所

、
営

業
所

電
話

番
号

、
初

回
許

可
年

月
日

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

6月
29

日
11

:3
0

開
示

6
/
3
0

7
/
1
5

郵
送

33
9

6/
25

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

2 現
時

点
で

ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
は

東
口

駅
前

広
場

周
辺

の
ど

の
付

近
に

新
設

す
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

図
面

等
。

不
開

示
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

7
/
7

●
熊

本
市

は
、

｢公
共

交
通

ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ

｣の
中

に
、

熊
本

駅
を

｢ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
｣と

位
置

づ
け

を
行

っ
て

お
ら

れ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

1.
～

参
画

と
協

働
で

築
く

公
共

交
通

を
基

軸
と

し
た

多
核

連
携

の
ま

ち
づ

く
り

～
と

副
題

が
提

示
さ

れ
て

お
り

、
1)

市
民

参
画

と
市

議
会

･行
政

･市
民

が
三

者
三

様
に

同
じ

目
的

(ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
)を

目
指

し
て

、
･

協
働

の
理

念
の

基
･一

同
に

会
し

、
熊

本
駅

の
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
･ｻ

ﾌ
ﾞﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

と
し

て
の

昨
日

を
発

揮
出

来
る

様
、

話
し

合
い

の
場

を
･ど

の
様

に
･何

時
頃

･何
処

で
･開

催
す

る
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
1)

の
纏

ま
っ

た
構

想
等

を
、

熊
本

市
民

へ
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄを
か

け
る

時
期

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
ﾊ

ﾟﾌ
ﾞｺ

ﾒ
に

か
け

な
い

場
合

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

に
よ

り
か

け
な

い
の

か
無

視
す

る
事

が
出

来
る

の
か

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
添

付
参

照
資

料
-P

1-
を

見
る

に
、

｢熊
本

駅
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

･ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

(金
沢

)｣
と

し
て

提
示

し
て

あ
り

、
熟

視
す

る
と

、
細

長
い

屋
根

付
ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾎ

ｰ
ﾑ

の
ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞに

す
る

と
の

意
志

表
示

が
掲

載
さ

れ
て

い
る

。

こ
の

ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞで

あ
れ

ば
、

細
長

い
客

留
線

0番
跡

地
用

地
･路

線
区

等
用

地
し

か
適

切
用

地
確

保
は

、
在

来
線

熊
本

駅
舎

周
辺

に
は

見
当

た
ら

ず
、

最
適

地
と

思
わ

れ
る

。
現

時
点

で
ｻ

ﾌ
ﾞﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

は
、

東
口

駅
前

広
場

周
辺

の
ど

の
付

近
に

新
設

す
る

の
か

･等
の

わ
か

る
図

面
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･Ａ
4→

1枚
。
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1 1)
熊

本
駅

の
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
と

し
て

の
機

能
を

発
揮

で
き

る
よ

う
、

話
し

合
い

の
場

を
ど

の
様

に
、

何
時

頃
、

ど
こ

で
開

催
す

る
の

か
わ

か
る

資
料

等
。

2)
1)

の
纏

ま
っ

た
構

想
等

を
、

熊
本

市
民

へ
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄを
か

け
る

時
期

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
3)

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞｺ
ﾒ
に

か
け

な
い

場
合

は
、

ど
の

よ
う

な
法

的
根

拠
に

よ
り

か
け

な
い

の
か

無
視

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
7

34
0

6/
25

･位
置

指
定

台
帳

 指
定

番
号

S
41

-1
90

(全
部

)
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･位
置

指
定

台
帳

 指
定

番
号

S
41

-1
90

(全
部

)
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
2
5

6
/
2
6

34
1

6/
25

竜
神

橋
(渡

鹿
)架

け
替

え
工

事
に

伴
い

作
成

さ
れ

た
平

面
図

(架
橋

本
体

含
み

、
周

辺
土

地
の

記
載

の
あ

る
も

の
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

龍
神

橋
(渡

鹿
)架

け
替

え
工

事
に

伴
い

作
成

さ
れ

た
平

面
図

(架
橋

本
体

含
み

、
周

辺
土

地
の

記
載

の
あ

る
も

の
)

開
示

7
/
6

7
/
9

34
2

6/
25

(仮
称

)南
消

防
署

城
南

出
張

所
庁

舎
建

設
工

事 金
有

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

金
額

入
り

設
計

書
(仮

称
)南

消
防

署
城

南
出

張
所

庁
舎

建
設

工
事

開
示

6
/
2
6

6
/
2
9

34
3

6/
26

今
年

3月
16

日
に

市
役

所
議

会
棟

で
あ

っ
た

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
機

能
移

転
に

伴
う

調
印

式
に

つ
い

て
記

録
し

た
議

事
録

、
発

言
録

及
び

録
音

記
録

な
ど

資
料

一
式

。

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

今
年

3月
16

日
に

市
役

所
議

会
棟

で
あ

っ
た

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
能

移
転

に
伴

う
調

印
式

に
つ

い
て

記
録

し
た

議
事

録
、

発
言

録
及

び
録

音
記

録
な

ど
資

料
一

式
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
0

7
/
1
4

今
年

3月
16

日
に

市
役

所
議

会
棟

で
あ

つ
た

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
能

移
転

に
伴

う
調

印
式

に
つ

い
て

記
録

し
た

議
事

録
、

発
言

録
及

び
録

音
記

録
な

ど
資

料
一

式
。

(う
ち

調
印

式
録

音
記

録
)

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
0

34
4

6/
29

平
成

26
年

5月
21

日
開

札
熊

本
市

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
｢都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
6号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
12

工
区

)｣
上

記
工

事
の

設
計

変
更

後
の

金
の

開
示

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

12
工

区
)

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

に
つ

い
て

開
示

7
/
6

7
/
7

●
熊

本
市

は
、

｢公
共

交
通

ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾃ
ﾞｻ

ﾞｲ
ﾝ

｣の
中

に
、

熊
本

駅
を

｢ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
｣と

位
置

づ
け

を
行

っ
て

お
ら

れ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

1.
～

参
画

と
協

働
で

築
く

公
共

交
通

を
基

軸
と

し
た

多
核

連
携

の
ま

ち
づ

く
り

～
と

副
題

が
提

示
さ

れ
て

お
り

、
1)

市
民

参
画

と
市

議
会

･行
政

･市
民

が
三

者
三

様
に

同
じ

目
的

(ｻ
ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
)を

目
指

し
て

、
･

協
働

の
理

念
の

基
･一

同
に

会
し

、
熊

本
駅

の
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
･ｻ

ﾌ
ﾞﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

と
し

て
の

昨
日

を
発

揮
出

来
る

様
、

話
し

合
い

の
場

を
･ど

の
様

に
･何

時
頃

･何
処

で
･開

催
す

る
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
1)

の
纏

ま
っ

た
構

想
等

を
、

熊
本

市
民

へ
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄを
か

け
る

時
期

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
ﾊ

ﾟﾌ
ﾞｺ

ﾒ
に

か
け

な
い

場
合

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

に
よ

り
か

け
な

い
の

か
無

視
す

る
事

が
出

来
る

の
か

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
添

付
参

照
資

料
-P

1-
を

見
る

に
、

｢熊
本

駅
ｻ

ﾌ
ﾞﾀ

ｰ
ﾐﾅ

ﾙ
の

整
備

･ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

(金
沢

)｣
と

し
て

提
示

し
て

あ
り

、
熟

視
す

る
と

、
細

長
い

屋
根

付
ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾎ

ｰ
ﾑ

の
ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞに

す
る

と
の

意
志

表
示

が
掲

載
さ

れ
て

い
る

。

こ
の

ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞで

あ
れ

ば
、

細
長

い
客

留
線

0番
跡

地
用

地
･路

線
区

等
用

地
し

か
適

切
用

地
確

保
は

、
在

来
線

熊
本

駅
舎

周
辺

に
は

見
当

た
ら

ず
、

最
適

地
と

思
わ

れ
る

。
現

時
点

で
ｻ

ﾌ
ﾞﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

は
、

東
口

駅
前

広
場

周
辺

の
ど

の
付

近
に

新
設

す
る

の
か

･等
の

わ
か

る
図

面
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･Ａ
4→

1枚
。
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34
5

6/
29

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
48

-2
06

号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

S
48

-2
06

号
 ･

全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3
0

6
/
3
0

34
6

6/
29

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
0-

09
7 

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 1
～

17
判

定
番

号
 0

0-
44

7 
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 1
～

10
(閲

覧
可

能
な

も
の

)
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
0-

09
7ﾌ

ｧ
ｲ
ﾙ

1～
17

判
定

番
号

 0
0-

44
7ﾌ

ｧ
ｲ
ﾙ

1～
10

(閲
覧

可
能

な
も

の
)

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
3
0

7
/
1

34
7

6/
30

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
6月

15
日

よ
り

20
15

年
6月

30
5日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
6月

15
日

か
ら

20
15

年
6月

30
日

ま
で

開
示

7
/
2

7
/
1
4

34
8

6/
30

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

受
け

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
6月

16
日

よ
り

20
15

年
6月

30
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
16

日
～

平
成

27
年

6月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
47

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

7月
2

日
 1

1:
30

開
示

7
/
3

7
/
1
4

34
9

6/
30

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
 2

92
号

S4
2-

29
2-

01
～

29
2-

08
ｶ
ﾗ
ｰ

 0
3 

05

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
 2

92
号

S4
2-

29
2-

01
～

29
2-

08
ｶ
ﾗ
ｰ

 0
3、

05

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1

7
/
7

35
0

7/
1

平
成

27
年

6月
24

日
開

札
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
都

市
計

画
道

路
 子

飼
新

大
江

線
道

路
改

築
外

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

道
路

改
築

外
工

事
(金

入
設

計
書

)

開
示

7
/
9

7
/
1
4
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35
1

7/
1

平
成

27
年

6月
24

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
20

1工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
17

号
幹

線
(そ

の
1)

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
2工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

29
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
4工

区
)

上
記

3件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
20

1工
区

)
都

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
17

号
幹

線
(そ

の
1)

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
2工

区
)

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

29
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
4工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2

7
/
7

35
2

7/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

27
年

6月
1日

～
H

27
年

6月
30

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 7
9 

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
7月

2
日

 1
1:

00

開
示

7
/
3

7
/
1
5

郵
送

35
3

7/
1

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

移
転

増
築

工
事

変
更

契
約

に
伴

う
ｲ
ﾝ

ﾌ
ﾚ
ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

査
定

額
の

金
入

り
内

訳
書

(査
定

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

移
転

増
築

工
事

変
更

契
約

に
伴

う
ｲ
ﾝ

ﾌ
ﾚ
ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

査
定

額
の

金
入

り
内

訳
書

(査
定

内
容

が
わ

か
る

資
料

)
開

示
7
/
7

7
/
1
0

35
4

7/
1

･南
区

城
南

町
永

築
φ

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
額

入
り

設
計

内
訳

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･南
区

城
南

町
永

地
区

φ
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
3

7
/
8

35
5

7/
1

道
路

判
定

 0
3-

16
5 

H
15

.4
.2

1 
03

-1
65

-0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
3-

16
5 

H
15

.4
.2

1 
03

-1
65

-0
4 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
1

7
/
3

35
6

7/
2

平
成

27
年

6月
24

日
開

札
上

下
水

道
局

給
水

管
耐

震
化

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

上
下

水
道

局
内

給
水

管
耐

震
化

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

(工
種

明
細

表
及

び
科

目
内

訳
表

)
開

示
7
/
7

7
/
1
0
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35
7

7/
2

飲
食

業
許

可
者

一
覧

(今
日

現
在

の
許

可
者

一
覧

)
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･
自

動
販

売
機

を
除

く
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

7月
2日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
営

業
許

可
の

あ
る

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

80
88

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

7月
3

日
 1

4:
00

開
示

7
/
8

7
/
2
3

35
8

7/
2

･理
美

容
業

許
可

者
一

覧
･公

衆
浴

場
　

　
　

〃
(今

日
現

在
の

許
可

者
一

覧
)

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

7月
2日

現
在

に
お

け
る

理
容

所
、

美
容

所
及

び
公

衆
浴

場
の

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

電
話

番
号

及
び

届
出

者
(申

請
者

)
開

示
7
/
6

7
/
2
3

35
9

7/
2

道
等

の
判

定
調

査
書

 0
6年

第
31

8号
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
 0

6-
31

8-
01

 0
6-

31
8-

02
 0

6-
31

8-
03

 0
6-

31
8-

04
道

路
指

定
書

 S
44

-5
42

S4
4-

54
2-

01
～

S4
4-

54
2-

05

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

 0
6年

第
31

8号
 0

6-
31

8-
01

～
04

道
路

指
定

書
 S

44
-5

42
 S

44
-5

42
-0

1～
05

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
3

7
/
7

36
0

7/
2

西
区

二
本

木
3丁

目
4番

付
近

φ
20

0･
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

4件
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

西
区

二
本

木
3丁

目
4番

付
近

φ
20

0･
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

4件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

設
計

書
開

示
7
/
8

7
/
9

36
1

7/
2

平
成

27
年

6月
18

日
開

札
都

市
建

設
局

 熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

 鉄
道

高
架

関
連

整
備

室
市

道
 段

山
本

町
島

崎
7丁

目
第

1号
線

舗
装

工
事

(J
R
近

接
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

市
道

 段
山

本
町

島
崎

7丁
目

第
1号

線
舗

装
工

事
(J

R
近

接
)

金
入

設
計

書

開
示

7
/
6

7
/
7

36
2

7/
2

平
成

26
年

8月
22

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
西

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

沈
砂

池
及

び
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ井

防
食

工
事

(1
11

工
区

)
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

沈
砂

池
及

び
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ井

防
食

工
事

(1
11

工
区

)の
金

入
変

更
設

計
書

開
示

7
/
1
4

7
/
1
7

88



36
3

7/
2

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

79
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

7月
7

日
 1

1:
00

開
示

7
/
8

7
/
1
6

郵
送

36
4

7/
3

道
路

判
定

台
帳

 H
12

 0
0-

24
1号

 0
1～

12
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 H
12

 0
0-

24
1号

 0
1～

12
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
3

7
/
6

36
5

7/
3

09
-1

00
-0

1 
09

-1
00

-0
2 

09
-1

00
-0

3 
09

-
10

0-
03

 0
9-

10
0-

04
 0

9-
10

0-
05

 0
9-

10
0-

06
 道

路
判

定
 白

黒
希

望
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

09
-1

00
-0

1～
06

道
路

判
定

白
黒

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
3

7
/
6

36
6

7/
3

市
役

所
備

付
の

字
図

熊
本

市
北

区
梶

尾
町

字
中

尾
原

○
○

○
番

○
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

字
図

場
所

:熊
本

市
北

区
梶

尾
町

字
中

尾
原

○
○

○
番

○
開

示
7
/
9

7
/
1
5

36
7

7/
3

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
79

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

7月
7

日
 1

1:
50

開
示

7
/
8

7
/
2
2

36
8

7/
3

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

6月
1日

か
ら

平
成

27
年

6月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

7
/
9

7
/
2
2

89



36
9

7/
3

平
成

27
年

6/
1～

6/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

6月
1日

か
ら

6月
30

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

7
/
9

7
/
2
3

郵
送

37
0

7/
6

平
成

27
年

6月
1日

か
ら

平
成

27
年

6月
30

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

6月
1日

～
平

成
27

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
80

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

7月
7

日
 1

3:
00

開
示

7
/
1
4

7
/
2
3

郵
送

37
1

7/
6

･平
成

27
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
区

政
推

進
課

平
成

27
年

 4
月

 1
日

か
ら

平
成

27
年

 6
月

30
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
2
7

郵
送

37
2

7/
6

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 9

9-
22

6号
 9

9-
22

6-
01

～
-1

6 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 9

9-
22

6号
 9

9-
22

6-
01

～
-1

6 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
6

7
/
8

37
3

7/
6

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
41

-1
67

 全
部

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

4-
20

6 
全

部
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
41

-1
67

 全
部

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

4-
20

6 
全

部
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
8

7
/
8

37
4

7/
6

一
般

競
争

入
札

公
募

に
あ

た
っ

て
①

熊
本

城
本

丸
御

殿
大

広
間

受
付

案
内

監
視

業
務

及
び

警
備

業
務

委
託

(債
務

負
担

行
為

)
②

熊
本

城
入

園
料

収
納

及
び

入
園

管
理

業
務

委
託

(債
務

負
担

行
為

)
各

委
託

業
務

落
札

業
者

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

①
熊

本
城

本
丸

御
殿

大
広

間
受

付
案

内
監

視
業

務
及

び
警

備
業

務
委

託
②

熊
本

城
入

園
料

収
納

及
び

入
園

管
理

業
務

委
託

①
②

に
お

け
る

委
託

業
務

落
札

業
者

が
提

出
し

た
技

術
提

案

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
7
/
1
4

90



37
5

7/
7

熊
本

市
に

所
在

す
る

墓
地

、
墓

園
の

情
報

(許
可

分
の

み
)

･名
称

･所
在

･可
能

で
あ

れ
ば

連
絡

先
･　

　
　

〃
　

　
　

　
　

永
代

使
用

料
(把

握
さ

れ
て

い
れ

ば
)

･墓
所

の
面

積
(全

体
と

各
墓

所
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

7月
7日

ま
で

に
熊

本
市

保
健

所
が

許
可

し
た

墓
地

(納
骨

堂
除

く
)

一
覧

の
う

ち
、

下
記

の
項

目
項

目
; 

墓
地

の
名

称
、

所
在

地
、

申
請

者
の

氏
名

･名
称

、
代

表
者

氏
名

、
住

所
･所

在
地

、
墓

地
の

登
記

面
積

、
実

測
面

積
、

墓
域

面
積

開
示

7
/
2
1

7
/
2
4

37
6

7/
7

道
路

判
定

 1
4年

第
00

7号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
4年

第
00

7号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
8

7
/
9

37
7

7/
8

湖
東

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事 (金

額
入

設
計

書
)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

湖
東

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

額
入

設
計

書
開

示
7
/
1
0

7
/
2
1

37
8

7/
8

植
木

北
中

学
校

武
道

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
金

入
り

内
訳

書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

北
中

学
校

武
道

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

開
示

7
/
1
0

7
/
1
0

37
9

7/
8

平
成

27
年

7月
1日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 新

町
3丁

目
島

崎
7丁

目
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

新
町

3丁
目

島
崎

7丁
目

第
1号

線
舗

装
補

修
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
1
4

7
/
2
1

38
0

7/
9

平
成

27
年

3月
16

日
 市

議
会

棟
で

開
催

さ
れ

た
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

発
言

録
農

水
商

工
局

農
業

政
策

課
食

肉
処

理
施

設
ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

平
成

27
年

3月
16

日
に

市
議

会
棟

で
開

催
さ

れ
た

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

発
言

録
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
0

7
/
1
0

38
1

7/
9

平
成

27
年

7月
1日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

(金
入

設
計

書
)

開
示

7
/
1
3

7
/
1
4

91



38
2

7/
9

平
成

27
年

7月
1日

開
札

 下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

線
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

20
7工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

20
8工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

7工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
17

号
幹

線
外

枝
線

(そ
の

17
)下

水
道

築
造

工
事

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
20

7工
区

)
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
22

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
20

8工
区

)
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
11

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
7工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

外
枝

線
(そ

の
17

)下
水

道
築

造
工

事
(5

20
2工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
4

7
/
1
4

38
3

7/
9

●
添

付
資

料
･｢

市
民

の
皆

様
の

声
(公

開
と

募
集

)｣
→

Q
･鉄

道
高

架
下

の
安

全
確

保
、

都
市

計
画

道
路

の
開

発
に

つ
い

て
･登

録
さ

れ
て

い
る

分
類

｢道
路

･交
通

｣･
20

14
年

5月
受

付
･A

回
答

し
ま

す
20

14
年

6月
回

答
･を

見
る

に
、

｢ま
た

、
高

架
下

の
空

間
に

つ
き

ま
し

て
は

、
現

在
、

県
･市

･J
R
に

よ
り

、
そ

の
利

活
用

計
画

案
の

検
討

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
が

、
ご

意
見

を
い

ｔだ
き

ま
し

た
有

効
な

活
用

方
法

や
安

全
性

等
に

つ
い

て
は

、
3に

お
い

て
十

分
検

討
を

行
っ

て
ま

い
り

た
い

と
あ

る
が

、
こ

の
事

に
つ

い
て

以
下

の
開

示
請

求
。

1.
JR

上
熊

本
駅

以
北

か
ら

、
JR

川
尻

駅
手

前
付

近
ま

で
の

区
間

で
、

高
架

下
空

間
に

つ
い

て
、

3
者

･熊
本

県
･熊

本
市

･J
R
･に

よ
っ

て
、

20
14

年
6月

か
ら

20
15

年
7月

の
今

日
ま

で
、

ど
の

様
な

話
し

合
い

が
持

た
れ

た
の

か
･年

月
日

･場
所

･3
者

出
席

者
名

･会
議

録
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

特
に

、
JR

上
熊

本
駅

、
JR

熊
本

駅
、

JR
西

熊
本

駅
(仮

称
)、

各
駅

周
辺

の
高

架
下

･利
活

用
･

の
具

体
的

図
式

等
(図

面
や

検
討

記
録

)の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

･｢
市

民
の

声
･熊

本
市

回
答

･高
架

橋
下

開
発

｣･
A

4→
1枚

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
JR

上
熊

本
駅

以
北

か
ら

、
JR

熊
本

駅
ま

で
の

区
間

に
お

け
る

高
架

下
空

間
に

つ
い

て
、

 3
者

(熊
本

県
･熊

本
市

･J
R
九

州
)に

よ
っ

て
、

20
14

年
6月

か
ら

20
15

年
7月

ま
で

に
、

ど
の

よ
う

な
話

し
合

い
が

も
た

れ
た

の
か

(年
月

日
･場

所
･3

者
出

席
者

名
･会

議
録

等
)が

わ
か

る
資

料
の

う
ち

会
議

録
2.

JR
熊

本
駅

以
南

～
JR

川
尻

駅
手

前
付

近
に

つ
い

て
(J

R
西

熊
本

駅
周

辺
は

除
く

)
3.

JR
上

熊
本

駅
、

JR
熊

本
駅

、
各

駅
周

辺
の

高
架

下
利

活
用

(具
体

的
図

式
等

)の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
4.

JR
西

熊
本

駅
周

辺
の

高
架

下
利

活
用

の
わ

か
る

資
料

不
開

示
不

存
在

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

7
/
2
3

38
4

7/
9

道
路

判
定

 H
26

年
14

7-
00

7 
H

21
年

09
-3

98
H

13
年

01
-4

21
※

全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 H
26

年
14

-0
07

 H
21

年
09

-3
98

H
13

年
01

-4
21

※
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
 (

あ
る

場
合

の
み

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
0

7
/
1
0

38
5

7/
10

道
路

位
置

指
定

 S
40

-1
20

 全
部

 白
黒

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
40

-1
20

 全
部

 白
黒

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
0

7
/
1
0

92



38
6

7/
10

道
路

判
定

台
帳

(渡
鹿

4丁
目

)
08

-2
58

(平
成

20
年

)○
○

○
○

○
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

(渡
鹿

4丁
目

)0
8-

25
8(

平
成

20
年

)○
○

○
○

○
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
0

7
/
1
0

38
7

7/
10

平
成

27
年

3月
16

日
市

議
会

棟
で

開
催

さ
れ

た
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

の
発

言
録

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

平
成

27
年

3月
16

日
市

議
会

棟
で

開
催

さ
れ

た
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

の
発

言
録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
3

7
/
1
5

38
8

7/
13

◆
殺

処
分

な
ど

で
使

用
す

る
子

猫
な

ど
の

所
有

者
不

明
猫

の
引

き
取

り
に

関
す

る
文

書
の

な
か

で
、

野
良

猫
の

ｴ
ｻ

や
り

の
状

況
を

記
載

し
た

文
書

。
(例

:例
え

ば
、

京
都

市
で

は
、

所
有

者
不

明
猫

を
引

き
取

ら
せ

た
市

民
に

対
し

、
ｴ

ｻ
や

り
の

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

文
書

を
作

成
し

て
い

ま
す

。
そ

う
い

っ
た

何
か

し
ら

ｴ
ｻ

や
り

に
ま

つ
わ

る
文

書
が

あ
れ

ば
開

示
願

い
ま

す
。

対
象

文
書

は
保

存
期

間
分

全
て

)
◆

野
良

猫
へ

の
ｴ

ｻ
や

り
の

対
策

、
規

制
に

ま
つ

わ
る

文
書

(例
え

ば
、

何
か

し
ら

そ
れ

に
つ

い
て

の
対

策
を

立
て

る
た

め
に

会
議

を
開

い
た

、
議

会
で

質
疑

が
あ

っ
た

、
そ

れ
を

受
け

て
ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄﾁ

ｰ
ﾑ

を
立

ち
上

げ
た

、
こ

う
い

う
政

策
を

立
て

た
、

実
施

し
た

、
な

ど
な

ど
、

ｴ
ｻ

や
り

対
策

･規
制

に
ま

つ
わ

る
文

書
一

式
(議

事
録

や
配

布
資

料
等

含
む

。
対

象
文

書
は

保
存

期
間

分
全

て
)。

以
上

二
点

を
情

報
開

示
請

求
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

･殺
処

分
な

ど
で

使
用

す
る

子
猫

な
ど

の
所

有
者

不
明

猫
の

引
き

取
り

に
関

す
る

文
書

の
な

か
で

、
野

良
猫

の
ｴ

ｻ
や

り
の

状
況

を
記

載
し

た
文

書
。

･野
良

猫
へ

の
ｴ

ｻ
や

り
の

対
策

、
規

制
に

ま
つ

わ
る

文
書

。

不
存

在
7
/
1
5

38
9

7/
13

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

20
8工

区
)の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

20
8工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
7

7
/
2
1

39
0

7/
13

･施
工

番
号

:1
50

03
24

･工
事

名
:健

軍
小

学
校

第
36

-1
棟

校
舎

外
壁

改
修

工
事

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

健
軍

小
学

校
第

36
- 

1棟
校

舎
外

壁
改

修
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書

開
示

7
/
1
5

7
/
2
3

39
1

7/
14

熊
本

市
南

区
御

幸
笛

田
2丁

目
○

番
○

○
号

○
○

○
○

こ
の

建
物

の
各

階
平

面
図

･立
面

図
･配

置
図

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
南

区
御

幸
笛

田
2丁

目
○

番
○

○
号

○
○

○
○

こ
の

建
物

の
各

階
平

面
図

･立
面

図
･配

置
図

開
示

7
/
2
4

7
/
2
7

93



39
2

7/
14

平
成

27
年

7月
1日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
山

本
植

木
体

育
館

北
側

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
山

本
植

木
体

育
館

北
側

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
1
6

7
/
1
7

39
3

7/
14

建
築

指
導

課
※

道
路

判
定

 判
定

番
号

 9
9-

57
･協

定
書

の
み

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

指
導

課
道

路
判

定
 判

定
番

号
 9

9-
05

7
協

定
書

の
み

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
5

7
/
1
6

39
4

7/
14

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
4月

11
日

～
5月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
4月

11
日

～
平

成
27

年
5月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
6

7
/
1
7

39
5

7/
15

･老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(2

工
区

)
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

相
談

課

以
下

の
金

入
り

設
計

書
･老

朽
給

水
管

(鉛
管

)切
替

工
事

(2
工

区
)

開
示

7
/
2
2

7
/
2
8

39
6

7/
15

･中
央

区
大

江
一

丁
目

2番
付

近
φ

15
0･

10
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
･金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

中
央

区
大

江
1丁

目
2番

付
近

φ
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

及
び

科
目

内
訳

表
)(

変
更

契
約

前
の

当
初

の
設

計
)

開
示

7
/
2
2

7
/
2
8

39
7

7/
15

道
路

位
置

指
定

の
情

報
開

示
S4

5-
28

5-
01

 -
02

 -
03

 -
04

 -
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
情

報
開

示
S4

5-
28

5-
01

～
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

8
/
4

39
8

7/
15

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
7月

1日
よ

り
20

15
年

7月
15

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
7月

1日
か

ら
20

15
年

7月
15

日
ま

で
開

示
7
/
1
7

7
/
2
2
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39
9

7/
15

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

受
け

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
7月

1日
よ

り
20

15
年

7月
15

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

7月
1日

～
平

成
27

年
7月

15
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

42
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
7月

17
日

 1
3:

30

開
示

7
/
2
1

7
/
2
2

40
0

7/
15

下
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

発
注

者
:熊

本
市

上
下

水
道

事
業

管
理

者
工

事
名

:南
区

富
合

町
国

町
～

菰
江

間
φ

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
施

行
担

当
課

:水
道

整
備

課
 工

事
第

二
班

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

富
合

町
国

町
～

菰
江

間
φ

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
7

7
/
3
1

40
1

7/
16

指
定

避
難

所
で

あ
る

小
中

学
校

(以
下

5校
)の

体
育

館
に

使
用

し
て

い
る

板
ｶ
ﾞﾗ

ｽ
の

種
類

と
面

積
が

分
か

る
資

料
※

図
面

や
建

具
表

な
ど

･小
学

校
(3

校
):

杉
上

小
学

校
、

一
新

小
学

校
、

城
山

小
学

校
･中

学
校

(2
校

):
二

岡
中

学
校

、
楠

中
学

校

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

指
定

避
難

所
で

あ
る

小
中

学
校

(以
下

5校
)の

体
育

館
に

使
用

し
て

い
る

板
ｶ
ﾞﾗ

ｽ
の

種
類

と
面

積
が

わ
か

る
資

料
･小

学
校

(3
校

):
杉

上
小

学
校

、
一

新
小

学
校

、
城

山
小

学
校

･中
学

校
(2

校
):

二
岡

中
学

校
、

楠
中

学
校

開
示

7
/
2
9

8
/
3

40
2

7/
16

位
置

指
定

道
路

 平
成

元
年

H
01

-0
56

 h
01

-0
56

-0
1～

04
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

位
置

指
定

道
路

 平
成

元
年

 H
01

-0
56

-0
1～

04 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
2
4

40
3

7/
16

道
路

の
判

定
①

判
定

番
号

 0
4-

49
8-

01
～

12
 1

2枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望 ②

判
定

番
号

 0
0-

35
6号

 0
0-

35
6-

02
～

14
13

枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
①

 判
定

番
号

 0
4-

49
8号

04
-4

98
-0

1～
12

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

②
 判

定
番

号
 0

0-
35

6号
00

-3
56

-0
2～

14
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
2
1

40
4

7/
16

S4
5-

36
9-

01
 S

45
-3

69
-0

2 
S
45

-2
69

-0
3

S4
5-

26
9-

04
 S

45
-2

69
-0

5
S4

5-
30

5-
26

-0
1 

S
45

-3
05

-2
6-

02
 S

45
-

30
5-

26
-0

3 
S
45

-3
05

-2
6-

04
 S

45
-3

05
-2

6-
05

 白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S4
5-

26
9-

01
 S

45
-2

69
-0

2 
S
45

-2
69

-0
3

S4
5-

26
9-

04
 S

45
-2

69
-0

5
S4

5-
30

5-
26

-0
1 

S
45

-3
05

-2
6-

02
 S

45
-

30
5-

26
-0

3 
S
45

-3
05

-2
6-

04
S4

5-
30

5-
26

-0
5 

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
2
1
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40
5

7/
17

00
-2

90
-0

1～
06

白
黒

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

00
-2

90
-1

～
06

 白
黒

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
2
1

40
6

7/
21

熊
本

市
内

の
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
に

関
す

る
以

下
の

事
項

①
事

業
所

の
名

称
 ②

設
置

年
月

日
 ③

所
在

地
 ④

燃
焼

能
力

(燃
料

使
用

量
) 

⑤
使

用
燃

料
の

種
類

 ⑥
施

設
の

種
類

環
境

局
環

境
政

策
課

熊
本

市
内

の
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
に

関
す

る
以

下
の

事
項

①
事

業
穂

の
名

称
 ②

設
置

年
月

日
 ③

所
在

地
 ④

燃
焼

能
力

(燃
料

使
用

量
) 

⑤
使

用
燃

料
の

種
類

 ⑥
施

設
の

種
類

開
示

7
/
2
2

8
/
1
1

40
7

7/
21

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
飲

食
店

営
業

許
可

施
設

一
覧

表
た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

･営
業

電
話

番
号

･申
請

者
名

･代
表

者
名

･申
請

者
住

所
･申

請
者

電
話

番
号

･初
回

許
可

年
月

日
期

間
:2

01
5年

7月
17

日
付

け

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

7月
17

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

に
お

い
て

営
業

許
可

の
あ

る
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

計
81

15
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

電
話

番
号

(申
請

者
名

、
代

表
者

名
、

申
請

者
住

所
、

申
請

者
電

話
番

号
、

初
回

許
可

年
月

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

7月
23

日
 1

4:
00

開
示

7
/
2
9

8
/
5

40
8

7/
21

中
央

区
水

前
寺

3丁
目

33
番

付
近

φ
20

0･
10

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

(金
額

入
り

設
計

書
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･中
央

区
水

前
寺

3丁
目

33
番

付
近

φ
20

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
2
7

7
/
2
7

40
9

7/
21

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

9-
18

0 
平

成
21

年
度

位
置

指
定

(道
路

)
指

定
番

号
 S

49
-0

76
 昭

和
49

年
度

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

9-
18

0 
平

成
21

年
度 位

置
指

定
(道

路
)指

定
番

号
 S

49
-0

76
昭

和
49

年
度

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

7
/
2
7

41
0

7/
22

出
水

南
共

同
調

理
場

改
修

工
事

工
事

内
訳

書
 金

額
入

り
都

市
建

設
局

営
繕

課

出
水

南
共

同
調

理
場

改
修

工
事

工
事

内
訳

書
 金

額
入

り
開

示
7
/
2
2

7
/
2
3

41
1

7/
22

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
44

-3
30

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
44

-3
30

 ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
2

7
/
2
4
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41
2

7/
23

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･自

治
運

営
の

基
本

原
則

･等
の

理
念

に
基

づ
き

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
熊

本
県

市
協

定
書

並
び

に
覚

書
･J

R
鹿

児
島

本
線

等
鉄

道
高

架
化

及
び

熊
本

駅
周

辺
地

域
等

の
整

備
に

関
す

る
協

定
書

(平
成

17
年

6月
2

日
付

調
印

)を
見

る
に

、
→

JR
鹿

児
島

本
線

鉄
道

高
架

化
事

業
概

算
事

業
費

66
3億

円
国

25
1億

円
県

18
5億

円
熊

本
市

79
億

円
そ

の
他

14
8億

円
と

あ
り

、
→

･鹿
児

島
本

線
6k

m
豊

肥
本

線
1k

m
県

市
負

担
割

合
=7

:3
･立

体
本

体
そ

の
他

(新
幹

線
関

係
)約

55
0億

円
約

11
0億

円
･と

な
っ

て
い

る
。

1)
今

回
の

説
明

会
･田

崎
迂

回
路

か
ら

仮
踏

切
り

へ
交

通
切

替
総

工
事

費
の

わ
か

る
資

料
等

･
→

国
、

県
、

市
、

そ
の

他
、

等
の

具
体

的
工

事
費

内
訳

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

工
事

工
程

･ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

･工
事

工
程

･ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

･今
回

の
仮

踏
切

設
置

に
伴

う
交

通
車

両
等

拡
散

に
お

い
て

、
環

境
影

響
評

価
等

を
必

要
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料

開
示

8
/
6

8
/
1
0

2.
今

回
の

仮
踏

切
設

置
に

伴
う

交
通

車
両

等
拡

散
に

よ
っ

て
、

児
童

教
育

施
設

･春
日

小
学

校
･

は
じ

め
、

風
致

地
区

･万
日

山
花

岡
山

裾
野

に
展

開
す

る
第

一
種

住
居

地
域

に
居

住
す

る
･更

な
る

排
気

ｶ
ﾞｽ

騒
音

振
動

等
が

付
加

さ
れ

る
が

、
説

明
会

席
上

･こ
の

周
辺

へ
の

環
境

影
響

調
査

説
明

責
任

を
果

た
す

べ
き

だ
と

要
請

し
た

が
、

｢
や

り
ま

せ
ん

･必
要

あ
り

ま
せ

ん
。

｣と
の

回
答

で
あ

っ
た

が
、

公
共

事
業

を
施

行
す

る
場

合
は

、
必

ず
環

境
影

響
評

価
等

に
よ

っ
て

、
周

辺
住

民
等

、
動

植
物

等
へ

の
環

境
付

加
影

響
等

を
調

査
す

る
よ

う
･諸

法
令

･環
境

基
本

法
･環

境
影

響
評

価
法

･熊
本

県
環

境
条

例
･環

境
配

慮
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
要

綱
･熊

本
市

環
境

総
合

計
画

･熊
本

市
公

共
事

業
等

に
お

け
る

環
境

配
慮

指
針

･地
域

別
環

境
配

慮
指

針
･熊

本
市

環
境

基
本

条
例

･熊
本

市
環

境
審

議
会

規
則

･等
々

が
現

存
し

、
今

も
施

行
さ

れ
て

い
る

が
、

｢何
の

根
拠

に
よ

り
｣今

回
の

一
連

の
工

事
に

対
し

て
は

、
｢必

要
無

い
｣

と
す

る
･法

的
根

拠
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

･A
3→

1.
4枚

･

･田
崎

迂
回

路
か

ら
仮

踏
切

へ
の

交
通

切
替

に
お

い
て

、
総

工
事

費
の

わ
か

る
資

料
等

(国
、

県
、

市
、

そ
の

他
等

の
具

体
的

工
事

費
内

訳
の

わ
か

る
資

料
等

)

不
存

在
8
/
6
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41
3

7/
23

教
育

委
員

会
平

成
27

年
度

工
事

名
 画

図
小

学
校

給
食

室
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
改

修
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

1式
(工

事
内

訳
)

種
目

別
内

訳
書

･科
目

別
内

訳
書

･細
目

別
内

訳
書

･共
通

仮
設

費
の

内
訳

書

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

平
成

27
年

度
画

図
小

学
校

給
食

室
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
改

修
工

事
の

金
入

設
計

書
式

1式

開
示

7
/
2
9

7
/
3
1

41
4

7/
23

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

0-
14

3-
14

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

0-
14

3-
14

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
2
4

7
/
2
4

41
5

7/
23

災
害

用
ﾏ

ﾝ
ﾎ

ｰ
ﾙ

ﾄｲ
ﾚ
(京

陵
中

学
校

外
2校

)整
備

工
事

(第
18

-2
72

01
工

区
)

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

管
路

維
持

課

災
害

用
ﾏ

ﾝ
ﾎ

ｰ
ﾙ

ﾄｲ
ﾚ
(京

陵
中

学
校

外
2校

)整
備

工
事

(第
18

-2
72

01
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
9

8
/
3

41
6

7/
3

指
定

番
号

 H
00

-4
91

01
.J

P
G

～
03

.J
P
G

,0
7.

JP
G

白
黒

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

判
定

番
号

 0
0-

49
1 

01
.J

P
G

～
03

.J
P
G

、
07

.J
P
G

 白
黒

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
7
/
2
4

7
/
2
4

41
7

7/
24

工
事

名
:一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
(P

13
～

A
2)

上
部

工
工

事
請

求
文

書
名

:金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

(P
13

～
A

2)
上

部
工

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
3

8
/
1
0

41
8

7/
24

工
事

名
:一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)貢

1号
跨

道
橋

上
部

工
工

事
請

求
文

書
名

:金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)貢
1

号
跨

道
橋

上
部

工
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3

8
/
1
0

41
9

7/
24

工
事

名
:一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ

1号
強

上
部

工
(P

4～
A

2)
工

事
開

示
文

書
名

:金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

上
部

工
(P

4～
A

2)
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3

8
/
1
0

42
0

7/
24

熊
本

市
高

齢
介

護
福

祉
課

が
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
○

○
○

に
行

っ
た

行
政

指
導

に
関

す
る

文
書

(平
成

26
年

2月
10

日
か

ら
現

在
迄

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

熊
本

市
高

齢
介

護
福

祉
課

が
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
○

○
○

に
行

っ
た

行
政

指
導

に
関

す
る

文
書

(平
成

26
年

2月
10

日
か

ら
現

在
迄

)
存

否
不

回
答

第
9
条

8
/
4
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42
1

7/
24

平
成

27
年

3月
16

日
15

時
か

ら
熊

本
市

役
所

議
会

棟
3階

特
別

応
接

室
で

開
催

さ
れ

た
｢肉

豚
委

託
販

売
契

約
調

印
式

｣の
議

事
録

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

発
言

録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
7

7
/
2
9

42
2

7/
24

平
成

27
年

7月
15

日
開

札
◎

下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

6工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 鳥

場
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

5工
区

)
上

記
2件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

27
年

7月
15

日
開

札
◎

下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

6工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 鳥

場
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

5工
区

)
以

上
2件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

7
/
2
9

8
/
4

42
3

7/
24

●
平

成
27

年
7月

15
日

開
札

◎
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 植
木

地
域

整
備

室
･市

道
 植

木
～

古
閑

線
舗

装
工

事
上

記
2件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

27
年

7月
15

日
開

札
市

道
植

木
～

古
閑

線
舗

装
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
3
1

8
/
4

42
4

7/
24

●
平

成
27

年
7月

15
日

開
札

◎
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･市

道
 渡

鹿
4丁

目
黒

髪
5丁

目
第

1号
線

(龍
神

橋
)下

部
工

P
1工

事
上

記
2件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)下
部

工
P
1工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
3
0

8
/
4

42
5

7/
27

｢北
区

植
木

町
大

和
他

9地
区

工
事

に
伴

う
事

後
測

量
業

務
委

託
｣(

熊
本

市
北

区
植

木
町

他
9ヶ

所
)

〈番
号

〉1
58

00
86

-0
0 

7月
1日

開
札

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
大

和
他

9地
区

工
事

に
伴

う
事

後
測

量
業

務
委

託
上

記
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
2
9

7
/
3
0

42
6

7/
27

熊
本

市
中

央
区

下
通

り
1丁

目
○

-○
○

○
○

○
○

○
○

配
置

図
、

各
階

平
面

図
、

立
面

図
、

断
面

図
消

防
局

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

下
通

1丁
目

○
-○

○
○

○
○

○
○

○
配

置
図

、
各

階
平

面
図

、
立

面
図

、
断

面
図

開
示

8
/
6

未
受

取

42
7

7/
27

件
名

:龍
田

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

内
容

:金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

龍
田

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
開

示
8
/
7

8
/
1
0

42
8

7/
28

平
成

27
年

3月
16

日
15

時
か

ら
熊

本
市

役
所

議
会

棟
3階

特
別

応
接

室
で

開
催

さ
れ

た
｢肉

豚
委

託
販

売
契

約
調

印
式

｣の
議

事
録

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

発
言

録
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
3
1

7
/
3
1
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42
9

7/
28

京
陵

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事 金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

京
陵

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
開

示
8
/
7

8
/
7

43
0

7/
28

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

○
平

成
26

年
度

決
算

書
類

事
業

活
動

収
支

計
算

書
(法

人
合

計
)

貸
借

対
照

表

健
康

福
祉

子
ど

も
局 保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

○
平

成
26

年
度

 決
算

書
類

･事
業

活
動

収
支

計
算

書
･貸

借
対

照
表

開
示

7
/
3
0

7
/
3
1

43
1

7/
28

金
入

り
設

計
書

西
区

河
内

町
野

出
87

1番
地

付
近

φ
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･西
区

河
内

町
野

出
87

1番
地

付
近

φ
75

･5
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
3
1

8
/
5

43
2

7/
29

平
成

27
年

7月
8日

開
札

 下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
7工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
7工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
3

8
/
4

43
3

7/
30

位
置

指
定

一
式

 S
48

-0
85

 S
42

-1
18

 S
41

-
12

6
道

路
判

定
一

式
 H

21
. 

09
-2

96
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

一
式

 S
48

-0
85

、
 S

42
-1

18
、

 S
41

-
12

6
道

路
判

定
一

式
 H

21
 0

9-
29

6
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
開

示
7
/
3
1

8
/
9

43
4

7/
30

○
○

○
○

○
○

○
○

(地
番

：熊
本

市
中

央
区

南
熊

本
一

丁
目

○
番

○
)の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

関
連

書
面

の
写

し
の

交
付

を
希

望
致

し
ま

す
。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

○
○

○
○

○
○

○
○

(熊
本

市
中

央
区

南
熊

本
一

丁
目

○
番

○
)の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

関
連

書
面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
1
0

43
5

7/
31

･平
成

27
年

度
市

庁
舎

周
り

植
栽

物
保

守
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
財

政
局

管
財

課

■
平

成
27

年
度

 市
庁

舎
周

り
植

栽
物

保
守

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
4

8
/
1
1

43
6

7/
31

･平
成

27
年

度
市

庁
舎

周
り

花
壇

花
苗

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

財
政

局
管

財
課

■
平

成
27

年
度

 市
庁

舎
周

り
花

壇
花

苗
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
4

8
/
1
1

100



43
7

7/
31

･平
成

27
年

度
小

峰
墓

地
外

1墓
地

除
草

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
･平

成
27

年
度

花
園

墓
地

外
1墓

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

平
成

27
年

度
小

峯
墓

地
外

1墓
地

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

平
成

27
年

度
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
平

成
27

年
度

花
園

墓
地

外
1墓

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
4

8
/
1
1

43
8

7/
31

･平
成

27
年

度
立

田
山

配
水

池
外

10
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
並

び
に

斜
面

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

運
用

課

平
成

27
年

度
立

田
山

配
水

池
外

10
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
並

び
に

斜
面

除
草

業
務

委
託

上
記

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

8
/
3

8
/
1
1

43
9

7/
31

･平
成

27
年

度
動

植
物

園
花

畑
ｺ
ｽ
ﾓ

ｽ
・ﾅ

ﾉ
ﾊ

ﾅ
花

苗
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

観
光

文
化

交
流

局 動
植

物
園

平
成

27
年

度
動

植
物

園
花

畑
ｺ
ｽ
ﾓ

ｽ
･ﾅ

ﾉ
ﾊ

ﾅ
花

苗
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
7

8
/
1
1

44
0

7/
31

･平
成

27
年

度
堂

免
公

園
外

2公
園

花
壇

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
平

成
27

年
度

堂
免

公
園

外
2公

園
花

壇
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
5

8
/
1
1

44
1

7/
31

･平
成

27
年

度
立

田
山

憩
の

森
(北

地
区

)下
草

刈
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
環

境
局

環
境

共
生

課

･平
27

年
度

立
田

山
憩

の
森

(北
地

区
)下

草
刈

業
務

委
託

開
示

8
/
3

8
/
1
1

44
2

7/
31

･平
成

27
年

度
西

部
環

境
工

場
植

栽
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
環

境
局

西
部

環
境

工
場

平
成

27
年

度
西

部
環

境
工

場
植

栽
管

理
業

務
委

託
 金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
6

8
/
1
1

44
3

7/
31

･平
成

27
年

度
城

南
町

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

再
生

課

平
成

27
年

度
城

南
町

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
4

8
/
1
1

44
4

7/
31

･平
成

27
年

度
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

再
生

課
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
4

8
/
1
1

44
5

7/
31

･平
成

27
年

度
東

部
環

境
工

場
樹

木
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
環

境
局

東
部

環
境

工
場

■
平

成
27

年
度

東
部

環
境

工
場

樹
木

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
5

8
/
1
1
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44
6

7/
31

平
成

26
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

辛
島

公
園

公
園

地
下

駐
車

場
の

指
定

管
理

者
選

定
に

お
い

て
指

定
管

理
者

に
選

定
さ

れ
た

企
業

(団
体

)が
熊

本
市

に
提

出
し

た
事

業
計

画
書

(提
案

書
)

財
政

局
車

両
管

理
課

平
成

25
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
の

指
定

管
理

者
選

定
に

お
い

て
指

定
管

理
者

に
選

定
さ

れ
た

企
業

(団
体

)が
熊

本
市

に
提

出
し

た
事

業
計

画
書

(提
案

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

8
/
6

8
/
1
0

44
7

7/
31

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
7月

16
日

よ
り

20
15

年
7月

31
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:1
20

15
年

7月
16

日
か

ら
20

15
年

7月
31

日
ま

で
開

示
8
/
6

1
1
/
6

44
8

7/
31

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

受
け

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

確
認

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･

自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

・営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

5年
7月

16
日

よ
り

20
15

年
7月

31
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

7月
16

日
～

平
成

27
年

7月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
34

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

8月
10

日
 1

1:
00

開
示

8
/
1
2

1
1
/
6

44
9

7/
31

道
路

位
置

指
定

S4
1年

8月
22

日
 熊

本
県

指
令

(建
)第

12
6号

 ｶ
ﾗ
ｰ

S3
8年

8月
26

日
 熊

本
県

指
令

(建
)第

61
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S.
41

年
8月

22
日

熊
本

県
指

令
(建

) 
第

12
6号

ｶ
ﾗ
ｰ

S.
38

年
8月

26
日

熊
本

県
指

令
(建

)第
61

号
 ｶ

ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
3

8
/
4

45
0

8/
3

S5
1-

10
1-

01
～

04
道

路
位

置
指

定
･復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S5
1-

10
1-

01
～

04
 道

路
位

置
指

定
･復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
3

8
/
4

45
1

8/
3

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

32
6号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

5年
第

13
5号

･全
部

 ･
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

32
6号

 全
部

･復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

5年
第

13
5号

 全
部 ･協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
5

9
/
1
4

102



45
2

8/
3

熊
本

市
中

央
区

手
取

本
町

○
-○

○
　

○
○

○
○

1F
･2

F
･3

F
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

・○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

営
業

の
許

可
を

受
け

た
者

の
氏

名
(営

業
許

可
証

の
氏

名
欄

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

【対
象

】
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

･○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

熊
本

市
中

央
区

手
取

本
町

○
-○

○
　

○
○

○
○

1F
･2

F
･3

F
【項

目
】

営
業

の
許

可
を

受
け

た
者

の
氏

名
(営

業
許

可
証

の
氏

名
欄

)
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

8月
6

日
 1

1:
50

開
示

8
/
1
2

8
/
1
9

45
3

8/
3

平
成

27
年

7月
22

日
下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 鳥

場
汚

水
幹

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
3工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 鳥
場

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

3工
区

)の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
1
0

8
/
1
7

45
4

8/
3

平
成

27
年

7/
1～

7/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

7月
1日

か
ら

7月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

8
/
6

8
/
1
2

45
5

8/
4

道
路

判
定

判
定

番
号

 0
6年

第
29

9号
 0

7年
第

25
4号

全
部

あ
る

場
合

の
み

 協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

判
定

番
号

 0
6年

第
29

9号
、

07
年

第
25

4号
全

部
あ

る
場

合
の

み
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
4

8
/
5

45
6

8/
4

平
成

27
年

6月
10

日
開

札
北

区
植

木
町

山
本

植
木

体
育

館
南

側
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

平
成

27
年

7月
22

日
開

札
北

区
植

木
町

滴
水

11
95

番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

2件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
山

本
植

木
体

育
館

南
側

φ
15

0･
10

0･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
･北

区
植

木
町

滴
水

11
95

番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
8
/
7

8
/
1
2
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45
7

8/
4

位
置

指
定

道
路

 S
41

-0
08

(全
部

)
位

置
指

定
(道

路
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

 S
41

-0
08

(全
部

)
位

置
指

定
(道

路
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
5

8
/
7

45
8

8/
4

東
区

水
源

1丁
目

泉
ヶ

丘
小

学
校

付
近

φ
30

0･
15

0･
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

東
区

水
源

1丁
目

泉
ヶ

丘
小

学
校

付
近

φ
30

0･
15

0･
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

8
/
1
2

8
/
2
5

45
9

8/
5

平
成

23
年

6月
～

平
成

27
年

1月
ま

で
の

議
会

活
性

化
特

別
委

員
会

に
よ

る
他

都
市

視
察

に
関

す
る

報
告

書
、

資
料

等
関

係
す

る
文

書
一

切
の

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
議

会
事

務
局

議
事

課

平
成

23
年

議
会

活
性

化
特

別
委

員
会

行
政

視
察

報
告

書
平

成
24

年
議

会
活

性
化

特
別

委
員

会
行

政
視

察
報

告
書

平
成

25
年

議
会

活
性

化
特

別
委

員
会

行
政

視
察

報
告

書
平

成
26

年
議

会
活

性
化

特
別

委
員

会
行

政
視

察
報

告
書

開
示

8
/
1
9

8
/
2
0

46
0

8/
5

(2
)2

01
5年

2月
1日

か
ら

20
15

年
7月

31
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
店

等
を

除
く

。
①

営
業

所
名

(屋
号

)
②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
(申

請
者

)氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)
⑥

廃
業

届
出

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

2月
1日

～
平

成
27

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

廃
業

届
出

の
あ

つ
た

飲
食

店
一

覧
(自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
店

等
を

除
く

)計
18

3件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)、

廃
業

届
出

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

8月
7

日
 1

6:
00

開
示

8
/
1
2

8
/
1
9

46
1

8/
5

･指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

平
成

22
年

申
請

書
東

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(財
)熊

本
市

社
会

教
育

振
興

事
業

団
が

提
出

し
た

事
業

計
画

書
お

よ
び

収
支

予
算

書
･東

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
(候

補
者

)の
選

定
結

果
に

つ
い

て
項

目
評

価
総

括
表

(東
部

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

)

環
境

局
東

部
環

境
工

場

①
平

成
22

年
指

定
管

理
者

公
募

に
あ

た
っ

て
提

出
し

た
申

請
書

類
･事

業
計

画
･企

画
事

業
計

画
･事

業
計

画
に

関
す

る
収

支
予

算
書

･企
画

事
業

収
支

予
算

書
②

選
定

結
果

に
つ

い
て

の
項

目
評

価
表

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

9
/
1
7

9
/
2
8

46
2

8/
6

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 鳥
場

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
4工

区
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 鳥
場

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
4工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
0

8
/
1
1
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46
3

8/
6

道
路

判
定

 番
号

 1
5-

10
8号

 ①
～

⑧
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 番
号

 1
5-

10
8号

 ①
～

③
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
7

8
/
7

46
4

8/
6

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
 9

9-
26

1号
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ

ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
 9

9-
26

1号
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ

ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
7

46
5

8/
6

件
名

/南
区

海
路

口
町

φ
15

0粍
埋

設
試

験
管

路
切

取
工

事
場

所
/熊

本
市

南
区

海
路

口
町

23
79

番
地

付
近 金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

相
談

課

･南
区

海
路

口
町

φ
15

0粍
埋

設
試

験
管

路
切

取
工

事
熊

本
市

南
区

海
路

口
町

23
79

番
地

付
近

以
上

の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
1
0

8
/
1
2

46
6

8/
6

本
年

7月
19

日
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

の
教

員
採

用
試

験
に

関
す

る
文

書
(2

)業
者

に
委

託
し

た
経

緯
が

わ
か

る
文

書
委

託
契

約
書

、
委

託
を

決
定

し
た

経
緯

が
わ

か
る

委
員

会
議

事
録

、
報

告
書

な
ど

、
起

案
文

書
(3

)委
託

予
算

の
執

行
に

か
か

わ
る

文
書

(予
算

書
)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

27
年

7月
19

日
に

実
施

さ
れ

た
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
に

関
す

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
4

8
/
2
5

46
7

8/
7

位
置

指
定

道
路

11
9号

(全
部

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

 S
40

-1
19

号
(全

部
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
0

8
/
1
7

46
8

8/
7

道
路

判
定

 1
2-

30
号

(全
て

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
2-

30
号

(全
て

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
0

8
/
1
7

46
9

8/
7

道
路

の
判

定
05

年
第

45
5号

(全
部

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

5年
第

45
5号

(全
部

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
0

8
/
1
2

47
0

8/
7

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
･熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

駅
西

口
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

1)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

工
事

名
 都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

駅
西

口
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

1)
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
2

8
/
1
7

47
1

8/
7

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
藻

器
堀

川
保

田
窪

放
水

路
改

修
工

事
(2

k8
89

～
2k

92
0)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課
藻

器
堀

川
保

田
窪

放
水

路
改

修
工

事
(2

k8
89

～
2k

92
0)

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
1

8
/
1
7
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47
2

8/
7

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)貢
地

区
舗

装
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢金

入
設

計
書

｣
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)貢

地
区

舗
装

工
事

開
示

8
/
1
2

8
/
1
7

47
3

8/
7

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
･下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
66

号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
5工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

66
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

5工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
3

8
/
1
7

47
4

8/
7

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
･管

路
維

持
課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

(本
管

)改
修

工
事

(第
18

-2
76

01
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

(本
管

)改
修

工
事

(第
18

-2
76

01
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
4

8
/
1
7

47
5

8/
7

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

φ
50

0･
15

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
の

金
額

入
り

工
事

設
計

内
訳

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

φ
50

0･
15

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
8
/
1
2

8
/
1
9

47
6

8/
10

7/
29

開
札

の
土

地
改

良
施

設
維

持
管

理
適

正
化

事
業

堀
切

堰
改

修
工

事
の

設
計

書
(金

額
入

り
)

北
区

役
所

農
業

振
興

課

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
 北

区
役

所
 農

業
振

興
課

土
地

改
良

施
設

維
持

管
理

適
正

化
事

業
堀

切
堰

改
修

工
事

 金
入

設
計

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
1

8
/
2
0

47
7

8/
10

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
5月

11
日

～
6月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
5月

11
日

～
平

成
27

年
6月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)
開

示
8
/
1
2

8
/
1
8

47
8

8/
10

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
赤

見
地

区
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

城
南

町
赤

見
地

区
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
3

8
/
1
7
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47
9

8/
10

1.
熊

本
市

事
業

主
の

熊
本

駅
城

山
線

に
か

か
る

工
事

費
の

内
訳

等
の

入
札

項
目

毎
の

資
料

等
の

わ
か

る
経

費
内

訳
2.

第
2種

事
業

と
し

て
の

予
算

要
求

に
対

す
る

公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

上
の

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ等

の
全

資
料

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

①
熊

本
市

が
事

業
主

体
で

あ
る

熊
本

駅
城

山
線

に
か

か
る

工
事

費
の

内
訳

等
の

入
札

項
目

ご
と

の
資

料
等

の
わ

か
る

経
費

内
訳

②
第

2種
事

業
と

し
て

の
予

算
要

求
に

対
す

る
、

公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

上
の

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄ等

の
全

資
料

開
示

8
/
1
9

8
/
2
6

48
0

8/
11

道
路

判
定

 H
15

 0
4-

04
9

白
黒

→
白

黒
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 H
15

 0
4-

04
9

白
黒

→
白

黒
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
3

8
/
1
7

48
1

8/
12

産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
○

○
○

○
の

答
弁

書
市

か
ら

○
○

○
○

に
対

す
る

、
報

告
徴

収
文

書

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策

･産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
○

○
○

○
の

答
弁

書
･市

か
ら

○
○

○
○

に
対

す
る

報
告

徴
収

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
8

8
/
2
1

48
2

8/
12

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

27
年

度
 定

期
報

告
対

象
建

築
物

一
覧

(熊
本

市
分

)
･建

物
名

称
、

住
所

、
整

理
番

号
、

建
築

物
の

調
査

年
度

、
設

備
対

象
、

検
査

対
象

建
築

設
備

開
示

8
/
2
5

8
/
2
6

平
成

27
年

度
 定

期
報

告
対

象
建

築
物

一
覧

債
鉢

市
分

)
･管

理
者

住
所

、
〒

 ･
管

理
会

社
名

 ･
管

理
者

氏
名

そ
の

他
第

２
１

条
　

適
用

除
外

8
/
2
5

48
3

8/
12

道
路

位
置

指
定

 熊
本

県
指

令
(建

)第
19

0号
S4

1-
19

0 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 熊
本

県
指

令
(建

)第
19

0号
S4

1-
19

0 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
2

8
/
1
7

48
4

8/
12

平
成

27
年

8月
12

日
付

け
で

契
約

し
た

、
｢都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
12

号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
0工

区
)｣

の
金

入
り

設
計

書
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

12
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

0工
区

)

開
示

8
/
1
4

8
/
1
7

48
5

8/
12

道
路

の
判

定
 0

7-
30

9-
02

～
07

-3
09

-0
9

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

7-
30

9-
02

～
07

-3
09

-0
9 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
2

8
/
1
4

定
期

報
告

対
象

建
築

物
一

覧
(熊

本
市

分
)

･建
物

名
称

、
住

所
、

整
理

番
号

、
建

築
物

の
調

査
年

度
、

検
査

対
象

建
築

整
備

･管
理

者
住

所
、

〒
･管

理
会

社
名

･管
理

者
氏

名
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48
6

8/
12

理
容

･美
容

の
事

業
所

登
録

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
･営

業
所

名
･所

在
地

･電
話

番
号

･開
設

(登
録

)者
名

･検
査

確
認

済
証

交
付

年
月

日
※

そ
の

他
公

開
可

能
な

情
報

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

熊
本

市
保

健
所

で
保

有
す

る
下

記
の

事
項

に
関

す
る

理
･美

容
所

登
録

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
。

た
だ

し
、

平
成

27
年

8月
12

日
ま

で
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

を
除

く
。

(1
)理

容
所

･確
認

日
･確

認
番

号
･施

設
名

称
･営

業
所

所
在

地
･電

話
番

号
･開

設
者

･管
理

者
･管

理
理

容
師

･理
容

椅
子

数
･理

容
所

床
面

積
(2

)美
容

所
･確

認
日

･確
認

番
号

･施
設

名
称

･営
業

所
所

在
地

･電
話

番
号

･開
設

者
･管

理
者

･管
理

美
容

師
･ｾ

ｯ
ﾄ椅

子
数

･美
顔

椅
子

数
･洗

髪
椅

子
数

･作
業

所
床

面
積

開
示

8
/
1
7

8
/
2
6

48
7

8/
14

熊
本

市
動

物
愛

護
推

進
協

議
会

に
関

す
る

資
料 ･協

議
会

立
ち

あ
げ

に
と

も
な

い
協

議
さ

れ
た

内
容

が
わ

か
る

文
書

構
成

員
決

定
に

関
す

る
経

緯
･協

議
会

が
発

足
後

に
協

議
さ

れ
た

内
容

が
わ

か
る

文
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 動

物
愛

護
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

熊
本

市
動

物
愛

護
推

進
協

議
会

に
関

す
る

資
料 ･協

議
会

立
ち

あ
げ

に
と

も
な

い
協

議
さ

れ
た

内
容

が
わ

か
る

文
書

構
成

員
決

定
に

関
す

る
経

緯
･協

議
会

が
発

足
後

に
協

議
さ

れ
た

内
容

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
5

9
/
3

48
8

8/
14

道
路

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
08

4号
00

1、
00

2、
00

3 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

14
年

第
08

4号
 0

01
、

00
2、

00
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
1
7

8
/
1
8

48
9

8/
17

熊
本

市
西

区
花

園
7-

19
-1

0
○

○
○

○
法

人
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

上
記

法
人

の
平

成
24

年
度

か
ら

平
成

26
年

度
3

期
の

正
味

財
産

増
減

計
算

書
、

貸
借

対
照

表

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

○
○

○
○

法
人

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
の

平
成

24
年

度
か

ら
平

成
26

年
度

ま
で

の
正

味
財

産
増

減
計

算
書

及
び

賃
借

対
照

表
開

示
8
/
2
0

8
/
2
1

49
0

8/
17

熊
本

市
国

有
財

産
特

定
図

(道
路

、
水

路
(赤

線
、

青
線

)が
表

示
さ

れ
た

地
図

)
開

示
請

求
範

囲
熊

本
市

南
区

八
分

字
町

○
○

○
○

番
地

附
近

　
　

〃
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

○
○

○
○

番
地

附
近

添
付

図
、

字
図

 1
部

 住
宅

図
 1

部

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
国

有
財

産
特

定
図

開
示

8
/
2
7

9
/
3

49
1

8/
17

(仮
称

)熊
本

市
白

川
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

建
設

工
事

工
事

費
内

訳
書

(金
入

り
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

 (
仮

称
)熊

本
市

白
川

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

建
設

工
事

工
事

内
訳

書
(金

入
り

)
開

示
8
/
1
9

8
/
2
4
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49
2

8/
17

市
道

 梶
尾

町
第

2号
線

外
1路

線
側

溝
改

良
改

良
工

事
市

道
 上

立
田

第
58

号
線

道
路

改
良

工
事

市
道

 和
泉

町
下

硯
川

町
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

市
道

 楡
木

麻
生

田
第

1号
線

歩
道

改
良

工
事

上
記

の
工

事
金

入
り

設
計

書
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

工
事

名
:市

道
 梶

尾
町

第
2号

線
外

1路
線

側
溝

改
良

工
事

市
道

 上
立

田
第

58
号

線
道

路
改

良
工

事
市

道
 和

泉
町

下
硯

川
町

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
市

道
 楡

木
麻

生
田

第
1号

線
歩

道
改

良
工

事
開

示
文

書
:該

当
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
8

8
/
3
1

49
3

8/
17

一
般

県
道

 小
天

下
硯

川
線

(河
内

東
門

寺
工

区
)道

路
擁

壁
工

事
上

記
の

工
事

金
入

り
設

計
書

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

県
道

小
天

下
硯

川
線

(河
内

町
東

門
寺

工
区

)道
路

擁
壁

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
8

8
/
3
1

49
4

8/
18

宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
整

備
に

関
す

る
平

面
図

(起
点

か
ら

終
点

ま
で

)
(平

面
図

縮
尺

:1
/5

00
～

1/
20

00
程

度
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

工
区

) 
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟ
ｽ
整

備
に

関
す

る
平

面
図

(起
点

か
ら

終
点

ま
で

)
(平

面
図

縮
尺

:1
/5

00
)

開
示

8
/
2
0

8
/
3
1

49
5

8/
18

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
8月

1日
よ

り
20

15
年

8月
17

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
8月

1日
か

ら
20

15
年

8月
17

日
ま

で
開

示
8
/
2
0

1
1
/
6

49
6

8/
18

平
成

27
年

7月
1日

～
平

成
27

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

7月
1日

か
ら

平
成

27
年

7月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

8
/
2
0

8
/
2
6

49
7

8/
18

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

5-
47

0号
05

-4
70

-0
1～

08
 8

枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

5-
47

0号
05

-4
70

-0
1～

08
 8

枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
8

8
/
1
9

49
8

8/
18

以
下

2路
線

の
平

面
図

都
市

計
画

道
路

 新
外

秋
津

線
(平

成
27

年
3月

10
日

供
用

18
0m

区
間

)
都

市
計

画
道

路
 子

飼
新

大
江

線
(平

成
27

年
度

末
供

用
予

定
49

0m
区

間
)

縮
尺

は
1/

50
0ま

た
は

1/
50

0に
近

い
縮

尺
を

希
望

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

 新
外

秋
津

線
(平

成
27

年
3月

10
日

供
用

18
0m

区
間

)
都

市
計

画
道

路
 子

飼
新

大
江

線
 (

平
成

27
度

末
供

用
予

定
 4

90
m

区
間

)
平

面
図

開
示

8
/
2
4

8
/
3
1

109



49
9

8/
18

以
下

1路
線

の
平

面
図

県
道

 主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(平
成

27
年

6
月

17
日

供
用

16
00

m
区

間
)

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

縮
尺

は
1/

50
0ま

た
は

1/
50

0に
近

い
縮

尺
を

希
望

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

県
道

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(平
成

27
年

6
月

17
日

供
用

16
00

m
区

間
)

開
示

8
/
2
4

8
/
3
1

50
0

8/
19

●
水

質
汚

濁
防

止
法

の
設

置
等

届
出

熊
本

市
立

西
保

健
所

熊
本

市
中

央
区

段
山

本
町

●
県

地
下

水
保

全
条

例
の

届
出

○
○

○
○

○
病

院
熊

本
市

中
央

区
段

山
本

町
○

-○
○

、
○

-○
○

環
境

局
水

保
全

課

･水
質

汚
濁

防
止

法
の

設
置

等
届

出
 熊

本
市

立
西

保
健

所
(段

山
本

町
4-

29
)

･熊
本

県
地

下
水

保
全

条
例

の
届

出
 ○

○
○

○
○

病
院

(段
山

本
町

○
-○

○
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
4

50
1

8/
19

20
15

/0
5/

28
 新

設
届

出
 ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

･2
01

5/
06

/1
9 

新
設

届
出

(仮
称

)○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

お
よ

び
添

付
資

料
中

の
周

辺
見

取
り

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1)

｣、
｢周

辺
見

取
図

｣、
｢平

面
図

兼
配

置
図

」
･平

成
27

年
5月

28
日

付
届

出
 ｢

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
｣

･平
成

27
年

6月
19

日
付

届
出

 ｢
(仮

称
)○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
1

8
/
2
6

50
2

8/
19

熊
本

市
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
-3

系
水

処
理

増
設

基
本

設
計

 報
告

書
お

よ
び

上
記

に
関

す
る

水
質

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

熊
本

市
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
-3

系
水

処
理

増
設

基
本

設
計

報
告

書
お

よ
び

上
記

に
関

す
る

水
質

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
開

示
8
/
3
1

9
/
7

50
3

8/
19

工
事

名
:市

道
 南

古
閑

～
表

沼
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

27
年

8月
5日

開
札

市
道

南
古

閑
～

長
沼

線
道

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
1

9
/
1

50
4

8/
19

工
事

名
:帯

山
さ

く
ら

公
園

整
備

工
事

工
事

場
所

:熊
本

市
中

央
区

帯
山

7丁
目

地
内

上
記

、
件

名
の

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
)を

請
求

い
た

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

)
帯

山
さ

く
ら

公
園

整
備

工
事

開
示

8
/
2
1

8
/
2
6

50
5

8/
19

27
.3

.1
6開

催
肉

豚
委

託
販

売
契

約
調

印
式

に
つ

い
て

発
議

録 豚
屠

畜
に

つ
い

て
㈱

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

に
機

能
移

転
に

関
わ

っ
た

全
て

の
金

額
(補

助
金

等
及

び
支

払
日

)
同

上
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

㈱
に

つ
い

て
も

同
じ

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

廃
止

関
連

の
調

印
式

発
言

録
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
と

畜
機

能
移

転
に

関
す

る
補

助
金

等
金

額
及

び
支

払
日

(㈱
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
及

び
㈱

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1

9
/
3

50
6

8/
20

位
置

指
定

台
帳

(写
) 

H
03

-1
92

-J
号

 №
1～

№
6 ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

(写
) 

H
03

-1
92

-J
号

 N
o.

 1
～

N
o.

6
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
1

8
/
2
4

110



50
7

8/
20

道
路

判
定

 9
9年

第
05

7号
･全

て
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 9
9年

第
05

7号
 全

て
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
4

50
8

8/
20

･道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
02

-0
02

 全
部

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
02

-0
02

 全
部

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
4

8
/
2
7

50
9

8/
21

平
成

27
年

4月
13

日
公

告
平

成
27

年
5月

13
日

開
札

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
上

記
工

事
に

係
る

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
開

示
8
/
2
8

9
/
7

51
0

8/
21

市
道

 水
前

寺
1丁

目
5丁

目
第

2号
線

道
路

維
持

等
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

〈件
名

〉
市

道
水

前
寺

1丁
目

5丁
目

第
2号

線
道

路
維

持
等

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
4

9
/
1
1

51
1

8/
21

市
道

 楠
5丁

目
第

2号
線

歩
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

施
行

番
号

:1
50

04
90

工
事

名
:市

道
 楠

5丁
目

第
2号

線
歩

道
改

良
工

事
開

示
文

書
:該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

開
示

8
/
2
7

9
/
7

51
2

8/
21

道
路

位
置

指
定

 S
39

-1
43

 S
42

-1
31

 S
43

-
02

2
道

路
の

判
定

 0
4-

08
5 

全
部

全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
39

-1
43

 全
部

S
42

-1
31

 全
部

 S
43

-0
22

 全
部

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

道
路

の
判

定
 0

4-
08

5 
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
4

8
/
2
8

51
3

8/
21

田
崎

仮
踏

切
設

置
に

伴
う

交
通

切
替

道
路

平
面

図
(ｶ

ﾗ
ｰ

を
希

望
)

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

田
崎

仮
踏

切
設

置
に

伴
う

交
通

切
替

道
路

平
面

図
(ｶ

ﾗ
ｰ

を
希

望
)

開
示

9
/
1

9
/
7

111



51
4

8/
21

1.
広

聴
発

第
90

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･の
｢市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
｢今

回
、

○
○

様
か

ら
｢市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
･旧

春
日

寺
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

旧
｣に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
す

で
に

お
手

紙
で

回
答

し
て

お
り

ま
す

こ
と

か
ら

、
市

長
か

ら
の

回
答

は
控

え
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
｣

と
あ

る
が

、
昨

年
と

一
昨

年
と

今
回

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣の

内
容

が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

、
昨

年
と

一
昨

年
の

｢市
長

の
回

答
内

容
｣が

ど
の

様
に

同
じ

な
の

か
?の

わ
か

る
具

体
的

記
述

文
の

比
較

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

市
民

局
広

聴
課

広
聴

発
第

90
号

、
平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

の
｢市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
｢今

回
、

○
○

様
か

ら
｢市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
関

係
担

当
課

に
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
｢五

反
バ

ス
停

･旧
春

日
寺

ﾊ
ﾞｽ

停
の

復
旧

｣に
関

す
る

ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
昨

年
及

び
一

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

す
で

に
お

手
紙

で
回

答
し

て
お

り
ま

す
こ

と
か

ら
、

市
長

か
ら

の
回

答
は

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
昨

年
と

一
昨

年
と

今
回

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣の

内
容

が
、

ど
の

様
に

同
じ

な
の

か
、

昨
年

と
一

昨
年

の
｢市

長
の

回
答

内
容

｣が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

?の
わ

か
る

具
体

的
記

述
文

の
比

較
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
3

51
5

8/
21

2.
広

聴
発

第
88

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢春
日

校
区

の
避

難
所

｣に
関

す
る

ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
昨

年
及

び
一

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

す
で

に
お

手
紙

で
回

答
し

て
お

り
ま

す
こ

と
か

ら
、

市
長

か
ら

の
回

答
は

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

｣
と

あ
る

が
、

昨
年

と
一

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
内

容
が

ど
の

様
に

同
じ

な
の

か
、

昨
年

と
一

昨
年

の
｢市

長
の

回
答

内
容

｣が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

?の
わ

か
る

具
体

的
記

述
文

の
比

較
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

市
民

局
広

聴
課

広
聴

発
第

88
号

･平
成

27
年

8月
18

日
付

･広
聴

課
長

名
･｢

市
長

へ
の

手
紙

｣を
い

た
だ

き
、

内
容

を
拝

見
し

、
関

係
担

当
課

に
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
｢春

日
校

区
の

避
難

所
｣に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
す

で
に

お
手

紙
で

回
答

し
て

お
り

ま
す

こ
と

か
ら

、
市

長
か

ら
の

回
答

は
控

え
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

昨
年

と
一

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
内

容
が

、
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

、
昨

年
と

一
昨

年
の

｢市
長

の
回

答
内

容
｣が

同
じ

な
の

か
?の

わ
か

る
具

体
的

記
述

文
の

比
較

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
3

112



51
6

8/
21

3.
広

聴
発

第
89

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢熊
本

県
農

業
試

験
場

跡
地

の
利

活
用

｣
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

す
で

に
お

手
紙

で
回

答
し

て
お

り
ま

す
こ

と
か

ら
、

市
長

か
ら

の
回

答
は

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

｣
と

あ
る

が
、

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣
の

内
容

が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

、
の

わ
か

る
具

体
的

記
述

文
の

比
較

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

市
民

局
広

聴
課

広
聴

発
第

89
号

･平
成

27
年

8月
18

日
付

･広
聴

課
長

名
･｢

市
長

へ
の

手
紙

｣を
い

た
だ

き
、

内
容

を
拝

見
し

、
関

係
担

当
課

に
確

認
し

た
こ

ろ
、

｢熊
本

県
農

業
試

験
場

跡
地

の
利

活
用

｣に
関

す
る

ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
す

で
に

お
手

紙
で

回
答

し
て

お
り

ま
す

こ
と

か
ら

、
市

長
か

ら
の

回
答

は
控

え
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
内

容
が

、
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

の
わ

か
る

具
体

的
記

述
文

の
比

較
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

51
7

8/
21

●
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

平
成

27
年

8月
18

日
付

･
熊

本
市

長
大

西
一

史
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

回
答

書
の

中
に

、
｢な

お
、

JR
熊

本
駅

の
新

駅
舎

建
設

に
つ

き
ま

し
て

は
、

連
続

立
体

事
業

の
事

業
主

体
で

あ
る

熊
本

県
に

よ
り

実
施

さ
れ

ま
す

こ
と

か
ら

、
○

○
様

の
個

人
情

報
を

除
き

、
お

手
紙

の
内

容
を

熊
本

県
に

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
こ

と
を

申
し

そ
え

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

何
時

、
熊

本
県

の
何

処
に

、
ど

の
様

な
内

容
を

伝
え

た
か

、
そ

の
回

答
、

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

市
民

局
広

聴
課

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣(

平
成

27
年

7月
9日

広
聴

課
受

付
･第

41
2号

)に
お

け
る

、
熊

本
県

へ
の

事
務

連
絡

文

開
示

9
/
3

9
/
9

51
8

8/
21

●
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

平
成

27
年

8月
18

日
付

･
熊

本
市

長
大

西
一

史
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

回
答

書
の

中
に

、
｢今

後
も

、
各

種
事

業
の

推
進

に
あ

た
っ

て
は

、
環

境
保

全
に

努
め

て
ま

い
り

ま
す

の
で

、
ご

理
解

を
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

な
お

、
お

手
紙

に
熊

本
県

が
所

管
す

る
内

容
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
し

た
の

で
、

○
○

様
の

個
人

情
報

を
除

き
、

お
手

紙
の

内
容

の
み

を
お

伝
え

い
た

し
ま

し
た

こ
と

を
申

し
添

え
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
何

時
、

熊
本

県
の

何
処

に
、

ど
の

様
な

内
容

を
伝

え
た

か
、

そ
の

回
答

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

市
民

局
広

聴
課

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣(

平
成

27
年

7月
14

日
広

聴
課

受
付

･第
44

3号
)に

お
け

る
、

熊
本

県
へ

の
事

務
連

絡
文

開
示

9
/
3

9
/
9

113



51
9

8/
21

2.
広

聴
発

第
88

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢春
日

校
区

の
避

難
所

｣に
関

す
る

ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
昨

年
及

び
一

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

す
で

に
お

手
紙

で
回

答
し

て
お

り
ま

す
こ

と
か

ら
、

市
長

か
ら

の
回

答
は

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

｣
と

あ
る

が
、

昨
年

と
一

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
内

容
が

ど
の

様
に

同
じ

な
の

か
、

昨
年

と
一

昨
年

の
｢市

長
の

回
答

内
容

｣が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

?の
わ

か
る

具
体

的
記

述
文

の
比

較
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

平
成

27
年

7月
9日

付
け

、
広

聴
課

受
付

第
41

1
号

｢市
長

へ
の

手
紙

｣で
春

日
校

区
の

避
難

所
に

関
す

る
意

見
に

つ
い

て
、

昨
年

、
一

昨
年

と
今

回
の

手
紙

の
内

容
が

、
ど

の
よ

う
に

同
じ

な
の

か
が

わ
か

る
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
9
/
2

9
/
1
7

52
0

8/
21

･道
等

の
判

定
調

査
書

平
成

18
年

5月
26

日
決

裁
判

定
番

号
:0

6年
第

19
1号

市
道

 花
園

1丁
目

○
○

○
番

地
先

～
○

○
○

番
地

先
 ○

○
○

番
地

先
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

 平
成

18
年

5月
26

日
決

裁
 判

定
番

号
 0

6年
第

19
1号

市
道

 花
園

1丁
目

○
○

○
番

地
先

～
○

○
○

番
地

先
、

○
○

○
番

地
先

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
8
/
2
4

8
/
2
4

52
1

8/
21

道
路

位
置

指
定

 H
9-

00
2-

01
～

07
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 H
09

-0
02

-0
1～

07
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
4

8
/
2
4

52
2

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

 公
募

選
考

に
つ

い
て

1.
熊

本
市

景
観

審
議

会
公

募
委

員
選

考
の

第
1

次
･第

2次
選

考
規

定
要

綱
等

1)
第

1次
･第

2次
公

募
委

員
選

考
等

の
わ

か
る

資
料

2･
熊

本
市

職
員

に
よ

る
選

考
委

員
だ

け
の

選
考

だ
と

思
わ

れ
る

が
1)

第
1次

･第
2次

全
選

考
委

員
の

氏
名

･役
職

名
の

わ
か

る
資

料
等

2)
第

1次
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

3)
第

2次
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

9
/
3

9
/
9

8/
21

●
熊

本
市

景
観

審
議

会
公

募
委

員
の

公
募

委
員

選
考

が
行

な
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

選
考

の
第

1
次

･第
2次

･選
考

規
定

要
綱

等
2)

第
1次

･第
2次

･公
募

委
員

選
考

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
2.

熊
本

市
職

員
に

よ
る

選
考

委
員

だ
け

の
選

考
と

思
わ

れ
る

が
、

1)
第

1次
･第

2次
･全

選
考

委
員

の
氏

名
･役

職
名

の
わ

か
る

資
料

等
、

2)
第

1次
･全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

、
3)

第
2次

･全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

面
接

時
の

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
、

3.
熊

本
市

景
観

審
議

会
委

員
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢熊
本

ら
し

い
景

観
に

つ
い

て
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。
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熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

 公
募

選
考

に
つ

い
て

3.
熊

本
市

警
官

審
議

会
委

員
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢熊
本

ら
し

い
景

観
に

つ
い

て
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
3

52
3

8/
21

平
成

27
年

8月
12

日
開

札
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 沼

山
津

第
66

号
線

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

沼
山

津
第

66
号

線
道

路
改

良
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
7

9
/
3

52
4

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

1.
平

成
26

年
6月

30
日

(月
)･

於
て

力
合

ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･

説
明

会
開

催
時

の
｢J

R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

の
駅

前
広

場
区

域
変

更
｣に

関
す

る
説

明
会

で
の

議
事

会
議

録
。

2.
そ

の
と

き
の

市
民

住
民

か
ら

出
た

要
望

質
疑

等
の

内
容

を
、

後
日

行
わ

れ
た

･熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
、

熊
本

市
都

市
政

策
課

を
通

じ
て

、
ど

の
様

な
内

容
の

･市
民

住
民

か
ら

意
見

要
望

が
出

て
る

･と
し

て
、

市
都

市
計

画
審

議
会

に
提

出
し

た
の

か
･の

分
か

る
資

料
等

。
3.

平
成

27
年

8月
12

日
(水

)･
於

て
力

合
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･

｢『
西

熊
本

駅
』及

び
周

辺
整

備
に

関
す

る
説

明
会

｣が
開

催
さ

れ
た

が
、

そ
の

時
説

明
に

使
用

し
た

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

ー
式

。
た

だ
し

、
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

一
ｺ
ﾏ

･ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

の
大

き
さ

は
A

4又
は

A
3の

形
。

5.
熊

本
港

線
･幅

員
36

m
4車

線
･の

西
熊

本
駅

駅
前

広
場

へ
の

進
入

退
出

交
差

点
付

近
の

上
下

車
両

の
一

日
交

通
量

等
の

分
か

る
資

料
7.

西
熊

本
駅

駅
前

広
場

は
、

熊
本

市
事

業
主

の
公

共
工

事
施

行
と

の
こ

と
1)

こ
の

駅
前

広
場

の
総

工
事

費
の

分
か

る
資

料
等 2)

熊
本

市
･公

共
事

業
環

境
配

慮
指

針
に

基
づ

き
作

成
し

た
資

料
等

開
示

9
/
4

9
/
1
7

8/
21

●
西

熊
本

駅
説

明
会

等
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

平
成

26
年

6月
30

日
(月

)･
於

て
力

合
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･

説
明

会
開

催
時

の
｢J

R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

の
駅

前
広

場
区

域
変

更
｣に

関
す

る
説

明
会

で
の

議
事

会
議

録
。

2.
そ

の
時

の
市

民
住

民
か

ら
出

た
要

望
質

疑
等

の
内

容
を

、
後

日
行

な
わ

れ
た

･熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
、

熊
本

市
都

市
政

策
課

を
通

じ
て

、
ど

の
様

な
内

容
の

･市
民

住
民

か
ら

意
見

要
望

が
出

て
る

･と
し

て
、

市
都

市
計

画
審

議
会

に
提

出
し

た
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

。
3.

平
成

27
年

8月
12

日
(水

)･
於

て
力

合
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･

｢『
西

熊
本

駅
』及

び
周

辺
整

備
に

関
す

る
説

明
会

｣が
開

催
さ

れ
た

が
、

そ
の

時
説

明
に

使
用

し
た

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

一
式

。
但

し
、

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

一
ｺ
ﾏ

･ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

の
大

き
さ

は
、

A
4ま

た
は

A
3の

形
。

4.
熊

本
港

線
で

の
西

熊
本

駅
駅

前
広

場
へ

の
進

入
交

差
点

改
良

で
の

信
号

機
新

設
に

つ
い

て
、

熊
本

県
警

･交
通

管
理

者
と

の
話

し
合

い
を

以
前

か
ら

行
な

っ
て

い
た

･と
の

事
で

あ
る

が
、

何
時

か
ら

今
ま

で
の

期
間

、
ど

の
様

な
話

し
合

い
が

行
な

わ
れ

て
来

た
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

。
開

催
各

年
月

日
時

場
所

、
ど

の
様

な
相

互
の

資
料

に
基

づ
い

て
開

催
さ

れ
た

か
、

使
用

さ
れ

た
資

料
等

、
会

議
録

等
。

5.
熊

本
港

線
･幅

員
36

m
4斜

線
･の

西
熊

本
駅

駅
前

広
場

へ
の

進
入

退
出

交
差

点
付

近
の

上
下

車
両

の
一

日
交

通
量

と
、

右
折

左
折

す
る

車
両

の
予

測
の

一
日

交
通

量
･等

の
わ

か
る

資
料

。
6.

西
熊

本
駅

開
業

に
伴

っ
て

、
児

童
教

育
施

設
･力

合
中

学
校

正
門

前
の

道
路

･片
側

一
車

線
の

通
過

車
両

の
増

加
車

両
予

測
数

の
わ

か
る

資
料

等
。

7.
西

熊
本

駅
駅

前
広

場
は

、
熊

本
市

事
業

主
の

公
共

工
事

施
行

と
の

事
。

1)
こ

の
駅

前
広

場
の

総
工

事
費

の
わ

か
る

資
料

等
。

2)
熊

本
市

･公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

に
基

づ
き

作
成

し
た

資
料

等
。

8/
21

●
熊

本
市

景
観

審
議

会
公

募
委

員
の

公
募

委
員

選
考

が
行

な
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

選
考

の
第

1
次

･第
2次

･選
考

規
定

要
綱

等
2)

第
1次

･第
2次

･公
募

委
員

選
考

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
2.

熊
本

市
職

員
に

よ
る

選
考

委
員

だ
け

の
選

考
と

思
わ

れ
る

が
、

1)
第

1次
･第

2次
･全

選
考

委
員

の
氏

名
･役

職
名

の
わ

か
る

資
料

等
、

2)
第

1次
･全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

、
3)

第
2次

･全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

面
接

時
の

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
、

3.
熊

本
市

景
観

審
議

会
委

員
の

公
募

委
員

に
応

募
し

た
全

員
の

｢熊
本

ら
し

い
景

観
に

つ
い

て
｣の

題
名

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。
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4.
熊

本
港

線
で

の
西

熊
本

駅
駅

前
広

場
へ

の
進

入
交

差
点

改
良

で
の

信
号

機
新

設
に

つ
い

て
、

熊
本

県
警

･交
通

管
理

者
と

の
話

し
合

い
を

以
前

か
ら

行
っ

て
い

た
･と

の
事

で
あ

る
が

、
何

時
か

ら
今

ま
で

の
期

間
、

ど
の

よ
う

な
話

し
合

い
が

行
わ

れ
て

来
た

か
、

等
の

分
か

る
資

料
。

開
催

各
年

月
日

時
場

所
、

ど
の

よ
う

な
相

互
の

資
料

に
基

づ
い

て
開

催
さ

れ
た

か
、

使
用

さ
れ

た
資

料
等

、
会

議
録

等
。

不
開

示
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

9
/
4

5.
熊

本
港

線
･幅

員
36

m
4車

線
･の

西
熊

本
駅

駅
前

広
場

へ
の

進
入

退
出

交
差

点
付

近
の

右
左

折
す

る
車

両
の

予
測

の
一

日
交

通
量

･等
の

分
か

る
資

料
6.

西
熊

本
駅

開
業

に
伴

っ
て

、
児

童
教

育
施

設
･力

合
中

学
校

正
門

前
の

道
路

･片
側

一
車

線
の

通
過

車
両

の
増

加
車

両
予

測
数

の
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
4

52
5

8/
21

1.
広

聴
発

第
90

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･の
｢市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
｢今

回
、

○
○

様
か

ら
｢市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
･旧

春
日

寺
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

旧
｣に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
す

で
に

お
手

紙
で

回
答

し
て

お
り

ま
す

こ
と

か
ら

、
市

長
か

ら
の

回
答

は
控

え
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
｣

と
あ

る
が

、
昨

年
と

一
昨

年
と

今
回

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣の

内
容

が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

、
昨

年
と

一
昨

年
の

｢市
長

の
回

答
内

容
｣が

ど
の

様
に

同
じ

な
の

か
?の

わ
か

る
具

体
的

記
述

文
の

比
較

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

広
聴

課
第

90
号

･平
成

27
年

8月
18

日
付

･広
聴

課
長

名
の

｢市
長

の
手

紙
に

つ
い

て
｣に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
｢今

回
、

○
○

様
か

ら
｢市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
･旧

春
日

寺
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

旧
｣に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
す

で
に

お
手

紙
で

回
答

し
て

お
り

ま
す

こ
と

か
ら

、
市

長
か

ら
の

回
答

は
控

え
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

昨
年

と
一

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
内

容
が

ど
の

様
に

同
じ

な
の

か
、

昨
年

と
一

昨
年

の
｢市

長
の

回
答

内
容

｣が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

?の
わ

か
る

具
体

的
記

述
文

の
比

較
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
4

9
/
1
7

8/
21

●
西

熊
本

駅
説

明
会

等
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

平
成

26
年

6月
30

日
(月

)･
於

て
力

合
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･

説
明

会
開

催
時

の
｢J

R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

の
駅

前
広

場
区

域
変

更
｣に

関
す

る
説

明
会

で
の

議
事

会
議

録
。

2.
そ

の
時

の
市

民
住

民
か

ら
出

た
要

望
質

疑
等

の
内

容
を

、
後

日
行

な
わ

れ
た

･熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
、

熊
本

市
都

市
政

策
課

を
通

じ
て

、
ど

の
様

な
内

容
の

･市
民

住
民

か
ら

意
見

要
望

が
出

て
る

･と
し

て
、

市
都

市
計

画
審

議
会

に
提

出
し

た
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

。
3.

平
成

27
年

8月
12

日
(水

)･
於

て
力

合
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･

｢『
西

熊
本

駅
』及

び
周

辺
整

備
に

関
す

る
説

明
会

｣が
開

催
さ

れ
た

が
、

そ
の

時
説

明
に

使
用

し
た

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

一
式

。
但

し
、

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

一
ｺ
ﾏ

･ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

の
大

き
さ

は
、

A
4ま

た
は

A
3の

形
。

4.
熊

本
港

線
で

の
西

熊
本

駅
駅

前
広

場
へ

の
進

入
交

差
点

改
良

で
の

信
号

機
新

設
に

つ
い

て
、

熊
本

県
警

･交
通

管
理

者
と

の
話

し
合

い
を

以
前

か
ら

行
な

っ
て

い
た

･と
の

事
で

あ
る

が
、

何
時

か
ら

今
ま

で
の

期
間

、
ど

の
様

な
話

し
合

い
が

行
な

わ
れ

て
来

た
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

。
開

催
各

年
月

日
時

場
所

、
ど

の
様

な
相

互
の

資
料

に
基

づ
い

て
開

催
さ

れ
た

か
、

使
用

さ
れ

た
資

料
等

、
会

議
録

等
。

5.
熊

本
港

線
･幅

員
36

m
4斜

線
･の

西
熊

本
駅

駅
前

広
場

へ
の

進
入

退
出

交
差

点
付

近
の

上
下

車
両

の
一

日
交

通
量

と
、

右
折

左
折

す
る

車
両

の
予

測
の

一
日

交
通

量
･等

の
わ

か
る

資
料

。
6.

西
熊

本
駅

開
業

に
伴

っ
て

、
児

童
教

育
施

設
･力

合
中

学
校

正
門

前
の

道
路

･片
側

一
車

線
の

通
過

車
両

の
増

加
車

両
予

測
数

の
わ

か
る

資
料

等
。

7.
西

熊
本

駅
駅

前
広

場
は

、
熊

本
市

事
業

主
の

公
共

工
事

施
行

と
の

事
。

1)
こ

の
駅

前
広

場
の

総
工

事
費

の
わ

か
る

資
料

等
。

2)
熊

本
市

･公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

に
基

づ
き

作
成

し
た

資
料

等
。
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52
6

8/
24

3.
広

聴
発

第
89

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢熊
本

県
農

業
試

験
場

跡
地

の
利

活
用

｣
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

す
で

に
お

手
紙

で
回

答
し

て
お

り
ま

す
こ

と
か

ら
、

市
長

か
ら

の
回

答
は

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

｣
と

あ
る

が
、

昨
年

と
今

回
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣
の

内
容

が
ど

の
様

に
同

じ
な

の
か

、
の

わ
か

る
具

体
的

記
述

文
の

比
較

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

3.
広

聴
発

第
89

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･広

聴
課

長
名

･｢
市

長
へ

の
手

紙
｣を

い
た

だ
き

、
内

容
を

拝
見

し
、

関
係

担
当

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

｢熊
本

県
農

業
試

験
場

跡
地

の
利

活
用

｣
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

昨
年

度
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
す

で
に

お
手

紙
で

回
答

し
て

お
り

ま
す

こ
と

か
ら

、
市

長
か

ら
の

回
答

は
控

え
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

昨
年

と
今

年
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
内

容
が

、
ど

の
よ

う
に

同
じ

な
の

か
、

の
わ

か
る

具
体

的
記

述
文

の
比

較
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
4

9
/
1
7

52
7

8/
25

平
成

27
年

8月
12

日
開

札
･下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
3号

感
染

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
30

2工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

3号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

30
2工

区
)の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1

9
/
3

52
8

8/
25

平
成

27
年

8月
12

日
開

札
･水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
藤

山
城

南
工

業
団

地
付

近
φ

15
0･

75
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

●
南

区
城

南
町

藤
山

城
南

工
業

団
地

付
近

φ
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書

開
示

8
/
2
8

9
/
3

52
9

8/
26

平
成

27
年

8月
12

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(四
方

寄
工

区
)道

路
改

良
工

事
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
調

整
池

築
造

工
事

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(四

方
寄

工
区

)道
路

改
良

工
事

･一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
調

整
池

築
造

工
事

開
示

8
/
3
1

9
/
3

53
0

8/
26

道
路

の
判

定
 0

5-
29

3号
 0

1-
11

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

5-
29

3号
 0

1-
11

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
7

8
/
2
7
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53
1

8/
27

平
成

26
年

8月
27

日
開

札
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
1号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
38

工
区

)
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

38
工

区
)

上
記

の
金

入
変

更
設

計
書

開
示

9
/
7

9
/
7

53
2

8/
27

判
定

番
号

 0
0-

22
9号

 全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ 
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

判
定

番
号

 0
0-

22
9号

 全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ 
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
8

9
/
1
5

53
3

8/
27

道
路

位
置

指
定

 昭
和

57
年

9月
20

日
熊

本
市

指
令

(計
建

)第
54

号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 昭
和

57
年

9月
20

日
熊

本
市

指
令

(計
建

)第
54

号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
8

8
/
2
8

53
4

8/
28

市
道

上
南

部
2丁

目
御

領
3丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

九
次

の
金

入
り

設
計

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

上
南

部
2丁

目
御

領
3丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

(金
額

入
)

開
示

9
/
1

9
/
7

53
5

8/
28

一
般

県
道

小
池

竜
田

線
(御

領
工

区
)舗

装
打

換
工

事
の

金
入

り
設

計
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
。

(開
札

日
20

15
年

7月
8日

の
も

の
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･平
成

27
年

度
 一

般
県

道
小

池
竜

田
線

(御
領

工
区

)舗
装

打
換

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

8
/
3
1

9
/
7

53
6

8/
28

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(小

峯
工

区
)舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

度
 一

般
県

道
戸

島
熊

本
線

(小
峯

工
区

)舗
装

補
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1

9
/
7

53
7

8/
28

熊
本

市
(水

運
用

課
)が

20
14

年
及

び
20

15
年

に
契

約
締

結
し

た
電

気
設

備
点

検
業

務
委

託
に

か
か

る
仕

様
書

上
下

水
道

局
水

運
用

課

平
成

26
年

度
 健

軍
水

源
地

外
4箇

所
電

気
設

備
点

検
業

務
委

託
上

記
の

仕
様

書
及

び
公

告
文

開
示

8
/
3
1

9
/
5

53
8

8/
28

熊
本

市
(植

木
病

院
事

務
局

)が
20

15
年

に
契

約
締

結
し

た
自

家
用

電
気

工
作

物
保

安
管

理
業

務
に

か
か

る
仕

様
書

及
び

入
札

公
告

の
内

容
が

分
か

る
文

書

病
院

局
植

木
病

院

熊
本

市
(植

木
病

院
事

務
局

)が
20

15
年

に
契

約
締

結
し

た
自

家
用

電
気

工
作

物
保

安
管

理
業

務
に

か
か

る
仕

様
書

及
び

入
札

公
告

の
内

容
が

分
か

る
文

書
開

示
9
/
2

9
/
4
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53
9

8/
28

平
成

27
年

8月
19

日
開

札
･管

路
維

持
課

大
和

暖
地

汚
水

管
渠

(本
管

)改
修

工
事

(第
18

-2
76

02
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

(本
管

)改
修

工
事

(第
18

-2
76

02
工

区
)の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2

9
/
3

54
0

8/
28

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 9

9年
05

7号
(全

部
)

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 9

9年
第

05
7号

(全
部

) 
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
3
1

8
/
3
1

54
1

8/
28

①
道

路
の

判
定

･判
定

番
号

 0
5-

71
号

 ･
05

-7
1-

01
～

08
.J

P
G

･協
定

書
(開

示
対

象
で

あ
れ

ば
) 

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

②
位

置
指

定
台

帳
･指

定
番

号
 S

51
-1

23
 ･

S
51

-1
23

-0
1～

04
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

路
の

判
定

 ･
判

定
番

号
 0

5-
71

号
 ･

05
-

71
-0

1～
08

.J
P
G

 ･
協

定
書

(開
示

対
象

で
あ

れ
ば

) 
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

②
位

置
指

定
台

帳
 ･

指
定

番
号

 S
51

-1
23

 ･
S5

1-
12

3-
01

～
04

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
3
1

未
受

取

54
2

8/
28

｢熊
本

市
東

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

｣の
応

募
時

の
提

案
書

の
内

容
を

教
え

て
下

さ
い

。
現

在
指

定
を

受
け

て
い

る
法

人
(団

体
)が

応
募

の
際

に
提

出
し

た
申

請
書

類
の

う
ち

の
提

案
書

環
境

局
東

部
環

境
工

場

平
成

22
年

指
定

管
理

者
公

募
に

あ
た

っ
て

提
出

し
た

申
請

書
類

･事
業

計
画

･企
画

事
業

計
画

･事
業

計
画

に
関

す
る

収
支

予
算

書
･企

画
事

業
収

支
予

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
0
/
8

1
1
/
1
1

54
3

9/
1

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
02

-0
34

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
02

-0
34

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
8

54
4

9/
1

平
成

27
年

8/
1～

8/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

8月
1日

か
ら

8月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

9
/
2

9
/
1
0

119



54
5

9/
1

別
紙

記
事

に
あ

る
平

成
27

.8
.1

8付
け

の
決

裁
書

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

27
年

8月
18

日
付

け
の

裁
決

書

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

9
/
1
1

54
6

9/
1

別
紙

記
事

に
あ

る
本

人
と

管
理

監
督

者
宛

の
者

両
方

に
つ

い
て

、
平

成
25

.6
.2

8の
処

分
理

由
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

25
.6

.2
8の

処
分

理
由

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
1
1

9
/
1
7

54
7

9/
1

平
成

27
年

8月
1日

～
平

成
27

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

8月
1日

か
ら

平
成

27
年

8月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

9
/
3

9
/
7

54
8

9/
1

金
入

り
設

計
書

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ2

号
橋

上
部

工
(P

3～
A

2)
工

事

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･｢
金

入
り

設
計

書
｣

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ2

号
橋

上
部

工
(P

3～
A

2)
工

事
開

示
9
/
7

9
/
8

54
9

9/
2

平
成

27
年

8月
20

日
開

札
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 渡

鹿
3丁

目
渡

鹿
2丁

目
第

1号
線

道
路

維
持

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

渡
鹿

3丁
目

渡
鹿

2丁
目

第
1号

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
8

9
/
1
1

55
0

9/
2

平
成

27
年

8月
5日

開
札

熊
本

市
都

市
建

設
局

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室
｢都

市
計

画
道

路
 花

園
池

亀
線

橋
梁

下
部

工
工

事
(A

1)
｣

上
記

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

花
園

池
亀

線
橋

梁
下

部
工

工
事

(A
l)
 金

入
設

計
書

開
示

9
/
4

9
/
9

55
1

9/
2

平
成

27
年

8月
21

日
開

札
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 内

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

築
造

(土
木

)外
工

事
(5

60
1工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

27
年

8月
21

日
開

札
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 内

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

築
造

(土
木

)外
工

事
(5

60
1工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
7

9
/
7
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55
2

9/
2

①
05

年
第

09
8号

 道
路

判
定

･協
定

書
②

13
年

第
29

3号
 道

路
判

定
･協

定
書

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
05

年
第

09
8号

 道
路

判
定

 ･
協

定
書

②
13

年
第

29
3号

 道
路

判
定

 ･
協

定
書

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
3

9
/
7

55
3

9/
2

市
道

 旭
町

鰐
瀬

線
外

1路
線

道
路

側
溝

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

旭
町

鰐
瀬

線
外

1路
線

道
路

側
溝

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
7

9
/
9

121



55
3-

2
9/

2

･北
区

植
木

町
有

住
太

神
社

付
近

φ
10

0･
75

･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

(水
道

整
備

課
工

事
第

三
班

)
･中

央
区

水
前

寺
3丁

目
33

番
付

近
φ

20
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

(水
道

整
備

課
工

事
第

一
班

)
金

額
入

工
事

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
有

住
太

神
社

付
近

φ
10

0･
75

･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

･中
央

区
水

前
寺

3丁
目

33
番

付
近

φ
20

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
9
/
1
0

9
/
1
1

55
4

9/
3

20
15

年
3月

16
日

議
会

棟
特

別
応

接
室

で
あ

っ
た

食
肉

関
係

業
者

と
県

流
通

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
の

機
能

移
転

に
関

す
る

調
印

式
の

内
容

を
記

録
し

た
会

議
録

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

発
言

録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
4

9
/
8

55
5

9/
3

老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(6

工
区

)
金

額
入

工
事

設
計

書
上

下
水

道
局

水
相

談
課

･老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(6

工
区

)
金

額
入

工
事

設
計

書
開

示
9
/
7

9
/
1
0

55
6

9/
3

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
法

成
寺

船
道

路
改

良
工

事
(そ

の
1)

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

 (
H

27
)都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

法
成

寺
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

1)
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
7

9
/
9

55
7

9/
3

中
央

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

㈱
に

対
す

る
馬

処
理

施
設

の
補

助
金

等
に

関
す

る
予

算
書

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

㈱
熊

本
中

央
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
対

す
る

馬
処

理
施

設
の

補
助

金
等

に
関

す
る

予
算

書

開
示

9
/
1
5

9
/
1
7

55
8

9/
3

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 H
05

-0
19

(h
05

-0
19

-0
1～

h0
5-

01
9-

04
)

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
05

-0
19

(h
05

-
01

9-
01

～
h0

5-
01

9-
04

)
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
7

9
/
8

122



55
9

9/
3

20
19

年
に

開
催

さ
れ

る
ﾗ
ｸ
ﾞﾋ

ﾞｰ
ﾜ
ｰ

ﾙ
ﾄﾞ

ｶ
ｯ
ﾌ
ﾟの

誘
致

に
か

ら
み

、
熊

本
市

が
支

出
し

た
公

費
の

総
額

と
内

訳
、

支
出

の
時

期
が

分
か

る
文

書
、

及
び

、
支

出
の

う
ち

外
部

と
の

契
約

関
係

に
基

づ
く

も
の

が
あ

れ
ば

、
そ

の
契

約
書

。
契

約
書

に
つ

い
て

は
、

契
約

後
に

金
額

の
変

更
が

あ
れ

ば
変

更
届

も
お

願
い

し
ま

す
。

観
光

文
化

交
流

局 M
IC

E
推

進
課

ﾗ
ｸ
ﾞﾋ

ﾞｰ
ﾜ
ｰ

ﾙ
ﾄﾞ

ｶ
ｯ
ﾌ
ﾟ2

01
9熊

本
招

致
に

伴
う

負
担

金
、

啓
発

看
板

除
幕

式
業

務
委

託
、

開
催

都
市

立
候

補
地

向
け

合
同

説
明

会
参

加
旅

費
等

に
係

る
文

書
及

び
関

係
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
4

9
/
1
7

郵
送

56
0

9/
3

20
19

年
に

開
催

さ
れ

る
ﾗ
ｸ
ﾞﾋ

ﾞｰ
ﾜ
ｰ

ﾙ
ﾄﾞ

ｶ
ｯ
ﾌ
ﾟの

誘
致

に
か

ら
み

、
熊

本
市

が
支

出
し

た
公

費
の

総
額

と
内

訳
、

支
出

の
時

期
が

分
か

る
文

書
、

及
び

、
支

出
の

う
ち

外
部

と
の

契
約

関
係

に
基

づ
く

も
の

が
あ

れ
ば

、
そ

の
契

約
書

。
契

約
書

に
つ

い
て

は
、

契
約

後
に

金
額

の
変

更
が

あ
れ

ば
変

更
届

も
お

願
い

し
ま

す
。

観
光

文
化

交
流

局 ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

20
19

年
に

開
催

さ
れ

る
ﾗ
ｸ
ﾞﾋ

ﾞｰ
ﾜ
ｰ

ﾙ
ﾄﾞ

ｶ
ｯ
ﾌ
ﾟの

誘
致

に
か

ら
み

、
本

市
が

支
出

し
た

公
費

の
総

額
と

内
訳

、
支

出
の

時
期

が
分

か
る

文
書

及
び

、
支

出
う

ち
外

部
と

の
契

約
関

係
に

基
づ

く
も

の
が

あ
れ

ば
、

そ
の

契
約

書
。

契
約

書
に

つ
い

て
は

、
契

約
後

に
金

額
 の

変
更

が
あ

れ
ば

変
更

届
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
4

9
/
1
7

56
1

9/
3

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

枝
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

8工
区

)
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
8

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
7

9
/
8

56
2

9/
4

道
路

判
定

判
定

番
号

 1
1-

35
4-

01
～

08
･協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

 H
35

4-
01

～
08

 ･
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
7

9
/
2
9

56
3

9/
4

･道
等

の
判

定
調

査
書

判
定

年
月

日
 平

成
25

年
11

月
28

日
判

定
番

号
 1

3年
第

21
8号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

判
定

年
月

日
 平

成
25

年
11

月
28

日
判

定
番

号
 1

3年
第

21
8号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
7

9
/
8

56
4

9/
4

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

建
設

第
3期

外
溝

工
事

金
入

り
内

訳
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

建
設

第
3期

外
構

工
事

金
入

り
内

訳
書

開
示

9
/
8

9
/
1
1

56
5

9/
4

●
平

成
27

年
8月

27
日

開
札

◎
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課 ･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
t区

道
路

改
良

工
事

そ
の

4
上

記
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

4
金

入
設

計
書

開
示

9
/
8

9
/
1
1
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56
6

9/
4

平
成

27
年

8月
27

日
開

札
◎

下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

30
3工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

1工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

8工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
6号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
9工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

20
9工

区
)

上
記

5件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

30
3工

区
)

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

48
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

1工
区

)
都

市
計

画
事

業
 阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

8工
区

)
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
6号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
9工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

20
9工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
9

9
/
1
1

56
7

9/
7

平
27

.3
.1

6に
開

か
れ

た
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

調
印

式
に

お
い

て
収

録
さ

れ
た

IC
ﾚ
ｺ
ｰ

ﾀ
ﾞｰ

の
音

声
ま

た
は

、
音

を
お

こ
し

た
会

話
の

内
容

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

関
連

の
調

印
式

発
言

録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
9

9
/
1
1

56
8

9/
7

教
育

委
員

会
平

成
27

年
度

工
事

名
 植

木
北

中
学

校
給

食
搬

入
口

新
築

工
事 上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

1式
(工

事
内

訳
)

種
目

別
内

訳
書

･科
目

別
内

訳
書

･細
目

別
内

訳
書

･共
通

仮
設

費
の

内
訳

書

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

植
木

北
中

学
校

給
食

搬
入

口
新

築
工

事
金

入
設

計
書

1式

開
示

9
/
1
1

9
/
1
1

56
9

9/
7

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
(建

)第
20

4号
沼

山
津

○
○

○
○

-○
他

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
(建

)第
20

4号
沼

山
津

○
○

○
○

-○
他

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
1
0

57
0

9/
7

統
一

地
方

選
挙

で
、

無
投

票
選

挙
に

な
っ

た
選

挙
の

選
挙

公
報

の
原

本
･該

当
選

挙
:平

成
27

年
度

執
行

熊
本

市
議

会
議

員
一

般
選

挙
･該

当
区

:北
区

選
挙

区
･対

象
文

書
:公

報
を

作
成

す
る

基
と

な
る

掲
載

文

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

平
成

27
年

4月
3日

告
示

 熊
本

市
議

会
議

員
北

区
選

挙
区

一
般

選
挙

に
か

か
る

選
挙

公
報

掲
載

文
開

示
9
/
1
5

1
0
/
5

郵
送
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57
1

9/
7

熊
本

市
営

業
許

可
取

得
店

舗
一

覧
※

熊
本

市
H

P
に

提
出

済
の

P
D

F
資

料
を

ｴ
ｸ
ｾ

ﾙ
形

式
で

提
供

い
た

だ
き

た
い

9月
7日

現
在

の
も

の
健

康
福

祉
子

ど
も

局 食
品

保
健

課

熊
本

市
営

業
許

可
取

得
店

舗
一

覧
※

熊
本

市
H

P
に

掲
出

済
み

の
P
D

F
資

料
を

ｴ
ｸ

ｾ
ﾙ

形
式

で
提

供
希

望
(9

月
7日

現
在

の
も

の
)

計
8,

39
7件

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
27

年
9月

7
日

16
:0

0

開
示

9
/
1
5

9
/
2
8

郵
送

57
2

9/
8

○
○

○
○

○
○

○
○

(熊
本

市
南

区
御

幸
笛

田
7丁

目
○

○
-○

○
)

開
設

許
可

、
開

設
届

出
一

式
の

開
示

願
い

ま
す

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

○
○

○
○

○
○

○
○

(熊
本

市
南

区
御

幸
笛

田
7丁

目
○

○
-○

○
)

開
設

の
許

可
、

開
設

届
出

一
式

の
開

示

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
6

9
/
2
4

57
3

9/
8

◎
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-2

00
号

 0
1.

jp
g～

05
.j
pg

5枚
ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

◎
道

路
判

定
判

定
番

号
･0

9-
28

6号
 0

1.
jp

g～
08

.j
pg

 8
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

･0
9-

33
7号

 0
1.

jp
g～

10
.j
pg

 1
0枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

･0
8-

01
1号

 0
1.

jp
g～

11
.j
pg

 1
1枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

･1
0-

18
2号

 0
1.

jp
g～

11
.j
pg

 1
1枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

44
-2

00
号

01
.j
pg

～
05

jp
g 

5枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

●
道

路
判

定
 判

定
番

号
09

-2
86

号
 0

1j
pg

～
08

jp
g 

8枚
99

-3
37

号
 0

1j
pg

～
10

jp
g 

10
枚

08
-0

11
号

 0
1.

jp
g～

11
jp

g 
11

枚
10

-1
82

号
 0

1.
jp

g～
11

jp
g 

11
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
9

9
/
1
0

57
4

9/
8

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

の
う

ち
、

周
辺

見
取

図
(1

:2
00

0程
度

)お
よ

び
建

物
配

置
図

(1
:5

00
程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
･ﾄ

ﾞﾗ
ｯ
ｸ
ﾞｺ

ｽ
ﾓ

ｽ
武

蔵
ヶ

丘
店

･(
仮

称
)○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

大
店

立
地

法
に

基
づ

く
届

出
書

の
添

付
資

料
の

う
ち

｢周
辺

見
取

図
｣及

び
｢建

物
配

置
図

｣
･○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

･(
仮

称
)○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

開
示

9
/
1
1

9
/
2
4

郵
送

57
5

9/
8

南
区

城
南

町
島

田
(才

木
公

民
館

付
近

)φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
島

田
(才

木
公

民
館

付
近

)φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
設

計
金

額
入

工
事

設
計

書
開

示
9
/
1
0

9
/
1
1

57
6

9/
8

平
成

27
年

度
工

事
名

 龍
田

西
小

学
校

児
童

育
成

ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞ新

築
工

事
(本

体
の

み
)

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
種

目
別

内
訳

書
･科

目
別

内
訳

書
･細

目
別

内
訳

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 青

少
年

育
成

課

平
成

27
年

度
 龍

田
西

小
学

校
児

童
育

成
ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞ

新
築

工
事

工
事

内
訳

書
(種

目
別

内
訳

、
科

目
別

内
訳

、
細

目
別

内
訳

、
別

紙
明

細
)

開
示

9
/
1
0

9
/
1
1

57
7

9/
8

道
路

位
置

指
定

昭
和

62
-0

16
･実

測
平

面
図

･地
籍

測
量

図

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 昭
和

62
-0

16
  

･実
測

平
面

図
 ･

地
積

測
量

図
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
9

9
/
1
0
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57
8

9/
9

熊
本

市
注

億
上

通
町

○
-○

　
○

○
○

○
○

○
｢○

○
○

○
○

○
○

｣
開

設
以

降
、

届
出

が
あ

る
医

師
名

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

熊
本

市
中

央
区

上
通

町
○

-○
　

○
○

○
○

○
○ ｢○

○
○

○
○

○
○

｣
開

設
以

降
、

届
出

が
あ

る
医

師
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
1
8

57
9

9/
9

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
6丁

目
20

番
付

近
φ

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
変

更
後

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

中
央

区
水

前
寺

6丁
目

20
番

付
近

φ
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

(変
更

後
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
1
0

9
/
1
1

58
0

9/
9

熊
本

市
北

区
植

木
町

滴
水

91
5番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
滴

水
91

5番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
1
5

9
/
3
0

58
1

9/
9

判
定

番
号

 0
2-

54
1-

00
0 

-0
2 

-0
3 

-0
5～

-1
4

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

判
定

番
号

 0
2-

54
1-

02
 -

03
 -

05
～

-1
4 

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
0

9
/
1
0

58
2

9/
10

･都
市

計
画

道
路

3･
3･

10
子

飼
新

大
江

線
4斜

線
化

 2
01

6年
3月

開
通

予
定

 0
.4

9ｋ
m

(所
管

課
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

)
上

記
の

道
路

平
面

図
※

1/
10

00
～

1/
50

00
程

度
の

縮
尺

で
周

辺
道

路
と

の
関

わ
り

が
わ

か
り

、
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

(平
成

27
度

末
供

用
予

定
 4

90
m

区
間

)平
面

図

開
示

9
/
2
4

1
0
/
1

郵
送

58
2-

2
9/

10

･都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

の
完

成
後

の
道

路
形

状
が

分
か

る
平

面
図

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

(平
成

27
度

末
供

用
予

定
 4

90
m

区
間

)平
面

図

開
示

9
/
2
4

1
0
/
1

郵
送

58
3

9/
10

平
成

27
年

9月
2日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 健

軍
町

第
36

号
線

外
1路

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

9月
2日

開
札

市
道

 健
軍

町
第

36
号

線
外

1路
線

舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
1
1

9
/
1
6

58
4

9/
10

平
成

27
年

9月
2日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
旧

天
明

新
川

堤
防

補
強

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

旧
天

明
新

川
堤

防
補

強
工

事
(金

入
設

計
書

)

開
示

9
/
1
4

9
/
1
6
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58
5

9/
10

H
26

～
H

27
年

度
に

ｺ
ﾝ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ｱ

ﾝ
ｽ
担

当
監

が
実

施
し

た
職

員
に

対
す

る
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
票

。
(ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄの

主
旨

を
ふ

ま
え

、
回

答
者

の
所

属
や

氏
名

は
必

要
な

く
、

回
答

の
内

容
と

件
数

を
は

あ
く

し
た

い
)

総
務

局
人

事
課

ｺ
ﾝ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ｱ

ﾝ
ｽ
推

進
室

H
26

～
H

27
年

度
ｺ
ﾝ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ｱ

ﾝ
ｽ
担

当
監

が
実

施
し

た
職

員
に

対
す

る
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
票

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
2
4

58
6

9/
10

･熊
本

市
中

央
区

古
壷

川
2丁

目
○

-○
○

 社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

○
 理

事
長

 ○
○

○
○ 上

記
の

者
が

｢熊
本

県
社

会
福

祉
施

設
耐

震
化

等
特

別
対

策
事

業
費

｣に
係

る
事

前
協

議
書

を
提

出
し

た
際

の
建

設
用

地
に

関
す

る
も

の
。

ど
の

地
番

に
建

設
予

定
か

わ
か

る
も

の
。

ｶ
ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

健
康

福
祉

子
ど

も
局 子

ど
も

支
援

課

熊
本

市
中

央
区

壺
川

2丁
目

○
-○

○
 ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

理
事

長
 ○

○
○

○
上

記
の

者
が

「熊
本

市
社

会
福

祉
施

設
等

耐
震

化
等

特
別

対
策

事
業

費
補

助
金

」申
請

し
た

際
に

提
出

し
た

建
設

用
地

に
関

す
る

も
の

。
・特

に
、

建
設

予
定

の
用

地
地

番
「熊

本
県

社
会

福
祉

施
設

耐
震

化
等

特
別

対
策

事
業

費
」に

係
る

事
前

協
議

書
を

提
出

し
た

際
の

建
設

用
地

に
関

す
る

も
の

。

開
示

9
/
1
7

9
/
1
8

58
7

9/
10

･主
要

地
方

道
38

号
宇

土
甲

佐
線

(富
合

～
城

南
) 

20
15

年
6月

開
通

 1
.6

km
(所

管
課

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

)
上

記
の

道
路

平
面

図
※

1/
10

00
～

1/
50

00
程

度
の

縮
尺

で
周

辺
道

路
と

の
関

わ
り

が
わ

か
り

、
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

縮
尺

に
関

し
て

は
1/

50
0、

ま
た

方
位

に
関

し
て

は
周

辺
道

路
と

の
関

わ
り

が
分

か
る

の
で

あ
れ

ば
記

載
さ

れ
て

お
ら

ず
と

も
よ

い

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
38

号
宇

土
甲

佐
線

(富
合

～
城

南
)

20
15

年
6月

開
通

1.
6k

m
(所

管
課

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

)

開
示

9
/
1
5

1
0
/
1

郵
送

58
8

9/
10

･市
道

室
園

町
第

22
号

線
 2

01
5年

2月
開

通
0.

27
km

(所
管

課
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

)
上

記
の

道
路

平
面

図
※

1/
10

00
～

1/
50

00
程

度
の

縮
尺

で
周

辺
道

路
と

の
関

わ
り

が
わ

か
り

、
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

縮
尺

に
関

し
て

は
1/

50
0、

ま
た

方
位

に
関

し
て

は
周

辺
道

路
と

の
関

わ
り

が
分

か
る

の
で

あ
れ

ば
記

載
さ

れ
て

お
ら

ず
と

も
よ

い

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 室
園

町
第

22
号

線
20

15
年

2月
開

通
0.

27
km

道
路

平
面

図

開
示

9
/
1
7

1
0
/
1

郵
送

58
9

9/
10

･平
成

27
年

6月
供

用
開

始
 宇

土
甲

佐
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

工
事

約
1.

6k
m

区
間

の
完

成
後

の
道

路
形

状
が

分
か

る
平

面
図

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

27
年

6月
供

用
開

始
 宇

土
甲

佐
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟ

ｽ
工

事
約

1.
6k

m
区

間
の

完
成

形
の

道
路

形
状

が
分

か
る

平
面

図
開

示
9
/
1
5

1
0
/
1

郵
送

59
0

9/
10

･室
園

町
第

25
号

線
と

麻
生

田
1丁

目
第

1号
線

の
供

用
開

始
区

間
及

び
区

域
変

更
図

面
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

･室
園

町
第

25
号

線
及

び
室

園
町

麻
生

田
1丁

目
第

1号
線

の
供

用
開

始
区

間
及

び
区

域
変

更
図

面
開

示
9
/
1
6

1
0
/
1

郵
送
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59
1

9/
10

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
47

-0
24

 S
47

-0
24

-0
1～

04
指

定
番

号
 S

46
-1

16
 S

46
-1

16
-0

1～
04

指
定

番
号

 S
42

-1
66

 S
42

-1
66

-0
1～

05
指

定
番

号
 S

46
-1

17
 S

46
-1

17
-0

1～
04

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

指
定

番
号

 S
47

-0
24

 S
47

-0
24

-0
1～

04
指

定
番

号
 S

42
-1

66
 S

42
-1

66
-0

1～
05

指
定

番
号

 S
46

-1
16

 S
46

-1
16

-0
1～

04
指

定
番

号
 S

46
-1

17
 S

46
-1

17
-0

1～
04

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

9
/
1
5

59
2

9/
10

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
8月

18
日

よ
り

20
15

年
9月

10
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
8月

18
日

か
ら

20
15

年
9月

10
日

ま
で

開
示

9
/
1
4

9
/
1
6

59
3

9/
11

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

17
2号

全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

17
2号

全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
1

9
/
1
4

59
4

9/
11

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
6月

11
日

～
7月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
6月

11
日

～
平

成
27

年
7月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
4

9
/
1
5

59
5

9/
11

道
路

の
判

定
03

年
第

50
8号

 年
月

日
平

成
15

年
12

月
5日

全
部

 協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

3年
第

50
8号

 年
月

日
 平

成
15

年
12

月
5日

全
部

 協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
5

9
/
1
6

59
6

9/
11

14
-0

15
(全

部
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

14
-0

15
(全

部
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
1
5

9
/
1
5

59
7

9/
11

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

9-
11

9 
平

成
21

年
度

09
-1

19
-0

1 
09

-1
19

-0
2 

09
-1

19
-0

3 
09

-
11

9-
04

 0
9-

11
9-

05
 0

9-
11

9-
06

 0
9-

11
9-

07
 0

9-
11

9-
08

 0
9-

11
9-

09
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
09

-1
19

 平
成

21
年

度 09
-1

19
-0

1 
09

-1
19

-0
2 

09
-1

19
-0

3 
09

-
11

9-
04

 0
9-

11
9-

05
 0

9-
11

9-
06

 0
9-

11
9-

07
 0

9-
11

9-
08

 0
9-

11
9-

09
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
1
5
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59
8

9/
11

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
一

覧
平

成
27

年
3月

1日
か

ら
平

成
27

年
8月

31
日

の
間

に
新

規
で

営
業

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

全
て

(既
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
)

＜
項

目
＞

店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

･法
人

電
話

番
号

･法
人

代
表

者
名

)、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

健
康

福
祉

子
ど

も
局 食

品
保

健
課

平
成

27
年

3月
1日

か
ら

平
成

27
年

8月
31

日
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
で

許
可

を
受

け
た

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
企

業
種

の
全

施
設

の
一

覧
(既

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

)
計

68
8件

項
目

:店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
･法

人
電

話
番

号
･法

人
代

表
者

名
)、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

27
年

9月
16

日
 1

3:
30

開
示

9
/
1
8

1
0
/
2

郵
送

59
9

9/
14

(○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
)管

理
者

、
施

設
長

、
責

任
者

開
示

願
い

ま
す

※
(平

成
20

年
6月

開
設

時
～

平
成

27
年

度
迄

)
平

成
20

年
6月

1日
開

設
時

＜
管

理
者

 ○
○

○
○

＞
＜

施
設

長
 ○

○
○

○
＞

＜
責

任
者

 ○
○

○
○

○
＞

と
記

憶
し

て
い

ま
す

(契
約

書
記

載
)

特
に

、
今

回
重

要
視

し
て

い
る

期
間

は
、

平
成

20
年

～
平

成
24

年
、

25
年

で
す

※
開

設
時

か
ら

、
分

か
り

ま
し

た
ら

開
示

願
い

ま
す

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

 (
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

)管
理

者
、

施
設

長
、

責
任

者
開

示
願

い
ま

す
※

 (
平

成
20

年
6月

開
設

時
～

平
成

27
年

度
迄

)
平

成
20

年
6月

1日
開

設
時

(管
理

者
)○

○
○

○
(施

設
長

)○
○

○
○

(責
任

者
)○

○
○

○
と

記
憶

し
て

い
ま

す
。

(契
約

書
記

載
)

特
に

今
回

重
要

旨
し

て
い

る
期

間
は

平
成

20
年

～
平

成
24

年
、

25
年

で
す

。
※

開
設

時
か

ら
、

分
か

り
ま

し
た

ら
開

示
願

い
ま

す
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
2
4

(○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
)管

理
者

、
施

設
長

、
責

任
者

開
示

願
い

ま
す

※
 (

平
成

20
年

6月
開

設
時

～
平

成
27

年
度

迄
)

平
成

20
年

6月
1日

開
設

時
(管

理
者

)○
○

○
○

(施
設

長
)○

○
○

○
(責

任
者

〉○
○

○
○

○
と

記
憶

し
て

い
ま

す
。

(契
約

書
記

載
)

特
に

今
回

重
要

旨
し

て
い

る
期

間
は

平
成

20
年

～
平

成
24

年
、

25
年

で
す

。
※

開
設

時
か

ら
、

分
か

り
ま

し
た

ら
開

示
願

い
ま

す
。

開
示

9
/
2
4

9
/
2
4

60
0

9/
14

道
路

位
置

指
定

①
S3

8-
06

1 
01

～
05

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
②

S4
1-

12
6 

01
～

05
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

①
S3

8-
06

1 
01

～
05

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
②

S4
1-

12
6 

01
～

05
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
5

9
/
1
6

60
1

9/
14

･平
成

27
年

7月
1日

か
ら

平
成

27
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
区

政
推

進
課

平
成

27
年

 7
月

 1
日

か
ら

平
成

27
年

 8
月

31
日

ま
で

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

1
0
/
1

郵
送

129



60
2

9/
14

道
路

の
判

定
07

年
第

12
4号

(全
部

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

7年
第

12
4号

(全
部

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
1
6

60
3

9/
15

道
路

判
定

:1
5-

11
2号

00
1～

00
6

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

:1
5-

11
2号

 0
01

～
00

6 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
1
6

9
/
1
7

60
4

9/
15

○
○

○
○

が
H

27
年

8/
27

、
9/

7、
9/

8に
政

治
倫

理
審

査
会

･懇
談

会
に

提
出

し
た

意
見

書
計

3通 ｢調
印

式
に

お
け

る
出

席
議

員
の

言
動

並
び

に
市

執
行

部
の

対
応

に
つ

い
て

｣の
意

見
書

総
務

局
総

務
厚

生
課

○
○

○
○

○
○

○
が

、
平

成
27

年
8月

27
日

、
9月

7日
、

 9
月

8日
に

政
治

倫
理

審
査

会
･懇

談
会

に
提

出
し

た
意

見
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
9

1
0
/
5

60
5

9/
15

位
置

指
定

道
路

書
類

一
式

S5
2-

10
9 

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

位
置

指
定

道
路

書
類

一
式

 S
52

-1
09

 ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

1
0
/
2
2

60
6

9/
15

道
路

判
定

05
-4

92
-0

1～
09

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
5-

49
2-

01
～

09
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
1
7

60
7

9/
16

南
区

城
南

町
富

士
山

城
南

工
業

団
地

付
近

φ
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

●
南

区
材

南
町

藤
山

城
南

工
業

団
地

付
近

φ
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
開

示
9
/
1
7

9
/
3
0

60
8

9/
16

京
町

台
保

育
園

冷
暖

房
及

び
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

扇
設

備
改

修
工

事
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

設
備

課

京
町

台
保

育
園

冷
暖

房
及

び
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

扇
設

備
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
7

9
/
2
9

60
9

9/
16

道
路

位
置

指
定

S5
4-

04
1-

01
 -

02
 -

03
 -

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
54

04
1-

01
 -

02
 -

03
 -

04
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
1
7

61
0

9/
16

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 1

3年
第

21
8号

(全
部

)
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 1

3年
第

21
8号

(全
部

)
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
1
6

9
/
1
7

61
1

9/
16

旧
天

明
川

新
川

堤
防

補
強

工
事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

旧
天

明
新

川
堤

防
補

強
工

事
(金

入
設

計
書

)

開
示

9
/
1
6

9
/
2
8

郵
送
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61
2

9/
17

平
成

27
年

9月
9日

･熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
細

工
町

線
道

路
付

属
物

設
置

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

平
成

27
年

9月
9日

開
札

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
道

路
付

属
物

設
置

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
4

1
0
/
1

61
3

9/
17

北
区

植
木

町
宮

原
83

0番
地

付
近

φ
10

0･
75

･
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･北
区

植
木

町
宮

原
83

0番
地

付
近

φ
10

0･
75

･
50

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
2
7

未
受

取

61
4

9/
17

･施
工

番
号

:1
58

00
49

･工
事

名
:老

朽
給

水
管

(鉛
管

)切
替

工
事

(2
工

区
)

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
水

相
談

課

･老
朽

給
水

管
(鉛

管
) 

切
替

工
事

(2
工

区
)

金
額

入
り

積
算

書

開
示

9
/
2
4

1
0
/
8

郵
送

61
5

9/
17

･施
工

番
号

:1
58

00
85

･工
事

名
:中

央
区

帯
山

4丁
目

36
番

地
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･中
央

区
帯

山
4丁

目
36

番
地

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

設
計

書
の

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

開
示

9
/
2
5

1
0
/
8

郵
送

61
6

9/
17

･施
工

番
号

:1
58

01
95

･工
事

名
:北

区
高

平
1丁

目
1番

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

高
平

1丁
目

1番
付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
設

計
書

の
P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

開
示

9
/
2
5

1
0
/
8

郵
送

61
7

9/
18

平
成

27
年

5月
1日

か
ら

27
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

(可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

)

市
民

局
区

政
推

進
課

平
成

27
年

5月
1日

か
ら

平
成

27
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
8

1
0
/
6

郵
送

61
8

9/
18

平
成

27
年

9月
11

日
開

札
管

路
維

持
課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

C
地

区
)管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

72
02

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

C
地

区
)管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

72
02

工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
1

131



61
9

9/
18

平
成

27
年

3月
11

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
外

1路
線

花
園

北
地

区
道

路
改

良
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
外

1路
線

花
園

北
地

区
道

路
改

良
工

事
開

示
9
/
2
9

1
0
/
1

62
0

9/
24

道
路

位
置

指
定

平
成

8年
10

月
31

日
熊

本
市

指
令

(計
建

)第
29

号
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

平
成

8年
10

月
31

日
熊

本
市

指
令

(計
建

)第
29

号
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
8

62
1

9/
24

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

5-
41

4 
01

-5
27

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

判
定

番
号

 0
5-

41
4、

01
-5

27
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
5

62
2

9/
24

①
議

会
運

営
委

員
会

②
常

任
委

員
会

③
特

別
委

員
会

④
予

算
決

算
委

員
会

(理
事

会
)に

お
け

る
他

都
市

等
へ

の
視

察
と

そ
の

内
容

に
つ

い
て ②

視
察

の
目

的
③

日
時

④
参

加
人

員
⑤

視
察

後
の

報
告

書
及

び
議

長
の

報
告

書
⑥

経
費

、
予

算
⑦

期
間

は
H

23
年

5月
～

27
年

9月
24

日
ま

で
の

期
間

議
会

事
務

局
議

事
課

平
成

23
年

5月
～

平
成

27
年

9月
24

日
ま

で
の

議
会

運
営

委
員

会
、

常
任

委
員

会
、

特
別

委
員

会
、

予
算

決
算

委
員

会
理

事
会

に
お

け
る

行
政

視
察

資
料

一
式

開
示

1
0
/
8

1
0
/
9

62
3

9/
24

道
路

判
定

一
式

H
16

.0
5-

09
9

ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

一
式

 H
16

.0
5-

09
9 

ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

→
白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
5

9
/
2
5

62
4

9/
24

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

○
○

○
○

○
に

係
る

以
下

の
情

報
廃

院
日

、
正

式
所

在
地

、
正

式
名

称
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
2
9

1
0
/
5

郵
送

○
○

○
○

○
に

係
る

以
下

の
情

報
医

療
記

録
の

引
継

ぎ
の

有
無

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
2
9

1
0
/
5

郵
送

[開
示

請
求

内
容

]
･廃

院
費

･正
式

所
在

地
･正

式
名

称
･医

療
記

録
の

引
継

ぎ
の

有
無

(病
院

名
)○

○
○

○
○

(住
所

)熊
本

県
熊

本
市

東
区

上
南

部
4-

○
○

-
○

○
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62
5

9/
24

道
路

位
置

指
定

S4
3-

41
6-

01
～

05
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
43

-4
16

-0
1～

05
 復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
5

62
6

9/
24

熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

に
つ

い
て

の
下

記
文

書
･上

記
制

度
の

概
要

が
わ

か
る

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ、

ﾁ
ﾗ
ｼ

等 ･上
記

制
度

の
実

施
要

綱
･災

害
補

償
規

定
等

･平
成

27
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

･平
成

27
年

度
契

約
時

の
入

札
お

よ
び

見
積

も
り

合
わ

せ
等

の
結

果
･平

成
27

年
度

契
約

の
保

険
証

券
お

よ
び

特
約

･明
細

書
等

(保
険

約
款

不
要

)
･平

成
24

、
25

、
26

年
度

契
約

の
事

故
件

数
お

よ
び

支
払

い
保

険
金

額
(被

害
者

に
支

払
っ

た
保

険
金

額
)

市
民

局
市

民
協

働
課

･熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

の
概

要
が

わ
か

る
ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ、

ﾁ
ﾗ
ｼ

等
･上

記
制

度
の

実
施

要
綱

･災
害

補
償

規
定

等
･平

成
27

年
度

契
約

時
の

仕
様

書
･平

成
27

年
度

契
約

時
の

入
札

等
の

結
果

･平
成

27
年

度
契

約
の

保
険

証
券

及
び

特
約

･
明

細
書

等
(保

険
約

款
不

要
)

･平
成

24
、

25
、

26
年

契
約

の
事

故
件

数
及

び
支

払
い

保
険

金
額

(被
害

者
に

支
払

っ
た

保
険

金
額

)

開
示

1
0
/
1

1
0
/
1
6

郵
送

62
7

9/
25

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

下
硯

川
地

区
農

業
用

施
設

(ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ﾝ

)工
事

の
金

入
り

設
計

書
、

科
目

内
訳

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

下
硯

川
地

区
農

業
用

施
設

(ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ﾝ

)工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
4

62
8

9/
25

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
48

-1
35

(全
部

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

S
48

-1
35

(全
部

) 
ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(熊

本
市

南
区

御
幸

笛
田

7丁
目

○
○

-○
○

)
※

平
成

20
年

(開
設

)～
平

成
27

年
度

迄
管

理
者

、
施

設
長

の
氏

名
、

開
示

願
い

ま
す

特
に

今
回

重
要

視
し

て
い

る
期

間
は

、
平

成
20

年
開

設
時

～
平

成
24

年
25

年
で

す
開

設
時

か
ら

現
在

ま
で

分
か

り
ま

し
た

ら
開

示
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す

開
示

1
0
/
6

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

63
0

9/
29

平
成

27
年

9月
9日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
国

道
50

1号
(銭

塘
町

工
区

)外
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

9月
9日

開
札

･平
成

27
年

度
 国

道
50

1号
(銭

塘
町

工
区

)外
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
8

1
0
/
1
3

1
0
/
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(熊

本
市

南
区

御
幸

笛
田

7丁
目

○
○

-○
○

)
※

平
成

20
年

(開
設

)～
平

成
27

年
度

迄
管

理
者

、
施

設
長

の
氏

名
開

示
願

い
し

ま
す

。
特

に
今

回
重

要
旨

し
て

い
る

期
間

は
、

平
成

20
年

開
設

時
～

平
成

25
年

で
す

。
開

設
時

か
ら

現
在

ま
で

分
か

り
ま

し
た

ら
開

示
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

62
9

9/
28

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課
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63
1

9/
29

平
成

26
年

10
月

22
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
20

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

48
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

20
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
48

工
区

)の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
3

63
2

9/
29

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
40

-1
18

1～
5(

全
部

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

判
定

 1
4-

04
5(

全
部

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
S
40

-1
18

 1
～

5(
全

部
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

●
道

路
判

定
 1

4-
04

5(
全

部
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1

1
0
/
1

南
区

城
南

町
島

田
(才

木
公

民
館

付
近

)φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
設

計
金

額
入

工
事

設
計

書
開

示
1
0
/
1

1
0
/
2

･東
区

吉
原

町
φ

15
0粍

配
水

管
添

架
他

4件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
1
0
/
2

1
0
/
2

63
4

9/
29

道
路

判
定

07
-2

05
-0

1 
07

-2
05

-0
2 

07
-2

05
-0

3
07

-2
05

-0
4 

07
-2

05
-0

5 
07

-2
05

-0
6

07
-2

05
-0

6 
07

-2
05

-0
7 

07
-2

05
-0

8
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
7-

20
5-

01
～

08
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1

1
0
/
2

63
5

9/
29

道
路

の
判

定
 平

成
12

年
9月

7日
 0

0年
第

43
5

号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 平

成
12

年
9月

7日
 0

0年
第

43
5

号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1

1
0
/
1

63
6

9/
29

道
路

位
置

指
定

番
号

 昭
和

54
年

4月
26

日
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 番
号

 昭
和

54
年

4月
26

日
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1

1
0
/
1

63
7

9/
29

道
路

の
判

定
調

査
書

 0
7年

第
30

9号
の

旧
判

定
部

･道
路

調
査

書
 S

61
年

12
月

15
日

第
10

0
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

の
判

定
調

査
書

 0
7年

第
30

9号
の

旧
判

定
部

･道
路

調
査

書
 S

61
年

12
月

15
日

 第
10

0

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1

1
0
/
1

63
8

9/
30

東
区

佐
土

原
3丁

目
8番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

東
区

佐
土

原
3丁

目
8番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2

5
/
2
4

63
3

9/
29

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

平
成

27
年

8月
19

日
開

札
南

区
城

南
町

島
田

(才
木

公
民

館
付

近
)φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
平

成
27

年
9月

2日
開

札
東

区
吉

原
町

φ
15

0粍
配

水
管

添
架

他
4件

工
事 上

記
2件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。
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63
9

9/
30

･平
成

27
年

度
 帯

山
さ

く
ら

公
園

整
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
帯

山
さ

く
ら

公
園

整
備

工
事

開
示

1
0
/
2

1
0
/
2
0

9/
30

1.
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
41

1号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･危
機

管
理

防
災

総
室

･受
付

第
41

3号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･交
通

政
策

総
室

･受
付

第
41

4号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･市
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･の

事
務

処
理

上
、

各
主

幹
課

等
関

係
ヶ

所
に

対
し

て
、

1申
出

人
情

報
、

2申
出

内
容

、
要

望
要

旨
1、

要
望

要
旨

2、
※

公
開

用
等

の
資

料
を

送
付

し
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

ま
た

、
Ⅲ

 回
答

内
容

、
Ⅳ

そ
の

他
が

広
聴

課
に

存
在

す
れ

ば
、

そ
の

資
料

等
も

含
む

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
9

2.
受

付
･第

41
1号

･第
41

3号
･第

41
4号

･の
業

務
執

行
行

為
は

、
広

聴
課

長
権

限
の

ど
の

様
な

法
的

根
拠

･市
政

理
念

･等
に

基
づ

く
権

限
等

に
依

っ
て

業
務

執
行

が
可

能
な

の
か

、
ま

た
、

関
係

ヶ
所

の
ど

の
よ

う
な

回
答

に
基

づ
き

業
務

執
行

さ
れ

た
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

開
示

1
0
/
9

1
0
/
1
6

3.
私

の
平

成
27

年
以

降
今

日
ま

で
の

「市
長

へ
の

手
紙

｣の
回

答
に

対
す

る
事

務
処

理
上

、
各

関
係

ヶ
所

に
対

し
て

、
1申

出
人

情
報

等
の

様
式

に
よ

り
、

ど
の

様
な

内
容

の
資

料
等

を
送

付
し

て
い

る
の

か
・等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

(原
文

を
含

む
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
9

1
0
/
1
6

3 
春

日
小

学
校

と
く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞの

両
方

が
使

用
で

き
な

い
場

合
の

代
替

避
難

場
所

が
分

か
る

資
料

5 
春

日
小

学
校

が
土

砂
災

害
で

は
使

用
不

可
能

で
、

地
震

･津
波

の
場

合
は

使
用

可
能

と
な

つ
て

い
る

が
、

地
震

の
場

合
で

も
土

砂
崩

壊
･崖

崩
れ

の
危

険
性

は
あ

る
の

に
避

難
場

所
と

し
て

使
用

可
能

と
し

て
い

る
基

準
等

が
分

か
る

資
料

開
示

1
0
/
8

1
0
/
1
9

2広
聴

課
発

出
の

危
機

管
理

防
災

総
室

あ
て

資
料

(ｴ
ｸ
ｾ

ﾙ
ｼ

ｰ
ﾄ 

平
成

26
年

10
月

28
日

付
け

、
受

付
59

2申
出

人
情

報
等

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
8

1
0
/
1
9

市
民

局
広

聴
課

64
1

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

64
0

1.
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
41

1号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･危
機

管
理

防
災

総
室

･へ
の

広
聴

課
か

ら
送

付
さ

れ
た

 1
申

出
人

情
報

 2
申

出
内

容
 要

望
要

旨
1 

要
望

要
旨

2 
※

公
開

用
Ⅲ

回
答

内
容

Ⅳ
そ

の
他

等
の

資
料

一
式

の
開

示
請

求
。

2.
同

様
に

、
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
48

9号
･平

成
25

年
8月

20
日

付
、

受
付

第
68

6
号

･平
成

25
年

分
、

受
付

第
59

2号
･平

成
26

年
10

月
28

日
付

、
受

付
第

41
1号

･平
成

27
年

7月
9日

付
、

ま
た

、
こ

れ
以

降
の

私
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣に
対

す
る

事
務

処
理

上
、

上
記

内
容

の
1申

出
人

情
報

等
が

、
危

機
管

理
防

災
総

室
に

広
聴

課
よ

り
送

付
さ

れ
た

資
料

の
開

示
請

求
。

3.
平

成
27

年
9月

17
日

(木
)･

市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞで

の
文

書
等

開
示

交
付

時
に

、
豪

雨
台

風
等

で
の

停
電

の
場

合
は

、
｢森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ･

5階
6階

は
避

難
場

所
と

し
て

使
用

で
き

な
い

。
｣と

の
説

明
で

あ
っ

た
が

、
そ

の
時

に
は

、
両

避
難

場
所

が
使

え
ず

･ど
う

す
る

の
か

?春
日

校
区

住
民

の
安

全
あ

ん
し

ん
の

避
難

場
所

の
代

替
場

所
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4.
9月

17
日

の
説

明
の

中
で

、
地

震
に

つ
い

て
は

、
防

災
上

･震
度

7以
上

は
、

｢熊
本

市
防

災
基

準
に

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
｣と

の
説

明
を

受
け

た
が

、
｢ﾁ

ﾘ沖
で

M
8.

3の
地

震
｣が

、
日

本
時

間
17

日
午

前
7時

54
分

頃
、

ﾏ
ｸ
ﾞﾆ

ﾁ
ｭ
ｰ

ﾄﾞ
(M

)8
.3

が
起

き
た

･と
報

道
さ

れ
て

い
る

。
気

象
庁

は
17

日
･｢

高
さ

20
ｾ

ﾝ
ﾁ

か
ら

1ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
の

津
波

注
意

報
級

の
範

囲
が

発
生

す
る

。
｣と

の
報

道
が

な
さ

れ
て

い
る

。
熊

本
市

の
地

震
防

災
基

準
は

、
何

故
･震

度
7ま

で
を

基
準

と
す

る
の

が
安

全
あ

ん
し

ん
基

準
と

さ
れ

て
い

る
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5.
春

日
小

学
校

体
育

館
は

、
避

難
場

所
と

し
て

、
地

震
と

津
波

の
場

合
は

避
難

場
所

と
し

て
は

使
用

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
豪

雨
の

場
合

は
万

日
山

裾
野

が
土

砂
崩

壊
崖

崩
れ

危
険

性
大

と
し

て
使

用
不

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
し

か
し

、
地

震
の

場
合

、
土

砂
崩

壊
･崖

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
の

か
?地

震
の

場
合

も
、

土
砂

崩
壊

･崖
崩

れ
･の

危
険

性
は

全
く

無
い

の
か

･安
全

あ
ん

し
ん

の
避

難
場

所
と

し
て

使
用

可
能

と
し

て
い

る
熊

本
市

防
災

理
念

等
の

基
準

･条
例

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

1.
｢市

長
へ

の
手

紙
｣・

受
付

第
41

1号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･危
機

管
理

防
災

総
室

･
･受

付
第

41
3号

･平
成

27
年

7月
9日

付
･交

通
政

策
総

室
･

･受
付

第
41

4号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･市
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･

の
事

務
処

理
上

、
各

主
幹

課
等

関
係

ヶ
所

に
対

し
て

 1
申

出
人

情
報

 2
申

出
内

容
 要

望
要

旨
1

要
望

要
旨

2 
※

公
開

用
等

の
資

料
を

送
付

し
た

の
か

･の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

ま
た

、
各

･Ⅲ
回

答
内

容
Ⅳ

そ
の

他
が

広
聴

課
に

存
在

す
れ

ば
、

そ
の

資
料

等
も

含
む

。
2.

受
付

･第
41

1号
･第

41
3号

･第
41

4号
･の

業
務

執
行

行
為

は
、

広
聴

課
長

権
限

の
ど

の
様

な
･法

的
根

拠
･市

政
理

念
･等

に
基

づ
く

権
限

等
に

依
っ

て
業

務
執

行
が

可
能

な
の

か
、

ま
た

、
関

係
ヶ

所
の

ど
の

様
な

回
答

に
基

づ
き

業
務

執
行

さ
れ

た
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
私

の
平

成
27

年
以

降
今

日
ま

で
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣の
回

答
に

対
す

る
事

務
処

理
上

、
各

関
係

ヶ
所

に
対

し
て

、
1申

出
人

情
報

･等
の

様
式

に
よ

り
、

ど
の

様
な

内
容

の
資

料
等

を
送

付
し

て
い

る
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
(原

文
も

含
む

)
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1 
広

聴
課

発
出

の
危

機
管

理
防

災
総

室
あ

て
資

料
(ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
ｼ

ｰ
ﾄ 

平
成

27
年

7月
9日

付
け

 受
付

第
41

1号
 申

出
人

情
報

等
)

2 
の

う
ち

広
聴

課
発

出
の

危
機

管
理

防
災

総
室

あ
て

資
料

(ｴ
ｸ
ｾ

ﾙ
ｼ

ｰ
ﾄ平

成
25

年
8月

20
日

付
け

、
受

付
48

9号
及

び
平

成
25

年
日

付
特

定
な

し
 受

付
第

68
6号

、
平

成
27

年
7月

9日
付

け
、

受
付

第
41

1号
以

降
の

 申
出

人
情

報
等

の
同

資
料

)
4 

熊
本

市
の

地
震

防
災

の
基

準
は

、
な

ぜ
震

度
7ま

で
を

基
準

と
す

る
の

か
が

分
か

る
資

料
※

 各
項

目
と

も
、

請
求

内
容

を
要

約
し

た
も

の
で

あ
る

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
8

64
2

9/
30

1.
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
41

3号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･交
通

政
策

総
室

･を
広

聴
課

に
提

出
し

て
い

る
が

、
広

聴
課

か
ら

 1
申

出
人

情
報

 2
申

出
内

容
 要

望
要

旨
1 

要
望

要
旨

2 
※

公
開

用
等

の
資

料
を

送
達

さ
れ

て
い

る
と

思
う

が
、

Ⅲ
回

答
内

容
Ⅳ

そ
の

他
も

含
め

た
内

容
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

7月
9日

付
以

降
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣に
関

す
る

上
記

の
内

容
が

広
聴

課
か

ら
送

付
さ

れ
た

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

1.
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
41

3号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･交
通

政
策

総
室

･を
広

聴
課

に
提

出
し

て
い

る
が

、
広

聴
課

か
ら

 1
申

し
出

人
情

報
 2

申
出

内
容

 要
望

要
旨

1 
要

望
要

旨
2

※
 公

開
用

 等
の

資
料

を
送

達
さ

れ
て

い
る

と
思

う
が

、
Ⅲ

回
答

内
容

 Ⅳ
そ

の
他

 も
含

め
た

内
容

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
7月

9日
付

以
降

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣に

関
す

る
上

記
の

内
容

が
広

聴
課

か
ら

送
付

さ
れ

た
資

料
等

の
開

示
請

求

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
3

1
0
/
1
9

64
1

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

1.
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
41

1号
･平

成
27

年
7月

9日
付

･危
機

管
理

防
災

総
室

･へ
の

広
聴

課
か

ら
送

付
さ

れ
た

 1
申

出
人

情
報

 2
申

出
内

容
 要

望
要

旨
1 

要
望

要
旨

2 
※

公
開

用
Ⅲ

回
答

内
容

Ⅳ
そ

の
他

等
の

資
料

一
式

の
開

示
請

求
。

2.
同

様
に

、
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

受
付

第
48

9号
･平

成
25

年
8月

20
日

付
、

受
付

第
68

6
号

･平
成

25
年

分
、

受
付

第
59

2号
･平

成
26

年
10

月
28

日
付

、
受

付
第

41
1号

･平
成

27
年

7月
9日

付
、

ま
た

、
こ

れ
以

降
の

私
の

｢市
長

へ
の

手
紙

｣に
対

す
る

事
務

処
理

上
、

上
記

内
容

の
1申

出
人

情
報

等
が

、
危

機
管

理
防

災
総

室
に

広
聴

課
よ

り
送

付
さ

れ
た

資
料

の
開

示
請

求
。

3.
平

成
27

年
9月

17
日

(木
)･

市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞで

の
文

書
等

開
示

交
付

時
に

、
豪

雨
台

風
等

で
の

停
電

の
場

合
は

、
｢森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ･

5階
6階

は
避

難
場

所
と

し
て

使
用

で
き

な
い

。
｣と

の
説

明
で

あ
っ

た
が

、
そ

の
時

に
は

、
両

避
難

場
所

が
使

え
ず

･ど
う

す
る

の
か

?春
日

校
区

住
民

の
安

全
あ

ん
し

ん
の

避
難

場
所

の
代

替
場

所
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4.
9月

17
日

の
説

明
の

中
で

、
地

震
に

つ
い

て
は

、
防

災
上

･震
度

7以
上

は
、

｢熊
本

市
防

災
基

準
に

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
｣と

の
説

明
を

受
け

た
が

、
｢ﾁ

ﾘ沖
で

M
8.

3の
地

震
｣が

、
日

本
時

間
17

日
午

前
7時

54
分

頃
、

ﾏ
ｸ
ﾞﾆ

ﾁ
ｭ
ｰ

ﾄﾞ
(M

)8
.3

が
起

き
た

･と
報

道
さ

れ
て

い
る

。
気

象
庁

は
17

日
･｢

高
さ

20
ｾ

ﾝ
ﾁ

か
ら

1ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
の

津
波

注
意

報
級

の
範

囲
が

発
生

す
る

。
｣と

の
報

道
が

な
さ

れ
て

い
る

。
熊

本
市

の
地

震
防

災
基

準
は

、
何

故
･震

度
7ま

で
を

基
準

と
す

る
の

が
安

全
あ

ん
し

ん
基

準
と

さ
れ

て
い

る
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5.
春

日
小

学
校

体
育

館
は

、
避

難
場

所
と

し
て

、
地

震
と

津
波

の
場

合
は

避
難

場
所

と
し

て
は

使
用

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
豪

雨
の

場
合

は
万

日
山

裾
野

が
土

砂
崩

壊
崖

崩
れ

危
険

性
大

と
し

て
使

用
不

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
し

か
し

、
地

震
の

場
合

、
土

砂
崩

壊
･崖

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
の

か
?地

震
の

場
合

も
、

土
砂

崩
壊

･崖
崩

れ
･の

危
険

性
は

全
く

無
い

の
か

･安
全

あ
ん

し
ん

の
避

難
場

所
と

し
て

使
用

可
能

と
し

て
い

る
熊

本
市

防
災

理
念

等
の

基
準

･条
例

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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64
3

10
/1

道
等

の
判

定
調

査
書

10
年

第
28

3号
(全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

10
年

第
28

3号
(全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ)
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2

1
0
/
2

64
4

10
/1

花
畑

町
別

館
の

耐
震

改
修

費
用

20
億

円
の

内
訳

市
長

政
策

総
室

政
策

企
画

課
･花

畑
町

別
館

の
耐

震
改

修
費

用
20

億
円

の
内

訳
開

示
1
0
/
2

1
0
/
7

64
5

10
/1

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

19
工

区
)の

工
事

に
お

い
て

設
計

変
更

内
訳

書
(単

価
表

 全
て

金
額

入
り

)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

19
工

区
)の

工
事

に
お

い
て

設
計

変
更

内
訳

書
開

示
1
0
/
8

1
0
/
9

64
6

10
/1

■
道

路
の

判
定

･0
2-

57
5号

･0
1.

JP
G

～
13

.J
P
G

･協
定

書
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

2-
57

5号
 0

1.
jp

g～
13

.j
pg

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2

1
0
/
2

64
7

10
/1

平
成

27
年

9月
1日

～
平

成
27

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

9月
1日

か
ら

平
成

27
年

9月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
0
/
2

1
0
/
6

64
8

10
/1

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
9月

11
日

よ
り

20
15

年
10

月
1日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
9月

11
日

か
ら

20
15

年
10

月
1日

ま
で

開
示

1
0
/
2

1
0
/
6

64
9

10
/1

H
15

年
 　

03
-3

76
※

03
-3

76
-0

2に
出

て
来

る
記

載
の

あ
る

別
資

料
(添

付
確

認
行

為
の

ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
地

図
)地

元
の

覚
え

書
き

に
よ

る
一

方
後

退
の

明
記

が
わ

か
る

資
料

も
つ

け
て

下
さ

い
。

H
14

年
 0

3-
10

6
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

H
15

年
 0

3-
37

6
※

 0
3-

37
6-

02
に

出
て

来
る

記
載

の
あ

る
別

資
料

(添
付

確
認

行
為

の
ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

地
図

)地
元

の
覚

え
書

き
に

よ
る

一
方

後
退

の
明

記
が

わ
か

る
資

料
も

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

H
14

年
 0

3-
10

6

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

1
0
/
7
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65
0

10
/1

平
成

27
年

9/
1～

9/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

9月
1日

か
ら

9月
30

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

自
: 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
3

郵
送

65
1

10
/2

･道
路

位
置

指
定

1 
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
10

-0
0号

 昭
和

48
年

5月
1日

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

2 
B

49
-7

2-
00

 昭
和

49
年

10
月

22
日

 ｶ
ﾗ
ｰ

･道
路

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
59

5号
 平

成
16

年
11

月
19

日
 ﾛ

区
間

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
1熊

本
県

指
令

第
10

-0
0 

昭
和

48
年

5月
1日

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

2 
B

49
-7

2-
00

昭
和

49
年

10
月

22
日

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望 ●

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
4年

第
59

5号
 ﾛ

区
間

 平
成

16
年

11
月

19
日

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

1
0
/
8

65
2

10
/2

道
路

位
置

指
定

H
14

 0
2-

26
9-

02
～

02
-2

69
-1

0
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
調

査
書

H
14

 0
2-

26
9-

02
～

02
-2

69
-1

0
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

1
0
/
9

65
3

10
/2

道
路

判
定

台
帳

○
○

○
○

 0
3-

21
0 

平
成

15
年

度
03

-2
10

-0
1 

03
-2

10
-0

2 
03

-2
10

-0
3

03
-2

10
-0

4 
03

-2
10

-0
5 

03
-2

10
-0

6
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 ○
○

○
○

 0
3-

21
0 

平
成

15
年

度
(0

3-
21

0-
01

 0
3-

21
0-

02
 0

3-
21

0-
03

 0
3-

21
0-

04
 0

3-
21

0-
05

 0
3-

21
0-

06
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

未
受

取

65
4

10
/2

道
路

判
定

05
-0

07
(全

部
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

05
-0

07
 (

全
部

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
5

1
0
/
6

65
5

10
/2

ﾎ
ﾞｼ

ﾀ
呼

称
を

考
え

る
会

が
熊

本
市

人
権

推
進

総
室

に
対

し
て

提
出

し
て

い
る

ﾎ
ﾞｼ

ﾀ
呼

称
の

要
望

書
。

(H
26

年
、

H
27

年
)

市
民

局
人

権
推

進
総

室

ﾎ
ﾞｼ

ﾀ
呼

し
ょ

う
を

考
え

る
会

が
熊

本
市

人
権

推
進

総
室

に
対

し
て

提
出

し
て

い
る

ﾎ
ﾞｼ

ﾀ
呼

し
ょ

う
の

よ
う

ぼ
う

書
。

(H
26

年
、

H
27

年
)文

書
開

示
に

つ
い

て

開
示

1
0
/
5

1
0
/
9

65
6

10
/5

平
成

27
年

5月
25

日
付

け
で

入
札

公
告

が
あ

り
ま

し
た

下
記

物
件

の
熊

本
市

の
単

価
入

り
内

訳
書

を
開

示
願

い
た

い
。

工
事

名
:飽

田
中

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
工

事
場

所
:熊

本
市

南
区

孫
代

72
番

地

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

飽
田

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

入
り

内
訳

書

開
示

1
0
/
9

1
0
/
1
6
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65
7

10
/5

平
成

13
年

12
月

12
日

01
年

第
52

8号
 要

領
第

3
条

D
-6

･道
路

判
定

書
･　

〃
　

協
定

書
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

13
年

12
月

12
日

 0
1年

第
52

8号
 要

領
第

3条
 D

-6
道

路
判

定
書

 道
路

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
6

1
0
/
6

65
8

10
/5

道
路

位
置

指
定

番
号

:S
48

-1
02

年
月

日
:S

48
.7

.1
1

(復
元

協
定

書
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 番
号

:S
48

-1
02

 年
月

日
:S

48
.7

.1
1(

復
元

協
議

書
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
8

65
9

10
/6

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

1年
第

02
5号

協
定

書
あ

れ
ば

 全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

1年
第

02
5号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

 全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
2
2

66
0

10
/6

道
路

位
置

指
定

 H
05

-0
37

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

H
05

-0
37

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
8

66
1

10
/6

平
成

27
年

7月
8日

都
市

建
設

局
 営

繕
課

平
成

さ
く

ら
支

援
学

校
校

舎
新

築
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

7月
8日

開
札

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

さ
く

ら
支

援
学

校
校

舎
新

築
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
8

1
0
/
1
3

66
2

10
/6

①
道

路
判

定
台

帳
 0

5-
41

4号
 平

成
17

年
度

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

②
道

路
判

定
台

帳
 0

1-
52

7号
 平

成
13

年
度

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

③
道

路
判

定
台

帳
 0

7-
07

6号
 平

成
18

年
度

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

路
判

定
台

帳
05

-4
14

号
 平

成
17

年
度

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

②
道

路
判

定
台

帳
01

-5
27

号
 平

成
13

年
度

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

③
道

路
判

定
台

帳
07

-0
76

号
 平

成
18

年
度

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
8

66
3

10
/7

平
成

27
年

7月
15

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 植
木

地
域

整
備

室
市

道
 植

木
～

古
閑

線
舗

装
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

27
年

7月
15

日
開

札
市

道
植

木
～

古
閑

線
舗

装
工

事
設

計
変

更
後

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
1
4

66
4

10
/7

平
成

27
年

10
月

6日
付

け
で

契
約

し
た

｢中
央

消
防

署
北

部
出

張
所

庁
舎

解
体

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書
。

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

10
月

6日
付

け
で

契
約

し
た

｢中
央

消
防

署
北

部
出

張
所

庁
舎

解
体

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書
。

開
示

1
0
/
8

1
0
/
9

139



66
5

10
/8

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

機
械

設
備

工
事

(5
00

7工
区

)
上

記
工

事
の

当
初

工
事

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

機
械

設
備

工
事

(5
00

7工
区

)の
当

初
工

事
設

計
書

(金
入

)

開
示

1
0
/
1
5

1
0
/
1
6

66
6

10
/8

･美
容

室
を

開
業

さ
れ

て
い

る
方

店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

:平
成

27
年

10
月

8日
現

在
健

康
福

祉
子

ど
も

局 生
活

衛
生

課

平
成

27
年

10
月

8日
現

在
の

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
表

店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

届
出

者
名

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
0

66
7

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
会

計
総

室
分

会
計

総
室

平
成

26
年

1月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約

開
示

1
0
/
8

1
1
/
2

郵
送

66
8

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
市

民
協

働
課

所
管

分

市
民

局
市

民
協

働
課

･熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｲ
ｱ

活
動

保
険

の
保

険
証

券
写

し (平
成

26
年

3月
7日

契
約

、
平

成
26

年
度

｢熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

実
施

要
綱

｣に
定

め
る

損
害

保
険

契
約

)

開
示

1
0
/
2
0

1
1
/
2

郵
送
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66
9

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
車

両
管

理
課

所
管

分

財
政

局
車

両
管

理
課

保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

、
動

産
総

合
保

険
)

開
示

1
0
/
9

1
1
/
2

郵
送

67
0

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

平
成

26
年

1月
1日

か
ら

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
者

と
な

る
損

害
保

険
契

約
の

保
険

証
券

の
写

し

開
示

1
0
/
8

1
1
/
2

郵
送

67
1

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
環

境
共

生
課

所
管

分

環
境

局
環

境
共

生
課

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

熊
本

市
が

契
約

し
た

損
害

保
険

契
約

の
う

ち
一

保
険

証
券

が
10

万
円

以
上

の
も

の
、

及
び

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

、
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
わ

か
る

書
類

の
写

し
。

た
だ

し
、

下
記

の
も

の
を

除
く

。
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
･自

動
車

保
険

、
自

賠
責

保
険

、
自

動
車

損
害

共
済

･日
本

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

災
害

共
済

･建
物

総
合

損
害

共
済

･児
童

安
全

共
済

･公
民

館
総

合
保

障
制

度

開
示

1
0
/
2
2

1
1
/
2

郵
送
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67
2

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
競

輪
事

務
所

所
管

分

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

開
設

64
周

年
記

念
熊

本
競

輪
(場

外
分

)動
産

保
険

ｺ
ｰ

ﾎ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄﾏ

ﾈ
ｰ

ｶ
ﾞｰ

ﾄﾞ
保

険
 1

76
,0

00
円

開
示

1
0
/
1
4

1
1
/
2

郵
送

67
3

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
熊

本
城

総
合

事
務

所
所

管
分

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

｢熊
本

城
三

の
丸

第
二

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
｣

｢熊
本

城
三

の
丸

第
一

駐
車

場
･宮

内
駐

車
場

自
動

車
管

理
者

賠
償

責
任

保
険

｣

開
示

1
0
/
8

1
1
/
2

郵
送
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67
4

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
所

管
分

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
、

損
害

保
険

契
約

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)の

保
険

証
券

写
し

(平
成

26
年

1月
1

日
～

平
成

27
年

3月
1日

契
約

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

※
一

保
険

証
券

が
10

万
円

以
上

の
も

の
(約

款
、

明
細

等
は

対
象

外
)

※
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
し

て
い

る
も

の
が

対
象

。
※

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

所
管

分

開
示

1
0
/
1
4

1
1
/
2

郵
送

67
5

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
土

木
管

理
課

所
管

分

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

土
木

管
理

課
所

管
分

の
平

成
26

年
1月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

契
約

し
た

損
害

保
険

の
内

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
請

求
者

が
示

す
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し

開
示

1
0
/
1
3

1
1
/
2

郵
送
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67
6

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

所
管

分
(総

務
課

)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
水

門
管

理
操

作
人

災
害

補
償

(大
江

第
一

樋
管

外
操

作
委

託
に

伴
う

操
作

人
に

関
す

る
損

害
保

険
)

開
示

1
0
/
1
4

1
1
/
2

郵
送

67
7

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

※
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

所
管

分

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

の
平

成
26

年
1月

1日
～

平
成

27
年

3月
1日

ま
で

に
市

(市
長

)が
契

約
し

た
損

害
保

険
契

約
の

う
ち

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
民

間
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

の
保

険
証

券
の

写
し

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

。

開
示

1
0
/
9

1
1
/
2

郵
送

144



67
8

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

上
下

水
道

局
総

務
課

上
下

水
道

局
が

加
入

す
る

、
平

成
26

年
1月

1
日

～
平

成
27

年
3月

1日
契

約
分

の
損

害
保

険
契

約
の

保
険

証
券

写
し

も
し

く
は

、
下

記
内

容
が

わ
か

る
も

の
。

保
険

種
類

、
保

険
期

間
、

保
険

内
容

、
保

険
料

、
保

険
会

社
、

担
当

課

開
示

1
0
/
1
6

1
1
/
2

郵
送

67
9

10
/8

市
(市

長
)、

教
育

委
員

会
及

び
上

下
水

道
局

が
加

入
し

て
い

る
損

害
保

険
契

約
の

(傷
害

保
険

、
賠

償
保

険
、

火
災

保
険

、
た

だ
し

自
動

車
保

険
は

対
象

外
)保

険
証

券
写

し
(平

成
26

年
1

月
1日

～
平

成
27

年
3月

31
日

契
約

分
が

対
象

)。
も

し
く

は
、

下
記

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
保

険
種

類
、

保
険

期
間

、
保

険
内

容
、

保
険

料
、

保
険

会
社

、
担

当
課

が
わ

か
る

も
の

。
※

一
保

険
証

券
が

10
万

円
以

上
の

も
の

(約
款

、
明

細
等

は
対

象
外

)。
※

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

が
対

象
。

(詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
別

紙
ご

参
照

下
さ

い
)

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課

学
務

課
所

管
分

の
平

成
26

年
1月

1日
か

ら
平

成
27

年
3月

1日
ま

で
に

締
結

し
た

損
害

保
険

契
約

の
内

、
保

険
料

が
10

万
円

以
上

で
、

別
途

、
請

求
者

が
指

定
し

た
保

険
証

券
の

写
し

開
示

1
0
/
1
5

1
1
/
2

郵
送

68
0

10
/8

･熊
本

市
城

南
物

産
館

の
指

定
管

理
者

が
指

定
管

理
者

応
募

時
に

提
出

し
た

事
業

計
画

書
(様

式
第

2号
)及

び
事

業
計

画
に

関
す

る
収

支
予

算
書

(様
式

第
3号

)
･熊

本
市

城
南

地
域

物
産

館
管

理
運

営
業

務
に

関
す

る
報

告
(業

務
月

次
報

告
)平

成
26

年
10

月
期

か
ら

平
成

27
年

9月
期

ま
で

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

･熊
本

市
城

南
物

産
館

の
指

定
管

理
者

が
指

定
管

理
者

応
募

時
に

提
出

し
た

事
業

計
画

書
(様

式
第

2号
)及

び
事

業
計

画
に

関
す

る
収

支
予

算
書

(様
式

第
3号

)
･熊

本
市

城
南

地
域

物
産

館
管

理
運

営
業

務
に

関
す

る
報

告
(業

務
月

次
報

告
)平

成
26

年
10

月
期

か
ら

平
成

27
年

9月
期

ま
で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
0
/
2
1

1
0
/
2
2

68
1

10
/8

平
成

27
年

9月
30

日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 新

南
部

町
第

11
号

線
外

1路
線

舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

新
南

部
町

第
11

号
線

舗
装

打
換

工
事

金
入

設
計

書

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
1
4

145



68
2

10
/8

平
成

27
年

9月
30

日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
小

原
堰

改
築

工
事

(4
k2

50
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

小
原

堰
改

築
工

事
(4

k2
50

) 
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
4

68
3

10
/9

経
営

許
可

申
請

に
係

わ
る

1.
重

富
共

同
納

骨
堂

組
合

規
約

2.
重

富
共

同
納

骨
堂

使
用

規
約

以
上

2部
ず

つ
写

し
の

交
付

を
請

求
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

経
営

許
可

申
請

に
係

る
重

富
共

同
納

骨
堂

組
合

規
約

お
よ

び
同

納
骨

堂
使

用
規

約
の

写
し

に
つ

い
て

開
示

1
0
/
1
5

1
0
/
1
6

68
4

10
/9

平
成

27
年

10
月

8日
付

け
で

契
約

し
た

｢仁
子

川
外

1河
川

浚
渫

業
務

委
託

｣の
金

入
り

設
計

書
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

仁
子

川
外

1河
川

浚
渫

業
務

委
託

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
2
0

68
5

10
/9

公
告

日
:平

成
27

年
8月

3１
日

開
札

日
:平

成
27

年
9月

30
日

工
事

番
号

:1
50

06
33

工
事

名
:一

般
県

道
 瀬

田
熊

本
線

(新
南

部
工

区
)交

差
点

改
良

工
事

【J
R
近

接
】

上
記

の
工

事
の

金
入

り
設

計
書

を
開

示
請

求
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 瀬
田

熊
本

線
(新

南
部

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
 金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
6

68
6

10
/9

熊
本

市
が

○
○

○
○

○
○

に
対

し
て

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
課

税
を

し
て

い
る

か
?

ま
た

、
ち

ゃ
ん

と
納

税
さ

れ
て

い
る

か
、

過
去

に
さ

か
の

ぼ
り

、
知

り
た

い
。

(1
0年

間
)

財
政

局
課

税
管

理
課

熊
本

市
が

○
○

○
○

○
○

に
対

し
て

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
課

税
を

し
て

い
る

文
書

。
不

開
示

1
号

　
法

令
秘

情
報

1
0
/
1
4

68
7

10
/9

熊
本

市
が

○
○

○
○

○
○

に
対

し
て

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
課

税
を

し
て

い
る

か
?

ま
た

、
ち

ゃ
ん

と
納

税
さ

れ
て

い
る

か
、

過
去

に
さ

か
の

ぼ
り

、
知

り
た

い
。

(1
0年

間
)

財
政

局
納

税
課

○
○

○
○

○
○

の
過

去
10

年
間

に
お

け
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

市
税

の
納

付
状

況
が

分
か

る
も

の
。

不
開

示
1
号

　
法

令
秘

情
報

1
0
/
9

68
8

10
/9

位
置

指
定

台
帳

昭
和

46
年

度
(S

47
-0

37
) 

S4
7-

03
7-

02
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
道

路
判

定
台

帳
 平

成
20

年
度

 0
8-

15
8

08
-1

58
-0

2 
08

-1
58

-0
3(

ｶ
ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

 昭
和

46
年

度
(S

47
-0

37
)

S4
7-

03
7-

02
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
道

路
判

定
台

帳
 平

成
20

年
度

 0
8-

15
8 

08
-

15
8-

02
 0

8-
15

8-
03

 ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
3

1
0
/
1
4

68
9

10
/9

委
員

会
等

の
視

察
に

関
す

る
件

①
日

程
等

の
決

定
は

ど
こ

で
決

定
さ

れ
た

か
②

視
察

分
の

ま
と

め
の

会
議

録
③

そ
れ

の
議

長
へ

の
提

出
し

た
報

告
書

④
H

23
年

5月
～

H
27

年
9月

30
日

の
期

間

議
会

事
務

局
議

事
課

平
成

23
年

5月
～

平
成

27
年

9月
30

日
の

間
の

委
員

会
等

行
政

視
察

に
係

る
以

下
の

文
書

1 
日

程
等

の
決

定
に

関
す

る
文

書
2 

視
察

後
の

ま
と

め
の

会
議

に
関

す
る

文
書

3 
議

長
に

提
出

し
た

報
告

書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
2
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69
0

10
/1

3
平

成
28

年
度

熊
本

市
立

学
校

教
員

採
用

選
考

試
験

 面
接

ｶ
ｰ

ﾄﾞ
教

育
委

員
会

事
務

局
教

職
員

課

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
 面

接
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
2
1

69
1

10
/1

3

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
一

次
試

験
、

二
次

試
験

の
校

種
･教

科
別

の
合

格
者

の
最

低
点

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
合

格
者

の
最

低
点

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
9

1
0
/
2
1

69
2

10
/1

3

平
成

27
年

9月
30

日
開

札
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
4号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
2工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

有
部

汚
水

4号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

2工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
2
8

69
3

10
/1

3

南
区

近
見

6丁
目

○
-○

○
01

-4
49

-0
1 

01
-4

49
-0

2
01

-4
49

-0
3 

01
-4

49
-0

4
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

南
区

近
見

6丁
目

○
-○

○
 0

1-
44

9-
01

 0
1-

44
9-

02
 0

1-
44

9-
03

 0
1-

44
9-

04
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
4

1
0
/
1
5

69
4

10
/1

3

渡
鹿

堰
二

の
井

手
護

岸
整

備
工

事
上

記
の

工
事

金
入

り
設

計
書

を
お

願
い

し
ま

す
。

中
央

区
役

所
総

務
企

画
課

平
成

27
年

8月
27

日
開

札
渡

鹿
堰

二
の

井
手

護
岸

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
4

1
0
/
2
6

69
5

10
/1

3

20
14

年
7月

に
熊

本
市

内
の

市
立

中
学

校
の

中
学

3年
男

子
生

徒
が

、
自

殺
を

図
っ

た
事

案
に

つ
い

て
の

市
教

育
委

員
会

へ
の

事
故

報
告

書
に

つ
い

て
12

月
に

設
置

さ
れ

た
調

査
委

員
会

に
市

教
育

委
員

会
や

市
立

中
学

校
に

提
出

さ
れ

た
資

料
証

拠
一

切
に

つ
い

て

教
育

委
員

会
事

務
局

総
合

支
援

課

20
14

年
7月

に
熊

本
市

内
の

市
立

中
学

校
の

中
学

3年
生

男
子

生
徒

が
自

殺
を

図
っ

た
事

案
に

つ
い

て
の

市
教

育
委

員
会

へ
の

事
故

報
告

書
に

つ
い

て
12

月
に

設
置

さ
れ

た
調

査
委

員
会

に
市

教
育

委
員

会
や

市
立

中
学

校
か

ら
提

出
さ

れ
た

資
料

･証
拠

一
切

に
つ

い
て

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
7

69
6

10
/1

3

道
路

判
定

一
式

H
27

 1
5-

20
8

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
 白

黒
→

白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

一
式

 H
27

.1
5-

20
8 

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
 白

黒
→

白
黒

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
5

69
7

10
/1

4

熊
本

市
に

あ
る

保
育

幼
稚

園
課

所
管

分
社

会
福

祉
法

人
の

平
成

27
年

3月
期

の
財

産
目

録
健

康
福

祉
子

ど
も

局 保
育

幼
稚

園
課

熊
本

市
保

育
幼

稚
園

課
所

管
分

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
27

年
3月

期
の

財
産

目
録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
5

未
受

取

69
8

10
/1

4

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
7月

11
日

～
8月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
7月

11
日

～
平

成
27

年
8月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
5

1
0
/
1
9
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69
9

10
/1

4

平
成

20
年

3月
28

日
熊

本
県

知
事

へ
申

請
し

た
医

療
法

人
の

定
款

変
更

認
可

申
請

書
が

い
つ

認
可

さ
れ

て
い

る
と

い
う

内
容

医
療

法
人

社
団

 ○
○

○
○

○

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

医
療

法
人

○
○

○
に

係
る

以
下

の
情

報
平

成
20

年
3月

28
日

熊
本

県
知

事
へ

申
請

し
た

医
療

法
人

の
定

款
変

更
認

可
申

請
が

い
つ

認
可

さ
れ

て
い

る
と

い
う

内
容

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
3

70
0

10
/1

4
三

山
荘

浴
室

改
修

工
事

(金
入

り
設

計
書

)
都

市
建

設
局

営
繕

課

平
成

27
年

10
月

6日
付

け
で

契
約

し
た

｢三
山

荘
浴

室
改

修
工

事
｣の

金
入

り
設

計
書

。
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
2
1

70
1

10
/1

5

道
路

位
置

指
定

S4
0.

11
/2

6 
S4

0-
16

5号
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 公
開

で
き

る
資

料
全

て
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

 S
40

 1
1/

26
 S

40
-1

65
号

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 ･
公

開
で

き
る

資
料

全
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
2

70
2

10
/1

5

平
成

27
年

9月
30

日
開

札
･管

路
維

持
課

管
渠

寿
命

化
対

策
(城

東
C

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
72

03
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

C
地

区
)管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

72
03

工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
6

70
3

10
/1

5

道
路

の
判

定
◎

判
定

番
号

 1
4-

21
9号

00
1,

00
2,

00
3,

00
5,

00
6 

計
5枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

◎
判

定
番

号
  

15
-2

01
号

00
1,

00
2,

00
3,

00
5,

00
6,

00
7 

計
6枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
●

判
定

番
号

14
－

21
9号

00
1、

 0
02

、
00

3、
 0

05
、

 0
06

計
5枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望 ●

判
定

番
号

15
-2

01
号

00
1、

 0
02

、
00

3、
 0

05
、

 0
06

、
00

7 
計

6枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
1

70
4

10
/1

5

平
成

27
年

10
月

7日
開

札
下

水
道

整
備

･都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
7工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
1工

区
)

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
7

工
区

)
都

市
計

画
事

業
中

部
汚

水
1号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

1工
区

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
6

70
5

10
/1

6

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
9-

18
0

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
49

-0
76

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
9-

18
0

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
49

-0
76

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
1
/
1
0

70
6

10
/1

6

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

1-
42

5号
 ･

01
.J

P
G

～
09

.J
P
G

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

1-
42

5号
 ･

01
.J

P
G

～
09

.J
P
G

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
1
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70
7

10
/1

6

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 H

22
 1

0-
30

6号
　

　
〃

　
　

  
H

16
 0

4-
55

3号
(全

部
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 H

22
 1

0-
30

6号
 判

定
番

号
H

16
04

-5
53

号
 (

全
部

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
0

1
0
/
2
2

70
8

10
/1

6

平
成

27
年

7月
8日

開
札

平
成

27
年

7月
9日

落
札

予
定

発
注

者
:熊

本
市

長
 大

西
一

史
 様

工
事

名
:熊

本
博

物
館

増
改

築
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

7月
8日

 開
札

平
成

27
年

7月
9日

 落
札

決
定

発
注

者
:熊

本
市

長
 大

西
一

史
工

事
名

:熊
本

博
物

館
増

改
築

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
1

70
9

10
/1

6

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
10

月
2日

よ
り

20
15

年
10

月
16

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
10

月
2日

か
ら

20
15

年
10

月
16

日
ま

で
開

示
1
0
/
2
1

1
1
/
6

71
0

10
/1

9

平
成

27
年

8月
27

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
0工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

22
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

21
0工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
2

1
0
/
2
6
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71
1

10
/1

9

1.
広

聴
発

第
88

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･｢

市
長

へ
の

手
紙

に
つ

い
て

｣の
交

付
内

容
に

、
｢

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
｣と

あ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
の

広
聴

課
管

轄
･1

申
出

人
情

報
様

式
の

｢
Ⅲ

回
答

内
容

｣欄
の

記
載

さ
れ

た
資

料
の

開
示

請
求

。
2.

広
聴

発
第

89
号

･平
成

27
年

8月
18

日
付

･｢
市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣の

交
付

内
容

に
、

｢
昨

年
及

び
一

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

｣と
あ

る
が

、
こ

の
事

に
つ

い
て

の
広

聴
課

管
轄

･1
申

出
人

情
報

様
式

の
｢

Ⅲ
回

答
内

容
｣欄

の
記

載
さ

れ
た

資
料

の
開

示
請

求
。

3.
広

聴
発

第
90

号
･平

成
27

年
8月

18
日

付
･｢

市
長

へ
の

手
紙

に
つ

い
て

｣の
交

付
内

容
に

、
｢

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
｣と

あ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
の

広
聴

課
管

轄
･1

申
出

人
情

報
様

式
の

｢
Ⅲ

回
答

内
容

｣欄
の

記
載

さ
れ

た
資

料
の

開
示

請
求

。
4.

も
し

、
ﾊ

ﾟｿ
ｺ
ﾝ

容
量

ｵ
ｰ

ﾊ
ﾞｰ

で
消

去
す

る
場

合
は

、
熊

本
市

･資
料

保
存

条
例

規
定

･等
の

ど
の

規
定

等
に

よ
っ

て
消

去
可

能
な

の
か

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5.
広

聴
発

第
11

6-
3号

･平
成

27
年

10
月

9日
付

･文
書

等
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)決

定
通

知
書

･で
の

交
付

資
料

で
の

、
1)

受
付

番
号

27
 0

00
23

9 
手

紙
00

1 
Ⅲ

回
答

内
容

の
記

述
記

載
さ

れ
た

資
料

の
開

示
請

求
。

2)
受

付
番

号
27

 0
00

41
2 

手
紙

00
1 

Ⅲ
回

答
内

市
民

局
広

聴
課

1.
広

聴
発

88
号

･2
7年

8月
18

日
付

･｢
市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣の

交
付

内
容

に
、

｢昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
｣と

あ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
の

、
広

聴
課

管
轄

･1
申

出
人

情
報

 様
式

の
｢Ⅲ

回
答

内
容

｣欄
の

記
載

さ
れ

た
資

料
。

2.
広

聴
発

89
号

･2
7年

8月
18

日
付

･｢
市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣の

交
付

内
容

に
、

「昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
」と

あ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
の

、
広

聴
課

管
轄

･1
申

出
人

情
報

 様
式

の
｢Ⅲ

回
答

内
容

｣欄
の

記
載

さ
れ

た
資

料
。

3.
広

聴
発

90
号

･2
7年

8月
18

日
付

･｢
市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣の

交
付

内
容

に
、

「昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

の
内

容
で

あ
り

、
」と

あ
る

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
の

、
広

聴
課

管
轄

･1
申

出
人

情
報

 様
式

の
｢Ⅲ

回
答

内
容

｣欄
の

記
載

さ
れ

た
資

料
。

5.
広

聴
発

第
11

6-
3号

・平
成

27
年

10
月

9日
付

・文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
･で

の
交

付
資

料
で

の
、

1)
受

付
番

号
27

 0
00

23
9 

手
紙

00
1 

Ⅲ
回

答
内

容
 の

記
述

記
載

さ
れ

た
資

料
。

2)
受

付
番

号
27

 0
00

41
2 

手
紙

00
1 

Ⅲ
回

答
内

容
 の

記
述

記
載

さ
れ

た
資

料
。

3)
受

付
番

号
27

 0
00

44
3 

手
紙

00
1 

Ⅲ
回

答
内

容
 の

記
述

記
載

さ
れ

た
資

料
。

4)
受

付
番

号
27

 0
00

59
9 

手
紙

00
2 

Ⅲ
回

答
内

容
 の

資
料

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
1
/
2

1
1
/
6

3)
受

付
番

号
27

 0
00

44
3 

手
紙

00
1 

Ⅲ
回

答
内

容
の

記
述

記
載

さ
れ

た
資

料
の

開
示

請
求

。
4)

受
付

番
号

27
 0

00
59

9 
手

紙
00

2 
Ⅲ

回
答

内
容

の
資

料
の

開
示

請
求

。
6.

熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
･(

回
答

の
基

準
)第

6条
(4

)同
一

申
出

人
か

ら
、

同
主

旨
の

市
民

の
声

が
数

回
に

渡
り

寄
せ

ら
れ

、
こ

れ
に

対
し

、
す

で
に

回
答

を
行

な
っ

て
い

る
も

の
と

あ
る

が
、

同
趣

旨
と

は
、

全
く

同
じ

文
章

の
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

内
容

を
提

出
す

る
場

合
と

、
同

一
件

名
で

あ
っ

て
も

、
前

回
答

内
容

を
基

に
更

に
進

度
化

深
度

化
さ

せ
た

再
度

の
提

出
･回

答
内

容
に

欠
落

部
分

へ
の

再
度

の
補

充
要

求
等

に
よ

る
再

度
の

提
出

･
等

へ
の

回
答

拒
否

が
可

能
と

す
る

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･Ⅲ

回
答

内
容

様
式

4.
も

し
、

ﾊ
ﾟｿ

ｺ
ﾝ

要
領

ｵ
ｰ

ﾊ
ﾞｰ

で
消

去
す

る
場

合
は

、
熊

本
市

･資
料

保
存

条
例

規
定

･等
の

ど
の

規
定

等
に

よ
っ

て
消

去
可

能
な

の
か

、
の

わ
か

る
資

料
等

。
6.

熊
本

市
市

民
の

声
取

扱
要

綱
･(

回
答

の
基

準
)第

6条
(4

)同
一

申
出

人
か

ら
、

同
趣

旨
の

市
民

の
声

が
数

回
に

渡
り

寄
せ

ら
れ

、
こ

れ
に

対
し

、
す

で
に

回
答

を
行

な
っ

て
い

る
も

の
 と

あ
る

が
、

同
趣

旨
と

は
、

全
く

同
じ

文
章

の
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

内
容

を
提

出
す

る
場

合
と

、
同

一
件

名
で

あ
っ

て
も

、
前

回
等

内
容

を
基

に
、

更
に

進
度

化
深

度
化

さ
せ

た
再

度
の

提
出

･回
答

内
容

に
欠

落
部

分
へ

の
再

度
の

補
充

要
求

等
に

よ
る

再
度

の
提

出
等

へ
の

回
答

拒
否

が
可

能
と

す
る

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2

150



71
2

10
/1

9

13
-1

35
-0

00
～

00
8

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

13
-1

35
-0

00
～

00
8 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
3

71
3

10
/2

0

道
路

位
置

指
定

 昭
和

49
年

11
月

19
日

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

10
1号

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 昭
和

49
年

11
月

19
日

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

10
1号

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
9

71
4

10
/2

0

熊
本

市
東

区
新

南
部

1丁
目

○
-○

○
に

建
つ

ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄ(

○
○

○
○

○
○

○
○

○
)の

平
面

図
、

立
面

図
、

矩
計

図
を

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

お
願

い
し

ま
す

。
使

用
目

的
:銀

行
融

資
の

為

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
東

区
新

南
部

1丁
目

○
-○

○
に

建
つ

ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄ(

○
○

○
○

○
○

○
○

○
)の

平
面

図
、

立
面

図
、

矩
計

図
を

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

お
願

い
し

ま
す

。
開

示
1
1
/
2

1
1
/
6

71
5

10
/2

0

道
路

の
判

定
H

08
年

度
 道

路
台

帳
 8

25
53

ｈ
08

-8
25

53
-0

1
ｈ

08
-8

25
53

-0
2

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

取
り

下
げ

71
6

10
/2

0

･施
工

番
号

:1
50

07
02

･工
事

名
:一

般
県

道
 神

水
川

尻
線

(御
幸

笛
田

工
区

)道
路

改
良

工
事

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

神
水

川
尻

線
(御

幸
笛

田
工

区
)道

路
改

良
工

事
該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

開
示

1
0
/
2
8

1
1
/
9

71
7

10
/2

1

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
54

-0
43

-0
1～

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
54

-1
04

3-
01

～
04

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
1

未
受

取

71
8

10
/2

1

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

9-
04

0-
00

1～
00

9 
9枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望 　

　
〃

　
　

　
06

-0
59

-0
01

～
00

9 
9枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

9-
04

0 
-0

01
～

00
9 

9枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望 判

定
番

号
 0

6-
05

9 
-0

01
～

00
9 

9枚
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
1

1
0
/
2
3

71
9

10
/2

1

藤
園

中
学

校
屋

内
運

動
場

増
改

築
工

事
の

金
額

入
り

内
訳

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

藤
園

中
学

校
屋

内
運

動
場

増
改

築
工

事
の

金
額

入
り

内
訳

書
開

示
1
0
/
2
3

1
0
/
2
6

72
0

10
/2

1

平
成

27
年

10
月

14
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
JR

熊
本

駅
駅

前
広

場
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･J
R
西

熊
本

駅
駅

前
広

場
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
2
6

1
1
/
5
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72
1

10
/2

1

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

の
監

査
(平

成
20

年
～

平
成

26
年

度
)

監
査

結
果

通
知

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 指

導
監

査
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

の
監

査
結

果
通

知
書

(平
成

20
年

～
平

成
26

年
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
0

1
1
/
9

郵
送

72
2

10
/2

2

都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
2工

区
)の

金
入

り
設

計
書

。
内

訳
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

27
年

10
月

14
日

開
札

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
2)

工
区

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
6

1
0
/
2
8

72
3

10
/2

2

熊
本

市
中

央
区

上
通

町
○

-○
　

○
○

○
○

○
○ ｢○

○
○

○
○

○
○

｣
休

業
届

け
、

も
し

く
は

廃
止

届
け

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

熊
本

市
中

央
区

上
通

町
○

-○
 ○

○
○

○
○

○ ｢○
○

○
○

○
○

○
｣

休
業

届
け

、
も

し
く

は
廃

止
届

け

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
0

1
1
/
2

72
4

10
/2

2

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)護

岸
築

造
工

事
(そ

の
2)

【総
合

評
価

方
式

】
一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)道
路

改
良

工
事

(そ
の

3)
【総

合
評

価
方

式
】

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

●
一

般
県

道
託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)道
路

改
良

工
事

(そ
の

3)
●

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)護

岸
築

造
工

事
(そ

の
2)

開
示

1
0
/
2
6

1
0
/
2
9

72
5

10
/2

2

(仮
称

)山
室

公
園

第
1期

整
備

工
事

金
入

り
設

計
書

(変
更

後
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･(
仮

称
)山

室
公

園
第

1期
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
(変

更
後

)
開

示
1
0
/
2
7

1
0
/
2
9

72
6

10
/2

2

隈
庄

小
学

校
擁

壁
改

修
工

事
変

更
後

の
金

額
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

隈
庄

小
学

校
擁

壁
改

修
工

事
変

更
後

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
6

1
0
/
2
7

72
7

10
/2

2

位
置

指
定

一
式

 S
43

-1
92

 S
35

-0
38

道
路

判
定

一
式

 H
11

.9
9-

35
6 

H
11

.9
9-

34
4

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

一
式

 S
43

-1
92

 S
35

-0
38

道
路

判
定

一
式

 H
11

.9
9-

35
6 

H
11

.9
9-

34
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
3

1
1
/
2

72
8

10
/2

2

･道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

3-
35

0号
判

定
年

月
日

 H
15

年
9月

1日
協

定
書

あ
れ

ば
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
3-

35
0号

 判
定

年
月

日
 H

15
年

9月
1日

協
定

書
あ

れ
ば

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
3

1
0
/
2
6

152



72
9

10
/2

2

高
度

管
理

医
療

機
器

等
販

売
許

可
証

情
報

の
取

得
開

示
し

た
い

内
容

1許
可

番
号

2氏
名

(法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
名

称
)

3営
業

所
の

名
称

5営
業

所
の

所
在

地
7有

効
期

間
(開

始
日

と
最

終
日

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

高
度

管
理

医
療

機
器

等
販

売
許

可
施

設
情

報
1.

許
可

番
号

2.
氏

名
(法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

名
称

)
3.

営
業

所
の

名
称

4.
営

業
所

の
所

在
地

5.
有

効
期

間
(開

始
日

と
最

終
日

)
開

示
1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

73
0

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

総
務

厚
生

課
所

管
分

総
務

局
総

務
厚

生
課

平
成

2 
7年

度
｢全

国
市

長
会

市
民

総
合

賠
償

補
償

保
険

加
入

証
｣

｢市
民

総
合

賠
償

補
償

保
険

の
あ

ら
ま

し
｣P

2,
 5

開
示

1
0
/
2
6

1
1
/
4

73
1

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

車
両

管
理

課
所

管
分

財
政

局
車

両
管

理
課

保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

、
動

産
総

合
保

険
)

と
そ

の
契

約
内

容
が

わ
か

る
も

の
開

示
1
0
/
2
3

1
1
/
4

73
2

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

こ
こ

ろ
の

健
康

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 こ

こ
ろ

の
健

康
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
安

全
保

険
の

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
9

1
1
/
4

73
3

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

保
育

幼
稚

園
課

所
管

分
健

康
福

祉
子

ど
も

局 保
育

幼
稚

園
課

全
国

市
長

会
学

校
災

害
賠

償
補

償
保

険
 加

入
依

頼
書

団
体

総
合

補
償

制
度

費
用

保
険

保
険

証
券

及
び

給
付

表
開

示
1
0
/
3
0

1
1
/
4

73
4

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

環
境

共
生

課
所

管
分

環
境

局
環

境
共

生
課

森
林

国
営

保
険

の
保

険
証

券
の

写
し

と
そ

の
契

約
内

容
が

わ
か

る
も

の
。

1
0
/
2
7

1
1
/
4

73
5

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

熊
本

城
総

合
事

務
所

所
管

分
観

光
文

化
交

流
局 熊

本
城

総
合

事
務

所

熊
本

城
二

の
丸

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
熊

本
城

三
の

丸
第

一
駐

車
場

自
動

車
管

理
者

賠
償

責
任

保
険

熊
本

城
三

の
丸

第
二

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
宮

内
駐

車
場

自
動

車
管

理
者

賠
償

責
任

保
険

開
示

1
0
/
2
3

1
1
/
4

73
6

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

住
宅

課
所

管
分

都
市

建
設

局
住

宅
課

･賠
償

責
任

保
険

証
券

開
示

1
1
/
4

1
1
/
4
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73
7

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

土
木

管
理

課
所

管
分

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

別
紙

に
掲

げ
て

あ
る

土
木

管
理

課
所

管
分

の
保

険
証

券
の

写
し

開
示

1
0
/
2
6

1
1
/
4

73
8

10
/2

3

･別
紙

に
掲

げ
る

保
険

証
券

の
写

し
と

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
物

。
※

交
通

局
総

務
課

所
管

分
交

通
局

総
務

課

運
送

保
険

･動
産

総
合

保
険

の
保

険
証

券
の

写
し

及
び

そ
の

契
約

内
容

が
解

る
資

料
開

示
1
0
/
2
7

1
1
/
4

73
9

10
/2

3

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

書
①

･届
出

日
H

15
年

10
月

27
日

(5
条

1項
)

･件
名

 ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
 届

出
者

 ○
○

○
○

○
※

全
部

は
必

要
無

し
。

届
出

書
の

1～
3ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
及

び
全

体
配

置
が

解
か

る
図

面
②

届
出

日
H

17
年

2月
10

日
(届

出
6条

1項
)

③
届

出
日

H
20

年
7月

30
日

(届
出

6条
1項

)
②

、
③

い
ず

れ
も

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
の

届
出

書
で

す
。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
規

定
に

基
づ

く
｢

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
｣の

届
出

書 ･平
成

15
年

10
月

27
日

付
届

出
書

(法
5条

1項
)

※
届

出
書

の
1～

3ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ及

び
全

体
配

置
が

分
か

る
図

面
･平

成
17

年
2月

10
日

付
届

出
書

(法
6条

1項
)

･平
成

20
年

7月
30

日
付

届
出

書
(法

6条
1項

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
8

未
受

取

74
0

10
/2

3

●
東

区
上

南
部

3丁
目

9番
付

近
φ

10
0･

50
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

･科
目

内
訳

表
)

10
/2

1契
約

で
、

契
約

時
の

内
訳

書
は

提
出

済
み

上
下

水
道

局
水

相
談

課

･東
区

上
南

部
3丁

目
9番

付
近

φ
10

0･
50

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
書

・科
目

内
訳

表
)

開
示

1
1
/
6

1
1
/
1
8

74
1

10
/2

3

｢都
市

計
画

法
｣及

び
｢土

地
区

画
整

理
法

｣に
基

づ
き

熊
本

市
が

認
可

し
た

『土
地

区
画

整
理

事
業

』(
特

定
土

地
区

画
整

理
事

業
、

ﾐﾆ
区

画
整

理
事

業
も

含
む

)で
、

平
成

23
年

1月
1日

か
ら

平
成

26
年

12
月

31
日

ま
で

に
換

地
処

分
が

な
さ

れ
た

事
業

に
つ

い
て

の
、

土
地

区
画

整
理

法
施

行
規

則
第

5条
、

第
12

条
な

ど
で

法
定

さ
れ

て
い

る
下

記
の

1.
か

ら
4.

の
図

面
、

及
び

5.
の

対
照

表
。

2.
施

行
地

区
区

域
図

(従
前

の
土

地
図

と
同

じ
内

容
の

図
面

の
場

合
は

不
要

で
す

。
)

3.
換

地
図

そ
の

1(
従

前
の

土
地

図
)

4.
換

地
図

そ
の

2(
換

地
処

分
後

の
土

地
図

)
※

都
心

活
性

課
所

管
分

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

｢都
市

計
画

法
｣及

び
｢土

地
区

画
整

理
法

｣に
基

づ
き

熊
本

市
が

認
可

し
た

『土
地

区
画

整
理

事
業

』(
特

定
土

地
区

画
整

理
事

業
、

ﾐﾆ
区

画
整

理
事

業
も

含
む

)で
、

平
成

23
年

1月
1日

か
ら

平
成

26
年

12
月

31
日

ま
で

に
換

地
処

分
が

な
さ

れ
た

事
業

に
つ

い
て

の
、

土
地

区
画

整
理

法
施

工
規

則
第

5条
、

第
12

条
な

ど
で

法
定

さ
れ

て
い

る
下

記
の

図
面

。
･換

地
図

そ
の

1(
従

前
の

土
地

図
)

･換
地

図
そ

の
2(

換
地

処
分

後
の

土
地

図
)

開
示

1
1
/
4

1
1
/
1
2

郵
送

74
2

10
/2

3

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 S

47
年

第
93

号
(全

部
)

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
位

置
指

定
位

置
指

定
番

号
 S

47
年

93
号

(全
部

)
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

1
0
/
2
7
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74
3

10
/2

3

道
路

位
置

指
定

 H
25

-0
13

道
路

判
定

 1
2年

第
32

7号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 H
25

-0
13

道
路

判
定

 1
2年

第
37

号
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

1
0
/
3
0

74
4

10
/2

6

工
事

名
 市

道
 岳

平
山

第
1号

線
道

路
改

良
工

事 金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

岳
平

山
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

74
5

10
/2

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5年

第
25

5号
 H

17
.6

.8
決

裁
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

5年
第

25
5号

H
17

.6
.8

決
裁

全
部

 協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

1
0
/
2
9

74
6

10
/2

7

国
道

38
7号

(新
堀

川
橋

)橋
梁

補
修

工
事

･平
成

27
年

度
工

事
設

計
書

(金
額

が
入

っ
て

い
る

書
類

)
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

国
道

38
7号

(新
堀

川
橋

)橋
梁

補
修

工
事

･平
成

27
年

度
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2
9

1
1
/
1
1

74
7

10
/2

7

･道
路

判
定

書
一

式
H

15
.0

4-
07

5 
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

一
式

H
15

.0
4-

07
5 

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
8

1
1
/
2

74
8

10
/2

7

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 平

成
16

年
12

月
1日

 0
4-

61
7号

全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

平
成

26
年

7月
25

日
 1

4-
09

0号
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 平

成
16

年
12

月
1日

 0
4-

61
7号

全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

判
定

番
号

 平
成

26
年

7月
25

日
 1

4-
09

0号
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

 協
定

書
あ

れ
ば

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

74
9

10
/2

7

私
道

(薄
場

一
丁

目
○

○
○

-○
外

)へ
の

公
共

下
水

道
布

設
申

請
書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

私
道

(薄
場

1丁
目

○
○

○
-○

外
)へ

の
公

共
下

水
道

布
設

申
請

書
一

式
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

75
0

10
/2

7

■
道

路
位

置
指

定
位

置
指

定
番

号
 S

43
-4

16
-0

1～
S4

3-
41

6-
05

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-4

16
-0

1～
S4

3-
41

6-
05

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

75
1

10
/2

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
13

-0
27

h1
3-

02
7 

01
～

04
開

示
で

き
る

も
の

す
べ

て
･復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

13
-0

27
･(

h1
3-

02
7 

01
～

04
 開

示
で

き
る

も
の

す
べ

て
)

･復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

75
2

10
/2

8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

21
-0

08
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

21
-0

08
号

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
9

1
0
/
2
9
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75
3

10
/2

8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 ｈ

02
-0

59
-0

1 
ｈ

02
-0

59
-0

2
ｈ

02
-0

59
-0

3 
ｈ

02
-0

59
-0

4
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 h

02
-0

59
-0

1 
h0

2-
05

9-
02

 h
02

-
05

9-
03

 h
02

-0
59

-0
4

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

75
4

10
/2

8

一
般

県
道

 神
水

川
尻

線
(御

幸
笛

田
工

区
)道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

神
水

川
尻

線
(御

幸
笛

田
工

区
)道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
5

1
1
/
9

75
5

10
/2

8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

38
-0

52
-0

1～
04

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

38
-0

52
-0

1～
04

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
9

1
1
/
2

75
6

10
/2

8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7-

41
3-

01
～

08
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7-

41
3-

01
～

08
全

部
 協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
4

75
7

10
/2

9

熊
本

市
が

現
存

す
る

居
宅

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

事
業

所
の

う
ち

｢訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

(療
養

型
通

所
介

護
含

む
)｣

｢福
祉

用
具

貸
与

｣
｢短

期
入

所
生

活
介

護
｣｢

居
宅

介
護

支
援

｣｢
定

期
巡

回
･随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

｣｢
夜

間
対

応
訪

問
介

護
｣｢

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

｣
｢小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

｣｢
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

｣の
11

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
｢ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
｣｢

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣｢
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣｢
電

話
番

号
｣｢

F
A

X
番

号
｣｢

介
護

保
険

事
業

所
番

号
｣が

記
載

さ
れ

た
平

成
27

年
10

月
1日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。
尚

、
可

能
で

あ
れ

ば
電

磁
的

媒
体

で
の

交
付

を
希

望
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 高

齢
介

護
福

祉
課

熊
本

市
に

所
在

す
る

居
宅

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

事
業

所
の

う
ち

、
｢訪

問
介

護
｣｢

訪
問

入
浴

介
護

｣｢
通

所
介

護
(療

養
型

通
所

介
護

含
む

)｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣｢

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣

｢定
期

巡
回

･随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣｢

夜
間

対
応

型
訪

間
介

護
｣｢

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

｣｢
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

｣｢
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

｣に
つ

い
て

、
｢

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
｣｢

事
業

主
体

名
」｢

事
業

所
名

｣
｢郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣｢
電

話
番

号
｣｢

F
A

X
番

号
｣｢

介
護

保
険

事
業

所
番

号
｣が

記
載

さ
れ

た
平

成
27

年
10

月
1日

現
在

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

開
示

1
0
/
3
0

1
1
/
1
3

75
8

10
/2

9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
43

3号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

04
年

第
43

3号
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
2

75
9

10
/2

9

平
成

27
年

10
月

21
日

開
札

水
道

整
備

課
南

区
城

南
町

阿
高

竹
ﾉ
下

橋
付

近
φ

30
0粍

水
管

橋
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

平
成

27
年

10
月

21
日

開
札

･南
区

城
南

町
阿

高
竹

ノ
下

橋
付

近
φ

30
0粍

水
管

橋
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
4

1
1
/
5
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76
0

10
/2

9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 3

5-
08

3
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 3

5-
08

3
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
2

76
1

10
/3

0

道
路

判
定

04
-2

78
-0

1 
04

-2
78

-0
2 

04
-2

78
-0

6
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

04
-2

78
-0

1 
04

-2
78

-0
2 

04
-2

78
-0

6
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
4

76
2

10
/3

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0-

54
2-

01
,0

2,
03

,0
9,

10
,1

1,
12

,1
5,

16
,1

8
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0-

54
2-

01
、

02
、

03
、

09
、

10
、

11
、

12
、

15
、

16
、

18
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
4

76
3

10
/3

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
3-

20
2-

01
～

10
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
3-

20
2-

01
～

10
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5

76
4

10
/3

0

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
H

27
.6

.1
～

H
27

.1
0.

29
届

出
日

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

(H
27

.6
.1

～
H

27
.1

0.
29

届
出

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
9

1
1
/
1
8

76
5

11
/2

北
区

植
木

町
鞍

掛
鞍

掛
郵

便
局

付
近

φ
15

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鞍

掛
鞍

掛
郵

便
局

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
6

76
6

11
/2

･道
路

位
置

指
定

H
26

-0
27

号
 全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

･道
路

判
定

99
-2

70
号

 全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･道
路

位
置

指
定

 H
26

-0
27

号
 全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ 
ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

･道
路

判
定

 9
9-

27
0号

 全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5

76
7

11
/2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(建

指
)第

H
27

-0
19

号 ･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(建
指

)第
H

27
-0

19
号 全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5

76
8

11
/2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(建
指

)第
H

26
-0

27
号 ･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(建
指

)第
H

26
-0

27
号 全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5
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76
9

11
/2

平
成

27
年

10
/1

～
10

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【取
得

希
望

情
報

】
･施

設
名

称
･施

設
所

在
地

･電
話

番
号

･確
認

年
月

日
･開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

※
上

記
以

外
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

※
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

10
月

1日
か

ら
10

月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
7

77
0

11
/2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

46
-0

09
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
S
46

-0
09

 全
部

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
5

1
1
/
5

77
1

11
/4

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
50

年
3月

28
日

(全
部

)
S4

9年
第

13
7号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

判
定

番
号

 S
50

年
3月

28
日

(全
部

)
S4

9年
第

13
7号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
5

1
1
/
5

77
2

11
/4

平
成

27
年

10
月

14
日

開
札

･都
市

建
設

局
 土

木
管

理
課

 自
転

車
対

策
室

西
熊

本
駅

自
転

車
駐

車
場

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

西
熊

本
駅

自
転

車
駐

車
場

整
備

工
事

の
金

入
設

計
書

平
成

27
年

10
月

14
日

開
札

開
示

1
1
/
5

1
1
/
6

77
3

11
/4

南
部

送
水

場
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ棟

杭
基

礎
工

事
金

額
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

南
部

送
水

場
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ棟

杭
基

礎
工

事
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書
(工

種
明

細
表

及
び

科
目

内
訳

表
)

開
示

1
1
/
6

1
1
/
6

77
4

11
/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

19
9号

 1
0年

14
7号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

19
9号

、
10

年
14

7号
全

部
 協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
5

1
1
/
1
1

77
5

11
/4

平
成

27
年

10
月

1日
～

平
成

27
年

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

美
容

所
一

覧
。

項
目

:施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

10
月

1日
か

ら
平

成
27

年
10

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
9

77
6

11
/4

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
10

月
17

日
よ

り
20

15
年

11
月

4日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
10

月
17

日
か

ら
20

15
年

11
月

4
日

ま
で

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
7
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77
7

11
/5

平
成

28
年

中
学

校
教

科
用

図
書

採
択

に
関

し
て ①

採
択

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

②
専

門
調

査
委

員
の

調
査

資
料

(調
査

報
告

書
)

(保
健

体
育

)

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

28
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
採

択
①

採
択

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

②
専

門
調

査
委

員
の

調
査

資
料

(調
査

報
告

書
)保

健
体

育
開

示
1
1
/
1
1

1
1
/
2
4

77
8

11
/5

･平
成

27
年

10
月

23
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 植
木

地
域

整
備

室
市

道
 萩

尾
横

～
鐙

田
住

宅
線

支
線

1号
排

水
管

復
旧

緊
急

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

27
年

10
月

23
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室
市

道
萩

尾
～

鐙
田

住
宅

線
支

線
1号

排
水

管
復

旧
緊

急
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
2

77
9

11
/5

以
下

工
事

(熊
本

県
発

注
の

工
事

)の
工

事
成

績
評

定
通

知
書

①
工

事
名

:熊
本

駅
帯

山
線

緊
急

地
方

道
整

備
(立

体
横

断
施

設
上

部
工

そ
の

1)
工

事
工

期
:2

00
9/

02
/1

8～
20

10
/8

/3
1

請
負

会
社

:日
立

造
船

㈱
②

工
事

名
:熊

本
駅

帯
山

線
地

域
活

力
基

盤
創

造
(立

体
横

断
施

設
上

部
工

そ
の

2)
工

事
工

期
:2

00
9/

12
/0

7～
20

10
/1

1/
1

請
負

会
社

:日
立

造
船

㈱

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

①
熊

本
駅

帯
山

線
緊

急
地

方
道

路
整

備
(立

体
横

断
施

設
上

部
工

そ
の

1)
工

事
②

熊
本

駅
帯

山
線

地
域

活
力

基
盤

創
造

(立
体

横
断

施
設

上
部

工
そ

の
2)

工
事

上
記

の
工

事
成

績
評

定
通

知
書

開
示

1
1
/
1
9

1
2
/
1

78
0

11
/5

○
○

○
○

○
○

○
○

の
開

設
に

関
す

る
一

切
の

書
類

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

○
○

○
○

○
○

○
の

開
設

に
関

す
る

一
切

の
書

類
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
9

78
1

11
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7年

第
29

6号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

07
年

第
29

6号
 ･

全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
1
/
6

78
2

11
/5

市
道

 小
沢

町
上

熊
本

2丁
目

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
･工

事
設

計
書

(金
額

が
入

っ
て

い
る

書
類

)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

 小
沢

町
上

熊
本

2丁
目

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
･平

成
27

年
度

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
設

計
書

)

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
8

78
3

11
/5

熊
本

森
林

学
習

館
に

つ
い

て
、

現
在

指
定

を
受

け
て

い
る

指
定

管
理

者
が

申
請

の
際

に
提

出
し

た
申

請
書

類
の

う
ち

、
事

業
計

画
及

び
収

支
計

画
の

分
か

る
書

類
(様

式
第

2号
及

び
様

式
第

3
号

)

環
境

局
環

境
共

生
課

熊
本

市
森

林
学

習
館

に
つ

い
て

、
現

在
指

定
を

受
け

て
い

る
指

定
管

理
者

が
申

請
の

際
に

、
提

出
し

た
申

請
書

類
の

う
ち

、
事

業
計

画
及

び
収

支
計

画
の

分
か

る
書

類
(様

式
第

2号
及

び
様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
1
/
1
9

1
2
/
4

78
4

11
/5

平
成

27
年

11
月

5日
付

け
で

契
約

し
た

｢都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

12
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
3工

区
)の

金
入

り
設

計
書

。
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

12
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
3工

区
)

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
1
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78
5

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
政

策
企

画
課

所
管

分
市

長
政

策
総

室
政

策
企

画
課

平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
30

日
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
政

策
企

画
課

所
管

分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
2
/
2
2

78
6

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
総

務
厚

生
課

所
管

分
総

務
局

総
務

厚
生

課

平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
30

日
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
総

務
厚

生
課

所
管

分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
2
/
2
2

78
7

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
財

政
課

所
管

分
財

政
局

財
政

課

平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
30

日
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
財

政
局

財
政

課
所

管
分

開
示

1
1
/
1
3

1
2
/
2
2

78
8

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
区

政
推

進
課

所
管

分
市

民
局

区
政

推
進

課

精
算

報
告

書
兼

旅
行

命
令

書
(平

成
27

年
度

第
1回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
に

伴
う

出
張

旅
費

)
開

示
1
1
/
6

1
2
/
2
2

78
9

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
市

民
協

働
課

所
管

分
市

民
局

市
民

協
働

課

平
成

23
年

4月
か

ら
平

成
27

年
9月

30
日

ま
で

の
、

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
に

つ
い

て
●

清
算

報
告

書
及

び
集

合
明

細
書

(平
成

23
年

度
第

1回
視

察
)

●
清

算
報

告
書

及
び

集
合

明
細

書
(平

成
23

年
度

第
2回

視
察

)

開
示

1
1
/
1
2

1
2
/
2
2

79
0

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

①
平

成
23

年
4月

～
平

成
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
2
/
2
2

79
1

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
子

ど
も

支
援

課
所

管
分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 子

ど
も

支
援

課

【対
象

期
間

】平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
30

日
【対

象
案

件
】議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
子

ど
も

支
援

課
所

管
分

開
示

1
1
/
1
2

1
2
/
2
2

79
2

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
環

境
政

策
課

所
管

分
環

境
局

環
境

共
生

課

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
(平

成
23

年
4月

～
平

成
27

年
9月

30
日

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
2
/
2
2

79
3

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
産

業
政

策
課

所
管

分
農

水
商

工
局

産
業

政
策

課

平
成

23
年

4月
か

ら
平

成
27

年
9月

30
 日

ま
で

の
議

会
視

察
(委

員
会

等
)旅

費
に

関
す

る
も

の
(産

業
政

策
課

所
管

分
)

開
示

1
1
/
1
3

1
2
/
2
2

160



79
4

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

所
管

分

観
光

文
化

交
流

局 ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
伝

票
(ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

所
管

分
)

開
示

1
1
/
1
1

1
2
/
2
2

79
5

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
都

市
政

策
課

所
管

分
都

市
建

設
局

都
市

政
策

課

平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
30

日
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
都

市
政

策
課

所
管

分
開

示
1
1
/
1
3

1
2
/
2
2

79
6

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
中

央
区

役
所

総
務

企
画

課
所

管
分

中
央

区
役

所
総

務
企

画
課

平
成

24
年

度
第

2回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

随
行

者
(中

央
区

長
分

)
開

示
1
1
/
1
0

1
2
/
2
2

79
7

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
東

区
役

所
総

務
企

画
課

所
管

分
東

区
役

所
総

務
企

画
課

･平
成

25
年

度
第

2回
教

育
市

民
(企

画
教

育
市

民
)委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
(東

区
長

)分
･平

成
24

年
度

財
政

運
営

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

(東
区

次
長

)
分

開
示

1
1
/
1
1

1
2
/
2
2

79
8

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
西

区
役

所
総

務
企

画
課

所
管

分
西

区
役

所
総

務
企

画
課

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
･平

成
23

年
4月

か
ら

平
成

27
年

9月
30

日
･西

区
役

所
 総

務
企

画
課

 所
管

分
開

示
1
1
/
1
1

1
2
/
2
2

79
9

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
南

区
役

所
総

務
企

画
課

所
管

分
南

区
役

所
総

務
企

画
課

平
成

23
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

9月
30

日
ま

で
の

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
※

南
区

役
所

総
務

企
画

課
所

管
分

開
示

1
1
/
9

1
2
/
2
2

80
0

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
北

区
役

所
総

務
企

画
課

所
管

分
北

区
役

所
総

務
企

画
課

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
※

平
成

25
年

度
第

1回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

随
行

者
(北

区
長

)分
開

示
1
1
/
1
7

1
2
/
2
2

80
1

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
消

防
局

総
務

課
、

管
理

課
所

管
分

消
防

局
総

務
課

①
 2

3年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
消

防
局

総
務

課
、

管
理

課
所

管
分

開
示

1
1
/
1
8

1
2
/
2
2

80
2

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
交

通
局

総
務

課
所

管
分

交
通

局
総

務
課

①
平

成
23

年
4月

～
平

成
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
交

通
局

総
務

課
所

管
分

開
示

1
1
/
1
3

1
2
/
2
2

80
3

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
上

下
水

道
局

総
務

課
所

管
分

上
下

水
道

局
総

務
課

①
平

成
23

年
4月

～
 2

7年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
上

下
水

道
局

総
務

課
所

管
分

開
示

1
1
/
1
2

1
2
/
2
2

161



80
4

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
市

民
病

院
総

務
課

所
管

分

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

･平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
30

日
ま

で
の

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費

開
示

1
1
/
2
0

1
2
/
2
2

80
5

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
教

育
政

策
課

所
管

分

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

政
策

課

①
平

成
23

年
度

第
1回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

長
他

2名
分

②
平

成
23

年
度

第
2回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

長
他

1名
分

③
平

成
24

年
度

第
1回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

長
他

1名
分

④
平

成
24

年
度

第
2回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

長
他

1名
分

⑤
平

成
25

年
度

第
1回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

長
他

1名
分

⑥
平

成
25

年
度

第
2回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

長
他

1名
分

⑦
平

成
25

年
度

ま
ち

づ
く

り
特

別
委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
 教

育
政

策
課

長
⑧

平
成

26
年

度
第

1回
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
 教

育
長

他
1名

分
⑨

平
成

26
年

度
ま

ち
づ

く
り

特
別

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 健
康

教
育

課
長

⑩
平

成
27

年
度

第
1回

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
 随

行
者

 教
育

委
員

会
事

務
局

次
長

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
0

1
2
/
2
2

80
6

11
/6

①
23

年
4月

～
27

年
9月

30
日

②
議

会
視

察
(委

員
会

等
)に

係
る

旅
費

※
農

業
委

員
会

事
務

局
所

管
分

農
業

委
員

会
事

務
局

平
成

23
年

4月
か

ら
平

成
27

年
9月

30
日

ま
で

の
、

議
会

視
察

(委
員

会
等

)に
係

る
旅

費
4件

に
つ

い
て

●
精

算
報

告
書

兼
変

更
旅

行
命

令
書

(平
成

23
年

度
第

1･
2回

視
察

、
平

成
25

年
度

第
2回

視
察

、
平

成
26

年
度

第
2回

視
察

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
2
/
2
2

80
7

11
/6

花
陵

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
額

入
り

の
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

花
陵

中
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
開

示
1
1
/
1
9

1
1
/
2
7

80
8

11
/6

･平
成

27
年

10
月

28
日

開
札

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

計
画

事
業

 上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
6

1
1
/
1
2
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80
9

11
/6

○
○

○
○

○
○

○
に

関
す

る
開

設
者

、
開

設
日

、
廃

止
日

が
わ

か
る

書
類

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

○
○

○
○

○
○

○
に

関
す

る
開

設
者

、
開

設
日

、
廃

止
日

が
わ

か
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
1
0

81
0

11
/6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-5

15
 ･

全
部

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
S
43

-5
15

 全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
9

1
1
/
9

81
1

11
/6

平
成

27
年

10
月

28
日

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

27
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

30
4工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

27
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

30
4工

区
)

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
2

81
2

11
/6

○
○

○
○

○
○

○
に

関
す

る
、

開
設

者
の

氏
名

、
開

設
日

、
廃

止
日

が
分

か
る

も
の

。
健

康
福

祉
子

ど
も

局 医
療

政
策

課

○
○

○
○

○
○

○
に

関
す

る
開

設
者

の
氏

名
、

開
設

日
、

廃
止

日
が

わ
か

る
も

の
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

未
受

取

81
3

11
/6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

24
-0

28
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
H

24
-0

28
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
9

1
1
/
9

81
4

11
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

22
-0

08
･全

部
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 H

22
-0

08
 ･

全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
9

81
5

11
/9

工
事

名
市

道
 藤

山
下

方
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

藤
山

下
方

線
道

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
3

1
1
/
1
3

81
6

11
/9

西
区

松
尾

1丁
目

の
土

地
に

お
け

る
不

法
投

棄
事

案
に

係
る

掘
削

状
況

写
真

1.
ﾛ
→

○
○

○
-○

-○
○

○
-○

3.
ﾛ
→

○
○

○

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課

熊
本

市
西

区
松

尾
一

丁
目

○
○

○
、

 ○
○

○
-○

及
び

○
○

○
-○

の
土

地
に

お
け

る
不

法
投

棄
事

案
に

係
る

掘
削

状
況

写
真

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
2
/
2
0

81
7

11
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 昭

和
42

年
9月

26
日

 熊
本

県
指

令
第

38
1号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 昭

和
43

年
9月

26
日

 熊
本

県
指

令
第

38
1号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
0

1
1
/
1
0

81
8

11
/1

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
25

4号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 1
5年

第
25

4号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
1
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81
9

11
/1

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5-

23
5 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 1
5-

23
5

･J
P
G

00
1～

JP
G

00
5 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
1

82
0

11
/1

0

平
成

10
年

11
月

24
日

に
下

記
の

と
お

り
提

出
さ

れ
た

旅
館

業
許

可
申

請
に

添
付

さ
れ

て
い

た
図

面
一

式
1 

申
請

者
 株

式
会

社
○

○
○

○
○

 代
表

取
締

役
 ○

○
○

○
2 

施
設

 ○
○

○
○

○
○

○
○

 熊
本

市
中

央
区

安
政

町
○

-○
健

康
福

祉
子

ど
も

局 生
活

衛
生

課

平
成

10
年

11
月

24
日

に
下

記
の

と
お

り
提

出
さ

れ
た

旅
館

業
許

可
申

請
に

添
付

さ
れ

て
い

た
図

面
一

式
1 

申
請

者
 株

式
会

社
○

○
○

○
○

 代
表

取
締

役
 ○

○
○

○
2 

施
 設

 ○
○

○
○

○
○

○
○

 熊
本

市
中

央
区

安
政

町
 ○

-○
3 

図
面

 計
18

枚
 (

詳
細

は
下

述
の

と
お

り
)

B
1(

図
1･

図
2)

1階
(図

3･
図

4)
2階

3階
(図

5･
図

6)
 (

図
7・

図
8)

4階
(図

9･
図

10
)5

～
7階

(図
11

･
12

)8
階

 (
図

 1
3･

 図
14

)配
置

図
(図

15
･図

16
).

立
面

図
(図

17
･図

18
)

開
示

1
1
/
1
6

1
1
/
1
8

82
1

11
/1

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
3年

第
23

7号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
3年

第
23

7号
･全

部
 ･

協
定

書
 (

あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
0

1
1
/
1
2

82
2

11
/1

0

平
成

27
年

度
工

事
名

 第
74

分
団

(西
里

･古
市

)消
防

機
械

倉
庫

新
築

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
種

目
別

内
訳

書
･科

目
別

内
訳

書
･細

目
別

内
訳

書
･共

通
仮

設
費

の
内

訳
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

度
工

事
名

 第
74

分
団

(西
里

･古
市

)消
防

機
械

倉
庫

新
築

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
種

目
別

内
訳

書
･科

目
別

内
訳

書
･細

目
別

内
訳

書
･共

通
仮

設
費

の
内

訳
書

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
2

82
3

11
/1

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 9
9年

第
10

8号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 9
9年

第
10

8号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
2

未
受

取

82
4

11
/1

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
27

年
 1

5-
25

6号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

 H
27

年
判

定
番

号
 1

5-
25

6号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
3

82
5

11
/1

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7年

第
81

5号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7年

第
81

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
1
3

82
6

11
/1

1
熊

本
市

中
央

区
小

沢
町

○
○

番
○

○
○

○
の

平
面

図
(各

階
全

部
)、

断
面

図
、

立
面

図
消

防
局

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

小
沢

町
○

○
番

○
○

○
○

の
平

面
図

(各
階

全
部

)、
断

面
図

、
立

面
図

開
示

1
1
/
2
5

1
1
/
2
7
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82
7

11
/1

1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

49
-1

11
 S

44
-2

33
 S

35
-1

12
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
 S

49
-1

11
、

S
44

-2
99

、
S3

5-
11

2
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
2
/
3

82
8

11
/1

2

H
27

.9
.3

0新
設

届
出

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
お

よ
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

り
図

、
店

舗
の

配
置

図
。

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1)

｣、
「周

辺
見

取
図

」、
「平

面
図

兼
配

置
図

」
･平

成
27

年
9月

30
日

付
届

出
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
7

1
1
/
2
4

郵
送

82
9

11
/1

2

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

旧
橋

撤
去

工
事

(P
3橋

脚
)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

旧
橋

撤
去

工
事

(P
3橋

脚
)(

金
入

設
計

書
)

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
7

83
0

11
/1

2

平
成

27
年

10
月

21
日

開
札

南
区

城
南

町
阿

高
竹

ﾉ
下

橋
付

近
φ

30
0粍

水
管

橋
工

事
平

成
27

年
10

月
28

日
開

札
南

区
城

南
町

赤
見

(富
合

東
部

浄
水

場
～

富
合

南
部

送
水

場
間

)φ
15

0粍
導

水
管

布
設

工
事

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

平
成

27
年

10
月

21
日

開
札

･南
区

城
南

町
阿

高
竹

ノ
下

橋
付

近
φ

30
0粍

水
管

橋
工

事
平

成
27

年
10

月
28

日
開

札
･南

区
城

南
町

赤
見

(富
合

東
部

浄
水

場
～

富
合

南
部

送
水

場
間

)φ
15

0粍
導

水
管

布
設

工
事 上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
2
0

1
1
/
3
0

83
1

11
/1

2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 9
9年

第
15

号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 9
9年

第
15

号
･全

部
 ･

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
1
3

83
2

11
/1

2
花

畑
町

別
館

の
耐

震
改

修
費

用
20

億
円

の
内

訳
市

長
政

策
総

室
政

策
企

画
課

･花
畑

町
別

館
の

耐
震

改
修

費
用

20
億

円
の

内
訳

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
9

83
3

11
/1

2

熊
本

市
上

下
水

道
事

業
管

理
者

発
注

の
下

記
工

事
の

金
額

入
り

工
事

内
訳

書
(科

目
内

訳
ま

で
)

工
事

名
:北

区
植

木
鐙

田
10

54
番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0･
40

粍
排

水
管

布
設

他
2件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鐙

田
10

54
番

地
付

近
Φ

15
0･

75
･5

0･
40

粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

文
書

等
の

件
名

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
1
1
/
2
0

1
1
/
2
4

83
4

11
/1

3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
6-

06
1-

01
～

08
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
6-

06
1-

 0
1～

08
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
1
7

83
5

11
/1

3

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
8月

11
日

～
9月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
8月

11
日

～
平

成
27

年
9月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
7

1
1
/
2
5

165



83
6

11
/1

3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-0

81
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-0

81
 ･

全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
1
7

83
7

11
/1

3

工
事

名
:廻

江
地

区
他

排
水

路
整

備
工

事
 金

入
設

計
書

南
区

役
所

農
業

振
興

課

廻
江

地
区

他
排

水
路

整
備

工
事

工
事

番
号

 1
50

07
30

-0
0

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
6

1
1
/
2
0

83
8

11
/1

6

平
成

27
年

11
月

5日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

開
示

1
1
/
1
8

1
2
/
2
4

83
9

11
/1

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5-

12
8-

00
1～

00
9

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

15
-1

28
- 

00
1～

00
9 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
7

1
1
/
1
7

84
0

11
/1

6

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
11

月
5日

よ
り

20
15

年
11

月
16

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･届
出

者
名

期
間

:2
01

5年
11

月
5日

か
ら

20
15

年
11

月
16

日
ま

で
開

示
1
1
/
1
7

1
1
/
1
8

84
1

11
/1

6

平
成

27
年

10
月

28
日

開
札

東
区

役
所

 農
業

振
興

課
画

図
町

下
牟

田
下

水
路

外
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

東
区

役
所

農
業

振
興

課

画
図

町
下

無
田

下
水

路
改

良
工

事

開
示

1
1
/
1
8

1
2
/
2
4

84
2

11
/1

6

平
成

10
月

21
日

開
札

管
路

維
持

課
中

央
区

島
崎

1丁
目

8番
付

近
φ

20
0･

15
0･

75
粍

排
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

中
央

区
島

崎
1丁

目
8番

付
近

φ
20

0･
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書

開
示

1
1
/
1
9

1
2
/
2
4
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84
3

11
/1

6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

61
-0

29
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

14
2 

平
成

16
年

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

61
-0

29
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
5-

14
2 

平
成

16
年 ･全

部
 ･

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
7

1
1
/
2
0

84
4

11
/7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

25
7 

00
0 

01
～

16
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

25
7 

00
0 

01
～

16
･協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
9

1
2
/
2
4

84
5

11
/1

7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

15
年

5月
6日

 0
3-

18
9

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

15
年

5月
6日

 0
3-

18
9

･全
部

 ･
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
1
9

84
6

11
/1

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

42
-3

20
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

42
-3

20
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
9

1
1
/
1
9

84
7

11
/1

8

新
土

河
原

町
第

24
号

排
水

路
改

良
工

事
平

面
図

白
黒

可

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

新
土

河
原

町
第

24
号

排
水

路
改

良
工

事
(平

面
図

)
開

示
1
1
/
2
6

1
2
/
2

郵
送

84
8

11
/1

8

市
道

 陣
内

近
道

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

陳
内

近
道

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
7

84
9

11
/1

8

熊
本

都
市

計
画

事
業

西
部

第
一

土
地

区
画

整
理

事
業

に
係

る
平

成
4

年
12

月
11

日
申

請
の

事
業

計
画

の
う

ち
｢設

計
の

概
要

書
｣の

7頁

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

都
市

計
画

事
業

 西
部

第
一

土
地

区
画

整
理

事
業

に
係

る
平

成
4年

12
月

11
日

申
請

の
事

業
計

画
の

う
ち

｢設
計

の
概

要
書

｣の
7頁

開
示

1
1
/
2
0

1
1
/
3
0

85
0

11
/1

9

1 
開

示
請

求
対

象
消

防
法

第
11

条
第

1項
の

規
定

に
基

づ
き

設
置

許
可

を
う

け
た

熊
本

市
内

の
製

造
所

等
(一

般
取

扱
所

、
屋

外
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

、
屋

内
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

、
地

下
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

及
び

簡
易

ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

に
限

る
)の

う
ち

、
危

険
物

第
4類

の
灯

油
及

び
重

油
を

貯
蔵

又
は

取
扱

う
も

の
で

、
現

に
使

用
さ

れ
て

い
る

も
の

。
2 

開
示

請
求

項
目

①
名

称
②

所
在

地
③

製
造

所
の

区
分

④
品

名
(重

油
又

は
灯

油
の

別
)⑤

容
量

⑥
設

置
年

月
日

消
防

局
総

務
課

1 
開

示
請

求
対

象
消

防
法

第
11

条
第

1項
の

規
定

に
基

づ
き

設
置

許
可

を
う

け
た

熊
本

市
内

の
製

造
所

等
(一

般
取

扱
所

、
屋

外
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

、
屋

内
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

、
地

下
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

及
び

簡
易

ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

に
限

る
)の

う
ち

、
危

険
物

第
4類

の
灯

油
及

び
重

油
を

貯
蔵

又
は

取
扱

う
も

の
で

、
現

に
使

用
さ

れ
て

い
る

も
の

。
2 

開
示

請
求

項
目

①
名

称
、

②
所

在
地

、
③

製
造

所
の

区
分

、
④

品
名

(重
油

又
は

灯
油

の
別

)、
⑤

容
量

、
⑥

設
置

年
月

日

開
示

1
2
/
3

1
2
/
1
6

郵
送
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85
1

11
/1

9

工
事

名
:都

市
計

画
道

路
子

飼
新

大
江

線
旧

橋
撤

去
工

事
(平

成
25

年
度

発
注

の
も

の
)

請
求

な
い

良
い

う
ち

ｶ
ﾗ
ｰ

面
:金

入
り

最
終

設
計

内
訳

書
明

細
書

 単
価

表
 仕

様
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

旧
橋

撤
去

工
事 ･最

終
金

入
設

計
書

 ･
明

細
書

 ･
単

価
表

 ･
仕

様
書

開
示

1
1
/
2
6

1
2
/
7

郵
送

85
2

11
/1

9

五
霊

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事 金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

五
霊

中
学

校
武

道
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
6

1
1
/
2
6

85
3

11
/1

9

(仮
称

)山
室

公
園

第
2期

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･(
仮

称
)山

室
公

園
第

2期
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
4

1
1
/
2
6

85
4

11
/2

0

下
記

不
動

産
(3

件
)の

直
近

の
｢消

防
用

設
備

等
(特

殊
消

防
用

設
備

等
)点

検
結

果
報

告
書

｣
の

写
し

対
象

不
動

産
(ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

地
図

を
添

付
し

て
お

り
ま

す
)

1.
【物

件
名

称
:○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

】
熊

本
市

西
区

島
崎

1-
○

○
-○

2.
【物

件
名

称
:○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
】熊

本
市

中
央

区
南

坪
井

町
5-

○
○

-○
3.

【物
件

名
称

:○
○

○
○

○
○

○
】熊

本
市

中
央

区
本

荘
3-

○
-○

○
調

査
目

的
:不

動
産

の
鑑

定
評

価
の

た
め

消
防

局
総

務
課

下
記

不
動

産
の

直
近

の
｢消

防
用

設
備

等
(特

殊
消

防
用

設
備

等
)点

検
結

果
報

告
書

｣の
写

し 1【
物

件
名

称
:○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

】
熊

本
市

西
区

島
崎

1-
○

○
-○

2【
物

件
名

称
:○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
】熊

本
市

中
央

区
南

坪
井

町
○

-○
○

-○
3【

物
件

名
称

:○
○

○
○

○
○

○
】熊

本
市

中
央

区
本

荘
3-

○
-○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
3

1
2
/
8

郵
送

85
5

11
/2

0

大
口

径
量

水
器

取
替

等
業

務
委

託
(第

1工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

。
施

行
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。
上

下
水

道
局

料
金

課

大
口

径
量

水
器

取
替

業
務

委
託

(第
1工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
8

85
6

11
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-0

98
 S

49
-0

36
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
S
43

-0
98

、
S4

9-
03

6
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
0

1
0
/
2
6

85
7

11
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

05
-0

14
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
H

05
-0

14
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
4

1
1
/
2
5

85
8

11
/2

0

工
事

名
 市

道
　

新
南

部
第

34
号

線
外

①
路

線
側

溝
新

設
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

新
南

部
第

34
号

線
外

1 
路

線
側

溝
新

設
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
4

1
2
/
1
0
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85
9

11
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
14

3号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
14

3号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
4

86
0

11
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 市

指
令

(建
指

)第
H

24
-0

21
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 市

指
令

(建
指

)第
H

24
-0

21
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
2
4

86
1

11
/2

4

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

･河
内

分
室

野
出

地
区

農
道

舗
装

工
事

上
記

1件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

西
区

役
所

農
業

振
興

課
河

内
分

室

平
成

27
年

11
月

11
日

 開
札

野
出

地
区

農
道

舗
装

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
6

1
2
/
2

86
2

11
/2

4

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

教
育

委
員

会
 施

設
課

龍
田

小
学

校
運

動
場

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

龍
田

西
小

学
校

運
動

場
整

備
工

事
の

金
額

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
4

1
2
/
2

86
3

11
/2

4

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 城
南

地
域

整
備

室
市

道
 尾

窪
豊

野
線

道
路

災
害

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

尾
窪

豊
野

線
道

路
災

害
復

旧
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
2

86
4

11
/2

4

･上
水

道
･下

水
道

に
係

る
各

台
帳

資
料

熊
水

計
発

第
32

2号
 平

成
27

年
9月

1日
で

本
路

線
市

道
境

界
の

確
認

が
で

き
ず

、
資

料
等

も
な

か
っ

た
為

再
度

確
認

の
必

要
が

あ
る

為
。

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

上
水

道
･下

水
道

に
係

る
各

台
帳

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2

1
2
/
1
7

86
5

11
/2

4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
24

.1
2-

13
1

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
24

、
12

-1
31

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
2
6

86
6

11
/2

4

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
大

井
手

川
改

修
工

事
上

記
1件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

大
井

手
川

改
修

工
事

 金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
2
6

1
2
/
2
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86
7

11
/2

4

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 健

軍
町

第
14

号
線

舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

市
道

健
軍

町
第

14
号

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
4

1
2
/
4

86
8

11
/2

4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

55
-0

25
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
S5

5-
02

5 
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
2
7

86
9

11
/2

5

工
事

名
都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

10
号

線
外

1線
道

路
改

築
工

事
上

記
工

事
の

変
更

後
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

工
事

名
 都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

10
号

線
外

1線
道

路
改

築
工

事
変

更
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
8

1
2
/
1
0

87
0

11
/2

5

概
要

書
(擁

壁
)

平
成

11
.7

.2
1

99
54

14
 全

部
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

概
要

書
(よ

う
へ

き
)平

成
11

.7
.2

1 
 9

95
41

4 
全

部
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
2
6

87
1

11
/2

5

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

発
電

機
棟

(建
築

)工
事

(5
00

3工
区

)
金

額
入

り
の

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

発
電

機
棟

(建
築

)工
事

(5
00

3工
区

)
金

額
入

り
の

設
計

書
開

示
1
1
/
2
7

1
1
/
3
0

87
2

11
/2

5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

05
年

度
 H

05
-0

30
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

17
年

度
 0

5-
49

9 
H

11
年

度
00

-0
71

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 H

05
年

度
H

05
-0

30
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

17
年

度
05

-4
99

、
平

成
11

年
度

00
-0

71
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
6

1
1
/
2
7

87
3

11
/2

5

平
成

27
年

11
月

19
日

付
け

で
契

約
し

た
｢都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
20

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

4工
区

)｣
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

　
南

部
汚

水
２

０
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(５

２
３

４
工

区
）の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1

1
2
/
2

87
4

11
/2

5

･施
工

番
号

:1
50

08
40

･工
事

名
:(

仮
称

)山
室

公
園

第
2期

整
備

工
事

･可
能

で
あ

れ
ば

P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

(仮
称

)山
室

公
園

第
2期

整
備

工
事

金
額

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
8

郵
送

170



87
5

11
/2

6

平
成

27
年

11
月

11
日

に
落

札
し

ま
し

た
｢二

岡
中

学
校

水
泳

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
築

造
工

事
｣の

金
額

入
工

事
内

訳
書

を
開

示
請

求
致

し
ま

す
。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

二
岡

中
学

校
水

泳
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
築

造
工

事
の

金
額

入
工

事
内

訳
書

開
示

1
2
/
1

1
2
/
1

87
6

11
/2

6

梶
尾

町
法

定
外

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

平
成

27
年

11
月

4日
契

約

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

梶
尾

町
法

定
外

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

平
成

27
年

11
月

4日
契

約
開

示
1
1
/
2
7

1
2
/
2

87
7

11
/2

7

工
事

名
:都

市
計

画
道

路
子

飼
新

大
江

線
旧

橋
撤

去
工

事
請

求
内

容
:竣

工
図

書
一

式

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

旧
橋

撤
去

工
事 ･竣

工
図

書
一

式
開

示
1
2
/
7

1
2
/
1
7

郵
送

87
8

11
/2

7

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
※

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

内
訳

書
、

単
価

表

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･｢
金

入
り

設
計

内
訳

書
、

単
価

表
｣

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
開

示
1
1
/
3
0

1
2
/
1
1

郵
送

87
9

11
/2

7

･一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
※

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

内
訳

書
、

単
価

表
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

(C
D

-R
(P

D
F
)で

の
交

付
)

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
開

示
1
2
/
3

1
2
/
1
1

郵
送

88
0

11
/2

7

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

 鉄
道

高
架

関
連

整
備

室
主

要
地

方
道

 熊
本

玉
名

線
外

2線
舗

装
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

外
2線

舗
装

工
事

金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
2

88
1

11
/2

7

工
事

名
都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

9号
線

外
1

線
舗

装
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
9号

線
外

1
線

舗
装

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
3
0

1
2
/
1
0

88
2

11
/2

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

31
-0

51
 S

31
-0

51
-0

1～
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
 S

31
-0

51
指

定
番

号
 S

31
-0

51
-0

l～
05

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
2

88
3

11
/2

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(計
建

)第
S
37

-0
29

号 ･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(計
建

) 
第

S3
7-

02
9

号 ･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
2
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88
4

11
/3

0

西
区

河
内

町
塩

屋
漁

港
付

近
φ

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

を
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･西
区

河
内

町
拒

屋
漁

港
付

近
φ

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
1
2
/
3

1
2
/
8

88
5

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

政
策

企
画

課
所

管
分

市
長

政
策

総
室

政
策

企
画

課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(旅

行
計

算
内

訳
書

、
旅

行
計

画
書

、
行

程
表

及
び

②
の

復
命

書
。

た
だ

し
、

･平
成

23
年

度
第

1回
総

務
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

23
年

度
第

2回
総

務
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

24
年

度
第

1回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

24
年

度
第

2回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

27
年

度
第

1回
総

務
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

23
年

度
政

令
指

定
都

市
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

23
年

度
予

算
決

算
委

員
会

理
事

会
行

政
視

察
･平

成
23

年
度

財
政

運
営

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
23

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

23
年

度
総

合
的

な
ま

ち
づ

く
り

対
策

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
24

年
度

市
民

病
院

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
24

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

を
除

く
。

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
2
2
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④
そ

の
他

参
考

書
類

(旅
行

計
画

内
訳

書
、

旅
行

計
画

書
及

び
行

程
表

)
※

政
策

企
画

課
 所

管
分

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

そ
の

他
報

告
書

③
用

務
の

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

(･
平

成
23

年
度

第
1回

総
務

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
23

年
度

第
2回

総
務

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
24

年
度

第
1回

企
画

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
24

年
度

第
2回

企
画

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
27

年
度

第
1回

総
務

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
23

年
度

政
令

指
定

都
市

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
23

年
度

予
算

決
算

委
員

会
理

事
会

行
政

視
察

･平
成

23
年

度
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

23
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
･平

成
23

年
度

総
合

的
な

ま
ち

づ
く

り
対

策
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

24
年

度
市

民
病

院
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

･平
成

24
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
に

つ
い

て
)

※
政

策
企

画
課

 所
管

分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
3
0
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88
6

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

総
務

厚
生

課
所

管
分

総
務

局
総

務
厚

生
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
戎

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
必

要
性

の
分

か
る

書
類

(平
成

25
年

度
議

会
活

性
化

特
別

委
員

会
行

政
視

察
及

び
平

成
25

年
度

財
政

運
営

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
に

係
る

も
の

を
除

く
)

②
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
復

命
書

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

(請
求

資
料

の
う

ち
、

平
成

24
年

度
第

2回
、

平
成

25
年

第
1回

、
平

成
25

年
第

2回
、

平
成

26
年

度
第

1回
の

総
務

委
員

会
行

政
視

察
、

平
成

26
年

度
予

算
決

算
委

員
会

理
事

会
行

政
視

察
、

平
成

25
年

度
議

会
活

性
化

特
別

委
員

会
行

政
視

察
、

平
成

25
年

度
、

平
成

26
年

度
の

財
政

運
営

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

②
の

文
書

に
記

載
)

④
そ

の
他

参
考

書
類

(旅
費

計
算

内
訳

書
、

旅
行

計
画

書
、

参
加

者
名

簿
、

行
程

表
)

※
総

務
厚

生
課

所
管

分

開
示

1
2
/
3

1
2
/
2
2
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市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
が

分
か

る
書

類
(平

成
25

年
度

議
会

活
性

化
特

別
委

員
会

行
政

視
察

及
び

平
成

25
年

度
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

に
係

る
も

の
の

み
)

②
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(請

求
資

料
の

う
ち

、
平

成
24

年
度

第
2回

、
平

成
25

年
第

1回
、

平
成

25
年

第
2回

、
平

成
26

年
度

第
1回

の
総

務
委

員
会

行
政

視
察

、
平

成
26

年
度

予
算

決
算

委
員

会
理

事
会

行
政

視
察

、
平

成
25

年
度

議
会

活
性

化
特

別
委

員
会

行
政

視
察

、
平

成
25

年
度

、
平

成
26

年
度

の
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

に
係

る
も

の
を

除
く

)
※

総
務

厚
生

課
所

管
分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
3

88
7

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

財
政

課
所

管
分

財
政

局
財

政
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(平

成
25

年
度

第
1回

総
務

委
員

会
行

政
視

察
及

び
平

成
26

年
度

財
政

運
営

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
に

お
け

る
用

務
終

了
時

刻
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
を

除
く

)
※

財
政

課
 所

管
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
4

1
2
/
2
2

175



市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
文

書
等

②
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

の
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(平

成
25

年
度

第
1回

総
務

委
員

会
行

政
視

察
、

平
成

26
年

度
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

)
※

財
政

課
所

管
分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
4

88
8

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

区
政

推
進

課
所

管
分

市
民

局
区

政
推

進
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(旅

行
計

算
内

訳
書

、
旅

行
計

画
書

、
行

程
表

及
び

②
の

復
命

書
)

※
区

政
推

進
課

 所
管

分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
4

1
2
/
2
2

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

そ
の

他
報

告
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
4

88
9

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

市
民

協
働

課
所

管
分

市
民

局
市

民
協

働
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
「①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
」・

「②
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
復

命
書

及
び

そ
の

他
報

告
書

」・
「③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
」

①
視

察
依

頼
文

書
・視

察
者

名
簿

・調
査

事
項

※
8月

②
視

察
依

頼
文

書
・視

察
者

名
簿

・調
査

事
項

※
2月

②
③

復
命

書
(帰

任
通

知
書

)※
 8

月
②

③
復

命
書

(帰
任

通
知

書
)※

 2
月

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
2
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市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
「②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
」

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
8

89
0

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

健
康

福
祉

政
策

課
所

管
分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

①
 会

議
の

開
催

通
知

等
、

用
務

の
必

要
性

の
分

か
る

書
類

②
 出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
復

命
書

及
び

そ
の

他
報

告
書

③
 用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

う
ち

平
成

23
年

11
月

10
日

～
 1

1月
12

日
の

視
察

に
つ

い
て

は
、

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

一
部

不
明

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
2
2

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

平
成

23
年

11
月

10
日

～
 1

1月
12

日
の

視
察

に
つ

い
て

は
、

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

一
部

不
明

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
3
0

89
1

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

子
ど

も
支

援
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 子

ど
も

支
援

課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
が

わ
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
お

よ
び

そ
の

他
報

告
書

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

※
子

ど
も

支
援

課
所

管
分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
0

89
2

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

環
境

政
策

課
所

管
分

環
境

局
環

境
政

策
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

①
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
ま

た
は

提
出

し
た

復
命

書
②

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類

開
示

1
2
/
9

1
2
/
2
2

177



市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

②
会

議
の

開
催

通
知

等
、

用
務

の
必

要
性

の
分

か
る

書
類

③
復

命
書

以
外

で
、

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

ま
た

は
提

出
し

た
報

告
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
9

89
3

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

産
業

政
策

課
所

管
分

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
文

書
等

(産
業

政
策

課
所

管
分

)
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(「

平
成

25
年

度
第

1回
経

済
委

員
会

行
政

視
察

」･
「平

成
25

年
度

桜
町

・花
畑

地
区

再
開

発
事

業
の

附
帯

決
議

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
」・

「平
成

25
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
」の

3
件

分
を

除
く

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
2
/
1
1

1
2
/
2
2

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
文

書
等

(産
業

政
策

課
所

管
分

)
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
以

外
の

そ
の

他
報

告
書

③
用

務
の

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

(「
平

成
25

年
度

第
1回

経
済

委
員

会
行

政
視

察
」・

「平
成

25
年

度
桜

町
・花

畑
地

区
再

開
発

事
業

の
附

帯
決

議
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

」・
「平

成
25

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
時

別
委

員
会

行
政

視
察

」の
3

件
分

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
1

178



89
4

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課
所

管
分

観
光

文
化

交
流

局 ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
文

書
等

(ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課
所

管
分

)
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
以

外
の

そ
の

他
報

告
書

③
用

務
の

終
了

時
間

が
記

載
さ

.れ
て

い
る

書
類

(「
平

成
25

年
度

第
1回

経
済

委
員

会
行

政
視

察
」・

「平
成

24
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
」・

「平
成

25
年

度
桜

町
・花

畑
地

区
再

開
発

事
業

の
附

帯
決

議
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

」・
「平

成
25

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

」及
び

「平
成

26
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
」の

5件
分

)

不
存

在
1
2
/
1
4

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
文

書
等

(ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課
所

管
分

)
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(「

平
成

25
年

度
第

1回
経

済
委

員
会

行
政

視
察

」・
「平

成
24

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

」・
「平

成
25

年
度

桜
町

・花
畑

地
区

再
開

発
事

業
の

附
帯

決
議

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
」・

「平
成

25
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
」及

び
「平

成
26

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

」
の

5件
分

を
除

く
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
2
/
1
4

1
2
/
2
2
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89
5

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

都
市

政
策

課
所

管
分

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
 ※

都
市

政
策

課
所

管
分

①
 会

議
の

開
催

通
知

等
、

用
務

の
必

要
性

の
分

か
る

書
類

②
-1

 出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
②

-2
 ②

-1
以

外
の

報
告

書
・平

成
23

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

分
③

 用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
・平

成
24

年
度

第
1回

都
市

整
備

委
員

会
分

・平
成

25
年

度
第

2回
都

市
整

備
委

員
会

分
・平

成
26

年
度

第
1回

都
市

整
備

委
員

会
分

・平
成

27
年

度
第

1回
都

市
整

備
委

員
会

分
・平

成
26

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

分

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
2
2

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
 ※

都
市

政
策

課
所

管
分

②
-2

 出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
以

外
の

報
告

書
・平

成
23

年
度

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に

関
す

る
特

別
委

員
会

分
 を

除
く

③
 用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

・平
成

24
年

度
第

1回
都

市
整

備
委

員
会

分
・平

成
25

年
度

第
2回

都
市

整
備

委
員

会
分

・平
成

26
年

度
第

1回
都

市
整

備
委

員
会

分
・平

成
27

年
度

第
1回

都
市

整
備

委
員

会
分

・平
成

26
年

度
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
分

 を
除

く

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
4

89
6

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

中
央

区
役

所
総

務
企

画
課

所
管

分

中
央

区
役

所
総

務
企

画
課

平
成

24
年

度
第

2回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

随
行

者
(中

央
区

長
)分

①
 会

議
の

開
始

通
知

等
、

用
務

の
必

要
性

の
分

か
る

書
類

②
 出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
復

命
書

及
び

そ
の

他
報

告
書

(内
、

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
)

開
示

1
2
/
1

1
2
/
2
2
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平
成

24
年

度
第

2回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

随
行

者
(中

央
区

長
)分

②
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
復

命
書

及
び

そ
の

他
報

告
書

(内
、

復
命

書
以

外
で

作
成

又
は

提
出

さ
れ

た
報

告
書

)
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類

不
存

在
1
2
/
1

89
7

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

東
区

役
所

総
務

企
画

課
所

管
分

東
区

役
所

総
務

企
画

課

・平
成

25
年

度
第

2回
教

育
市

民
(企

画
教

育
市

民
)委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
(東

区
長

)分
①

企
画

教
育

市
民

委
員

会
行

政
視

察
に

つ
い

て ②
復

命
書

・平
成

24
年

度
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
(東

区
次

長
分

)
①

財
政

運
営

の
あ

り
方

に
関

す
る

特
別

委
員

会
行

政
視

察
に

つ
い

て
(依

頼
)

②
復

命
書

③
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
2
2

・平
成

25
年

度
第

2回
教

育
市

民
(企

画
教

育
市

民
)委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
(東

区
長

)分
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

そ
の

他
報

告
書

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

・平
成

24
年

度
財

政
運

営
の

あ
り

方
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

 随
行

者
(東

区
次

長
分

)
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

そ
の

他
報

告
書

不
存

在
1
2
/
1
0
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89
8

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

北
区

役
所

総
務

企
画

課
所

管
分

北
区

役
所

総
務

企
画

課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

に
係

る
以

下
の

文
書

等
※

平
成

25
年

度
第

1回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

随
行

者
(北

区
長

)分
①

 会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

 出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
(う

ち
、

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
)

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
2

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

に
係

る
以

下
の

文
書

等
※

平
成

25
年

度
第

1回
企

画
教

育
市

民
委

員
会

行
政

視
察

随
行

者
(北

区
長

)分
②

 出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
(う

ち
、

そ
の

他
報

告
書

)
③

 用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
8

89
9

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

消
防

局
総

務
課

所
管

分

消
防

局
総

務
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
以

外
の

報
告

書
②

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(平

成
25

年
度

総
合

的
な

ま
ち

づ
く

り
対

策
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

分
を

除
く

)
※

消
防

局
総

務
課

、
管

理
課

所
管

分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
8

182



市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
(平

成
25

年
度

総
合

的
な

ま
ち

づ
く

り
対

策
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

分
の

み
)

※
消

防
局

総
務

課
、

管
理

課
所

管
分

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
2

90
0

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

交
通

局
総

務
課

所
管

分

交
通

局
総

務
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
(上

記
請

求
資

料
の

う
ち

、
そ

の
他

報
告

書
)

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

(上
記

請
求

資
料

の
う

ち
、

平
成

23
年

度
第

1
回

、
平

成
25

年
度

第
1回

、
平

成
25

年
度

第
2回

及
び

平
成

26
年

度
第

1回
都

市
整

備
委

員
会

行
政

視
察

に
係

る
も

の
)

※
交

通
局

総
務

課
所

管
分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
8

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9
月

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
必

要
性

の
分

か
る

書
類

②
出

張
後

に
出

張
者

が
作

成
又

は
提

出
し

た
復

命
書

及
び

そ
の

他
報

告
書

(上
記

請
求

資
料

の
う

ち
、

そ
の

他
報

告
書

を
除

く
)

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

(上
記

請
求

資
料

の
う

ち
、

平
成

23
年

度
第

1
回

、
平

成
25

年
度

第
1回

、
平

成
25

年
度

第
2回

及
び

平
成

26
年

度
第

1回
都

市
整

備
委

員
会

行
政

視
察

に
係

る
も

の
を

除
く

)
※

交
通

局
総

務
課

所
管

分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
2
2
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0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

上
下

水
道

局
総

務
課

所
管

分

上
下

水
道

局
総

務
課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9
月

)に
係

る
以

下
の

文
書

①
 開

催
通

知
等

②
 復

命
書

(平
成

23
年

度
分

を
除

く
)

③
 行

程
表

開
示

1
2
/
9

1
2
/
2
2

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9
月

)に
係

る
以

下
の

文
書

①
 平

成
23

年
度

第
1回

及
び

第
2回

復
命

書
②

 報
告

書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
9

90
2

11
/3

0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

病
院

局
総

務
課

所
管

分

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

 会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
(平

成
23

年
度

第
2回

、
平

成
24

年
度

特
別

委
員

会
を

除
く

)
②

 復
命

書
③

 用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
2
2

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

 会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
(平

成
23

年
度

第
2回

、
平

成
24

年
度

特
別

委
員

会
)

②
 復

命
書

以
外

の
報

告
書

(平
成

23
年

度
第

1、
2回

、
平

成
24

年
度

特
別

委
員

会
、

平
成

25
年

度
第

2回
、

平
成

26
年

度
第

1回
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
1
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0

市
議

会
の

委
員

会
に

お
け

る
議

員
の

行
政

視
察

へ
の

随
行

(平
成

23
年

4月
～

平
成

27
年

9月
分

)に
係

る
以

下
の

文
書

等
①

会
議

の
開

催
通

知
等

、
用

務
の

必
要

性
の

分
か

る
書

類
②

出
張

後
に

出
張

者
が

作
成

又
は

提
出

し
た

復
命

書
及

び
そ

の
他

報
告

書
③

用
務

内
容

並
び

に
そ

の
開

始
時

間
及

び
終

了
時

間
が

記
載

さ
れ

て
い

る
書

類
※

農
業

委
員

会
事

務
局

所
管

分

農
業

委
員

会
事

務
局

平
成

23
年

度
第

1日
経

済
委

員
会

行
政

視
察

①
議

会
か

ら
依

頼
文

、
②

復
命

(帰
任

通
知

書
)、

③
不

存
在

②
平

成
23

年
度

第
2回

経
済

委
員

会
行

政
視

察 ①
議

会
か

ら
依

頼
文

、
②

復
命

(帰
任

通
知

書
)、

③
不

存
在

平
成

25
年

度
第

2回
経

済
委

員
会

行
政

視
察

①
議

会
か

ら
依

頼
文

、
②

復
命

(帰
任

通
知

書
)、

③
行

政
視

察
行

程
表

平
成

26
年

度
第

2回
経

済
委

員
会

行
政

視
察

①
議

会
か

ら
依

頼
文

、
②

復
命

(帰
任

通
知

書
)、

③
行

政
視

察
行

程
表

開
示

1
2
/
9

1
2
/
2
2

平
成

23
年

度
第

1回
経

済
委

員
会

行
政

視
察

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

平
成

23
年

度
第

2回
経

済
委

員
会

行
政

視
察

③
用

務
内

容
並

び
に

そ
の

開
始

時
間

及
び

終
了

時
間

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
9

90
4

11
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平
成

27
年

11
月

18
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
45

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
0工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

0工
区

)

開
示

1
2
/
1

1
2
/
4

90
5
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/3

0
宇

留
毛

団
地

1棟
外

1棟
外

壁
改

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
住

宅
課

宇
留

毛
団

地
1棟

外
1棟

外
壁

改
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2

1
2
/
4
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0

楠
北

公
園

外
1件

施
設

改
修

工
事

･平
成

27
年

度
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

設
計

書
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

楠
北

公
園

外
1件

施
設

改
修

工
事

･平
成

27
年

度
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

設
計

書
)

開
示

1
2
/
1

1
2
/
4

90
7
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0

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

9工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

9工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

開
示

1
2
/
3

1
2
/
4

90
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0

今
町

外
水

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
南

区
役

所
農

業
振

興
課

秋
田

天
明

分
室

･今
町

外
水

路
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
2
/
4

1
2
/
2
2
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①
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

一
式

(内
訳

書
、

科
目

内
訳

書
、

施
工

内
訳

書
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

･｢
金

入
り

設
計

書
一

式
(内

訳
書

、
科

目
内

訳
書

、
施

工
内

訳
書
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一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ
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橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
開

示
1
2
/
1
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/
3
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0

②
一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)吉
原

橋
上

部
工

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
一

式
(内

訳
書

、
科

目
内

訳
書

、
施

工
内

訳
書

)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
開

示
1
2
/
3

1
2
/
9
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1

11
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0

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
細

工
町

改
築

工
事

(そ
の

2)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
細

工
町

改
築

工
事

(そ
の

2)
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
4

1
2
/
1
1

91
2

11
/3

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-0

58
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-0

58
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1

1
2
/
1

91
3

11
/3

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
46

9号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
46

9号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2

1
2
/
8

91
4

12
/1

熊
本

市
に

お
い

て
食

品
や

日
用

品
を

取
り

扱
う

移
動

販
売

業
の

許
可

を
持

っ
た

業
者

の
一

覧
表

が
欲

し
い

で
す

。
健

康
福

祉
子

ど
も

局 食
品

保
健

課

熊
本

市
内

に
お

け
る

特
殊

形
態

営
業

(移
動

販
売

業
・仮

設
営

業
）の

営
業

許
可

取
得

施
設

一
覧 (平

成
27

年
12

月
2日

現
在

の
も

の
）計

48
3件

項
目

：屋
号

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
申

請
者

住
所

及
び

電
話

番
号

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)、
許

可
年

月
日

開
示

1
2
/
9

1
2
/
2
4

91
5

12
/1

平
成

27
年

11
月

1日
～

平
成

27
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

11
月

1日
～

平
成

27
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

1
2
/
3

1
2
/
3

186



91
6

12
/1

田
崎

2丁
目

○
○

○
○

○
○

○
店

舗
へ

の
誘

導
通

路
図

目
及

び
申

請
日

(大
店

法
に

基
づ

く
)

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

「大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1）

」、
「周

辺
見

取
図

」、
「建

物
配

置
図

｣
・平

成
25

年
6月

10
日

付
届

出
「○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
4

1
2
/
4

91
7

12
/1

平
成

27
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【取
得

希
望

情
報

】
･施

設
名

称
･施

設
所

在
地

･電
話

番
号

･確
認

年
月

日
･開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

※
上

記
以

外
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

※
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

項
目

：施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･

確
認

年
月

日
･開

設
者

名
開

示
1
2
/
4

1
2
/
1
0

郵
送

91
8

12
/2

市
道

 舞
原

東
西

3号
線

道
路

改
良

工
事

(5
工

区
)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

 舞
原

東
西

3号
線

道
路

改
良

工
事

(5
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
7

1
2
/
8

91
9

12
/2

(住
居

表
示

)熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
-

○
○

(地
番

)熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
○

○
-

○
 宅

地
の

接
道

状
況

位
置

指
定

判
定

書
①

位
置

指
定

道
路

(地
番

)熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
○

○
-

○ 指
定

番
号

 S
56

-0
65

 認
可

日
 S

56
.1

2.
17

②
位

置
指

定
道

路
(地

番
)熊

本
市

中
央

区
帯

山
4丁

目
○

○
○

-
○ 指

定
番

号
 S

40
-1

26
 認

可
日

 S
40

.1
0.

15
情

報
資

料
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

(住
居

表
示

)熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
-

○
○

(地
番

)熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
○

○
-

○
 宅

地
の

接
道

状
況

位
置

指
定

判
定

書
①

位
置

指
定

道
路

(地
番

)熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
○

○
-

○ 指
定

番
号

 S
56

-0
65

 認
可

日
 S

56
.1

2.
17

②
位

置
指

定
道

路
(地

番
)熊

本
市

中
央

区
帯

山
4丁

目
○

○
○

-
○ 指

定
番

号
 S

40
-1

26
 認

可
日

 S
40

.1
0.

15
情

報
資

料
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
3

1
2
/
9

郵
送

92
0

12
/2

開
発

許
可

に
係

る
申

請
図

書
一

式
･変

更
許

可
番

号
 指

令
(開

景
)第

21
-2

01
4号

･変
更

許
可

年
月

日
 平

成
21

年
3月

3日
･許

可
を

受
け

た
者

 熊
本

市
新

外
一

丁
目

○
番

○
○

号
株

式
会

社
 ○

○
○

○
代

表
取

締
役

 ○
○

○
･地

域
の

名
称

 熊
本

市
松

尾
町

上
松

尾
字

水
入

○
○

○
番

、
○

○
○

番
、

里
道

、
水

路
、

市
道 ･実

測
面

積
 2

35
0.

12
㎡

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

開
発

許
可

に
係

る
申

請
図

書
一

式
　

許
可

申
請

者
：株

式
会

社
○

○
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

代
表

取
締

役
 ○

○
○

　
地

域
の

名
称

：熊
本

市
松

尾
町

上
松

尾
字

水
入

○
○

○
番

、
○

○
○

番
、

里
道

、
水

路
、

市
道 　

実
測

面
積

 2
35

0.
12

㎡

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
5

1
2
/
1
6

187



92
1

12
/2

平
成

13
年

度
に

実
施

し
た

｢花
畑

別
館

及
び

会
議

場
耐

震
診

断
業

務
委

託
｣の

報
告

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

平
成

13
年

度
に

実
施

し
た

｢花
畑

別
館

及
び

会
議

場
耐

震
診

断
業

務
委

託
｣の

報
告

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
3

1
2
/
4

92
2

12
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
27

年
度

 1
5-

20
3号

00
1J

P
G

～
00

3J
P
G

 3
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
27

年
度

 1
5-

20
3号

00
1J

P
G

～
00

3J
P
G

 3
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
3

1
2
/
3

92
3

12
/2

工
事

名
市

道
 木

部
元

三
台

1号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

工
事

名
市

道
 木

部
元

三
台

1号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
4

1
2
/
1
0

92
4

12
/3

平
成

27
年

11
月

18
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

5
上

記
1件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

5の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
1

92
5

12
/3

平
成

27
年

11
月

13
日

開
札

上
下

水
道

局
 管

路
維

持
課

･不
明

水
対

策
(南

部
処

理
区

:岡
田

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
73

13
工

区
)

･公
共

下
水

道
管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

73
17

工
区

)
上

記
2件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･不
明

水
対

策
(南

部
処

理
区

:岡
田

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
73

13
工

区
)

･公
共

下
水

道
管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

73
17

工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
1

92
6

12
/3

平
成

27
年

11
月

18
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
国

道
50

1号
(飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
)道

路
排

水
施

設
整

備
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

50
1号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

)道
路

排
水

施
設

整
備

工
事

の
金

入
設

計
書

平
成

27
年

11
月

24
日

契
約

分
開

示
1
2
/
1
4

1
2
/
1
5

92
7

12
/4

平
成

27
年

11
月

13
日

開
札

 交
通

局
電

車
課

味
噌

天
神

前
曲

線
軌

条
更

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

交
通

局
電

車
課

平
成

27
年

11
月

13
日

開
札

味
噌

天
神

前
曲

線
軌

条
更

換
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
8

1
2
/
1
1

郵
送

92
8

12
/4

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)花
園

地
区

工
事

用
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)花
園

地
区

工
事

用
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
8

1
2
/
9

188



92
9

12
/4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-0

67
-0

2
白

黒
希

望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-0

67
-0

2
白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
7

1
2
/
1
0

93
0

12
/4

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
 0

7-
36

8
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
 0

7-
36

8
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
7

1
2
/
8

93
1

12
/4

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
11

月
17

日
よ

り
20

15
年

12
月

4日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
5年

11
月

17
日

か
ら

20
15

年
12

月
4

日
ま

で
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
3

93
2

12
/7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

10
7号

･全
部

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

10
7号

･全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
8

1
2
/
8

93
3

12
/7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 0

9年
第

35
8号

 0
2年

第
07

6号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 0

9年
第

35
8号

 0
2年

第
07

6号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
8

93
4

12
/7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
22

0号
･全

部
 ･

協
定

書
 白

黒
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
22

0号
･全

部
 ･

協
定

書
 白

黒
開

示
1
2
/
8

1
2
/
1
8

93
5

12
/7

現
在

計
画

お
よ

び
整

備
中

の
下

記
区

間
の

、
道

路
完

成
後

の
形

状
が

把
握

で
き

る
計

画
平

面
図

。
無

い
場

合
は

工
事

図
面

も
し

く
は

区
域

決
定

図
面

。
※

1 
縮

尺
1/

50
0～

1/
20

00
程

度
※

2 
可

能
で

あ
れ

ば
電

子
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

5.
一

般
県

道
23

1号
線

 託
麻

北
部

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

県
道

23
1号

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
）道

路
改

良
計

画
平

面
図

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
2
4

郵
送

93
6

12
/7

現
在

計
画

お
よ

び
整

備
中

の
下

記
区

間
の

、
道

路
完

成
後

の
形

状
が

把
握

で
き

る
計

画
平

面
図

。
無

い
場

合
は

工
事

図
面

も
し

く
は

区
域

決
定

図
面

。
※

1 
縮

尺
1/

50
0～

1/
20

00
程

度
※

2 
可

能
で

あ
れ

ば
電

子
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

1.
主

要
地

方
道

1号
線

 熊
本

玉
名

線
2.

主
要

地
方

道
28

号
線

 熊
本

高
森

線
3.

一
般

県
道

23
7号

線
 小

島
新

町
線

4.
一

般
道

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

次
の

路
線

の
道

路
完

成
後

形
状

が
把

握
で

き
る

計
画

平
面

図
○

都
市

計
画

道
路

　
熊

本
駅

城
山

線
○

都
市

計
画

道
路

　
新

町
戸

坂
線

○
都

市
計

画
道

路
　

池
田

町
花

園
線

○
都

市
計

画
道

路
　

野
口

清
水

線
○

都
市

計
画

道
路

　
花

園
池

亀
線

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
2
4

郵
送
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93
7

12
/8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
1年

第
43

0号
11

-4
30

 0
00

 0
1 

02
 0

3 
04

 0
5 

06
 0

7 
08

 0
9

･協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
1年

第
43

0号
11

-4
30

 0
00

 0
1 

02
 0

3 
04

 0
5 

06
 0

7 
08

 0
9

･協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
1

1
2
/
1
1

93
8

12
/8

平
成

27
年

度
工

事
名

 水
前

寺
競

技
場

転
落

防
止

柵
改

修
工

事 上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)
種

目
内

訳
書

･科
目

別
内

訳
書

･細
目

別
内

訳
書

･共
通

仮
設

費
の

内
訳

書

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

度
水

前
寺

競
技

場
転

落
防

止
柵

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(工
事

内
訳

)

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
0

93
9

12
/8

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

(秋
津

新
町

工
区

)
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
内

訳
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

(秋
津

新
町

工
区

)
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
開

示
1
2
/
1
0

1
2
/
1
5

94
0

12
/8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 昭

和
44

年
第

32
4号

 昭
和

57
年

第
03

9号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 昭

和
44

年
第

32
4号

 昭
和

57
年

第
03

9号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
1

1
2
/
1
1

94
1

12
/8

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

の
う

ち
、

周
辺

見
取

図
(1

:2
00

0程
度

)お
よ

び
建

物
配

置
図

(1
:5

00
程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
･○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

･○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

大
店

立
地

法
に

基
づ

く
届

出
の

う
ち

「周
辺

見
取

図
」及

び
「建

物
配

置
図

」
･○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

･○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
6

郵
送

94
2

12
/9

水
道

記
念

館
改

修
工

事
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

水
道

記
念

館
改

修
工

事
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
2
1

94
3

12
/9

①
平

成
27

年
度

の
熊

本
市

y惻
隠

採
用

試
験

に
お

え
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

、
三

次
試

験
合

格
最

低
点

ま
で

。
②

平
成

27
年

度
の

熊
本

市
職

員
使

用
試

験
(上

級
職

、
初

級
職

、
民

間
経

験
者

の
各

試
験

)に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
、

各
集

団
討

論
の

課
題

内
容

。

人
事

委
員

会
事

務
局

①
平

成
27

年
度

の
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

に
お

え
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

、
三

次
試

験
合

格
最

低
点

ま
で

。
②

平
成

27
年

度
の

熊
本

市
職

員
使

用
試

験
(上

級
職

、
初

級
職

、
民

間
経

験
者

の
各

試
験

)に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
、

各
集

団
討

論
の

課
題

内
容

。

開
示

1
2
/
1
8

1
/
5

郵
送

94
4

12
/9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

35
8

･全
部

 1
6枚

･協
定

書
 2

枚
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

35
8

･全
部

 1
5枚

･協
定

書
 2

枚
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
1

1
2
/
1
1
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94
5

12
/9

平
成

27
年

度
実

施
の

市
立

学
校

管
理

職
試

験
に

関
す

る
も

の
で

、
下

記
の

う
ち

該
当

す
る

も
の

や
類

す
る

も
の

が
ご

ざ
い

ま
し

た
ら

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

･実
施

要
綱

･要
領

･要
綱

等
(実

施
日

含
む

)
･事

前
提

出
書

類
様

式
等

･試
験

問
題

(提
出

論
文

/筆
記

･論
文

/面
接

の
形

式
等

※
時

間
配

分
･論

文
字

数
含

む
)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

・実
施

要
領

(小
・中

学
校

用
、

高
等

学
校

用
)

・申
込

書
（小

・中
学

校
校

長
、

教
頭

・主
任

教
諭

）
・申

込
書

(高
等

学
校

教
頭

)
・小

・中
学

校
管

理
職

(校
長

)採
用

第
一

次
試

験
問

題
(論

文
課

題
)

・小
・中

学
校

管
理

職
(教

頭
)採

用
第

一
次

試
験

問
題

（筆
記

問
題

、
論

述
課

題
）

・高
等

学
校

管
理

職
(教

頭
)採

用
第

一
次

試
験

問
題

（筆
記

問
題

、
論

述
課

題
）

・小
・中

学
校

、
高

等
学

校
(教

頭
)採

用
第

二
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

）
　

【※
小

・中
学

校
、

高
等

学
校

兼
用

】　
の

写
し

・個
人

面
接

実
施

内
容

開
示

1
2
/
1
6

1
2
/
2
1

郵
送

94
6

12
/9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
2年

第
24

8号
12

-2
48

-0
01

～
-0

08
白

黒
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
2年

第
24

8号
12

-2
48

-0
01

～
-0

08
白

黒
で

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
1
1

94
7

12
/1

0

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
9月

11
日

～
10

月
10

日
届

出
分

)。
※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
9月

11
日

～
10

月
10

日
届

出
分

)。
※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
4

1
2
/
1
6

94
8

12
/1

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

54
2 

12
-3

18
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

54
2 

12
-3

18
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
1

未
受

取

94
9

12
/1

0

｢熊
本

市
健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

｣の
前

回
指

定
管

理
者

募
集

時
の

｢健
軍

文
化

ﾎ
ｰ

ﾙ
事

業
推

進
共

同
企

業
体

｣が
提

出
し

た
事

業
計

画
書

及
び

収
支

計
画

書

観
光

文
化

交
流

局 市
民

会
館

有
12

/1
8

｢熊
本

市
健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

｣の
前

回
指

定
管

理
者

募
集

時
の

｢健
軍

文
化

ﾎ
ｰ

ﾙ
事

業
推

進
共

同
企

業
体

｣が
提

出
し

た
事

業
計

画
書

及
び

収
支

計
画

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
/
2
2

2
/
8

95
0

12
/1

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

52
-0

84
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

52
-0

84
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
1
1

未
受

取

95
1

12
/1

1

(仮
称

)一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)3
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
電

気
室

新
築

工
事

の
工

事
価

格
内

訳
書

。
都

市
建

設
局

営
繕

課

平
成

27
年

12
月

2日
付

で
契

約
し

た
「(

仮
称

)一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)3
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
電

気
室

新
築

工
事

」の
金

入
り

設
計

書
。

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
8
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95
2

12
/1

1

熊
本

市
都

市
建

設
局

 西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
発

注
御

田
尻

1号
橋

外
橋

梁
補

修
工

事
の

金
入

り
工

事
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

御
田

尻
1号

橋
外

橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
7

1
2
/
1
8

95
3

12
/1

1

件
名

城
南

町
旭

ヶ
丘

増
圧

装
置

設
置

工
事

の
｢金

額
入

り
｣の

設
計

資
料

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

件
名

城
南

町
旭

ヶ
丘

増
圧

装
置

設
置

工
事

の
｢金

額
入

り
｣の

設
計

資
料

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
8

95
4

12
/1

1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

37
-0

50
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

37
-0

50
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
4

1
2
/
1
8

95
5

12
/1

4

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

66
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

6工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

66
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

6工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
2
1

95
6

12
/1

4

工
事

名
:都

市
計

画
道

路
子

飼
新

大
江

線
旧

橋
撤

去
工

事
請

求
内

容
:1

 作
業

打
合

せ
･安

全
衛

生
日

誌
(工

事
日

報
又

は
週

報
)

3 
行

程
管

理
(実

施
工

程
表

)
4 

産
業

廃
棄

物
、

建
設

副
産

物
の

書
類

(ﾏ
ﾆ

ﾌ
ｪ

ｽ
ﾄ)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

旧
橋

撤
去

工
事 ・ 

作
業

打
合

せ
･安

全
衛

生
日

誌
(工

事
日

報
又

は
週

報
)

・行
程

管
理

(実
施

工
程

表
)

・産
業

廃
棄

物
、

建
設

副
産

物
の

書
類

(ﾏ
ﾆ

ﾌ
ｪ

ｽ
ﾄ)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
6

1
/
2
2

郵
送

95
7

12
/1

4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
24

年
 1

2-
02

7 
12

-0
19

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
24

年
 1

2-
02

7 
12

-0
19

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
1
8

95
8

12
/1

5

北
区

植
木

町
亀

甲
26

9号
番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
亀

甲
26

9号
番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
7

1
/
1
5

95
9

12
/1

5

北
区

植
木

町
亀

甲
86

3番
地

付
近

φ
15

0･
50

粍
配

水
管

布
設

他
3件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
亀

甲
86

3番
地

付
近

φ
15

0･
50

粍
配

水
管

布
設

他
3件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
8

1
/
1
5

96
0

12
/1

5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
14

3号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
14

3号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
7

1
2
/
1
8

96
1

12
/1

5

市
道

 奥
古

閑
町

第
31

号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
を

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

[市
道

 奥
古

閑
町

第
31

号
線

道
路

改
良

工
事

]
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
8

1
2
/
2
2
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96
2

12
/1

5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

77
号

 昭
和

38
年

9月
30

日
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

77
号

 昭
和

38
年

9月
30

日
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
1
7

96
3

12
/1

6

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(楡

木
2丁

目
工

区
)

側
溝

補
修

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(楡

木
2丁

目
工

区
)

側
溝

補
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
7

1
2
/
2
1

96
4

12
/1

6

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 武

蔵
ヶ

丘
7丁

目
武

蔵
ヶ

丘
6丁

目
第

1
号

舗
装

補
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
市

道
 武

蔵
ヶ

丘
7丁

目
武

蔵
ヶ

丘
6丁

目
第

1
号

舗
装

補
修

工
事

の
金

入
設

計
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

開
示

1
2
/
1
8

1
2
/
2
1

96
5

12
/1

6

平
成

27
年

9月
14

日
付

け
で

入
札

公
告

が
あ

り
ま

し
た

下
記

物
件

の
熊

本
市

の
単

価
入

り
内

訳
書

を
開

示
願

い
た

い
。

工
事

名
:川

鶴
団

地
R
C

-3
棟

外
1棟

外
壁

改
修

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
工

事
場

所
:熊

本
市

中
央

区
大

江
1丁

目
35

番
3

号
外

1箇
所

都
市

建
設

局
住

宅
課

平
成

27
年

10
月

14
日

　
　

開
札

平
成

27
年

10
月

15
日

　
　

落
札

決
定

発
注

者
：熊

本
市

長
　

大
西

　
一

史
工

事
名

:川
鶴

団
地

R
C

-3
棟

外
1棟

外
壁

改
修

工
事

の
単

価
入

内
訳

書

開
示

1
2
/
1
7

1
/
7

96
6

12
/1

6

平
成

27
年

8月
31

日
付

け
で

入
札

公
告

が
あ

り
ま

し
た

下
記

物
件

の
熊

本
市

の
単

価
入

り
内

訳
書

を
開

示
願

い
た

い
。

工
事

名
:萱

木
集

会
所

そ
の

他
改

修
工

事
工

事
場

所
:熊

本
市

南
区

城
南

町
隈

庄
33

3番
地

1

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

8月
31

日
付

け
で

入
札

公
告

が
あ

り
ま

し
た

下
記

物
件

の
熊

本
市

の
単

価
入

り
内

訳
書

を
開

示
願

い
た

い
。

工
事

名
:萱

木
集

会
所

そ
の

他
改

修
工

事
工

事
場

所
:熊

本
市

南
区

城
南

町
隈

庄
33

3番
地

1

開
示

1
2
/
2
4

1
/
8

96
7

12
/1

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

8年
5月

1日
45

号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

8年
5月

1日
45

号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
8

1
2
/
2
2

96
8

12
/1

7

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

12
月

1日
ま

で
の

間
に

提
出

さ
れ

た
次

に
掲

げ
る

内
容

の
文

書 都
市

計
画

法
第

29
条

に
係

る
開

発
行

為
事

前
審

査
申

出
を

、
有

限
会

社
○

○
○

○
代

表
取

締
役

又
は

土
地

家
屋

調
査

士
｢○

○
○

○
｣が

代
理

人
と

し
て

お
こ

な
っ

た
も

の
が

あ
る

と
し

た
ら

、
そ

の
開

発
行

為
事

前
審

査
申

出
書

及
び

そ
れ

に
添

付
さ

れ
て

い
る

委
任

状
を

開
示

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
(も

し
く

は
有

限
会

社
○

○
○

○
代

表
取

締
役

又
は

土
地

家
屋

調
査

士
｢○

○
○

○
｣が

関
与

し
て

い
る

こ
と

が
分

か
る

書
類

)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

　
平

成
25

年
4月

1日
か

ら
平

成
27

年
12

月
1日

ま
で

の
間

に
提

出
さ

れ
た

次
に

掲
げ

る
内

容
の

文
書

　
有

限
会

社
○

○
○

○
代

表
取

締
役

又
は

土
地

家
屋

調
査

士
「○

○
○

○
」が

代
理

人
と

し
て

行
っ

た
都

市
計

画
法

第
29

条
に

係
る

開
発

行
為

事
前

審
査

申
出

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
2

2
/
1
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96
9

12
/1

7

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

12
月

1日
ま

で
の

間
に

提
出

さ
れ

た
次

に
掲

げ
る

内
容

の
文

書
農

地
法

第
3条

･第
4条

･第
5条

各
許

可
申

請
を

、
有

限
会

社
○

○
○

○
代

表
取

締
役

又
は

土
地

家
屋

調
査

士
｢○

○
○

○
｣が

代
理

人
と

し
て

お
こ

な
っ

た
も

の
が

あ
る

と
し

た
ら

、
そ

の
核

許
可

申
請

書
一

面
及

び
そ

れ
に

添
付

さ
れ

て
い

る
委

任
状

を
開

示
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

(も
し

く
は

有
限

会
社

○
○

○
○

代
表

取
締

役
又

は
土

地
家

屋
調

査
士

｢○
○

○
○

｣が
関

与
し

て
い

る
こ

と
が

分
か

る
書

類
)

農
業

委
員

会
事

務
局

有
12

/2
2

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

27
年

12
月

1日
ま

で
の

間
に

、
有

限
会

社
○

○
○

○
代

表
取

締
役

又
は

土
地

家
屋

調
査

士
｢○

○
○

○
｣が

代
理

人
と

し
て

提
出

し
た

許
可

申
請

及
び

届
出

、
合

計
31

件
の

文
書

・農
地

法
第

3条
の

規
定

に
よ

る
許

可
申

請
書

一
面

及
び

委
任

状
・農

地
法

第
4条

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
一

面
及

び
委

任
状

・農
地

法
第

5条
の

規
定

に
よ

る
許

可
申

請
書

一
面

及
び

委
任

状
・農

地
法

第
4条

第
1項

第
5号

の
規

定
に

よ
る

農
地

転
用

届
出

書
一

面
及

び
委

任
状

・農
地

法
第

5条
第

1項
第

6号
の

規
定

に
よ

る
農

地
転

用
届

出
書

一
面

及
び

委
任

状

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
2
8

2
/
1

97
0

12
/1

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
42

0号
 S

43
10

/2
3

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
64

0号
 0

8年
第

22
0号

 0
0

年
第

30
2号

･全
部

 概
要

書
も

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
42

0号
 S

43
10

/2
3

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
64

0号
 0

8年
第

22
0号

 0
0

年
第

30
2号

･全
部

 概
要

書
も

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
8

1
/
1
3

97
1

12
/1

7

都
市

計
画

道
路

平
面

図
(熊

本
市

西
区

横
手

三
丁

目
○

○
○

番
○

)
新

町
戸

坂
線

都
市

建
設

局
道

路
整

備
課

都
市

計
画

道
路

平
面

図
新

町
戸

坂
線

　
(熊

本
市

西
区

横
手

三
丁

目
○

○
○

番
○

)
開

示
1
2
/
2
4

1
2
/
2
5

97
2

12
/1

8

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
12

月
5日

よ
り

20
15

年
12

月
18

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
5年

12
月

5日
よ

り
20

15
年

12
月

18
日

開
示

1
2
/
2
1

1
/
1
3

97
3

12
/1

8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

24
 1

2-
24

8
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

24
 1

2-
24

8
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
2

1
/
4

97
4

12
/1

8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
12

4号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
12

4号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
1

1
2
/
2
1
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97
5

12
/2

1

公
告

日
:平

成
27

年
10

月
26

日
開

札
日

:平
成

27
年

11
月

18
日

工
事

名
:(

仮
称

)熊
本

市
植

木
地

域
農

産
物

の
駅

新
築

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

工
事

の
金

入
り

設
計

書
を

開
示

請
求

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
営

繕
課

公
告

日
:平

成
27

年
10

月
26

日
開

札
日

:平
成

27
年

11
月

18
日

工
事

名
:(

仮
称

)熊
本

市
植

木
地

域
農

産
物

の
駅

新
築

工
事

【余
裕

工
期

あ
り

】
上

記
の

工
事

の
金

入
り

設
計

書
。

開
示

1
2
/
2
5

1
/
4

97
6

12
/2

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
8-

03
6-

02
 -

05
 -

06
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
8-

03
6-

02
 -

05
 -

06
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
4

1
2
/
2
4

97
7

12
/2

1

平
成

27
年

9月
か

ら
10

月
に

お
こ

な
わ

れ
た

市
営

世
安

団
地

に
お

け
る

給
湯

器
、

ｶ
ﾞｽ

配
管

及
び

ｶ
ﾞｽ

栓
、

給
水

配
管

、
ﾘﾓ

ｺ
ﾝ

交
換

に
関

す
る

資
料

で
以

下
の

も
の

に
つ

い
て

1.
工

事
前

後
写

真
2.

発
注

図
3.

受
領

ｻ
ｲ
ﾝ

都
市

建
設

局
住

宅
課

取
り

下
げ

97
8

12
/2

2

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
･下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
22

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

5工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
5工

区
)の

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
2
5

1
/
4

97
9

12
/2

2

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
都

市
建

設
局

 河
川

課
都

市
計

画
事

業
 坪

井
川

第
3排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
壁

築
造

工
事

(そ
の

1)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
河

川
課

都
市

計
画

事
業

 坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
池

遮
水

壁
築

造
工

事
(そ

の
1)

の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
2

1
2
/
2
5

98
0

12
/2

2

平
成

27
年

12
月

9日
開

札
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
都

市
計

画
道

路
 子

飼
新

大
江

線
舗

装
外

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

舗
装

外
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
2
5

1
2
/
2
5

98
1

12
/2

2

平
成

27
年

11
月

25
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 城
南

地
域

整
備

室
市

道
 隈

庄
今

線
外

1路
線

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

 隈
庄

今
線

外
1路

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
5
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98
2

12
/2

2

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 富
合

地
域

整
備

室
杉

島
法

定
外

水
路

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

杉
島

法
定

外
水

路
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
8

98
3

12
/2

2

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 畠

口
町

浜
口

町
第

2号
線

舗
装

補
修

工
事 上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

 畠
口

町
浜

口
町

第
2号

線
舗

装
補

修
工

事 の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
5

1
/
4

98
4

12
/2

2

①
議

会
(事

務
局

)に
提

出
さ

れ
た

受
け

つ
け

た
陳

情
書

の
一

切
。

②
23

年
5月

～
27

年
12

月
22

日
ま

で
の

も
の

議
会

事
務

局
議

事
課

①
議

会
(事

務
局

)に
提

出
さ

れ
た

受
け

つ
け

た
陳

情
書

の
一

切
。

②
23

年
5月

～
27

年
12

月
22

日
ま

で
の

も
の

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
5

1
/
2
2

98
5

12
/2

4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

12
年

01
-0

94
号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

12
年

01
-0

94
号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
4

1
2
/
2
4

98
6

12
/2

4

平
成

27
年

10
月

14
日

開
札

･出
水

中
学

校
屋

内
運

動
場

増
改

築
工

事
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

10
月

14
日

開
札

･出
水

中
学

校
屋

内
運

動
場

増
改

築
工

事
の

金
入

設
計

書
。

開
示

1
2
/
2
8

1
/
6

98
7

12
/2

4

工
事

名
 市

道
 八

島
2丁

目
城

山
上

代
町

第
1

号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

り
設

計
書

C
D

-R
希

望

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 八
島

2丁
目

城
山

上
代

町
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

り
設

計
書

（C
D

-R
）

開
示

1
/
5

1
/
6

H
27

9/
14

転
落

事
故

に
つ

い
て

(西
部

土
木

)
･柵

(平
成

27
年

度
本

山
町

路
上

事
故

に
関

す
る

柵
設

置
工

事
の

関
係

書
類

)
･電

灯
･弁

護
士

依
頼

の
経

緯

柵
(平

成
27

年
度

本
山

町
路

上
事

故
に

関
す

る
柵

設
置

工
事

の
関

係
書

類
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
8

1
/
1
2

･電
灯

･弁
護

士
依

頼
の

経
緯

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
8

98
9

12
/2

8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

32
0(

H
27

.1
2.

25
)

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

32
0(

H
27

.1
2.

25
)

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
4

1
/
5

98
8

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
12

/2
5
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99
0

1/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
15

年
度

 0
4-

02
9

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
15

年
度

 0
4-

02
9

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
4

1
/
6

99
1

1/
4

平
成

27
年

12
/1

～
12

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【取
得

希
望

情
報

】
･施

設
名

称
･施

設
所

在
地

･電
話

番
号

･確
認

年
月

日
･開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

※
上

記
以

外
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

※
管

轄
ｴ

ﾘｱ
全

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

12
/1

～
12

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
項

目
：施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

電
話

番
号

、
確

認
年

月
日

、
開

設
者

名
開

示
1
/
7

1
/
1
8

郵
送

99
2

1/
4

平
成

27
年

度
 診

療
報

酬
明

細
書

点
検

等
業

務
委

託
生

保
に

お
け

る
①

契
約

書
及

び
契

約
金

額
②

入
札

参
加

業
者

及
び

各
業

者
の

応
礼

金
額

健
康

福
祉

子
ど

も
局 保

護
管

理
援

護
課

○
業

務
委

託
契

約
書

平
成

27
年

度
生

活
保

護
法

医
療

扶
助

等
適

正
化

に
伴

う
診

療
報

酬
明

細
書

等
点

検
業

務
委

託 ○
入

札
状

況
調

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
2

1
/
2
1

郵
送

99
3

1/
4

平
成

27
年

度
 診

療
報

酬
明

細
書

点
検

等
業

務
委

託
国

保
に

お
け

る
①

契
約

書
及

び
契

約
金

額
②

入
札

参
加

業
者

及
び

各
業

者
の

応
礼

金
額

健
康

福
祉

子
ど

も
局 国

保
年

金
課

平
成

27
年

度
 診

療
報

酬
明

細
書

点
検

等
業

務
委

託
（業

務
委

託
契

約
書

、
入

札
状

況
調

書
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
3

1
/
2
1

郵
送

99
4

1/
5

平
成

27
年

12
月

1日
～

平
成

27
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

27
年

12
月

1日
～

平
成

27
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

1
/
7

1
/
1
2

99
5

1/
5

位
置

指
定

道
路

図
面

昭
和

43
年

4月
11

日
 熊

本
県

指
令

第
98

号
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

図
面

昭
和

43
年

4月
11

日
 熊

本
県

指
令

第
98

号
全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
6

1
/
1
2

99
6

1/
6

市
道

 向
島

田
髙

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

 向
島

田
髙

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
8

1
/
1
3

99
7

1/
6

平
成

さ
く

ら
支

援
学

校
屋

内
運

動
場

新
築

そ
の

他
工

事
の

建
築

工
事

金
額

記
入

分
の

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

平
成

さ
く

ら
支

援
学

校
屋

内
運

動
場

新
築

そ
の

他
工

事
の

建
築

工
事

金
額

記
入

分
の

設
計

書
開

示
1
/
7

1
/
7
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99
8

1/
7

ｱ
ｽ
ﾍ

ﾞｽ
ﾄ除

去
工

事
に

関
す

る
｢特

定
粉

じ
ん

排
出

等
実

施
届

｣の
一

覧
20

14
年

度
か

ら
の

現
在

ま
で

の
一

覧
(工

事
名

称
、

元
請

業
者

、
下

請
業

者
、

工
事

期
間

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
)

環
境

局
環

境
政

策
課

ｱ
ｽ
ﾍ

ﾞｽ
ﾄ除

去
工

事
に

関
す

る
｢特

定
粉

じ
ん

排
出

等
実

施
届

｣の
一

覧
20

14
年

度
か

ら
の

現
在

ま
で

の
一

覧
(工

事
名

称
、

元
請

業
者

、
下

請
業

者
、

工
事

期
間

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
)

開
示

1
/
1
2

1
/
1
3

99
9

1/
7

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)に

係
る

下
請

け
業

者
の

新
道

組
が

和
田

工
務

店
に

対
し

て
支

払
っ

た
ｺ
ﾝ

殻
及

び
石

撤
去

･処
分

費
用

の
請

求
書

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策
室

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)に

係
る

下
請

け
業

者
の

新
道

組
が

和
田

工
務

店
に

対
し

て
支

払
っ

た
ｺ
ﾝ

殻
及

び
石

撤
去

･処
分

費
用

の
請

求
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
3

1
/
1
5

10
00

1/
7

平
成

27
年

12
月

16
日

開
札

都
市

建
設

局
 河

川
課

流
通

暖
地

調
整

池
掘

削
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
河

川
課

流
通

暖
地

調
整

池
掘

削
工

事
平

成
27

年
12

月
16

日
開

札
の

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
3

1
/
1
8

10
01

1/
7

平
成

27
年

12
月

9日
開

札
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
29

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

6工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

29
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
6工

区
)の

金
入

設
計

書

開
示

1
/
1
3

1
/
1
8

10
02

1/
8

平
成

27
年

度
 画

図
小

学
校

校
舎

増
築

工
事

(建
築

工
事

)の
設

計
金

額
の

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

27
年

度
 画

図
小

学
校

校
舎

増
築

工
事

(建
築

工
事

)の
工

事
内

訳
書

(金
額

入
り

)
開

示
1
/
8

1
/
1
4

10
03

1/
8

平
成

27
年

9月
1日

か
ら

平
成

27
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
市

民
局

区
政

推
進

課

平
成

27
年

9月
1日

か
ら

平
成

27
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
7

郵
送

10
04

1/
8

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

5年
12

月
19

日
よ

り
20

16
年

1月
8日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
5年

12
月

19
日

か
ら

20
16

年
1月

8日
ま

で
開

示
1
/
1
3

1
/
1
3

10
05

1/
8

主
要

地
方

道
 熊

本
港

線
交

差
点

改
良

工
事

の
平

面
図

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
 熊

本
港

線
交

差
点

改
良

工
事

の
平

面
図

開
示

1
/
1
3

1
/
1
8

198



10
06

1/
12

･平
成

27
年

度
南

西
地

区
冬

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
･平

成
27

年
度

北
東

地
区

冬
期

花
苗

生
産

配
布

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
中

央
地

区
冬

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

環
境

局
環

境
共

生
課

･平
成

27
年

度
南

西
地

区
冬

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
･平

成
27

年
度

北
東

地
区

冬
期

花
苗

生
産

配
布

業
務

委
託

･平
成

27
年

度
中

央
地

区
冬

期
花

苗
生

産
配

布
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
1
3

1
/
2
2

10
07

1/
12

･平
成

27
年

度
(仮

称
)山

室
公

園
2期

整
備

工
事 金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

(仮
称

)山
室

公
園

2期
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
3

1
/
2
2

10
08

1/
12

･平
成

27
年

度
 龍

田
西

小
学

校
植

栽
工

事
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

龍
田

西
小

学
校

植
栽

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
2

1
/
2
2

10
09

1/
12

･平
成

27
年

度
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
草

刈
外

業
務

委
託

(そ
の

2)
金

入
り

設
計

書

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

･平
成

27
年

度
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
草

刈
外

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
2

1
/
2
2

10
10

1/
12

･平
成

27
年

度
安

幕
溜

池
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

･平
成

27
年

度
安

幕
溜

池
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
4

1
/
2
2

10
11

1/
12

･平
成

27
年

度
今

藤
工

業
団

地
除

草
･伐

採
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

･平
成

27
年

度
今

藤
工

業
団

地
除

草
･伐

採
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
3

1
/
2
2

10
12

1/
12

･平
成

27
年

度
流

通
団

地
東

側
調

整
池

外
2調

整
池

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･平
成

27
年

度
流

通
団

地
東

側
調

整
池

外
2調

整
池

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
3

1
/
2
2

10
13

1/
12

･平
成

27
年

度
神

園
山

小
山

山
緑

地
竹

伐
採

そ
の

他
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･平
成

27
年

度
神

園
山

小
山

山
緑

地
竹

伐
採

そ
の

他
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
5

1
/
2
2

10
14

1/
12

(工
事

名
)

楡
木

5丁
目

21
37

-1
0付

近
φ

15
0粍

排
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

楡
木

5丁
目

21
37

-1
0付

近
φ

15
0粍

排
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
4

1
/
1
8

199



10
15

1/
12

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

9工
区

)
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

9工
区

)
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
4

1
/
1
5

10
16

1/
12

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

0工
区

)
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
22

0工
区

)
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
4

1
/
1
5

10
17

1/
12

平
成

27
年

12
月

24
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 城
南

地
域

整
備

室
市

道
 緑

川
堤

防
線

(永
工

区
)舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

 緑
川

堤
防

線
(永

工
区

)舗
装

打
換

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
9

1
/
2
8

10
18

1/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
23

5号
 平

成
27

年
10

月
27

日 ･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
23

5号
 平

成
27

年
10

月
27

日 ･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
3

1
/
1
4

10
19

1/
12

健
軍

川
護

岸
外

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

健
軍

川
護

岸
外

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
8

1
/
2
9

10
20

1/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

13
年

度
 0

1-
52

7
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

13
年

度
 0

1-
52

7
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
3

1
/
1
3

10
21

1/
13

｢熊
本

市
南

区
富

合
町

小
岩

瀬
字

天
神

免
○

○
○

-○
｣

上
記

住
所

に
接

し
て

い
る

橋
の

架
橋

許
可

を
確

認
し

た
い

の
で

｢法
定

外
公

共
物

の
許

可
証

｣
又

は
架

橋
許

可
の

確
認

で
き

る
資

料
の

開
示

を
よ

ろ
し

く
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

法
定

外
公

共
物

使
用

許
可

証

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
5

2
/
3

郵
送

10
22

1/
13

H
27

.9
/1

4転
落

事
故

に
つ

い
て

(西
部

土
木

)
三

角
ﾎ

ﾟｰ
ﾙ

(平
成

27
年

度
本

山
町

路
上

事
故

に
関

す
る

三
角

ﾎ
ﾟｰ

ﾙ
の

写
真

又
は

報
告

書
、

設
置

に
関

す
る

文
書

)
9/

18
～

10
/1

5
私

の
時

は
三

角
ﾎ

ﾟｰ
ﾙ

も
あ

り
ま

せ
ん

で
し

た
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

三
角

ﾎ
ﾟｰ

ﾙ
(平

成
27

年
度

本
山

町
路

上
事

故
に

関
す

る
三

角
ﾎ

ﾟｰ
ﾙ

の
写

真
又

は
報

告
書

、
設

置
に

関
す

る
文

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
5

1
/
2
7
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10
23

1/
13

市
道

坂
本

出
水

線
道

路
改

良
工

事
金

入
工

事
設

計
書

C
D

希
望

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

坂
本

出
水

線
道

路
改

良
工

事
金

入
工

事
設

計
書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
2

10
24

1/
13

北
区

和
泉

町
11

9番
地

付
近

φ
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

北
区

和
泉

町
11

92
番

地
付

近
φ

15
0･

75
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
5

1
/
2
9

10
25

1/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 3

05
-4

7(
熊

本
県

指
令

) 
10

8(
熊

本
市

指
令

)
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 3

05
-4

7(
熊

本
県

指
令

) 
10

8(
熊

本
市

指
令

)
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
4

1
/
1
8

10
26

1/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

第
19

号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

第
19

号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
4

1
/
1
5

10
27

1/
13

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
10

月
11

日
～

11
月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
10

月
11

日
～

11
月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
5

1
/
2
7

10
28

1/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
20

2号
 S

41
.1

2.
14

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
20

2号
 S

41
.1

2.
14

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
4

1
/
1
5

10
29

1/
15

平
成

27
年

12
月

24
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
八

反
田

前
第

2号
橋

架
替

工
事

(2
ｋ
85

3～
2ｋ

95
0)

上
記

1件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

27
年

12
月

24
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
八

反
田

前
第

2号
橋

架
替

工
事

(2
ｋ
85

3～
2ｋ

95
0)

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
7

1
/
2
8

10
30

1/
15

平
成

27
年

12
月

24
日

開
札

･植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
都

市
計

画
道

路
 中

央
線

道
路

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

都
市

計
画

道
路

 中
央

線
道

路
整

備
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
/
1
5

1
/
2
8
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10
31

1/
15

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

10
工

区
)設

計
変

更
後

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

10
工

区
)設

計
変

更
後

開
示

1
/
2
0

1
/
2
1

10
32

1/
15

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
4号

 昭
和

49
年

1月
28

日
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
4号

 昭
和

49
年

1月
28

日
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

未
受

取

10
33

1/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

20
年

 0
8-

14
1

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

20
年

 0
8-

14
1

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
1
9

10
34

1/
15

平
成

26
年

10
月

29
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
6号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
10

工
区

)
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

10
工

区
)

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
8

10
35

1/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

10
5

01
JP

G
～

03
JP

G
 0

1 
02

 0
3 

3枚
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

10
5

01
JP

G
～

03
JP

G
 0

1 
02

 0
3 

3枚
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
1
8

10
36

1/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4-

05
7

･全
部

 8
枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4-

05
7

･全
部

 8
枚

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
8

1
/
1
8

10
37

1/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
25

 1
3-

16
1 

H
24

 1
2-

12
9

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
25

 1
3-

16
1 

H
24

 1
2-

12
9

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
8

1
/
1
8

10
38

1/
18

熊
本

市
交

通
局

が
作

成
し

た
最

新
の

列
車

運
行

図
表

及
び

、
軌

道
法

施
行

規
則

第
24

条
第

3
項

の
定

め
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
発

着
時

刻
表

(軌
道

法
施

行
規

則
第

8号
様

式
の

2)

交
通

局
電

車
課

熊
本

市
交

通
局

が
作

成
し

た
最

新
の

列
車

運
行

図
表

及
び

、
軌

道
法

施
行

規
則

第
24

条
第

3
項

の
定

め
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
発

着
時

刻
表

(軌
道

法
施

行
規

則
第

8号
様

式
の

2)
開

示
1
/
2
2

未
受

取
郵

送

202



10
39

1/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-2

95
指

定
年

月
日

 S
43

年
8月

7日
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-2

95
指

定
年

月
日

 S
43

年
8月

7日
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
9

1
/
1
9

10
40

1/
19

熊
本

市
橋

梁
点

検
業

務
委

託
(北

部
地

区
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

熊
本

市
橋

梁
点

検
業

務
委

託
(北

部
地

区
)の

平
成

27
年

度
工

事
設

計
書

（金
入

り
設

計
書

）
開

示
1
/
2
5

2
/
3

10
41

1/
19

(東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

)
吉

原
橋

架
け

替
え

に
係

る
道

路
改

修
に

つ
い

て 県
道

託
麻

北
部

線
 計

画
平

面
図

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

県
道

23
1号

一
般

県
道

　
託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

) 
道

路
改

良
計

画
平

面
図

開
示

1
/
2
1

3
/
2
8

10
42

1/
19

･施
工

番
号

:1
.1

58
03

14
 2

.1
58

03
81

･工
事

名
:1

.不
明

水
対

策
(南

部
処

理
区

:岡
田

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
73

13
工

区
)2

.
不

明
水

対
策

(東
部

処
理

区
:健

軍
地

区
)管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

73
15

工
区

)
･可

能
で

あ
れ

ば
P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

C
D

に
し

て
く

だ
さ

い
。

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

・不
明

水
対

策
(南

部
処

理
区

:岡
田

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
73

13
工

区
)

・不
明

水
対

策
(東

部
処

理
区

:健
軍

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
73

15
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
2
7

2
/
3

郵
送

10
43

1/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

38
-0

11
、

S
36

-0
75

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

38
-0

11
、

S
36

-0
75

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
1

1
/
2
2

10
44

1/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
6-

06
0-

01
 0

6-
06

0-
02

 0
6-

06
0-

13
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
6-

06
0-

01
 0

6-
06

0-
02

 0
6-

06
0-

13
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
1

1
/
2
1

10
45

1/
20

平
成

27
年

7月
29

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)貢
地

区
舗

装
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)貢
地

区
舗

装
工

事
の

変
更

金
入

設
計

書

開
示

1
/
2
6

1
/
2
8
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10
46

1/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

11
年

度
 9

9-
35

3
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

11
年

度
 9

9-
35

3
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
1

1
/
2
2

10
47

1/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
22

7号
 昭

和
43

年
6月

27
日

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

第
22

7号
 昭

和
43

年
6月

27
日

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
1

2
/
1

10
48

1/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-2

08
-0

1～
05

 S
39

-0
86

-0
1

～
05

 S
44

-0
60

-0
1～

05
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-2

08
-0

1～
05

 S
39

-0
86

-0
1

～
05

 S
44

-0
60

-0
1～

05
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
2

10
49

1/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

第
68

号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

第
68

号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
5

10
50

1/
22

都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
8号

線
外

1
線

道
路

改
築

工
事

【J
R
近

接
】の

金
入

り
設

計
書

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

（Ｈ
27

）都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
8

号
線

外
1線

道
路

改
築

工
事

【J
R
近

接
】の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
6

2
/
1

10
51

1/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
9号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
9号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
6

2
/
5

10
52

1/
22

平
成

27
年

12
月

25
日

開
札

･管
路

維
持

課
不

明
水

対
策

(東
部

処
理

区
:健

軍
地

区
)管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

73
15

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

不
明

水
対

策
(東

部
処

理
区

:健
軍

地
区

)管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
73

15
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
7

1
/
2
8

10
53

1/
22

平
成

27
年

度
 植

木
病

院
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
 業

務
委

託
落

札
金

額

病
院

局
植

木
病

院
事

務
局

平
成

27
年

度
 植

木
病

院
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
 業

務
委

託
契

約
書

(写
し

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
8

2
/
9
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10
54

1/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

28
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

第
00

5号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

28
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

第
00

5号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
5

1
/
2
5

10
55

1/
25

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
9工

区
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
9工

区
)

開
示

1
/
2
9

2
/
2

10
56

1/
25

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
1月

9日
よ

り
20

16
年

1月
22

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
6年

1月
9日

か
ら

20
16

年
1月

22
日

ま
で

開
示

1
/
2
7

1
/
2
9

10
57

1/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

03
3-

01
～

02
-0

33
-1

0
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

03
3-

01
～

02
-0

33
-1

0
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
6

1
/
2
6

10
58

1/
26

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
H

27
.1

0.
30

～
H

28
.1

.2
6

※
看

板
不

要
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

（様
式

第
3号

）
（H

27
.1

0.
30

～
H

28
.1

.2
6届

出
分

）
(建

築
物

に
限

る
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
8

3
/
4

平
成

26
年

27
年

度
保

育
所

運
営

費
支

弁
台

帳
○

○
○

保
育

園

平
成

26
年

度
保

育
所

運
営

費
支

弁
台

帳
○

○
○

保
育

園
開

示
2
/
8

2
/
1
5

郵
送

平
成

27
年

度
保

育
所

運
営

費
支

弁
台

帳
○

○
○

保
育

園
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
8

10
60

1/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

第
67

号
 S

54
年

10
月

19
日

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
8年

第
30

9号
 H

20
年

10
月

21
日

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

第
67

号
 S

54
年

10
月

19
日

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
8年

第
30

9号
 H

20
年

10
月

21
日

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
8

1
/
2
8

10
59

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

1/
26
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10
61

1/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

27
8号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

27
8号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
8

1
/
2
9

10
62

1/
27

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)に

係
る

○
○

建
設

と
○

○
○

と
の

下
請

け
契

約
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)に

係
る

○
○

建
設

と
○

○
○

と
の

下
請

け
契

約
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
0

2
/
1
2

10
63

1/
27

植
木

町
後

古
閑

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
平

成
28

年
1月

20
日

契
約

北
区

役
所

農
業

振
興

課

植
木

町
後

古
閑

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
平

成
28

年
1月

20
日

契
約

開
示

1
/
2
7

2
/
8

10
64

1/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

54
6-

01
,0

6
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

54
6-

01
,0

6
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
1

10
65

1/
28

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
 H

04
-0

35
･全

部
 白

黒
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
判

定
番

号
 H

04
-0

35
･全

部
 白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
1

10
66

1/
28

平
成

28
年

1月
13

日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 大

江
1丁

目
第

23
号

線
外

2路
線

舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

28
年

1月
13

日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 大

江
1丁

目
第

23
号

線
外

2路
線

舗
装

打
換

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
4

2
/
9

10
67

1/
28

平
成

28
年

1月
13

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3)

金
入

設
計

書

開
示

2
/
8

2
/
9

10
68

1/
28

平
成

22
8年

1月
13

日
開

札
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
44

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
24

1工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

24
1工

区
)

金
入

設
計

書

開
示

2
/
2

2
/
9
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10
69

1/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

37
8号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

37
8号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
3

10
70

1/
29

1.
都

市
計

画
事

業
 中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
2.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)
3.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)

4.
都

市
計

画
事

業
 平

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

計
装

及
び

遠
方

監
視

制
御

電
気

設
備

工
事

(5
01

1工
区

)
5.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)
6.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

消
化

槽
加

温
設

備
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
00

1工
区

)
7.

秋
田

配
水

場
非

常
用

発
電

機
設

備
据

付
工

事 (7
件

と
も

平
成

28
年

度
、

上
下

水
道

局
案

件
)

上
記

の
入

札
公

告
等

、
そ

の
2(

電
子

入
札

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
で

入
手

で
き

る
添

付
資

料
一

式
)の

開
示

請
求

を
依

頼
し

ま
す

。

総
務

局
契

約
検

査
総

室

1.
都

市
計

画
事

業
 中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
2.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)
3.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)

4.
都

市
計

画
事

業
 平

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

計
装

及
び

遠
方

監
視

制
御

電
気

設
備

工
事

(5
01

1工
区

)
5.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)
6.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

消
化

槽
加

温
設

備
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
00

1工
区

)
7.

秋
田

配
水

場
非

常
用

発
電

機
設

備
据

付
工

事 上
記

の
入

札
公

告

開
示

2
/
2

2
/
1
2

10
71

1/
29

1.
都

市
計

画
事

業
 中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
2.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)
3.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)

4.
都

市
計

画
事

業
 平

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

計
装

及
び

遠
方

監
視

制
御

電
気

設
備

工
事

(5
01

1工
区

)
5.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)
6.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

消
化

槽
加

温
設

備
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
00

1工
区

)
(平

成
28

年
度

、
上

下
水

道
局

案
件

)
上

記
の

閲
覧

設
計

図
書

一
式

(電
子

入
札

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
で

入
手

で
き

る
添

付
資

料
一

式
)の

開
示

請
求

を
依

頼
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

1.
都

市
計

画
事

業
 中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
2.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)
3.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)

4.
都

市
計

画
事

業
 平

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

計
装

及
び

遠
方

監
視

制
御

電
気

設
備

工
事

(5
01

1工
区

)
5.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)
6.

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

消
化

槽
加

温
設

備
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
00

1工
区

)

上
記

の
閲

覧
設

計
図

書
一

式
(電

子
入

札
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
で

入
手

で
き

る
添

付
資

料
一

式
)

開
示

2
/
2

2
/
1
2
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10
72

1/
29

7.
秋

田
配

水
場

非
常

用
発

電
機

設
備

据
付

工
事 (平

成
28

年
度

、
上

下
水

道
局

案
件

)
上

記
の

閲
覧

設
計

図
書

一
式

(電
子

入
札

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
で

入
手

で
き

る
添

付
資

料
一

式
)の

開
示

請
求

を
依

頼
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

7.
秋

田
配

水
場

非
常

用
発

電
機

設
備

据
付

工
事 閲

覧
設

計
図

書
一

式
開

示
2
/
9

2
/
1
2

10
73

1/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-0

94
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-0

94
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
4

10
74

1/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-第

88
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-第

88
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
2

10
75

1/
29

工
事

名
 区

画
道

路
5-

1号
線

外
1路

線
道

路
整

備
工

事
金

入
設

計
書

C
D

希
望

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

 区
画

道
路

5-
1号

線
外

1路
線

道
路

整
備

工
事

金
入

設
計

書

開
示

2
/
1

2
/
3

10
76

1/
29

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
環

境
局

環
境

政
策

課

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
5

2
/
1
5

10
77

1/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

第
48

7号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

第
48

7号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
1

10
78

1/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 S
47

-0
93

-0
1～

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 S
47

-0
93

-0
1～

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

未
受

取

10
79

2/
1

･市
道

 渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)上
部

工
工

事
※

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

内
訳

書
、

単
価

表
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

２
７

年
１

２
月

２
５

日
開

札
平

成
２

８
年

１
月

２
９

日
仮

契
約

市
道

 渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)上
部

工
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

2
/
1
2

2
/
2
2

郵
送

208



10
80

2/
1

熊
本

市
中

央
区

国
府

4丁
目

の
位

置
指

定
道

路
の

資
料

(土
地

の
所

在
及

び
辺

長
等

を
知

り
た

い
)

位
置

指
定

道
路

 S
44

-4
69

 熊
本

県
指

令
 第

46
9号

出
水

町
国

府
○

○
○

-○
 ○

○
○

○
○

S4
4.

11
.4

申
請

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
中

央
区

国
府

4丁
目

の
位

置
指

定
道

路
の

資
料

(土
地

の
所

在
及

び
辺

長
等

を
知

り
た

い
)

位
置

指
定

道
路

 S
44

-4
69

 熊
本

県
指

令
 第

46
9号

出
水

町
国

府
○

○
○

-○
 ○

○
○

○
○

S4
4.

11
.4

申
請

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
1

10
81

2/
1

平
成

28
年

1/
1～

1/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

28
年

1/
1～

1/
31

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
表

。
項

目
：施

設
名

称
･施

設
所

在
地

･電
話

番
号

･
確

認
年

月
日

･開
設

者
名

開
示

2
/
2

2
/
9

郵
送

10
82

2/
1

平
成

27
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

子
ど

も
文

化
会

館
に

お
け

る
指

定
管

理
者

(一
般

財
団

法
人

熊
本

市
社

会
教

育
振

興
事

業
団

)の
申

請
書

(様
式

第
2号

、
3号

)。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 青

少
年

育
成

課

平
成

27
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

子
ど

も
文

化
会

館
に

お
け

る
指

定
管

理
者

(一
般

財
団

法
人

熊
本

市
社

会
教

育
振

興
事

業
団

)の
申

請
書

(様
式

第
2号

、
3号

)。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

2
/
4

2
/
1
2

10
83

2/
2

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
総

務
局

人
事

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
開

示
2
/
1
0

3
/
1
7

10
84

2/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
9年

度
 3

45
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
9年

度
 3

45
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
3

2
/
4

10
85

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
(教

員
分

を
除

く
)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

政
策

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
(教

員
分

を
除

く
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
7

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
(教

員
分

)

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
(教

員
分

)　
Ｈ

24
以

降
開

示
2
/
1
0

3
/
1
7

2/
3

10
86

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

209



熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
(教

員
分

)　
Ｈ

23
以

前
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
0

10
87

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
選

挙
管

理
委

員
会

事
務

局

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
5

10
88

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
人

事
委

員
会

事
務

局

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
4

10
89

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
監

査
事

務
局

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
8

10
90

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
農

業
委

員
会

事
務

局

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
9

10
91

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
交

通
局

総
務

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
開

示
2
/
1
0

3
/
1
7

10
92

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
上

下
水

道
局

総
務

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
開

示
2
/
9

3
/
1
7

10
93

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
0

10
94

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
消

防
局

総
務

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
開

示
2
/
1
7

3
/
1
7

2/
3

10
86

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

210



10
95

2/
3

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
議

会
事

務
局

総
務

課

熊
本

市
職

員
に

対
す

る
行

政
処

分
(飲

酒
運

転
に

関
す

る
過

去
10

年
間

分
の

資
料

、
報

道
関

係
に

配
布

す
る

資
料

な
ど

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
3

10
96

2/
3

下
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
(内

訳
書

及
び

単
価

表
)

市
道

 麻
生

田
3丁

目
武

蔵
ヶ

丘
9丁

目
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

※
変

更
契

約
を

行
う

前
の

当
初

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

２
７

年
１

０
月

２
８

日
開

札
市

道
 麻

生
田

3丁
目

武
蔵

ヶ
丘

9丁
目

第
1号

線
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
5

未
受

取

10
97

2/
3

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

中
央

区
役

所
 ま

ち
づ

く
り

推
進

課
分

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

公
害

苦
情

受
付

処
理

簿

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
4

10
98

2/
3

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

東
区

役
所

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

分

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

公
害

苦
情

受
付

処
理

簿

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
5

10
99

2/
3

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

西
区

役
所

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

分

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

西
区

役
所

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

分
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
8

11
00

2/
3

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

南
区

役
所

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

分

南
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

南
区

役
所

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

分
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
0

11
01

2/
3

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

等
期

間
 過

去
3年

間
(平

成
25

年
度

以
降

)
※

北
区

役
所

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

分

北
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

自
動

車
整

備
工

場
を

起
因

と
す

る
悪

臭
苦

情
の

記
録

簿
期

間
　

過
去

３
年

分
（平

成
２

５
年

度
以

降
分

）
＊

北
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

所
管

分
不

存
在

2
/
4

11
02

2/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

13
年

 0
1-

43
2

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

13
年

 0
1-

43
2

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
4

2
/
1
6

211



11
03

2/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0-

03
11

,2
99

－
35

3-
1,

2,
4,

5,
6,

7,
8

04
-3

32
-1

,2
,3

,4
,5

,6
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0-

03
11

,2
99

－
35

3-
1,

2,
4,

5,
6,

7,
8

04
-3

32
-1

,2
,3

,4
,5

,6
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
4

2
/
5

11
04

2/
4

平
成

23
年

度
か

ら
現

在
ま

で
の

停
職

及
び

免
職

の
処

分
内

容
の

わ
か

る
も

の
。

(人
事

課
所

管
分

)
※

諸
文

明
、

事
件

概
要

、
不

服
申

立
て

の
有

無
と

そ
の

結
果

、
裁

判
の

有
無

及
び

結
果

等
に

つ
い

て
。

総
務

局
人

事
課

平
成

23
年

度
か

ら
現

在
ま

で
の

停
職

及
び

免
職

の
処

分
内

容
の

わ
か

る
も

の
。

(人
事

課
所

管
分

)
開

示
2
/
1
0

2
/
1
8

11
05

2/
4

平
成

28
年

1月
1日

～
平

成
28

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

28
年

1月
1日

～
平

成
28

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

2
/
1
0

2
/
1
6

11
06

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3)

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

5

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

金
入

り
設

計
書

一
式

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3)

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

5

開
示

2
/
1
5

3
/
7

11
07

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･一
般

県
道

 熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)歩
道

新
設

工
事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･一
般

県
道

 熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)歩
道

新
設

工
事

開
示

2
/
1
0

3
/
7

11
08

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 隈
庄

今
線

外
2路

線
道

路
改

良
工

事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 隈
庄

今
線

外
2路

線
道

路
改

良
工

事

開
示

2
/
1
0

3
/
7

212



11
09

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･植
木

中
央

公
園

貯
留

施
設

設
置

そ
の

他
工

事

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･植
木

中
央

公
園

貯
留

施
設

設
置

そ
の

他
工

事

開
示

2
/
9

3
/
7

11
10

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･流
通

団
地

調
整

池
掘

削
工

事
都

市
建

設
局

河
川

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･流
通

団
地

調
整

池
掘

削
工

事

開
示

2
/
8

3
/
7

11
11

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･都
市

計
画

道
路

 中
央

線
道

路
整

備
工

事

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

金
入

り
設

計
書

一
式

･都
市

計
画

道
路

 中
央

線
道

路
整

備
工

事

開
示

2
/
9

3
/
7

11
12

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･出
水

4丁
目

排
水

路
改

良
工

事
･健

軍
川

護
岸

外
工

事

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･出
水

4丁
目

排
水

路
改

良
工

事
･健

軍
川

護
岸

外
工

事
開

示
2
/
1
2

3
/
7

11
13

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 向
島

田
高

線
道

路
改

良
工

事
･市

道
 舞

原
東

西
3号

線
道

路
改

良
工

事
(5

工
区

)
･市

道
 坂

本
出

水
線

道
路

改
良

工
事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 向
島

田
高

線
道

路
改

良
工

事
･市

道
 舞

原
東

西
3号

線
道

路
改

良
工

事
(5

工
区

)
･市

道
 坂

本
出

水
線

道
路

改
良

工
事

開
示

2
/
1
0

3
/
7

11
14

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･一
般

県
道

 瀬
田

熊
本

線
(新

屋
敷

工
区

)道
路

擁
壁

改
良

工
事

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･一
般

県
道

 瀬
田

熊
本

線
(新

屋
敷

工
区

)道
路

擁
壁

改
良

工
事

開
示

2
/
1
0

3
/
7

11
15

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 木
部

元
三

台
1号

線
道

路
改

良
工

事
･国

道
50

1号
(飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
)道

路
排

水
施

設
整

備
工

事
･市

道
 八

島
2丁

目
城

山
上

代
町

第
1号

線
道

路
改

良
工

事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 木
部

元
三

台
1号

線
道

路
改

良
工

事
･国

道
50

1号
(飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
)道

路
排

水
施

設
整

備
工

事
･市

道
 八

島
2丁

目
城

山
上

代
町

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
開

示
2
/
1
0

3
/
7

213



11
16

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･奥
古

閑
町

排
水

路
改

良
外

工
事

南
区

役
所

農
業

振
興

課
飽

田
天

明
分

室

金
入

り
設

計
書

一
式

･奥
古

閑
町

排
水

路
改

良
外

工
事

開
示

2
/
1
2

3
/
7

11
17

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 新
南

部
第

34
号

線
外

1路
線

側
溝

新
設

工
事

･都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

旧
端

撤
去

工
事

(P
3橋

脚
)

･一
般

県
道

 益
城

菊
陽

線
(小

山
工

区
)道

路
改

良
工

事

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 新
南

部
第

34
号

線
外

1路
線

側
溝

新
設

工
事

･都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

旧
端

撤
去

工
事

(P
3橋

脚
)

･一
般

県
道

 益
城

菊
陽

線
(小

山
工

区
)道

路
改

良
工

事

開
示

2
/
8

3
/
7

11
18

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 陣
内

近
道

線
道

路
改

良
工

事
･市

道
 藤

山
下

方
船

道
路

改
良

工
事

･市
道

 火
の

君
通

り
線

道
路

改
良

工
事

(藤
山

2
工

区
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 陣
内

近
道

線
道

路
改

良
工

事
･市

道
 藤

山
下

方
船

道
路

改
良

工
事

･市
道

 火
の

君
通

り
線

道
路

改
良

工
事

(藤
山

2
工

区
)

開
示

2
/
1
0

3
/
7

11
19

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 野
出

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
･市

道
 岳

平
山

第
2号

線
道

路
改

良
工

事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

金
入

り
設

計
書

一
式

･市
道

 野
出

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
･市

道
 岳

平
山

第
2号

線
道

路
改

良
工

事
開

示
2
/
1
5

3
/
7

11
20

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･大
和

団
地

汚
水

管
渠

(取
付

管
)改

修
工

事
(第

18
-2

76
04

工
区

)

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

金
入

り
設

計
書

一
式

･大
和

団
地

汚
水

管
渠

(取
付

管
)改

修
工

事
(第

18
-2

76
04

工
区

)
開

示
2
/
1
5

3
/
7

11
21

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･梶
尾

町
法

定
外

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･梶
尾

町
法

定
外

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
開

示
2
/
1
0

3
/
7

11
22

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
駅

西
口

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
･都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

9号
線

外
1線

道
路

改
築

工
事

【J
R
近

接
】

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

金
入

り
設

計
書

一
式

･都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
駅

西
口

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
･都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

9号
線

外
1線

道
路

改
築

工
事

【J
R
近

接
】

開
示

2
/
1
0

3
/
7

214



11
23

2/
5

以
下

の
発

注
工

事
に

お
け

る
、

金
入

り
設

計
書

一
式

･大
井

手
川

改
修

工
事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

金
入

り
設

計
書

一
式

･大
井

手
川

改
修

工
事

開
示

2
/
8

3
/
7

11
24

2/
5

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
1月

23
日

よ
り

20
16

年
2月

5日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
1月

23
日

よ
り

20
16

年
2月

5日

開
示

2
/
1
0

2
/
1
2

11
25

2/
5

1.
平

成
27

年
度

熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
健

(市
民

協
働

課
)の

保
険

契
約

証
券

の
写

し
市

民
局

市
民

協
働

課

平
成

27
年

度
熊

本
市

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
の

保
険

契
約

証
券

の
写

し
開

示
2
/
1
2

2
/
2
4

11
26

2/
5

2.
熊

本
市

電
の

売
上

金
等

の
輸

送
保

管
中

の
事

故
を

補
償

す
る

損
害

保
険

(交
通

局
総

務
課

)
の

保
険

契
約

証
券

の
写

し
交

通
局

総
務

課

運
送

保
険

証
券

及
び

動
産

総
合

保
険

証
券

の
写

し
（売

上
金

等
を

現
金

輸
送

業
務

委
託

者
へ

渡
す

ま
で

の
保

険
）

開
示

2
/
1
2

2
/
2
4

11
27

2/
5

3.
熊

本
競

輪
場

動
産

保
険

(本
場

･場
外

分
)の

保
険

契
約

証
券

の
写

し
農

水
商

工
局

競
輪

事
務

所

開
設

65
周

年
記

念
熊

本
競

輪
（場

外
分

)動
産

保
険

コ
ー

ポ
レ

ー
ト
マ

ネ
ー

ガ
ー

ド
保

険
　

31
5，

00
0

円 熊
本

競
輪

場
(本

場
分

)動
産

保
険

コ
ー

ポ
レ

ー
ト
マ

ネ
ー

ガ
ー

ド
保

険
　

84
，

00
0

円

開
示

2
/
9

2
/
2
4

起
案

書
 図

面
一

式
 概

要
書

 境
界

点
写

真
平

成
28

年
2月

2日
決

裁
の

市
道

立
会

に
関

す
る

資
料

中
央

区
南

坪
井

町
○

-○
 ○

-○
 ○

-○
○

○
-○

○
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

平
成

28
年

2月
2日

決
裁

の
市

道
立

会
に

関
す

る
資

料
中

央
区

南
坪

井
町

○
-○

　
 ○

-○
　

○
-○

○
○

-○
○

・概
要

書
・図

面
一

式

開
示

2
/
1
0

2
/
1
5

平
成

28
年

2月
2日

決
裁

の
市

道
立

会
に

関
す

る
資

料
中

央
区

南
坪

井
町

○
-○

　
 ○

-○
　

○
-○

○
○

-○
○

・起
案

書
・境

界
点

写
真

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
0

2
/
1
5

11
28

2/
5
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11
29

2/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
18

-0
6-

46
8 

H
13

-0
1-

20
0

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
18

-0
6-

46
8 

H
13

-0
1-

20
0

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
8

2
/
8

11
30

2/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

58
8-

01
～

02
-5

88
-0

1
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

58
8-

01
～

02
-5

88
-0

1
･協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
9

2
/
1
2

11
31

2/
8

熊
本

市
に

於
け

る
、

平
成

28
年

1月
1日

(未
整

備
の

場
合

は
平

成
27

年
1月

1日
)現

在
の

｢土
地

･家
屋

価
格

等
縦

覧
帳

簿
｣に

登
録

･記
載

さ
れ

て
い

る
各

項
目

の
内

、
土

地
･家

屋
の

価
額

を
除

く
｢所

在
、

地
番

･家
屋

番
号

、
地

目
･用

途
、

地
積

･床
面

積
、

構
造

、
階

層
、

建
築

年
(月

日
)｣

(不
動

産
登

記
事

項
)等

の
一

覧
表

(表
形

式
)。

財
政

局
課

税
管

理
課

有 3/
24

熊
本

市
に

於
け

る
、

平
成

28
年

1月
1日

(未
整

備
の

場
合

は
平

成
27

年
1月

1日
)現

在
の

｢土
地

･家
屋

価
格

等
縦

覧
帳

簿
｣に

登
録

･記
載

さ
れ

て
い

る
各

項
目

の
内

、
土

地
･家

屋
の

価
額

を
除

く
｢所

在
、

地
番

･家
屋

番
号

、
地

目
･用

途
、

地
積

･床
面

積
、

構
造

、
階

層
、

建
築

年
(月

日
)｣

(不
動

産
登

記
事

項
)等

の
一

覧
表

(表
形

式
)。

開
示

3
/
1
8

3
/
3
1

11
32

2/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
2-

07
8

･全
部

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
2-

07
8

･全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
9

2
/
1
0

11
33

2/
8

H
27

.1
0.

23
 変

更
届

出
 ○

○
○

○
○

○
H

27
.1

1.
26

 新
設

届
出

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
H

27
.1

2.
25

 新
設

届
出

 ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
に

係
る

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
お

よ
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

り
図

、
店

舗
の

配
置

図
。

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

変
更

の
も

の
は

変
更

前
後

の
図

面
を

希
望

。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

「大
規

模
小

売
店

届
出

書
（規

則
様

式
第

3）
」、

「周
辺

見
取

図
」、

「平
面

図
兼

配
置

図
（変

更
前

・後
）」

・H
27

.1
0.

23
 変

更
届

出
 ○

○
○

○
○

○
以

下
の

案
件

に
係

る
「大

規
模

小
売

店
届

出
書

（規
則

様
式

第
1）

」、
「周

辺
見

取
図

」、
「平

面
図

兼
配

置
図

」
H

27
.1

1.
26

 新
設

届
出

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
H

27
.1

2.
25

 新
設

届
出

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
6

2
/
2
2

11
34

2/
8

熊
本

市
に

お
け

る
｢ﾎ

ﾃ
ﾙ

･旅
館

等
の

情
報

｣に
つ

い
て

開
示

請
求

い
た

し
ま

す
。

観
光

ﾎ
ﾃ

ﾙ
･ﾋ

ﾞｼ
ﾞﾈ

ｽ
ﾎ

ﾃ
ﾙ

･ｼ
ﾃ

ｨﾎ
ﾃ

ﾙ
･旅

館
等

の
宿

泊
施

設
1.

施
設

名
2.

住
所

3.
電

話
番

号
4.

室
数

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

H
28

.2
.8

現
在

、
熊

本
地

域
で

旅
館

業
法

の
許

可
を

受
け

て
い

る
施

設
一

覧
番

号
、

許
可

日
、

名
称

、
住

所
、

電
話

番
号

、
種

類
、

客
室

数
、

総
定

員

開
示

2
/
1
6

2
/
2
2
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11
35

2/
9

厚
生

労
働

省
事

務
連

絡
と

し
て

発
出

さ
れ

た
｢

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

者
に

関
す

る
調

査
に

つ
い

て
｣の

平
成

26
年

度
分

と
し

て
厚

労
省

に
提

出
し

た
(あ

る
い

は
提

出
予

定
の

)回
答

内
容

一
式

、
管

内
事

業
者

か
ら

提
出

さ
れ

た
事

業
内

容
、

財
務

諸
表

等
の

資
料

健
康

福
祉

子
ど

も
局 子

ど
も

支
援

課

平
成

26
年

度
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
事

業
者

に
関

す
る

調
査

票
1の

（４
）、

（５
）調

査
票

－
あ

っ
せ

ん
の

状
況

・実
費

等
の

状
況

（ケ
ー

ス
区

分
ご

と
）－

シ
ー

ト
１

－
１

の
あ

っ
せ

ん
終

了
年

月
日

、
養

子
縁

組
成

立
（不

成
立

）年
月

日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
3

未
受

取

11
36

2/
9

平
成

27
年

度
 熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
、

業
務

委
託

契
約

金
額

及
び

業
者

名
財

政
局

車
両

管
理

課

平
成

26
～

30
年

度
 熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
及

び
地

下
通

路
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
委

託
契

約
書

の
一

部
写

し
可

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
9

2
/
2
4

閲
覧

11
37

2/
9

平
成

27
年

度
 植

木
健

康
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

か
が

や
き

館
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
、

業
務

委
託

契
約

金
額

及
び

業
者

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

平
成

27
年

度
 植

木
健

康
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

か
が

や
き

館
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
委

託
契

約
金

額
及

び
業

者
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
9

2
/
2
4

閲
覧

11
38

2/
9

平
成

27
年

度
 ｻ

ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾌ
熊

本
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
、

業
務

委
託

契
約

金
額

及
び

業
者

名
農

水
商

工
局

産
業

政
策

課

平
成

27
年

度
 ｻ

ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾌ
熊

本
消

防
設

備
保

守
点

検
業

務
、

業
務

委
託

契
約

金
額

及
び

業
者

名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
2

2
/
2
4

閲
覧

11
39

2/
9

27
年

度
 託

麻
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

消
防

設
備

保
守

点
検

業
務

、
業

務
委

託
契

約
金

額
及

び
業

者
名

観
光

文
化

交
流

局 ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

27
年

度
 託

麻
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

消
防

設
備

保
守

点
検

業
務

、
業

務
委

託
落

札
金

額
不

存
在

他
の

業
務

も
含

む
契

約
で

あ
る

た
め

2
/
2
3

11
40

2/
9

27
年

度
 浜

線
健

康
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

消
防

設
備

保
守

点
検

業
務

、
業

務
委

託
契

約
金

額
及

び
業

者
名

観
光

文
化

交
流

局 ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

27
年

度
 浜

線
健

康
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

消
防

設
備

保
守

点
検

業
務

、
業

務
委

託
落

札
金

額
不

存
在

他
の

業
務

も
含

む
契

約
で

あ
る

た
め

2
/
2
3

11
41

2/
9

平
成

27
年

度
 健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

消
防

設
備

保
守

点
検

業
務

、
業

務
委

託
契

約
金

額
及

び
業

者
名

観
光

文
化

交
流

局 市
民

会
館

平
成

27
年

度
 健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

消
防

設
備

保
守

点
検

業
務

、
業

務
委

託
落

札
金

額
及

び
落

札
業

者
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
2

2
/
2
4

閲
覧

11
42

2/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

39
-0

65
 S

39
-0

65
-1

～
05

･復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

39
-0

65
 S

39
-0

65
-1

～
05

･復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
0

2
/
1
5

11
43

2/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

.9
.5

 0
0-

43
4

･全
部

 白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

.9
.5

 0
0-

43
4

･全
部

 白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
0

2
/
1
2

217



11
44

2/
9

本
申

請
時

点
に

て
、

市
内

で
専

用
水

道
と

し
て

届
出

さ
れ

て
い

る
施

設
情

報
1.

施
設

名
と

所
在

地
2.

井
戸

柱
状

図
ま

た
は

深
度

が
わ

か
る

資
料

3.
原

水
水

質
分

析
結

果
書

4.
装

置
図

面
（ﾌ

ﾛ
ｰ

図
）

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

H
28

.2
.9

時
点

に
て

、
市

内
で

専
用

水
道

と
し

て
届

出
さ

れ
て

い
る

施
設

情
報

1.
施

設
名

と
所

在
地

2.
井

戸
柱

状
図

ま
た

は
深

度
が

わ
か

る
資

料
3.

原
水

水
質

分
析

結
果

書
4.

装
置

図
面

（ﾌ
ﾛ
ｰ

図
）

浄
水

方
法

が
「消

毒
の

み
」の

施
設

を
除

く

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
3

3
/
7

11
45

2/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
27

1号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
27

1号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
1
0

2
/
1
0

11
46

2/
10

平
成

27
年

9月
1日

か
ら

27
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
)

市
民

局
区

政
推

進
課

平
成

27
年

9月
1日

か
ら

27
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

2
/
2
2

11
47

2/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

51
-0

37
 S

52
-0

84
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

22
年

度
 1

0-
04

9
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

51
-0

37
 S

52
-0

84
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

22
年

度
 1

0-
04

9
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
2

2
/
1
6

11
48

2/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

34
8

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

34
8

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

2
/
1
5

11
49

2/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

49
-1

17
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4-

17
1

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

49
-1

17
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4-

17
1

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

2
/
1
8

11
50

2/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

28
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

28
号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

2
/
1
6

218



11
51

2/
15

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
11

月
11

日
～

12
月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
11

月
11

日
～

12
月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
5

2
/
1
8

11
52

2/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0年

第
21

5号
･全

部
 ･

協
定

書
 白

黒
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0年

第
21

5号
･全

部
 ･

協
定

書
 白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
1
6

11
53

2/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

22
0

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
5-

22
0

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
1
6

11
54

2/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 9
9-

05
7-

01
、

03
、

04
、

05
、

06
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 9
9-

05
7-

01
、

03
、

04
、

05
、

06
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
1
6

11
55

2/
15

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

圧
縮

ｱ
ｾ

ﾁ
ﾚ
ﾝ

ｶ
ﾞｽ

等
の

貯
蔵

又
は

、
取

扱
い

の
開

始
届

出
書

又
は

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

設
備

工
事

届
出

書
及

び
図

面
一

式
。

1)
西

区
花

園
7丁

目
○

○
-○

○
 ○

○
○

○
○

○ 2)
西

区
河

内
町

野
出

○
-○

 ○
○

○
○

消
防

局
西

消
防

署
指

導
課

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

圧
縮

ｱ
ｾ

ﾁ
ﾚ
ﾝ

ｶ
ﾞｽ

等
の

貯
蔵

又
は

、
取

扱
い

の
開

始
届

出
書

又
は

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

設
備

工
事

届
出

書
及

び
図

面
一

式
。

1)
西

区
花

園
7丁

目
○

○
-○

○
 ○

○
○

○
○

○ 2)
西

区
河

内
町

野
出

○
-○

 ○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

3
/
1

11
56

2/
15

平
成

25
年

度
に

西
区

横
手

4丁
目

○
○

○
-○

で
手

続
き

が
さ

れ
て

い
る

建
築

確
認

の
民

間
確

認
機

関
か

ら
の

報
告

書
氏

名
 ○

○
○

○
確

認
N

o.
A

C
SK

13
00

09
※

施
行

業
者

が
確

認
出

来
る

部
分

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

25
年

度
に

西
区

横
手

4丁
目

○
○

○
-○

で
手

続
き

が
さ

れ
て

い
る

建
築

確
認

の
民

間
確

認
機

関
か

ら
の

報
告

書
氏

名
 ○

○
○

○
確

認
N

o.
A

C
SK

13
00

09
※

施
行

業
者

が
確

認
出

来
る

部
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
8

2
/
1
8

11
57

2/
16

石
塘

幹
線

排
水

路
河

床
掘

削
工

事
の

金
入

設
計

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

石
塘

幹
線

排
水

路
河

床
掘

削
工

事
の

金
入

設
計

書
。

開
示

2
/
1
7

2
/
2
2

11
58

2/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

年
8月

25
日

 0
0年

第
42

1号
、

H
15

年
5月

15
日

 0
3年

第
19

9号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

年
8月

25
日

 0
0年

第
42

1号
、

H
15

年
5月

15
日

 0
3年

第
19

9号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
8

2
/
2
2
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11
59

2/
17

熊
本

市
北

区
楡

木
二

丁
目

16
27

の
開

発
行

為
に

関
す

る
一

切
の

書
類

 工
事

開
始

か
ら

完
了

検
査

ま
で

の
(現

場
写

真
、

一
部

)工
事

請
負

業
者

(○
○

○
○

株
式

会
社

(代
表

者
○

○
)

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
お

願
い

致
し

ま
す

。
[写

真
の

表
紙

、
ｶ
ｶ
ﾞﾐ

]

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

有 4/
1

熊
本

市
北

区
楡

木
二

丁
目

○
○

○
○

の
開

発
行

為
に

関
す

る
一

切
の

書
類

開
示

3
/
1
4

3
/
1
5

11
60

2/
18

平
成

28
年

2月
3日

開
札

農
水

商
工

局
 水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

防
波

堤
B

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

防
波

堤
B

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
6

2
/
2
6

11
61

2/
18

平
成

28
年

1月
27

日
開

札
上

下
水

道
局

 水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
　

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

24
0工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

28
年

1月
27

日
開

札
上

下
水

道
局

 水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
　

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

24
0工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

開
示

2
/
2
4

2
/
2
6

220



11
62

2/
18

・平
成

27
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
・平

成
26

年
度

 塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

・平
成

25
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
・平

成
24

年
度

 塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

・平
成

23
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
・平

成
22

年
度

 塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

・平
成

27
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
・平

成
26

年
度

 塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

・平
成

25
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
・平

成
24

年
度

 塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

・平
成

23
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
・平

成
22

年
度

 塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

(平
成

22
年

7月
5日

～
平

成
23

年
3月

31
日

）
金

入
り

設
計

書

開
示

2
/
2
5

3
/
3

・平
成

22
年

度
 塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
(平

成
22

年
4月

1日
～

平
成

22
年

6月
30

日
）

金
入

り
設

計
書

不
存

在
こ

の
期

間
の

契
約

は
随

意
契

約
の

た
め

金
入

り
設

計
書

な
し

2
/
2
5

11
63

2/
18

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
1丁

目
○

○
-○

社
会

医
療

法
人

社
団

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
◎

院
長

 ○
○

○
氏

の
就

任
日

(院
長

就
任

日
)

が
わ

か
る

文
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
1丁

目
○

○
-○

社
会

医
療

法
人

社
団

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
◎

院
長

 ○
○

○
氏

の
就

任
日

(院
長

就
任

日
)

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
5

2
/
2
5

11
64

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
健

康
福

祉
政

策
課

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書 過
去

5年
分

ほ
ど

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

有
3/

1

有 特
例

3/
25

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

26
年

度
か

ら
平

成
23

年
度

分

不
存

在

平
成

2
7
年

度
の

一
斉

更
新

分
の

み
の

事
務

処
理

し
か

行
っ

て
い

な
い

3
/
2
5

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
5

3
/
2
8

閲
覧

221



11
65

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
身

体
障

が
い

者
手

帳
 受

け
取

り
文

書
な

ど
?

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾌ
ﾟ印

や
印

鑑
な

し
で

受
け

取
っ

て
な

い
か

確
認

し
た

い
こ

れ
も

過
去

5年
分

ほ
ど

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

有
3/

1

有 特
例

3/
28

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
か

ら
平

成
24

年
度

分

不
存

在

平
成

2
4
年

度
の

政
令

市
移

行
に

伴
い

各
事

務
が

区
役

所
へ

移
っ

た
た

め

3
/
2
8

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

5年
分

の
内

平
成

23
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

3
/
2
8

閲
覧

11
66

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
身

体
障

が
い

者
手

帳
 受

け
取

り
文

書
な

ど
?

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾌ
ﾟ印

や
印

鑑
な

し
で

受
け

取
っ

て
な

い
か

確
認

し
た

い
こ

れ
も

過
去

5年
分

ほ
ど

中
央

区

中
央

区
役

所
福

祉
課

有
2/

29

有 特
例

3/
24

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
4

3
/
2
8

閲
覧

11
67

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
身

体
障

が
い

者
手

帳
 受

け
取

り
文

書
な

ど
?

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾌ
ﾟ印

や
印

鑑
な

し
で

受
け

取
っ

て
な

い
か

確
認

し
た

い
こ

れ
も

過
去

5年
分

ほ
ど

東
区

東
区

役
所

福
祉

課

有
2/

25

有 特
例

3/
23

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
3

3
/
2
8

閲
覧

11
68

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
身

体
障

が
い

者
手

帳
 受

け
取

り
文

書
な

ど
?

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾌ
ﾟ印

や
印

鑑
な

し
で

受
け

取
っ

て
な

い
か

確
認

し
た

い
こ

れ
も

過
去

5年
分

ほ
ど

西
区

西
区

役
所

福
祉

課

有
2/

25

有 特
例

3/
23

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

（残
り

に
つ

い
て

は
3/

28
取

り
下

げ
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
4

3
/
2
8

閲
覧

11
69

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
身

体
障

が
い

者
手

帳
 受

け
取

り
文

書
な

ど
?

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾌ
ﾟ印

や
印

鑑
な

し
で

受
け

取
っ

て
な

い
か

確
認

し
た

い
こ

れ
も

過
去

5年
分

ほ
ど

南
区

南
区

役
所

福
祉

課

有
2/

25

有 特
例

3/
22

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
2

3
/
2
8

閲
覧

222



11
70

2/
19

健
康

福
祉

子
ど

も
局

の
中

の
身

体
障

が
い

者
手

帳
 受

け
取

り
文

書
な

ど
?

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾌ
ﾟ印

や
印

鑑
な

し
で

受
け

取
っ

て
な

い
か

確
認

し
た

い
こ

れ
も

過
去

5年
分

ほ
ど

北
区

北
区

役
所

福
祉

課

有
2/

25

有 特
例

3/
23

 身
体

障
害

者
手

帳
受

領
書

 熊
本

市
優

待
証

交
付

申
請

書
・受

領
書

5年
分

の
内

平
成

27
年

度
分

の
一

部

残
り

に
つ

い
て

は
9月

30
日

ま
で

特
例

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
3

3
/
2
8

閲
覧

11
71

2/
22

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
2月

5日
よ

り
20

16
年

2月
19

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

:店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
6年

2月
5日

よ
り

20
16

年
2月

19
日

開
示

2
/
2
4

3
/
1

11
72

2/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
18

年
度

 0
6-

20
5号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
18

年
度

 0
6-

20
5号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
3

2
/
2
4

上
下

水
道

局
給

排
水

設
備

課

特
定

施
設

（設
置

・使
用

）届
出

書
、

氏
名

変
更

届
出

書
(熊

本
市

中
央

区
東

阿
弥

陀
寺

町
○

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
3

3
/
3

下
水

道
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

届
出

内
容

(調
査

対
象

地
：熊

本
市

中
央

区
東

阿
弥

陀
寺

町
○

)
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
の

有
無

及
び

使
用

有
害

物
質

の
種

類
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
2
3

11
74

2/
22

平
成

28
年

2月
10

日
開

札
・西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 熊
本

玉
名

線
(岳

工
区

)道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
 熊

本
玉

名
線

(岳
工

区
)道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
5

3
/
2

11
75

2/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

01
7号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

01
7号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
3

3
/
8

2/
22

11
73

下
水

道
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

届
出

内
容

(1
)特

定
事

業
場

の
名

称
(2

)特
定

事
業

場
の

所
在

地
(3

)届
出

者
の

氏
名

(4
)特

定
施

設
の

番
号

お
よ

び
そ

の
名

称
(5

)届
出

日
若

し
く

は
使

用
開

始
日

(6
)有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
の

有
無

お
よ

び
使

用
有

害
物

質
の

種
類

(調
査

対
象

地
：熊

本
市

中
央

区
東

阿
弥

陀
寺

町
○

)

223



11
76

2/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

37
1号

S4
3.

9.
19

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

37
1号

S4
3.

9.
19

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
3

3
/
1
1

11
77

2/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5-

37
9-

00
1、

00
2、

00
3

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5-

37
9-

00
1、

00
2、

00
3

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
3

2
/
2
3

11
78

2/
24

平
成

27
年

度
 東

部
地

区
路

面
清

掃
業

務
委

託
・設

計
書

(内
訳

表
)

平
成

27
年

度
 東

部
地

区
道

路
ﾊ

ﾟﾄ
ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・設

計
書

(内
訳

表
)

紙
希

望

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

度
 東

部
地

区
路

面
清

掃
業

務
委

託
・設

計
書

(内
訳

表
)

平
成

27
年

度
 東

部
地

区
道

路
ﾊ

ﾟﾄ
ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
・設

計
書

(内
訳

表
)

開
示

3
/
1

3
/
2

11
79

2/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

34
7号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1年

34
7号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
5

2
/
2
5

11
80

2/
24

平
成

27
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
)及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

)に
係

る
文

書
1 

第
一

次
試

験
・第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

第
一

次
試

験
・第

二
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
2 

第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

3 
第

二
次

試
験

に
お

け
る

口
述

試
験

・論
(作

)
分

試
験

の
基

準
点

未
満

者
数

及
び

消
防

職
身

体
検

査
不

合
格

者
数

以
上

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

27
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
)及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

)に
係

る
文

書
1 

第
一

次
試

験
・第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

第
一

次
試

験
・第

二
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
2 

第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

3 
第

二
次

試
験

に
お

け
る

口
述

試
験

・論
(作

)
分

試
験

の
基

準
点

未
満

者
数

及
び

消
防

職
身

体
検

査
不

合
格

者
数

以
上

開
示

3
/
4

3
/
1
0

11
81

2/
25

平
成

27
年

12
月

2日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 畠

口
町

浜
口

町
第

2号
線

舗
装

補
修

工
事 上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

 畠
口

町
浜

口
町

第
2号

線
舗

装
補

修
工

事 上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
9

3
/
2
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11
82

2/
25

新
土

河
原

町
第

24
号

排
水

路
改

良
工

事
上

記
工

事
完

了
後

に
熊

本
市

西
区

新
土

河
原

町
2丁

目
○

○
○

地
先

に
設

置
さ

れ
た

境
界

の
設

置
に

関
す

る
施

工
図 白

黒

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

新
土

河
原

町
第

24
号

排
水

路
改

良
工

事
上

記
工

事
完

了
後

に
熊

本
市

西
区

新
土

河
原

町
2丁

目
○

○
○

地
先

に
設

置
さ

れ
た

境
界

の
設

置
に

関
す

る
施

工
図

開
示

2
/
2
6

2
/
2
9

11
83

2/
25

平
成

27
年

度
 西

部
地

区
路

面
清

掃
業

務
委

託
･設

計
書

(内
訳

表
)

紙
希

望
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

27
年

度
 西

部
地

区
路

面
清

掃
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
9

3
/
1

11
84

2/
25

･都
市

計
画

事
業

 中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 新
花

畑
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

主
･ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ

電
気

設
備

工
事

(6
3工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)
上

記
件

名
(5

件
名

)の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

･都
市

計
画

事
業

 中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 新
花

畑
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

主
･ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ

電
気

設
備

工
事

(6
3工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)
上

記
件

名
(5

件
名

)の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分

開
示

3
/
2

4
/
1
2

11
85

2/
25

･秋
田

配
水

場
非

常
用

発
電

機
設

備
据

付
工

事 上
記

件
名

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･秋
田

配
水

場
非

常
用

発
電

機
設

備
据

付
工

事 上
記

件
名

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
開

示
3
/
3

4
/
1
2

11
86

2/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

48
-1

77
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

48
-1

77
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

2
/
2
9

11
87

2/
25

平
成

21
年

11
月

1日
以

前
の

○
○

○
○

○
○

○
○

で
の

管
理

者
名

が
わ

か
る

文
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

平
成

21
年

11
月

1日
以

前
の

○
○

○
○

○
○

○
○

で
の

管
理

者
名

が
わ

か
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
8

11
88

2/
26

･北
区

龍
田

町
弓

削
(県

道
託

麻
北

部
線

)φ
15

0粍
排

水
管

布
設

他
3件

工
事

の
金

額
入

り
設

計
内

訳
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

龍
田

町
弓

削
(県

道
託

麻
北

部
線

)φ
15

0粍
排

水
管

布
設

他
3件

工
事

設
計

書
開

示
3
/
1

3
/
4
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11
89

2/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

年
度

00
-1

89
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

年
度

00
-1

89
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
9

3
/
1

11
90

2/
29

立
福

寺
町

第
2号

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

立
福

寺
町

第
2号

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
8

3
/
1
1

11
91

2/
29

熊
本

市
内

の
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
に

関
す

る
以

下
の

事
項

①
事

業
所

名
②

所
在

地
③

施
設

の
種

類
④

燃
料

の
種

類
⑤

規
模

･能
力

環
境

局
環

境
政

策
課

熊
本

市
内

の
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
に

関
す

る
以

下
の

事
項

①
事

業
所

名
②

所
在

地
③

施
設

の
種

類
④

燃
料

の
種

類
⑤

規
模

･能
力

開
示

3
/
1

3
/
8

11
92

2/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
6-

22
8 

00
-3

44
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
6-

22
8 

00
-3

44
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

3
/
1
0

11
93

2/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(建
指

) 
H

27
-0

21
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(建
指

) 
H

27
-0

21
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2

3
/
3

11
94

3/
1

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
１

丁
目

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
○

○
に

お
い

て
①

平
成

２
１

年
４

月
１

日
の

管
理

者
名

②
平

成
２

１
年

４
月

１
４

日
の

管
理

者
名

が
わ

か
る

文
書

※
病

院
開

設
届

出
事

項
変

更
届

等
で

○
○

○
医

師
に

管
理

者
が

替
わ

っ
た

書
類

(期
日

が
わ

か
る

も
の

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局 医

療
政

策
課

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
１

丁
目

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
○

○
に

お
い

て
①

平
成

２
１

年
４

月
１

日
の

管
理

者
名

②
平

成
２

１
年

４
月

１
４

日
の

管
理

者
名

が
わ

か
る

文
書

※
病

院
開

設
届

出
事

項
変

更
届

等
で

○
○

○
医

師
に

管
理

者
が

替
わ

っ
た

書
類

(期
日

が
わ

か
る

も
の

)

不
存

在
3
/
1
1

11
95

3/
1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

58
-0

12
-0

1～
04

 S
46

-1
02

-0
1

～
04

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

58
-0

12
-0

1～
04

 S
46

-1
02

-0
1

～
04

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2

3
/
3

11
96

3/
1

平
成

28
年

2月
1日

～
平

成
28

年
2月

29
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

28
年

2月
1日

～
平

成
28

年
2月

29
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

3
/
3

3
/
7
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11
97

3/
1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-3

51
-0

1～
S4

3-
35

1-
04

･復
元

協
議

書
 ･

全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

43
-3

51
-0

1～
S4

3-
35

1-
04

･復
元

協
議

書
 ･

全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2

3
/
3

11
98

3/
1

①
熊

本
城

に
付

保
さ

れ
て

い
火

災
保

険
の

写
し

と
内

容
が

分
る

物
。

上
記

に
つ

い
て

熊
本

城
内

の
す

べ
て

の
建

物
の

内
、

熊
本

市
が

保
有

し
て

い
る

も
の

に
限

る
財

政
局

管
財

課

①
熊

本
城

に
付

保
さ

れ
て

い
火

災
保

険
の

写
し

と
内

容
が

分
る

物
。

上
記

に
つ

い
て

熊
本

城
内

の
す

べ
て

の
建

物
の

内
、

熊
本

市
が

保
有

し
て

い
る

も
の

に
限

る
開

示
3
/
4

3
/
1
6

11
99

3/
2

②
㎡

数
、

建
築

年
月

日
上

記
に

つ
い

て
熊

本
城

内
の

す
べ

て
の

建
物

の
内

、
熊

本
市

が
保

有
し

て
い

る
も

の
に

限
る

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

城
延

床
面

積
、

建
築

年
月

日
（有

料
区

域
）

開
示

3
/
3

3
/
1
6

12
00

3/
2

南
部

送
水

場
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ棟

氏
新

築
工

事
(金

入
設

計
書

)
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

南
部

送
水

場
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ棟

新
築

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

3
/
9

3
/
1
1

12
01

3/
2

平
成

28
年

2/
1～

2/
29

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

平
成

28
年

2/
1～

2/
29

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
･施

設
名

称
･施

設
所

在
地

･電
話

番
号

･確
認

年
月

日
･開

設
者

名

開
示

3
/
4

3
/
1
4

12
02

3/
3

下
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(1
)一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)吉
原

橋
上

部
工

工
事

以
上

の
公

開
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
開

示
3
/
7

3
/
8

12
03

3/
3

下
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

(2
)市

道
 渡

鹿
4丁

目
黒

髪
5丁

目
第

1号
線

(竜
神

橋
)上

部
工

工
事

以
上

の
公

開
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1式

市
道

 渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(竜

神
橋

)上
部

工
工

事
開

示
3
/
8

3
/
8

12
04

3/
3

熊
本

市
健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

･指
定

管
理

者
の

募
集

要
項

(前
回

分
)

･直
近

の
収

支
実

績
･運

営
体

制
(人

員
、

委
託

先
-設

備
保

守
)

観
光

文
化

交
流

局 市
民

会
館

熊
本

市
健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

･指
定

管
理

者
の

募
集

要
項

(前
回

分
)

･直
近

の
収

支
実

績
･運

営
体

制
(人

員
、

委
託

先
-設

備
保

守
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
0

3
/
1
4
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12
05

3/
63

ｻ
ﾝ

ﾗ
ｲ
ﾌ
熊

本
(熊

本
市

勤
労

者
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

)
①

指
定

管
理

者
の

募
集

要
項

(前
回

分
)

②
直

近
の

収
支

状
況

(平
成

26
年

度
分

)
③

運
営

体
制

(人
員

、
設

備
保

守
委

託
先

)(
同

上
)

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

ｻ
ﾝ

ﾗ
ｲ
ﾌ
熊

本
(熊

本
市

勤
労

者
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

)
①

指
定

管
理

者
の

募
集

要
項

(前
回

分
)

②
直

近
の

収
支

状
況

(平
成

26
年

度
分

)
③

運
営

体
制

(人
員

、
設

備
保

守
委

託
先

)(
同

上
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
4

3
/
1
4

12
06

3/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
13

 0
2-

03
4

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
13

 0
2-

03
4

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
4

3
/
1
0

12
07

3/
4

熊
本

市
保

健
所

が
保

有
す

る
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

(店
)

に
関

す
る

事
柄

①
施

設
名

称
②

営
業

所
(店

)所
在

地
③

開
設

者
④

確
認

日
⑤

廃
業

日
H

28
.2

月
末

現
在

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

熊
本

市
保

健
所

が
保

有
す

る
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

(店
)

に
関

す
る

事
柄

①
施

設
名

称
②

営
業

所
(店

)所
在

地
③

開
設

者
④

確
認

日
⑤

廃
業

日
H

28
.2

月
末

現
在

開
示

3
/
8

3
/
1
4

12
08

3/
4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

45
-2

74
-0

3 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

45
-2

74
-0

3 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
7

3
/
1
1

12
09

3/
4

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
2月

20
日

よ
り

20
16

年
3月

4日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

店
舗

名
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

名
期

間
:2

01
6年

2月
20

日
よ

り
20

16
年

3月
4日

開
示

3
/
1
1

3
/
1
5

12
10

3/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

18
年

11
月

17
日

 0
6-

43
2号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

18
年

11
月

17
日

 0
6-

43
2号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
8

3
/
8

12
11

3/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 1

1年
第

48
2号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 1

1年
第

48
2号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
0

3
/
2
2

12
12

3/
7

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

(ﾌ
ﾞﾛ

ﾜ
棟

東
～

最
初

沈
殿

池
北

間
)辺

流
水

管
き

ょ
更

生
工

事
(5

70
1工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
(単

価
表

ま
で

)
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

(ﾌ
ﾞﾛ

ﾜ
棟

東
～

最
初

沈
殿

池
北

間
)辺

流
水

管
き

ょ
更

生
工

事
(5

70
1工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
0

3
/
1
1
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12
13

3/
8

工
事

名
都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

9号
線

外
1

路
線

舗
装

工
事

変
更

契
約

後
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
9号

線
外

1
路

線
舗

装
工

事
変

更
契

約
後

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
1
5

3
/
1
7

12
14

3/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

50
-0

84
01

JP
G

～
04

JP
G

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

50
-0

84
01

JP
G

～
04

JP
G

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
1
0

3
/
2
3

12
15

3/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0-

54
1

01
JP

G
～

07
JP

G
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
0-

54
1

01
JP

G
～

07
JP

G

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
0

3
/
2
3

12
16

3/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
17

1号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

平
成

17
.3

.0
7(

御
領

3)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

第
17

1号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
0

3
/
1
0

12
17

3/
8

入
札

日
H

26
/5

/7
 平

成
26

年
度

池
辺

寺
関

連
遺

跡
(砂

原
四

方
寄

線
)発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託
入

札
日

H
26

/5
/7

 平
成

26
年

度
桑

鶴
･五

丁
中

原
遺

跡
群

(砂
原

四
方

寄
線

)発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

入
札

日
H

26
/5

/7
 平

成
26

年
度

硯
河

遺
跡

群
(砂

原
四

方
寄

線
)発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託
入

札
日

H
26

/7
/2

2 
硯

川
遺

跡
群

発
掘

調
査

業
務

委
託

入
札

日
H

26
/1

1/
10

 桑
鶴

遺
跡

群
第

2次
調

査
区

出
土

遺
物

実
測

等
業

務
委

託
※

上
記

5件
の

金
入

り
設

計
書

(平
成

26
年

度
)

観
光

文
化

交
流

局 文
化

振
興

課
埋

蔵
文

化
財

調
査

室

１
　

平
成

26
年

度
池

辺
寺

関
連

遺
跡

(砂
原

四
方

寄
線

)発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

２
　

平
成

26
年

度
桑

鶴
･五

丁
中

原
遺

跡
群

(砂
原

四
方

寄
線

)発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

３
平

成
26

年
度

硯
河

遺
跡

群
(砂

原
四

方
寄

線
)

発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

４
　

硯
川

遺
跡

群
発

掘
調

査
業

務
委

託
５

　
桑

鶴
遺

跡
群

第
2次

調
査

区
出

土
遺

物
実

測
等

業
務

委
託

※
以

上
5件

の
金

入
り

設
計

書
(平

成
26

年
度

)

開
示

3
/
1
6

3
/
2
8

郵
送
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12
18

3/
8

入
札

日
H

27
/6

/2
2 

硯
川

遺
跡

群
第

7次
調

査
調

査
補

助
及

び
遺

構
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託 入
札

日
H

27
/6

/2
2 

新
南

部
遺

跡
群

第
23

次
調

査
報

告
書

作
成

業
務

委
託

入
札

日
H

27
/6

/1
8 

平
成

27
年

度
硯

川
遺

跡
群

第
4次

調
査

(砂
原

四
方

寄
線

)発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

入
札

日
H

27
/7

/1
5 

渡
鹿

遺
跡

群
第

7次
調

査
他

遺
物

実
測

等
業

務
委

託
入

札
日

H
27

/7
/1

3 
桑

鶴
遺

跡
群

第
2次

調
査

区
出

土
遺

物
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾄﾚ

ｰ
ｽ
等

業
務

委
託

入
札

日
H

28
/1

/2
6 

上
代

町
遺

跡
群

第
5次

調
査

区
Ⅱ

区
発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

業
務

委
託

※
上

記
6件

の
金

入
り

設
計

書
(平

成
27

年
度

)

観
光

文
化

交
流

局 文
化

振
興

課
埋

蔵
文

化
財

調
査

室

１
　

硯
川

遺
跡

群
第

7次
調

査
調

査
補

助
及

び
遺

構
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託
２

　
新

南
部

遺
跡

群
第

23
次

調
査

報
告

書
作

成
業

務
委

託
３

　
平

成
27

年
度

硯
川

遺
跡

群
第

4次
調

査
(砂

原
四

方
寄

線
)発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

等
業

務
委

託
４

　
渡

鹿
遺

跡
群

第
7次

調
査

他
遺

物
実

測
等

業
務

委
託

５
　

桑
鶴

遺
跡

群
第

2次
調

査
区

出
土

遺
物

ﾃ
ﾞ

ｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾄﾚ

ｰ
ｽ
等

業
務

委
託

６
　

上
代

町
遺

跡
群

第
5次

調
査

区
Ⅱ

区
発

掘
調

査
遺

構
実

測
図

作
成

業
務

委
託

※
以

上
6件

の
金

入
り

設
計

書
(平

成
27

年
度

)

開
示

3
/
1
6

3
/
2
8

郵
送

12
19

3/
8

入
札

日
H

26
/1

1/
26

 契
約

日
H

26
/1

2/
1

熊
本

城
跡

出
土

遺
物

実
測

図
作

成
業

務
委

託
上

記
1件

の
金

入
り

設
計

書
(平

成
26

年
度

)

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

入
札

日
H

26
/1

1/
26

 契
約

日
H

26
/1

2/
1

熊
本

城
跡

出
土

遺
物

実
測

図
作

成
業

務
委

託
上

記
1件

の
金

入
り

設
計

書
(平

成
26

年
度

)
開

示
3
/
1
5

3
/
2
8

郵
送

12
20

3/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

20
-0

23
-0

1～
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

20
-0

23
-0

1～
05

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
0

3
/
1
1

12
21

3/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

26
年

度
14

-1
07

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

26
年

度
14

-1
07

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
1
0

3
/
1
0

12
22

3/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-0

27
、

01
～

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-0

27
、

01
～

04
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
0

3
/
1
1

12
23

3/
9

平
成

27
年

11
月

12
日

開
札

南
区

役
所

農
業

振
興

課
御

幸
木

部
2丁

目
他

3件
水

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

南
区

役
所

農
業

振
興

課

御
幸

木
部

2丁
目

他
3件

水
路

改
良

工
事

工
事

番
号

金
入

設
計

書
開

示
3
/
1
4

3
/
1
6
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12
24

3/
9

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

の
う

ち
、

周
辺

見
取

図
(1

:2
00

0程
度

)お
よ

び
建

物
配

置
図

(1
：5

00
程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
･○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
農

水
商

工
局

商
工

振
興

課

以
下

の
案

件
に

係
る

大
店

立
地

法
に

基
づ

く
届

出
書

の
添

付
書

類
の

う
ち

「周
辺

見
取

図
｣及

び
「建

物
配

置
図

」
･○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
開

示
3
/
1
1

3
/
1
7

郵
送

12
25

3/
10

宅
地

造
成

に
関

す
る

工
事

の
検

査
済

証
都

指
発

第
14

-5
00

9 
H

14
.3

.2
7

許
可

番
号

:指
令

(都
指

)第
12

-3
01

9号
許

可
年

月
日

:H
12

.1
2.

12
書

類
一

式

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

取
り

下
げ

12
26

3/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

62
-3

1-
U

(昭
和

62
年

4月
7日

)
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
23

号
(平

成
27

年
5月

11
日

)
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

62
-3

1-
U

(昭
和

62
年

4月
7日

)
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
23

号
(平

成
27

年
5月

11
日

)
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
1

3
/
1
4

12
27

3/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
19

.0
7-

16
0

･全
部

 ･
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
19

.0
7-

16
0

･全
部

 ･
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
1

3
/
1
8

12
28

3/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7年

第
37

9号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7年

第
37

9号
･全

部
 ･

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
1

3
/
1
1

12
29

3/
11

熊
本

市
西

区
島

崎
6丁

目
の

位
置

指
定

道
路

の
資

料
(土

地
の

所
在

及
び

辺
長

等
を

知
り

た
い

)
位

置
指

定
道

路
S4

6-
10

2 
熊

本
県

指
令

第
10

2号
S5

8-
01

2 
熊

本
県

指
令

第
12

号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
西

区
島

崎
6丁

目
の

位
置

指
定

道
路

の
資

料
(土

地
の

所
在

及
び

辺
長

等
を

知
り

た
い

)
位

置
指

定
道

路
S4

6-
10

2 
熊

本
県

指
令

第
10

2号
S5

8-
01

2 
熊

本
県

指
令

第
12

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
4

3
/
1
4

12
30

3/
11

子
飼

本
町

大
江

6丁
目

第
1号

線
道

路
平

面
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

を
希

望
)(

用
紙

ｻ
ｲ
ｽ
ﾞは

A
3を

希
望

)
平

成
28

年
3月

7日
共

用
開

始
の

上
記

道
路

に
つ

き
、

告
示

を
行

っ
た

際
の

道
路

平
面

図

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

子
飼

本
町

大
江

6丁
目

第
1号

線
道

路
平

面
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

を
希

望
)(

用
紙

ｻ
ｲ
ｽ
ﾞは

A
3を

希
望

)
平

成
28

年
3月

7日
共

用
開

始
の

上
記

道
路

に
つ

き
、

告
示

を
行

っ
た

際
の

道
路

平
面

図
開

示
3
/
1
8

3
/
2
9
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12
31

3/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

14
年

4月
11

日
02

年
第

14
4号

平
成

17
年

2月
23

日
05

年
第

08
4号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

14
年

4月
11

日
02

年
第

14
4号

平
成

17
年

2月
23

日
05

年
第

08
4号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
5

3
/
1
6

12
32

3/
11

件
名

出
水

6丁
目

ﾏ
ﾝ

ﾎ
ｰ

ﾙ
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

外
4ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

改
修

工
事

の
｢金

額
入

り
｣の

設
計

資
料

上
下

水
道

局
水

再
生

課

平
成

２
７

年
度

出
水

6丁
目

ﾏ
ﾝ

ﾎ
ｰ

ﾙ
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

外
4ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

改
修

工
事

の
金

額
入

り
設

計
資

料
開

示
3
/
1
4

3
/
1
8

12
33

3/
11

･南
部

送
水

場
電

気
設

備
設

置
工

事
(平

成
28

年
2月

3日
工

事
、

平
成

28
年

3月
4日

開
札

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
請

求
を

依
頼

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
部

送
水

場
電

気
設

備
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
6

3
/
1
7

12
34

3/
11

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
12

月
11

日
～

平
成

28
年

1月
10

日
届

出
分

)。
※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
27

年
12

月
11

日
～

平
成

28
年

1月
10

日
届

出
分

)。
※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
6

3
/
1
8

12
35

3/
14

平
成

24
.7

.7
日

の
立

合
記

録
熊

本
市

谷
尾

崎
町

字
宮

本
○

○
○

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

24
.7

.7
日

の
立

合
記

録
熊

本
市

谷
尾

崎
町

字
宮

本
○

○
○

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
2
5

未
受

取

12
36

3/
14

熊
本

城
不

開
門

料
金

所
建

替
工

事
金

入
設

計
書

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

城
不

開
門

料
金

所
建

替
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
3

3
/
2
5

12
37

3/
14

平
成

27
年

11
月

25
日

公
告

平
成

27
年

12
月

25
日

開
札

市
道

 渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)上
部

工
工

事
上

記
工

事
に

係
る

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

27
年

11
月

25
日

公
告

平
成

27
年

12
月

25
日

開
札

市
道

 渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)上
部

工
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
8

4
/
1

12
38

3/
14

健
軍

1丁
目

付
近

(健
軍

水
源

地
～

上
下

水
道

局
水

道
局

間
)φ

80
0･

60
0粍

排
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

健
軍

1丁
目

付
近

(健
軍

水
源

地
～

上
下

水
道

局
水

道
局

間
)φ

80
0･

60
0粍

排
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
8

3
/
2
3
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12
39

3/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

03
-0

19
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 1

5-
25

6 
平

成
27

年
･全

部
 ･

協
定

書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 H

03
-0

19
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 1

5-
25

6 
平

成
27

年
･全

部
 ･

協
定

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
5

3
/
1
6

12
40

3/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
2-

08
9、

08
-0

76
、

04
-3

91
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
2-

08
9、

08
-0

76
、

04
-3

91
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
5

3
/
1
5

12
41

3/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

45
-0

64
･全

部
　

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

45
-0

64
･全

部
　

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
7

3
/
1
8

12
42

3/
16

平
成

27
年

7月
1日

開
札

･下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

外
枝

線
(そ

の
17

)下
水

道
築

造
工

事
(5

20
2工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

17
号

幹
線

外
枝

線
(そ

の
17

)下
水

道
築

造
工

事
(5

20
2工

区
)

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
1
8

3
/
2
9

12
43

3/
16

平
成

26
年

度
舗

装
工

事
(全

工
事

)に
関

し
て

各
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ご
と

、
ﾗ
ﾝ

ｸ
ご

と
、

工
事

箇
所

ご
と

の
工

事
成

績
評

定
点

が
わ

か
る

資
料

を
開

示
い

た
だ

き
た

い
。

工
事

毎
で

も
可

総
務

局
契

約
検

査
総

室

平
成

26
年

度
舗

装
工

事
(全

工
事

)に
関

し
て

各
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ご
と

、
ﾗ
ﾝ

ｸ
ご

と
、

工
事

箇
所

ご
と

の
工

事
成

績
評

定
点

が
わ

か
る

資
料

開
示

3
/
2
3

3
/
2
9

12
44

3/
16

以
下

の
4つ

の
水

質
汚

濁
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

く
届

出
(最

新
)の

う
ち

、
特

定
有

害
物

質
の

種
類

(名
称

)お
よ

び
施

設
の

位
置

が
確

認
で

き
る

部
分

届
出

の
所

在
地

:東
区

長
嶺

西
1丁

目
4-

15
届

出
の

名
称

:①
○

○
○

○
○

○
㈱

○
○

○
○

②
○

○
○

○
○

○
㈱

○
○

○
○

③
㈱

○
○

○
○

○
○

○
○

○
④

㈱
○

○
○

○
○

○
○

○
○

環
境

局
水

保
全

課

以
下

の
4つ

の
水

質
汚

濁
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

く
届

出
(最

新
)の

う
ち

、
特

定
有

害
物

質
の

種
類

(名
称

)お
よ

び
施

設
の

位
置

が
確

認
で

き
る

部
分

届
出

の
所

在
地

:東
区

長
嶺

西
1丁

目
○

-○
○

届
出

の
名

称
:①

○
○

○
○

○
○

㈱
○

○
○

○
②

○
○

○
○

○
○

㈱
○

○
○

○
③

㈱
○

○
○

○
○

○
○

○
○

④
㈱

○
○

○
○

○
○

○
○

○

開
示

3
/
2
2

3
/
2
4
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12
45

3/
16

南
区

城
南

町
赤

見
地

区
φ

30
0粍

配
す

缶
布

設
工

事
上

記
工

事
に

か
か

る
計

画
書

、
道

路
の

使
用

許
可

･占
用

許
可

の
分

か
る

書
面

、
発

注
図

面
及

び
行

程
表

等
の

工
事

に
関

す
る

書
類

ｶ
ﾗ
ｰ

の
物

は
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
赤

見
地

区
φ

30
0粍

配
す

缶
布

設
工

事
上

記
工

事
に

か
か

る
計

画
書

、
道

路
の

使
用

許
可

･占
用

許
可

の
分

か
る

書
面

、
発

注
図

面
及

び
行

程
表

等
の

工
事

に
関

す
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
4

5
/
1
9

12
46

3/
17

工
事

番
号

58
35

･9
01

3号
工

事
名

 北
区

植
木

町
有

泉
11

45
番

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
工

期
 平

成
27

年
8月

12
日

～
平

成
28

年
2月

20
日 上

記
工

事
の

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
･変

更
後

)一
式

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

 北
区

植
木

町
有

泉
11

45
番

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

･変
更

後
)

開
示

3
/
2
3

3
/
2
5

12
47

3/
17

工
事

番
号

16
11

･1
90

2号
工

事
名

 東
区

東
本

町
4番

付
近

φ
20

0･
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

工
期

 平
成

27
年

7月
8日

～
平

成
28

年
2月

10
日 上

記
工

事
の

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
･変

更
後

)一
式

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

東
区

東
本

町
4番

付
近

φ
20

0･
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
･変

更
後

)

開
示

3
/
2
3

3
/
2
5

12
48

3/
17

工
事

番
号

27
年

度
(繰

)4
7号

(2
6年

度
第

51
17

号
)

工
事

名
 国

道
57

号
線

(御
幸

笛
田

)共
同

構
内

φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

工
期

 平
成

26
年

11
月

6日
～

平
成

27
年

8月
31

日
(6

月
30

日
)

上
記

工
事

の
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

･変
更

後
)一

式

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

国
道

57
号

線
(御

幸
笛

田
)共

同
構

内
φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

･変
更

後
)

開
示

3
/
2
3

3
/
2
5

12
49

3/
17

工
事

番
号

26
年

度
(繰

)7
4号

(2
5年

度
第

51
05

号
)

工
事

名
 国

道
57

号
線

(共
同

溝
)φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
工

期
 平

成
26

年
3月

18
日

～
平

成
27

年
3月

9
日

(2
月

23
日

)
上

記
工

事
の

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
･変

更
後

)一
式

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

国
道

57
号

線
(共

同
溝

)φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
･変

更
後

)

開
示

3
/
2
3

3
/
2
5
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12
50

3/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

35
1号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

35
1号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
8

3
/
1
8

12
51

3/
17

公
共

桝
設

置
(西

部
-1

地
区

)工
事

(だ
い

18
-

28
30

5工
区

)【
単

価
契

約
】の

金
入

り
設

計
書

。
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。
上

下
水

道
局

管
路

維
持

課

公
共

桝
設

置
(西

部
-1

地
区

)工
事

(第
18

-
28

30
5工

区
)【

単
価

契
約

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
4

3
/
2
5

12
52

3/
17

西
部

地
区

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

の
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。
(平

成
27

年
度

の
も

の
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

西
部

地
区

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
業

務
委

託
金

入
り

委
託

設
計

書
開

示
3
/
2
3

3
/
2
5

12
53

3/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

43
3号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

43
3号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
8

3
/
1
8

12
54

3/
18

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(所

在
地

:熊
本

市
東

区
秋

津
町

飽
田

○
○

○
○

番
地

○
○

)
上

記
建

物
に

設
置

さ
れ

た
消

防
設

備
(消

火
器

･児
童

火
災

報
知

機
･誘

導
灯

)に
係

る
図

面
一

式

消
防

局
総

務
課

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
(所

在
地

:熊
本

市
東

区
秋

津
町

飽
田

○
○

○
○

番
地

○
○

)
上

記
建

物
に

設
置

さ
れ

た
消

防
設

備
(消

火
器

･児
童

火
災

報
知

機
･誘

導
灯

)に
係

る
図

面
一

式

開
示

3
/
2
9

3
/
3
1

12
55

3/
18

工
事

名
 区

画
道

路
6-

1号
線

外
1路

線
道

路
整

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

区
画

道
路

6-
1号

線
外

1路
線

道
路

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
4

3
/
2
5

12
56

3/
18

南
部

送
水

場
電

気
設

備
設

置
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
部

送
水

場
電

気
設

備
設

置
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
8

3
/
3
1

12
57

3/
18

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
3月

5日
よ

り
20

16
年

3月
18

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局 生

活
衛

生
課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

美
容

店
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

6年
3月

5日
か

ら
20

16
年

3月
18

日
ま

で
開

示
3
/
2
4

3
/
2
8
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12
58

3/
18

北
区

清
水

岩
倉

3丁
目

(岩
倉

山
配

水
池

付
近

)
φ

60
0粍

送
水

管
布

設
及

び
φ

50
0粍

連
絡

管
布

設
他

2件
工

事
 金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

北
区

清
水

岩
倉

3丁
目

(岩
倉

山
配

水
池

付
近

)
φ

60
0粍

送
水

管
布

設
及

び
φ

50
0粍

連
絡

管
布

設
他

2件
工

事
 金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
5

4
/
1

12
59

3/
22

市
道

水
前

寺
1丁

目
水

前
寺

5丁
目

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
(2

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

水
前

寺
1丁

目
水

前
寺

5丁
目

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
(2

工
区

)の
金

入
り

設
計

書

開
示

3
/
2
4

3
/
2
5

12
60

3/
22

平
成

27
年

9月
t9

日
開

札
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

事
業

 上
熊

本
細

工
町

線
道

路
付

属
物

設
置

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

事
業

 上
熊

本
細

工
町

線
道

路
付

属
物

設
置

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
8

4
/
7

12
61

3/
22

平
成

27
年

8月
t1

9日
開

札
ジ

ョ
ウ

ゲ
管

路
維

持
課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

(本
管

)改
修

工
事

(第
18

-2
76

02
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

(本
管

)改
修

工
事

(第
18

-2
76

02
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
5

4
/
7

12
62

3/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
33

4号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
5年

第
33

4号
･全

部
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
4

3
/
2
4

12
63

3/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

02
4号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 熊

本
県

指
令

(建
)第

02
4号

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
4

3
/
2
4

12
64

3/
23

熊
本

市
消

防
長

殿
建

物
名

称
:○

○
○

○
○

○
所

在
地

:熊
本

市
中

央
区

花
畑

町
○

○
-○

○
上

記
建

物
に

係
る

図
面

、
配

置
図

･平
面

図
(各

階
)

消
防

局
総

務
課

建
物

名
称

:○
○

○
○

○
○

所
在

地
:熊

本
市

中
央

区
花

畑
町

○
○

-○
○

上
記

建
物

に
係

る
図

面
、

配
置

図
･平

面
図

(各
階

)
開

示
4
/
4

4
/
5
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12
65

3/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
19

9号
 1

4-
19

9-
00

1～
00

7の
00

4以
外

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
4年

第
19

9号
 1

4-
19

9-
00

1～
00

7の
00

4以
外

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
4

3
/
2
4

12
66

3/
23

平
成

26
年

10
月

15
日

開
札

都
市

建
設

局
 住

宅
課

楠
団

地
第

4期
22

号
棟

(8
0戸

)建
築

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
住

宅
課

楠
団

地
第

4期
22

号
棟

(8
0戸

)建
築

工
事

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
5

3
/
2
9

12
67

3/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
0-

31
3

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
0-

31
3

･全
部

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
4

未
受

取

12
68

3/
23

平
成

28
年

3月
9日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 総
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

4
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
4

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
5

4
/
7

12
69

3/
23

平
成

28
年

3月
9日

開
札

･植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
都

市
計

画
道

路
 小

町
通

り
線

道
路

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

･植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
都

市
計

画
道

路
 小

町
通

り
線

道
路

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
5

3
/
2
9

12
70

3/
23

平
成

28
年

3月
15

日
供

用
開

始
新

南
部

町
渡

鹿
7丁

目
第

1号
線

及
び

県
道

瀬
田

熊
本

線
道

路
平

面
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

を
希

望
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

瀬
田

熊
本

線
及

び
新

南
部

町
渡

鹿
7丁

目
第

1号
線

計
画

平
面

図
開

示
3
/
2
4

3
/
2
9

12
71

3/
24

件
名

都
市

計
画

事
業

 中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

消
化

槽
機

械
機

械
設

備
解

体
そ

の
他

工
事

(5
01

4工
区

)の
設

計
変

更
後

の
｢金

額
入

り
｣の

設
計

資
料

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

消
化

槽
機

械
機

械
設

備
解

体
そ

の
他

工
事

(5
01

4工
区

)の
設

計
変

更
後

の
｢金

額
入

り
｣の

設
計

資
料

開
示

4
/
4

未
受

取
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12
72

3/
24

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
に

お
け

る
下

記
書

類
(市

民
協

働
課

、
市

民
活

動
推

進
班

所
管

に
限

る
。

)
1)

H
28

年
度

入
札

時
の

仕
様

書
(保

険
金

支
払

実
績

等
の

資
料

含
む

)
2)

H
23

･2
4･

25
･2

6･
27

に
お

け
る

入
札

結
果

調
書 (参

加
業

者
名

、
業

者
数

、
入

札
金

額
等

が
わ

か
る

も
の

)
(入

札
実

施
が

複
数

回
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、

そ
の

実
施

内
容

の
す

べ
て

)
以

上

市
民

局
市

民
協

働
課

（１
）平

成
２

８
年

度
「熊

本
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

保
険

実
施

要
綱

」に
定

め
る

損
害

保
険

契
約

に
係

る
仕

様
書

（２
）平

成
２

３
年

度
～

平
成

２
７

年
度

に
行

っ
た

「熊
本

市
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
保

険
実

施
要

綱
」

に
定

め
る

損
害

保
険

契
約

に
係

る
入

札
状

況
調

書
開

示
3
/
3
1

4
/
5

郵
送

12
73

3/
24

平
成

27
年

8月
12

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
調

整
池

築
造

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
調

整
池

築
造

工
事

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
9

4
/
7

12
74

3/
24

平
成

28
年

3月
9日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 元

三
町

2丁
目

南
高

江
7丁

目
第

1号
線

歩
道

新
設

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

 元
三

町
2丁

目
南

高
江

7丁
目

第
1号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
7

12
75

3/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

33
-0

22
-0

8
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

33
-0

22
-0

8
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

3
/
2
9

12
76

3/
28

北
区

植
木

町
山

本
植

木
体

育
館

北
川

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
北

区
植

木
町

米
塚

地
区

φ
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

北
区

龍
田

町
弓

削
(県

道
託

麻
北

部
線

)φ
15

0
粍

配
水

管
布

設
他

3件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
山

本
植

木
体

育
館

北
川

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
北

区
植

木
町

米
塚

地
区

φ
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

北
区

龍
田

町
弓

削
(県

道
託

麻
北

部
線

)φ
15

0
粍

配
水

管
布

設
他

3件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

4
/
3

4
/
8

12
77

3/
28

西
区

小
島

下
町

36
75

番
地

付
近

φ
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

管
路

維
持

課

西
区

小
島

下
町

36
75

番
地

付
近

φ
15

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
8

4
/
8
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12
78

3/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

26
7-

01
～

02
-2

67
-0

1
･全

部
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2-

26
7-

01
～

02
-2

67
-0

1
･全

部
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
9

3
/
2
9

12
79

3/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 0

5-
27

7
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 0

5-
27

7
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

3
/
3
0

12
80

3/
29

水
前

寺
競

技
場

ﾒ
ｲ
ﾝ

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾄﾞ
耐

震
補

強
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

水
前

寺
競

技
場

ﾒ
ｲ
ﾝ

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾄﾞ
耐

震
補

強
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
3
1

3
/
3
1

12
81

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
車

両
管

理
課

所
管

分

財
政

局
車

両
管

理
課

保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

、
動

産
総

合
保

険
）の

写
し

開
示

3
/
3
0

5
/
2
5

12
82

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
市

民
協

働
課

所
管

分

市
民

局
市

民
協

働
課

・熊
本

市
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
保

険
の

保
険

証
券

写
し

（平
成

２
７

年
３

月
２

５
日

契
約

、
平

成
２

７
年

度
「熊

本
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

保
険

実
施

要
綱

」に
定

め
る

損
害

保
険

契
約

）

開
示

3
/
3
1

5
/
2
5

12
83

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局 健

康
福

祉
政

策
課

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分

開
示

3
/
2
9

5
/
2
5
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12
84

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
環

境
共

生
課

所
管

分

環
境

局
環

境
共

生
課

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
環

境
共

生
課

所
管

分

開
示

4
/
4

5
/
2
5

12
85

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
ご

み
減

量
推

進
課

所
管

分

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)

開
示

3
/
3
1

5
/
2
5

12
86

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
学

務
課

所
管

分

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課

学
務

課
所

管
分

の
20

16
年

2月
現

在
、

民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

を
締

結
し

て
い

る
損

害
保

険
証

券
の

写
し

。
(年

間
保

険
料

10
万

円
以

上
、

明
細

書
含

む
)

開
示

4
/
4

5
/
2
5

12
87

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
東

部
環

境
工

場
所

管
分

環
境

局
東

部
環

境
工

場

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
東

部
環

境
工

場
所

管
分

開
示

4
/
6

5
/
2
5

240



12
88

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
産

業
政

策
課

所
管

分

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
産

業
政

策
課

所
管

分

開
示

4
/
8

5
/
2
5

12
89

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
競

輪
事

務
所

所
管

分

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

開
設

65
周

年
記

念
熊

本
競

輪
（場

外
分

)動
産

保
険

コ
ー

ポ
レ

ー
ト
マ

ネ
ー

ガ
ー

ド
保

険
　

31
5，

00
0

円

開
示

4
/
3

5
/
2
5

12
90

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
熊

本
城

総
合

事
務

所
所

管
分

観
光

文
化

交
流

局 熊
本

城
総

合
事

務
所

｢熊
本

城
三

の
丸

第
二

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
｣

開
示

3
/
3
1

5
/
2
5

12
91

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
所

管
分

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
所

管
分

開
示

3
/
3
0

5
/
2
5

241



12
92

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 総
務

課
所

管
分

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
水

門
管

理
操

作
人

災
害

補
償

（大
江

第
一

樋
管

外
操

作
委

託
に

伴
う

操
作

人
に

関
す

る
損

害
保

険
）

開
示

4
/
6

5
/
2
5

12
93

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
植

木
中

央
と

地
区

画
整

理
事

務
所

所
管

分

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

所
管

分

開
示

3
/
3
1

5
/
2
5

12
94

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
消

防
局

 管
理

課
所

管
分

消
防

局
総

務
課

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
消

防
局

総
務

課
所

管
分

開
示

4
/
1
2

5
/
2
5

12
95

3/
29

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

(年
間

保
険

料
10

万
円

以
上

、
明

細
書

含
む

)
た

だ
し

、
全

国
市

長
会

な
ど

の
公

的
な

保
険

や
自

賠
責

保
険

、
独

立
行

政
法

人
や

財
団

法
人

･
社

団
法

人
と

の
団

体
契

約
、

弊
社

○
○

○
と

契
約

は
除

く
。

※
上

下
水

道
局

 総
務

課
所

管
分

上
下

水
道

局
総

務
課

20
16

年
2月

現
在

、
民

間
の

保
険

会
社

と
契

約
を

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
。

開
示

4
/
4

5
/
2
5

242



12
96

3/
30

平
成

２
８

年
度

３
月

９
日

開
札

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

維
持

課
市

道
東

町
１

丁
目

画
図

東
２

丁
目

第
１

号
線

舗
装

打
換

等
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
維

持
課

市
道

東
町

１
丁

目
画

図
東

２
丁

目
第

１
号

線
舗

装
打

換
等

工
事

金
入

設
計

書

開
示

4
/
6

4
/
1
3

12
97

3/
30

工
事

名
：市

道
新
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

1 4/3

○○○○が世帯員となっている保護決定調
書
平成25年○月○日、同年○月○日、同年○
月○日、同年○月○日、同年○月○日、同
年○月○日、平成26年○月○日、平成27年
○月○日、同年○月○日、同年○月○日付
○○○○の保護変更申請書（傷病届）
（移送）平成23年○月○日

開示
中央区役所
保護課

4/16 4/24

2 4/9

H14年8月4日までの間にかかる○○○○を
被保険者とする介護保険の要介護･要支援
認定申請に関する認定調査表

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

4/23 5/12

3 4/9

H25年1月17日までの間にかかる○○○○
を被保険者とする介護保険の要介護･要支
援認定申請に関する認定調査表

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

4/23 5/12

4 4/9
平成27年○月○日の私が移っている市営ﾊﾞ
ｽのﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰの静止画像

一部開示 6号　第三者情報
交通局
総務課

4/21 4/23

5 4/30

平成26年○月○日
熊本市西区○○
○○○○の車両火災
･火災調査書
･火災報告書

開示
消防局
総務課

5/13
5/25
郵送

6 4/30
平成25年4月1日から平成27年4月28日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 不存在 第18条第2項

市民局
区政推進課

5/7
5/8
郵送

7 5/7
平成26年5月1日から平成27年5月7日まで
の私の住民票関係請求書 開示 5/12

5/24
郵送

一部開示 6号　第三者情報 5/14
5/24
郵送

8 5/7
平成24年1月1日から平成27年5月7日まで
の私の戸籍関係請求書(全部事項証明書･
個人事項証明書･戸籍附票)

一部開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

5/19
5/24
郵送

9 5/11
平成26年5月1日から平成27年5月11日まで
の私の住民票関係請求書 不存在 第18条第2項

市民局
区政推進課

5/11
5/13
郵送

10 5/12

平成17年1月から平成27年1月22日までの
間にかかる○○○○を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する認
定調査表 ･主治医意見書

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

5/19 5/20

11 5/13
○○○○ﾋﾞﾙの管理技術者を○○○○に選
任した際の変更届け 一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
生活衛生課

5/19
5/21
郵送

12 5/25

平成24年○月○日午後○時頃
○○ｲﾝﾀｰ付近で、○○○○(本人)が仕事
中に屋根から転落し熊本赤十字病院に搬送
された際の救急活動報告書

不存在 第18条第2項
消防局
総務課

6/1
6/3
郵送

13 5/26

平成23年から同26年までの間にかかる○○
○○を被保険者とする介護保険の要介護･
要支援認定申請に関する認定調査表 ･主
治医意見書

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

6/2 6/3

14 5/27

私が以前生活保護を受給していた際の平成
19年度から平成22年度のｹｰｽ記録、ｹｰす
台帳、ﾚｾﾌﾟﾄ、医者の医療要否意見書等通
院に関する情報

2号　評価・診断等
情報

東区役所
保護課

3号　行政運営情報

6号　第三者情報

15 5/28

平成17年1月から同27年1月14日までの間に
かかる上記個人を被保険者とする介護保険
の要介護･要支援認定申請に関する認定調
査表 ･主治医意見書

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

6/4 6/8

16 5/28

平成25年○月○日に○○○○(熊本市南区
○○)にて発生した、私が被害者である事故
に係る同施設から熊本市高齢介護福祉課に
提出された報告書

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

5/29 6/4

17 6/2

○○○○を被保険者とする介護保険の要介
護･要支援認定申請に関する認定調査表 ･
主治医意見書 開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

6/8 未受取

平成２７年度個人情報開示請求一覧

6/10 6/15一部開示

市民局
区政推進課

244



受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

18 6/5
平成26年6月1日から平成27年6月5日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

6/8 6/9

19 6/9
平成25年6月1日から平成27年6月9日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
市民局
区政推進課

6/12 6/12

20 6/10
平成25年6月1日から平成27年6月10日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 不存在 第18条第2項

市民局
区政推進課

6/11

21 6/23
平成25年○月○日に私が熊本市東区○○
から、救急搬送された際の活動報告書

一部開示 6号　第三者情報
消防局
総務課

7/7
7/10
郵送

22 6/29

･介護給付費･訓練等給付費等明細書
･就労移行支援実績記録票

開示

健康福祉子ど
も局
障がい保健福
祉課

7/3 7/10

23 7/1

亡母○○○○平成23年1月4日～2月28日ま
でに利用した介護給付の全ての開示

不存在 第18条第2項

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

7/15

24 7/3

平成24年から同26年11月までの間にかかる
○○○○を被保険者とする介護保険の要介
護･要支援認定申請に関する認定調査表 ･
主治医意見書 ･要介護認定申請書 ･申請
時連絡表 ･審査会議事録

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

7/17 7/17

25 7/13

平成19年6月1日から同19年8月31日までの
間にかかる○○○○を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する認
定調査表 ･主治医意見書

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

7/23 7/24

･要介護認定申請書 ･審査会議事録 不存在 第18条第2項 7/23

26 7/15
私が現在登録している印鑑登録の登録をし
た日付が分かるもの 一部開示 1号　法令秘情報

市民局
区政推進課

7/16 8/4

27 7/15
平成27年7月10日から平成27年7月15日ま
での私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

7/22
8/3
郵送

28 7/17
平成26年7月1日から平成27年7月17日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

7/27 7/28

一部開示 6号　第三者情報 7/27 7/28

29 8/5

平成23年5月9日から同25年8月5日までの
間にかかる○○○○を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する認
定調査表 ･主治医意見書 ･要介護認定申
請書 ･申請時連絡表 ･審査会議録

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/19 8/21

H23.4.28～H23.10.31の書類 不存在 第18条第2項 8/19

30 8/12
平成27年7月1日から平成27年8月12日まで
の私の住民票関係請求書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

8/13

31 8/13
平成26年8月1日から平成27年8月13日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

8/17 8/20

32 8/13

平成26年1月1日から平成27年8月13日まで
の私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)

開示
市民局
区政推進課

8/19 8/20

33 8/13

平成20年7月～平成23年12月に私が障がい
保健福祉課へ相談をした際の相談記録

開示

健康福祉子ど
も局
障がい保健福
祉課
精神保健福
祉室

8/25 8/28

34 8/13

平成25年3月～
同年10月に、私がこころの健康ｾﾝﾀｰへ相談
を行った際の相談記録

開示

健康福祉子ど
も局
こころの健康
ｾﾝﾀｰ

8/24 8/28

35 8/17
平成26年8月1日から平成27年8月17日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

8/25 8/31

36 8/17
平成26年2月1日から平成27年8月17日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 開示

市民局
区政推進課

8/25 8/31

37 8/17

平成26年2月1日から平成27年8月17日まで
の私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)

開示
市民局
区政推進課

8/25 8/31

38 9/4
私の名義の固定資産についての、平成24年
1月1日以降の固定資産課税台帳等記載事
項証明兼閲覧申請書

開示
財政局
中央税務課

9/10
9/12
郵送

39 9/4
私の名義の固定資産についての、平成27年
5月15日以降の固定資産課税台帳等記載
事項証明兼閲覧申請書

不存在 第18条第2項
財政局
中央税務課

9/10
9/12
郵送
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

40 9/17
南区城南町沈目前田の水田○○の土地売
買について、私が買主として熊本市農業委
員会南区分室に提出した許可申請書

開示
農業委員会
事務局
南区分室

9/28 10/6

41 9/18
平成25年9月1日から平成27年9月18日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
市民局
区政推進課

9/25
10/1
郵送

42 10/1
平成27年○月○日○時○分指令
私の夫 ○○○○が熊本市北区○○から搬
送された際の救急活動報告書

開示
消防局
総務課

10/9 10/14

43 10/2
平成26年10月1日から平成27年10月2日ま
での私の住民票関係請求書

一部開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

10/9 10/14

44 10/2
私が児童相談所に相談した面接の記録
(両親から暴力受けたことがわかるもの)

2号　評価・診断等
情報

6号　第三者情報

45 10/5

全ての期間にかかる○○○○を被保険者と
する介護保険の要介護･要支援認定申請に
関する下記の書類
･認定調査表 ･主治医意見書 ･審査会議録
介護4の決定基準を知りたい

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

10/14 10/16

46 10/7
平成27年9月1日から平成27年10月7日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

10/19 10/22

47 10/7
平成27年9月1日から平成27年10月1日まで
の私の戸籍関係請求書(全部事項証明書･
個人事項証明書･戸籍附票)

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

10/19

48 10/19
平成26年10月1日から平成27年10月19日ま
での私の住民票関係請求書

一部開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

10/27 10/28

49 10/22
平成27年10月8日から平成27年10月22日ま
での私の住民票関係請求書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

10/28

50 10/22
平成27年10月8日から平成27年10月22日ま
での私の戸籍関係請求書(全部事項証明
書･個人事項証明書･戸籍附票)

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

10/28

51 10/23

平成27年3月以降に熊本市営墓地、納骨営
へ提出された私の母○○○○の埋火葬許
可証

不存在 第18条第2項

健康福祉子ど
も局
健康福祉政
策課

11/6

52 10/23
滞納処分に至るまでの経緯等の情報

一部開示 6号　第三者情報
健康福祉子ど
も局
国保年金課

11/4 11/5

53 10/28
平成27年○月○日に熊本市北区○○で発
生した火災に係る火災損害調査書

開示
消防局
総務課

11/11
11/7
郵送

54 10/29
平成27年9月14日から平成27年10月6日ま
での私の住民票関係請求書

一部開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

11/19 11/10

55 11/2
平成25年11月1日から平成27年11月2日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
市民局
区政推進課

11/9 11/9

56 11/2

･私が北区保健子ども課に相談した内容が
わかるもの。
･私が北区保健子ども課に相談したことに関
して北区内及び熊大病院で協議した内容が
わかるもの。→相談支援記録

開示 11/13 11/19

1号　法令秘情報

3号　行政運営情報

5号　国等協力関係
情報

57 11/4
平成26年○月○日○時○分ごろ
私が○○ﾊﾞｽ停前から熊本機能病院へ搬送
された際の救急活動報告書

開示
消防局
総務課

11/16 11/17

58 11/4
私が現在登録している印鑑登録をしました
日付が分かる物

一部開示 1号　法令秘情報
市民局
区政推進課

11/9 11/9

59 11/16
平成26年11月1日から平成27年11月16日ま
での私の住民票関係請求書
請求書に添付された書類も含む

開示
市民局
区政推進課

11/20

一部開示 6号　第三者情報 11/26

60 11/26
平成27年11月3日から平成27年11月25日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
市民局
区政推進課

11/30 12/1

61 11/30
平成27年8月1日から平成27年10月15日ま
での私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

12/14
12/21
郵送

一部開示 6号　第三者情報 12/14
12/21
郵送

62 12/7
平成27年1月4日から平成27年12月7日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

12/10 6/14

10/14 10/16一部開示
健康福祉子ど

も局
児童相談所

不開示ケース検討会議録

12/2
郵送

11/13

北区役所
保健子ども課
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

63 12/7
平成27年1月3日から平成27年12月7日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

12/10
12/14
郵送

64 12/21
平成27年1月1日から平成27年12月3１日ま
での私の住民票関係請求書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

12/28

65 12/25

平成27年8月から10月におこなわれた市営
○○団地における給湯器、ｶﾞｽ配管及びｶﾞｽ
栓、給水配管、ﾘﾓｺﾝ交換に関する以下の資
料について
1.工事前後写真 2.発注図 3.受領ｻｲﾝ

一部開示 6号　第三者情報
都市建設局
住宅課

12/25 12/25

66 1/6
住民票:平成27年1月1日から平成28年1月6
日までの交付申請書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

1/19

戸籍:平成25年1月1日から平成28年1月6日
までの交付申請書 開示 1/19 1/27

67 1/7
平成26年1月1日から平成28年1月1日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
市民局
区政推進課

1/18 1/18

68 1/14
私が現在登録している印鑑登録の登録をし
た日付が分かるもの

一部開示 1号　法令秘情報
市民局
区政推進課

1/21 1/25

69 1/15
平成27年○月○日に熊本市北区○○で発
生した火災に係る火災原因判定書

5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

70 1/18
私j個人の住民基本台帳ｶｰﾄﾞの申請書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

1/19

71 1/19
平成26年12月3１日から平成27年12月31日
までの私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書)

一部開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

2/2 2/5

72 1/21

○○○○の印鑑証明の対象印鑑を変えた
(改印)した時期。廃止した時期。
対象期間:平成27年1月1日～平成28年1月
21日

開示
市民局
区政推進課

2/4
2/4
郵送

73 1/22

○○○○に係る
･母子健康記録票
･児童記録票
･新版ｋ式発達検査

開示
北区役所
保健子ども課

2/9 2/19

74 2/1

亡父○○○○が平成22年9月～平成27年
10月までに利用した介護給付の内容をすべ
て

開示 2/22
2/24
郵送

平成22年9月～平成24年3月 不存在 第18条第2項 2/22

75 2/1

○○○○が世帯員なっている保護決定調書
平成27年○月○日、同年○月○日、同年○
月○日、同年○月○日、同年○月○日 以
上

開示
中央区役所
保護課

2/8 2/17

平成27年○月○日付、平成28年○月○日
付、平成28年○月○日付

不存在 第18条第2項 2/8

76 2/2
○○○○に関する泣き声通報による訪問記
録

一部開示 3号　行政運営情報
北区役所
保健子ども課

2/19
2/23
郵送

6号　第三者情報

77 2/4

･平成○年○月○日及び平成○年○月○
日に人事課で行われた、私、○○○○に対
する聴取の記録。
･平成○年○月○日に行われた私に関する
記者会見の資料。

開示
総務局
人事課

2/10 2/18

78 2/8
平成27年2月1日から冷え28年2月8日までの
私の住民票関係請求書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

2/10

79 2/18
私、○○○○が熊本市役所に勤務していた
間の私の人事評価(勤務評定)の内容がわか
るもの。

開示
総務局
人事課

3/4 3/10

80 2/24
平成27年11月1日から平成28年2月24日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

3/1

81 2/29

平成28年○月○日午後○時○分頃に、私
○○○○が熊本市南区○○の交差点から
済生会熊本病院へ搬送された際の救急活
動報告書

開示
消防局
総務課

3/8
3/14
郵送

82 2/29

○○○○が世帯員となっている保護決定調
書
平成27年○月○日、同年○月○日、同年○
月○日、同年○月○日、同年○月○日、同
年○月○日、同年○月○日、平成28年○月
○日、同年○月○日
以上

開示
中央区役所
保護課

3/7 3/14

一部開示
消防局
総務課

2/4
2/6
郵送

健康福祉子ど
も局

高齢介護福
祉課
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

83 3/7

亡父○○○○が平成20年8月～平成24年3
月までに利用した介護給付の内容をすべて

不存在 第18条第2項

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

3/28

84 3/8
私が所有者である○○○○(熊本市南区○
○)の建物平面図及び建物整備図

開示
消防局
総務課

3/18
3/23
郵送

開示 3/28 3/29

一部開示 6号　第三者情報 3/29 3/29

86 3/8
平成27年3月1日から平成28年3月8日まで
の私の戸籍関係請求書(全部事項証明書･
個人事項証明書･戸籍附票)

不開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

3/28

87 3/8
平成27年3月1日から平成28年3月8日まで
の私の住民票関係請求書

開示
市民局
区政推進課

3/28 3/29

88 3/8
平成27年1月1日から平成27年4月21日まで
の私の戸籍関係請求書(全部事項証明書･
個人事項証明書･戸籍附票)

不存在 第18条第2項
市民局
区政推進課

3/28

89 3/8
平成27年4月22日から平成28年3月8日まで
の私の戸籍関係請求書(全部事項証明書･
個人事項証明書･戸籍附票)

開示
市民局
区政推進課

3/28 3/29

90 3/9
平成27年3月1日から平成28年3月9日まで
の私の市県民税(所得･課税)証明交付申請
書(委任状含む。)

不存在 第18条第2項
財政局
中央税務課

3/18 未受取

開示 3/23 4/4

不存在 第18条第2項 3/23

92 3/16

南区城南町○○地区φ300粍排水管布設
工事
上記工事を起因とした事故についての事故
報告書

一部開示 6号　第三者情報
上下水道局
水道整備課

3/24 5/18

93 3/17

北区○○
亡父○○○○
区画整理事業にともなう○○○○に対する
移転補償費の総額と内訳

開示

都市建設局
植木中央土
地区画整理
事業所

3/29
4/6
郵送

94 3/18
平成27年3月1日から平成28年3月18日まで
の私の住民票関係請求書

一部開示 6号　第三者情報
市民局
区政推進課

4/7 4/14

開示 4/7 4/14

一部開示 6号　第三者情報 4/7 4/14

96 3/18

H○年○月○日、介護老人保健施設○○○
○にて誤飲事故により死亡(父○○○○)の
事故報告書

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

3/22 3/25

97 3/25
熊本市営住宅使用料収納事務等嘱託員募
集に伴う、私の評定に関する書類

一部開示 6号　第三者情報
都市建設局
住宅課

3/30 4/1

98 3/28

平成２８年○月○日午後○時○分頃、亡夫
○○○○がバイク事故により熊本市北区○
○から熊本赤十字病院に搬送された際の救
急活動報告書

開示
消防局
総務課

4/8
4/14
郵送

開示 4/12 4/13

不存在 第18条第2項 4/12

100 3/29

平成２８年１月にＤＶ相談専用電話に相談し
た私の記録について

一部開示 6号　第三者情報

市民局
市民協働課
男女共生推
進室

3/30 未受取

85 3/8

平成27年3月1日から平成28年3月8日まで
の私の住民票関係請求書 市民局

区政推進課

平成25年1月1日から平成28年3月18日まで
の私の戸籍関係請求書(全部事項証明書･
個人事項証明書･戸籍附票)

市民局
区政推進課

99 3/28

○○○○の要介護認定にかかる書類。
（平成２２年３月１日～平成２４年２月２９日）
（平成２４年３月１日～平成２６年２月２９日）

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

91 3/14

○○○○が世帯員となっている保護決定調
書
平成25年○月○日、同年同月○日、同年○
月○日、同年同月○日、同年○月○日、同
年同月○日、同年○月○日、同年同月○
日、同年○月○日、同年○月○日、同年○
月○日、同年○月○日、同年○月○日、同
年○月○日、同年○月○日、同年同月○
日、同年○月○日、同年同月○日(尚、平成
25年○月○日は3枚とも必要)

中央区役所
保護課

95 3/18
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情 個 審 答 申 第 １ 号   

平成２７年４月２３日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市個人情報保護条例第２８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年１月２１日付け、平成２６年度諮問第１２号で諮問を受けました下記の不服

申立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成○○年１０月○○日に△△△△にて発生した火災に関する火災原因判定書に添付さ

れている鑑定書の不開示決定に対する不服申立てについて 
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  別 紙 

 

 

答     申  

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市消防長（以下「実施機関」という。）の行った不開示決定は、妥当である。 

 

第２ 不服申立ての経緯 

本件不服申立ては、不服申立人（以下「申立人」という。）が熊本市個人情報保護条例

（以下「条例」という。）に基づき、平成○○年１０月○○日に△△△△（熊本市西区）

で発生した火災原因判定書の開示を請求したのに対し、当該火災原因判定書に添付され

ている鑑定書（以下「本件文書」という。）につき、実施機関が個人情報不開示決定を行

ったことについて、審査庁である熊本市長に対し当該決定の取消及び開示決定を求めた

ものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

申立人が、不服申立書で主張した内容は、実施機関の「熊本県警察本部科学捜査研究所

が作成した鑑定書については、開示することにより、今後、警察機関と協力関係及び信頼

関係を損なうおそれがあるため」という不開示決定の理由に納得できないということであ

る。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

本件文書は、熊本市消防局にて作成した火災原因判定書に添付されている鑑定書である

が、当該鑑定書は、熊本県警察本部科学捜査研究所で作成されたものである。 

鑑定書については、火災原因判定書の作成に当たり必要となるため、熊本市消防局にお

いても鑑定書の作成を行うことはあるが、本件不服申立てに係る火災については、焼損物

を熊本県警察が既に押収しており、焼損物の鑑定を熊本市消防局において行うことができ

なかったため、熊本県警察から当該鑑定書の提供を受けたものである。 

当該鑑定書は、刑事訴訟法第５３条の２に規定される「訴訟に関する書類及び押収物」

に該当するものであり、同法第５３条の２、熊本県情報公開条例第３７条及び熊本県個人

情報保護条例第３２条第３項の規定に基づき、熊本県においてはそもそも情報公開制度の

適用対象としておらず、当然開示することは出来ないものである。 

熊本市においては、当該鑑定書につき開示請求の適用対象外とする条例規定等は設けて

いないが、このような性格を有する鑑定書を熊本市が開示することは、今後警察機関との

協力関係及び信頼関係を損なうおそれがある。 

諮問第１２号 
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したがって、条例第１５条第５号に規定する、「本市と国等との間における協議、依頼

等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関

係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの」に該当すると判断する。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 

本件文書は、申立人が平成２６年２月１０日に条例第１３条の規定により行政文書

に記録されている自己に関する個人情報として、実施機関に対して請求した、申立人

が代表する△△△△の火災に係る火災原因判定書の参考資料として添付されている熊

本県警察本部科学捜査研究所の鑑定結果である。 

  なお、火災原因判定書は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第７章に規定する

火災の調査のため、熊本市火災調査規程（平成６年消防局訓令第１８号）第４２条の

規定に基づき、熊本市消防局が作成した行政文書である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件文書に係る判断は、インカメラ方式を用い、本件文書を条例、関係資料等を総

合的に勘案し、本件文書における条例第１５条第５号の適用の可否について判断した

ものである。 

 

 ３ 本件文書について 

   本件文書に係る判断に当たって、本件文書の性質について検討する。 

   まず、本件文書が条例第２条に規定する個人情報に該当するかどうかであるが、実

施機関から提出された鑑定書の写し自体には、個人を特定する情報は記載されていな

いものの、実施機関が一部開示決定した火災原因判定書の文言に「参考資料とし、熊

本県警察本部科学捜査研究所の鑑定結果を別紙添付する。」とあることから、当該火災

原因判定書と照合することにより識別され得るものであるため、「特定の個人が識別さ

れ、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの」として個人情報に該当す

る。 

次に、本件文書が「本市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取

得したもの」であるかどうかであるが、実施機関から提出された鑑定書の写しから、

本件文書は、当該規定に該当すると考えられる。 

 

４ 条例第１５条第５号該当性について 

実施機関は、条例第１５条第５号を理由として不開示決定を行っていることから、

本件文書における本号の適用可能性について検討する。 

条例第１５条第５号は、「本市と国又は他の地方公共団体との間における協議、依頼

等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協

力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの」について、不開示情報
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とすることを定めたものである。 

まず、本件文書が本市と他の地方公共団体との間における協議、依頼等により作成

し、又は取得したものかどうかについてであるが、本規定における「協議、依頼等」

とは、法令に基づくもののほか、任意に行われる協議、協力、依頼、指示、要請、委

託、照会等をいうことから、本件文書は、実施機関が熊本県警察との任意の協力によ

り取得したものということができる。 

次に、本件文書を開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうお

それがあるかどうかについてであるが、本規定は、本市と国等との間における当面の、

又は将来にわたる継続的で包括的な協力関係又は信頼関係を損なうものをいい、次の

ようなものが考えられる。 

(1) 国等の事務に関して協議された情報で、国等において開示していないもの 

(2) 国等からの依頼、委託等による調査等で、国等の承認なしに公表してはならな

い旨の指示のあるもの、又は国等で公表するまで公表してはならない旨の条件の

あるもの 

(3) 全国を通じて統一的に公表することを要するもの 

(4) 国等からの通達により、開示することが禁止されている法定受託事務に関する

もの 

そこで、本件文書が本規定に該当するかどうかについて、検討する。 

実施機関の説明の趣旨によると、本件文書は、熊本県情報公開条例第３７条第１号

及び熊本県個人情報保護条例第３２条第３項の規定により、熊本県においてはそもそ

も情報公開制度の適用対象としておらず、当然開示することは出来ないものとしてい

る。 

そのため、熊本県情報公開条例第３７条第１号及び熊本県個人情報保護条例第３２

条第３項を確認したところ、刑事訴訟法第５３条の２に規定される「訴訟に関する書

類及び押収物」を情報公開制度の適用対象外としていることを確認した。 

上記規定の解釈については、熊本県の情報公開条例解釈運用基準において「刑事訴

訟法（第４０条、第４７条、第５３条、第２９９条等）及び刑事確定訴訟記録法によ

り、その取扱い、開示・不開示の要件、開示手続等が自己完結的に定められているこ

と、③これらの書類及び押収物は類型的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する

情報であるとともに、開示により犯罪捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれが大きいものであることから、情報公開法の制定に伴い、

刑事訴訟法に新たに第５３条の２が設けられており、この規定により、訴訟に関する

書類及び押収物については、情報公開法の規定を適用しないとされたことを考慮し、

この条例の規定は、刑事訴訟に関する書類及び押収物については適用しないこととし

たものである。」とされており、また、具体的な運用については、「主に警察本部長に

おいて保有されている次のような物」として「被害届・告発状・告訴状、実況見分調

書・供述調書、被疑者から押収したフロッピーディスク等の電磁的記録」が掲げられ

ているところである。 
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鑑定書については、直接記載がないため、審議会事務局において、情報公開、個人

情報保護の所管である熊本県警本部広報県民課に対して、鑑定書が刑事訴訟法第５３

条の２に規定される「訴訟に関する書類及び押収物」に該当するかどうかについて、

聴き取りにより確認したところ、鑑定書は、一般的に当該規定に該当し、情報公開制

度の対象としていないとの回答を得た。あわせて、審査庁である熊本市長に対し、説

明資料を要求したところ、実際の本件文書の提出元である熊本県熊本南警察署に対し

て、本件文書が刑事訴訟法第５３条の２に規定される「訴訟に関する書類及び押収物」

に該当するかどうかを実施機関が直接聴き取りにより確認した旨の報告書が提出され

た。当該報告書によると、本件文書については、今後、事件化の可能性があることか

ら、刑事訴訟法第５３条の２に規定する「訴訟に関する書類」に該当するものであり、

更に、熊本県情報公開条例第３７条第１号及び熊本県個人情報保護条例第３２条第３

項に基づき開示請求があった場合においても、不開示として取り扱う文書であるとい

う趣旨の記載があった。 

以上、熊本県情報公開条例、熊本県個人情報保護条例及び熊本県の情報公開条例解

釈運用基準の確認並びに熊本県警本部広報県民課の聴き取り調査及び熊本県熊本南警

察署への確認内容の報告書をみると、熊本県では、本件文書については、情報公開制

度の対象としていないものと判断される。 

以上のことから、本件文書については、「国等の事務に関して協議された情報で、国

等において開示していないもの」と判断され、実施機関が本件文書を条例第１５条第

５号に該当するとした不開示決定は、合理的な理由が認められる。 

 

５ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫  
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 １月２１日 審査庁である熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ２月１２日 
審査庁である熊本市長から請求拒否理由説明書

を受理した。 

平成２７年 ３月１８日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ４月 ９日 答申案の審議を行った。 

平成２７年 ４月２３日 答申案の審議を行った。 

平成２７年 ５月２８日 答申の修正を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ２ 号   

平成２７年４月２３日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２６年８月７日付け、平成２６年度諮問第２号で諮問を受けました下記の異議申立

てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）が平成２６年５月２８

日付け情個審答申第３号で熊本市長に答申した案件に係る法制課の所管する文書の開示請

求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申  

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、審議会が平成２６年５月２８日付け情個審答申第３号で

熊本市長に答申した案件に係る文書として、答申書において、「開示請求者かつ異議申立

人より提出された開示請求書・異議申立書・意見書のどの部分が『実施機関が行った判断

や事務事業の手法等への不服を述べている』のかが分かる記述語句文章」（以下「本件文

書」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不存在）決定を行

ったことについて、当該決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市自治基本条例及び熊本市市民参画と協働の推進条例の条例理念を遵守するので

あれば「不存在」とするのは、熊本市憲法違反である。 

熊本市長の附属機関である、熊本市情報公開個人情報保護審議会の主管課は法制課で

あり、当然、審議会答申内容等についても市法制課責務の管轄であるにも拘らず、平成

２６年６月２７日法制発第４５号の「不存在」の文書等開示請求拒否決定通知書の交付

は、業務責務の不作為行為である。 

「いずれも実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述べているに過ぎず、

文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。」との記述があるが、この件に関す

る私の開示請求書、異議申立て書、意見書の私のどの部分の語句、記述文章等が「不服

を述べているに過ぎず」に該当するとしての審議会答申記述なのか。更に、決定書答申

なのか。そこだけがわかる私の記述語句文書の開示請求を行ったものであり、「不存在」

として、文書等開示請求拒否決定通知書の交付を執行している。 

この審議会への異議申立て書、意見書等だけの私の語句・記述文章等のみに基づいて、

慎重審議がなされたはずであり、口頭陳述等もなされておらず、この審議会答申は、こ

の資料証拠だけの内容に基づく立証証拠として活用されているから「不存在」は有り得

ない。 

この審議会答申に対しての主管課である法制課が、諸条例理念等を不作為、不遵守す

る業務執行はあってはならない市政理念である。 

諮問第２号 
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よって、即、開示・交付を執行すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

今回、申立人が問題として指摘しているのは、平成２６年５月２８日付け情個審答申

第３号に記載の「実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述べているに過

ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。」との記述であるが、この答

申の記述は、異議申立人の提出した開示請求書・異議申立書・意見書等の文書を総合的

にみて、審議会が判断されたものであると考える。 

申立人の文章のどの部分が「実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述

べているに過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。」のかを具体的

に特定して指し示す文書は作成されておらず、申立人が開示請求を行った文書は存在し

ない。 

よって、「請求拒否(不存在)」の処分を行ったものである。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書は、審議会が平成２６年５月２８

日付け情個審答申第３号で熊本市長に答申した案件に係る文書として、答申書におい

て、「開示請求者かつ異議申立人より提出された開示請求書・異議申立書・意見書のど

の部分が『実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述べている』のかが

分かる記述語句文章」である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否の妥当性を判断するものであり、事業等の是非

については判断しない。 

 

 ３ 本件文書の存否について 

本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、本審議会

において審議し、答申をした内容と相違なく、不存在であることに不合理性も認めら

れない。これに対し、申立人の主張には文書の存在を疑わせる合理的な理由は認めら

れない。 

よって、本件文書は存在しないと認められる。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２６年 ８月 ７日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２６年 ９月１８日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２６年１０月 ９日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２７年 ４月 ９日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２７年 ４月２３日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ３ 号   

平成２７年４月２３日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２６年９月５日付け、平成２６年度諮問第５号で諮問を受けました下記の異議申立

てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）が平成２６年５月２８

日付け情個審答申第３号で熊本市長に答申した案件に係る市民協働課の所管する文書の開

示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申  

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、審議会が平成２６年５月２８日付け情個審答申第３号で

熊本市長に答申した案件に係る文書として、平成２６年６月５日付け市協発第１４９号に

より通知された決定書の謄本において、「開示請求者かつ異議申立人より提出された開示

請求書・異議申立書・意見書のどの部分が『実施機関が行った判断や事務事業の手法等へ

の不服を述べている』のかが分かる記述語句文章」（以下「本件文書」という。）を開示請

求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不存在）決定を行ったことについて、当該

決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市自治基本条例及び熊本市市民参画と協働の推進条例の条例理念を遵守するので

あれば「不存在」とするのは、熊本市憲法違反である。 

熊本市長の附属機関である、熊本市情報公開個人情報保護審議会の主管課は法制課で

あり、当然、審議会答申内容等についても市法制課責務の管轄であるにも拘らず、平成

２６年６月２７日法制発第４５号の「不存在」の文書等開示請求拒否決定通知書の交付

は、業務責務の不作為行為である。 

「いずれも実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述べているに過ぎず、

文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。」との記述があるが、この件に関す

る私の開示請求書、異議申立て書、意見書の私のどの部分の語句、記述文章等が「不服

を述べているに過ぎず」に該当するとしての審議会答申記述なのか。更に、決定書答申

なのか。そこだけがわかる私の記述語句文書の開示請求を行ったものであり、「不存在」

として、文書等開示請求拒否決定通知書の交付を執行している。 

この審議会への異議申立て書、意見書等だけの私の語句・記述文章等のみに基づいて、

慎重審議がなされたはずであり、口頭陳述等もなされておらず、この審議会答申は、こ

の資料証拠だけの内容に基づく立証証拠として活用されているから「不存在」は有り得

ない。 

この審議会答申に対しての主管課である市民協働課が、諸条例理念等を不作為、不遵

諮問第５号 
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守する業務執行はあってはならない市政理念である。 

よって、即、開示・交付を執行すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

今回、申立人が問題として指摘しているのは、平成２６年６月５日付け市協発第１４

９号により通知された、決定書の謄本（平成２６年５月２８日付け情個審答申第３号に

係る案件）に記載の「実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述べている

に過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。」との記述であるが、こ

の記述は、申立人の提出した開示請求書・異議申立書・意見書等の文書を審議会がみて、

総合的に判断したものであると考える。 

申立人の文章のどの部分が「実施機関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述

べているに過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。」のかを具体的

に特定して指し示す文書は作成されておらず、そのような審議会の答申書（平成２６年

５月８日付け情個審答申第３号）により、今回、異議申立ての棄却決定を行ったことか

ら、申立人が開示請求を行った文書は存在しない。 

よって、「請求拒否(不存在)」の処分を行ったものである。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書は、審議会が平成２６年５月２８

日付け情個審答申第３号で熊本市長に答申した案件に係る文書として、平成２６年６

月５日付け市協発第１４９号により通知された決定書の謄本において、「開示請求者か

つ異議申立人より提出された開示請求書・異議申立書・意見書のどの部分が『実施機

関が行った判断や事務事業の手法等への不服を述べている』のかが分かる記述語句文

章」である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否の妥当性を判断するものであり、事業等の是非

については判断しない。 

 

 ３ 本件文書の存否について 

本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、本審議会

において審議し、答申をした内容と相違なく、不存在であることに不合理性も認めら

れない。これに対し、申立人の主張には文書の存在を疑わせる合理的な理由は認めら

れない。 
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よって、本件文書は存在しないと認められる。 

   

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

 

 

 

 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２６年 ９月 ５日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２６年１０月 ７日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２６年１０月２３日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２７年 ４月 ９日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２７年 ４月２３日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ８ 号   

平成２７年８月２７日   

 

 熊本市監査委員 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市個人情報保護条例第２８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２６年５月２７日付け、平成２６年度諮問第１号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

「平成２５年度熊本市○○○○○」について、平成２６年○月○日○時より○○で行わ

れた住民監査請求人の陳述における請求人の発言に係る部分の開示決定に対する異議申立

てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申  

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市監査委員（以下「実施機関」という。）の行った開示決定は、一部開示であり、

一部妥当ではない。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市個人情報保護条例

（以下「条例」という。）に基づき、平成２６年３月１７日に「『平成２５年度熊本市○

○○○○』について、平成２６年○月○日○時より○○で行われた住民監査請求人の陳

述における録音内容の全部開示」を請求したのに対し、実施機関が、当該陳述における

請求人陳述の要旨（請求人の発言に係る部分のみ。）（以下「本件開示文書」という。）を

開示決定したことについて、当該陳述における請求人と監査委員等との発言の録音内容

全てを公開するよう求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

申立人が、異議申立書等で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

申立人が平成２６年３月１７日に個人情報開示請求書にて請求した内容は、「平成２５

年度熊本市○○○○○についての住民監査請求」の陳述における録音内容の全ての公開で

あり、申立人の発言に係る部分のみの公開を求めたわけではない。 

本件の請求に当たっては、情報公開窓口は当初より実施機関と連絡を取りながら対応し

ており、実施機関が請求の内容を承知していたのは明らかである。 

それにもかかわらず、情報公開窓口からは、録音が「要旨」作成後、消去される件も、

不開示の明確な説明もないまま、請求内容が変更された平成２６年３月２５日付けの個人

情報開示決定通知書が通知され、同時に録音は消去されていた。 

実施機関は、慣例に従って最終記録である「要旨」さえ開示すればよいと考えているよ

うであるが、情報公開制度の趣旨は、決裁等を完了した最終文書でなく、行政機関の業務

上の記録を広く一般に公開することである。 

録音された磁気テープ等は、熊本市情報公開条例第２条第２号で開示すべき文書等とし

て明確に定義されたものであり、開示の方法も同条例施行規則で明示されているため、条

例に定められた不開示理由に該当しない限り開示されるべきものである。 

また、実施機関が録音を消去したことについては、実施機関から提出された「諮問事項

に関する説明書」において、録音を消去することについては、周知が不足していたと説明

しているが、当該説明書は、事後的に書かれたものであり、上記の経緯を踏まえると、請

諮問第１号 
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求の事実を知った上で、意図的に録音を消去したものと疑われる。 

  以上により、実施機関である監査事務局は、請求人の求めるとおり、速やかに録音を

開示すべきである。 

   

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、「諮問事項に関する説明書」において主張した内容は、おおむね次のとお

りである。 

 

  申立人が平成２６年４月１４日付けで、本件異議申立てにより開示を請求する、当該

陳述における請求人と監査委員等との発言の録音（以下「本件録音データ」という。）又

は本件録音データを文字に起こした文書等については、不存在である。 

  今回の個人情報開示請求の対象となった「住民監査請求における監査請求人の陳述」

とは、地方自治法第２４２条第６項に「監査委員は、第４項の規定による監査を行うに当

たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」と規定されて

いるものである。 

  本来「住民監査請求に基づく監査」とは、監査委員が主導的に監査を行う職権主義に

よるものであり、発言の一字一句が証拠として採用される裁判のような当事者主義ではな

い。 

  したがって、この監査請求人の陳述の機会は、住民監査請求の趣旨を補充するための

ものであり、陳述の記録としては、「要旨」を記録として残すことで十分にその目的が達

せられるとしている。そこで、逐語録のような詳細な記録は作成しておらず、「要旨」完

成後は、録音保存の必要性がないため、録音を消去していた。 

  従来も陳述等の内容に関する開示請求があったときは、組織として保有される記録と

して「要旨」を開示してきたところである。 

  申立人の開示請求についても、開示できるのは陳述の記録として文書化した「要旨」

であるとの考え方に基づいているが、申立人が開示請求をした時点では、「要旨」が未完

成であったことから、情報公開窓口の判断に従って、本件開示文書の開示決定を行ったも

のである。 

  本件録音データについては、全体の「要旨」を作成する作業も同時に進めており、全

体の「要旨」が開示決定日と同日に完成したことから、従来の取扱いどおり、完成後に本

件録音データは消去したものである。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件請求文書及び本件開示文書について 

開示請求書からすると、申立人が、平成２６年３月１７日に条例第１３条の規定に

より行政文書に記録されている自己に関する個人情報として請求している文書は、「平

成２５年度熊本市○○○○○についての住民監査請求」の陳述における録音内容の全

て（以下「本件請求文書」という。）である。 
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この開示請求に対し、実施機関が開示決定を行った本件開示文書は、「当該住民監査

請求における申立人の発言に係る部分の要旨」を文字に書き起こした行政文書である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

  まず、実施機関による申立人の開示請求に対する決定は、本件開示文書の全部開示

であり、異議申立ての教示はなされていない。しかしながら、本件開示文書は、監査

委員等の発言が開示されていない等、全てではなく、申立人の請求意図が充足される

ものではなかった。したがって、異議申立て等の行政救済制度が置かれていることの

趣旨を踏まえ、申立人の異議申立てに際し、実施機関が適法に当該異議申立てを受理

したものとして判断する。 

本件異議申立てに係る判断は、インカメラ方式を用い、本件開示文書を条例、関係

資料等を総合的に勘案し、開示決定時を基準時として、実施機関が行った開示決定の

妥当性を判断したものである。 

 

 ３ 実施機関が行った開示決定について 

  (1) 本件請求文書の個人情報の該当性について 

   本件異議申立てに係る判断に当たって、本件請求文書の性質について検討する。 

本件請求文書が条例第２条に規定する個人情報に該当するかどうかであるが、本件

請求文書には申立人の氏名及び発言内容が含まれるものであるから、本件請求文書は

当然に個人情報に該当する。 

  (2) 実施機関の本件請求文書の特定の妥当性について 

   実施機関は、本件請求文書を「『平成２５年度熊本市○○○○○についての住民監査

請求』の陳述の要旨」であると特定しているが、この実施機関の本件請求文書の特定

の妥当性につき検討する。 

   実施機関においては、「陳述の要旨」を組織的に用いる行政文書として取り扱ってお

り、また、「陳述の要旨」の内容は、「要旨」とはいうものの相当程度逐語的なもので

あるため、「平成２５年度熊本市○○○○○についての住民監査請求」の陳述の録音内

容全てがわかるものであると認めることができる。 

このことから、この実施機関の本件請求文書の特定自体はその範囲で妥当であると

いえる。 

  (3) 本件開示文書について 

   実施機関が全開示決定を行った本件開示文書は、本件請求文書であるとして実施機

関が特定した「陳述の要旨」のうち、申立人の発言に係る部分のみが記載されたもの

であった。 

   この本件開示文書の開示決定を以って全部開示決定としたことについて、一般的に

住民監査請求における陳述は、監査委員等と請求人とのやりとりを含めてその全体を

構成するものと考えられ、本件開示文書は申立人が求める「平成２５年度熊本市○○

○○○についての住民監査請求」の陳述における録音内容の「全て」ではない。また、
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実施機関が作成した「陳述の要旨」についてその全体を確認したところ、請求人の発

言と監査委員等の発言が一体的に記録されており、かつ、本件の場合監査委員等の発

言には、条例第１５条各号（開示しないことができる個人情報）に該当する事由が含

まれていないと思料されることから、監査委員等の発言も含めて開示することが妥当

であると考える。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 ５ 付言 

   申立人は、開示請求時において「録音内容全て」の開示を求めており、その後異議

申立て時において明確に「録音」を求めているため、以下、本件録音データについて

も検討する。 

(1) 本件録音データの行政文書該当性及び開示の可否について 

まず、本件録音データが、開示請求の対象となる「行政文書」であるといえるかどう

かであるが、条例第２条第４号は、行政文書を「実施機関の職員が職務上作成し、又

は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもの（以

下「文書等」という。）で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実

施機関が保有しているものをいう。」と定義付けている。 

本件録音データは、実施機関の職員が、その所掌事務である住民監査請求の事務の一

環として録音したものであり、電子信号により情報が記録されたものであるため、「実

施機関の職員が職務上作成した文書等」ということはできる。 

次に、本件録音データが「組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している

もの」かどうかについては、当該文書等の取得、利用、保存等の状況を総合的に考慮

して実質的な判断を行うのが相当である。そのため、実施機関に対して確認等を行っ

たところ、まず実施機関は、平成２６年○月○日付け熊監発第○○号にて、請求人に

対し陳述を実施する旨通知を行っており、その通知は実施機関名で行われている。そ

の通知書には、正確な記録をとどめるため、録音をすることが明記されており、この

通知に基づき、録音が行われている。このことは、実施機関の職員が組織的にその本

件録音データを用いようとすることが強く推測される。そして、本件録音データの利

用及び保管の状況について、基本的には陳述の要旨を作成する担当職員が利用するも

のであったとしても、本件録音データは実施機関の共有ドキュメント内に保管されて

おり、陳述の要旨の決裁回付の際に、ラインの職員が随時本件録音データの確認を行

うことができる運用体制であった。 

これらのことから、本件録音データについては、実施機関において組織的に用いられ

ていたと考えることが妥当である。 

よって、本件録音データは、行政文書であったといえる。 

そして、本件録音データが行政文書であったとしても、その中に不開示情報が含まれ
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る場合は、開示部分と不開示部分との分離が技術的に困難であるため、開示ができな

いと考えられるものの、本件においては、「陳述の要旨」の内容から、本件録音データ

には不開示情報に該当する情報は含まれていないと考えられるため、その全体の開示

が可能であったといえる。 

(2) 本件録音データの消去について 

次に、本件録音データは消去されているわけであるが、このことについて検討する。 

まず、住民監査請求において、陳述の要旨、逐語録等の作成のための録音が法令上義

務づけられているわけではないから、その運用については、一定程度、実施機関の裁

量に委ねられていると解される。そして、実施機関としては、「陳述の要旨」の完成後

に当該録音を消去しているが、請求人陳述が行われてから録音が消去されるまでの期

間も約２週間程度と、実施機関の標準的な取扱いと明らかに異なるということはなく、

その運用が不自然とは言えない。本件録音データは、実施機関が「陳述の要旨」を作

成し、決裁回付するまでのあくまでも補完的な位置づけであったことを考慮すれば、

「陳述の要旨」完成後、実施機関が本件録音データを消去したことについては合理性

がないとは言えない。 

 ただし、本件録音データについて、実施機関における通常の標準的な保存期間が１

週間から２週間程度であるとしても、前述のとおり、本件録音データは条例第２条第

４号に規定する行政文書に該当するものであるから、今後、録音データが存在してい

る間に文書等開示請求があった場合には、通常の標準的な保存期間に関わらず、一定

期間保存する旨の規定を置くこと等を検討するよう付言する。 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高 木 絹 子 

会長職務代理者  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

委     員  魚 住 弘 久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２６年 ５月２７日 熊本市監査委員から諮問を受けた。 

平成２６年 ６月３０日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年 ３月１８日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ３月２０日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ４月 ９日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ４月２３日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ５月２８日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ６月２５日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ７月２３日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２７年 ８月２７日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ９ 号   

平成２７年１１月１９日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年１月１５日付け、平成２６年度諮問第１０号で諮問を受けました下記の異議

申立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

「まちづくりトーク」の抽選漏れに対する回答書の内容に係る、広聴課が所管する文書

等の開示請求拒否決定に対する異議申立てについて 

 

 

  



271 

 

 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、申立人に対して送付された「まちづくりトーク」の抽選

漏れに対する回答書の内容に係る文書等として、熊本市西区の施設について、以下の文書

等（以下「本件文書等」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否

（不存在）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めたものである。 

１ 最初の建築確認申請時において２基のＬＰＧタンク（バルク貯蔵）がそれぞれ別系

統であるとわかる図面（本件文書Ⅰ） 

２ ＬＰＧバルクタンクの位置を、建築基準法施行規則第３条の２第１項第１５号に

規定する「計画変更に係る確認を要しない軽微な変更」に該当するとしていることに

つき「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」を適用せ

ず「建築基準法施行規則」を適用するのが正しいとする法的根拠等（本件文書Ⅱ） 

３ ＬＰＧタンクの容量につき、都道府県知事への届出の責務があったはずであるが、

熊本市長等が届出は不要であるとした法的根拠等（本件文書Ⅲ） 

４ ＬＰＧタンク設備の設置にあたり、建築基準関係規定以外の法令を根拠に処分を

変更することはできないとする法的根拠等（本件文書Ⅳ） 

５ 建築基準法第２条に基づき、「建築設備」であるＬＰＧタンクは「建築物」となる

ため、熊本市建築基準条例第４条の適用対象となるにも関わらず、適用対象としない

法的根拠等（本件文書Ⅴ） 

６ 受水槽、ポンプ、給水槽も「建築物」となるため、熊本市建築基準条例第４条の

適用対象となるにも関わらず、適用対象としない法的根拠等（本件文書Ⅵ） 

７ 新設された建築物の土台となる石垣の安全性を調査分析等した調書等（本件文書

Ⅶ） 

８ 新設された給水槽・ポンプ・受水槽の土台となる崖の安全性を調査分析等した調

書等（本件文書Ⅷ） 

９ 石垣の近隣の安全性を調査分析等した調書等（本件文書Ⅸ）） 

１０ 完了検査において受水槽が法的にも適合しているとした完了検査結果調書（本

件文書Ⅹ） 

１１ この施設の周辺住民に対し、熊本市危機管理指針の「事前対策として、平常時

から危機事象を想定して予防対策に最善を尽くすとともに、緊急対策及び事後対策の

諮問第１０号 
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準備に万全を期すよう努めている」とする具体的な内容のわかる資料（本件文書ⅩⅠ） 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市自治基本条例及び熊本市市民参画と協働の推進条例の条例理念を遵守するので

あれば、全て「不存在」とする市政執行は熊本市憲法違反である。 

私の熊本市長の直接対話制度「まちづくりトーク」の抽選漏れに対する回答書内容が、

全て「不存在」となっており、その根拠となるものが何も無い・ただ広聴課で勝手に美

辞麗句を並べて回答書を送っただけであり、回答内容等は何も確認していないし、責任

も無い？との立証証拠「全て不存在」との広聴課市政執行は、明らかに職権乱用であり、

公僕の責務放棄の立証に繋がる恐れがある。 

とても、熊本市民の意見を聞き・真摯に受けとめ・熊本市政に正当な執行を反映させ

る責務を持つ立場の広聴課の責務を放棄することは、とても熊本市憲法理念の基では考

えられない。 

よって、速やかに「開示・資料交付」すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

熊本市長との直接対話制度「まちづくりトーク」の抽選漏れに対する回答書の作成手

順は「市長への手紙」の作成手順と同様である。 

「市長への手紙」は、当該事業を所管する広聴課（以下「当課」という。）が受付ける

が、その後の処理の手順は、次のとおりである。 

当課で受付けした手紙は、市民の声データベースに記録し、総合文書管理システム（以

下「システム」という。）をもって市長まで供覧する。供覧後直ちに、システムをもって

事業所管課に回答案の作成を依頼する。依頼を受けた事業所管課は、関係法令・各種資

料等を基に、回答案を作成し、担当局長の承認後直ちに、当課にシステムをもって回答

する。 

回答を受けた当課は、「市長への手紙」の回答として調整を行い、システムにより市長

決裁の後に申立人に手紙を郵送している。 

当課が行う調整とは、事業所管課が複数におよぶ際の連絡調整及び回答文書の体裁・

統一を図るとともに、市民目線でわかりやすい記述への変更等の一連の作業を行うもの

である。 

つまり、申立人が請求する回答案の作成を裏付ける資料については、事業所管課が回

答案を作成する段階で必要とするものであり、当課は、あくまでも調整等を行うための

部署であることから、請求されている根拠文書はもともと存在しない。 
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第５ 審議会の判断 

１ 本件文書等について 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書等は、熊本市西区の施設の建設に係

る建築確認及び完了検査に伴う次の文書等である。 

(1) 本件文書Ⅰ 

最初の建築確認申請時において２基のＬＰＧタンク（バルク貯蔵）がそれぞれ別系統

であるとわかる図面 

(2) 本件文書Ⅱ 

ＬＰＧバルクタンクの位置を、建築基準法施行規則第３条の２第１項第１５号に規

定する「計画変更に係る確認を要しない軽微な変更」に該当するとしていることにつ

き「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」を適用せず

「建築基準法施行規則」を適用するのが正しいとする法的根拠等 

(3) 本件文書Ⅲ 

ＬＰＧタンクの容量につき、都道府県知事への届出の責務があったはずであるが、熊

本市長等が届出は不要であるとした法的根拠等 

(4) 本件文書Ⅳ 

ＬＰＧタンク設備の設置にあたり、建築基準関係規定以外の法令を根拠に処分を変更

することはできないとする法的根拠等 

(5) 本件文書Ⅴ 

建築基準法第２条に基づき、「建築設備」であるＬＰＧタンクは「建築物」となるた

め、熊本市建築基準条例第４条の適用対象となるにも関わらず、適用対象としない法的

根拠等 

(6) 本件文書Ⅵ 

受水槽、ポンプ、給水塔も「建築物」となるため、熊本市建築基準条例第４条の適用

対象となるにも関わらず、適用対象としない法的根拠等 

(7) 本件文書Ⅶ 

建築確認において新設された建築物の土台となる石垣の安全性を調査分析等した調

書等 

(8) 本件文書Ⅷ 

建築確認において新設された給水塔・ポンプ・受水槽の土台となる崖の安全性を調  

査分析等した調書等 

(9) 本件文書Ⅸ 

建築確認において石垣の近隣の安全性を調査分析等した調書等 

(10) 本件文書Ⅹ 

完了検査において受水槽が法的にも適合しているとした完了検査結果調書 

(11) 本件文書ⅩⅠ 

この施設の周辺住民に対し、熊本市危機管理指針の「事前対策として、平常時から危
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機事象を想定して予防対策に最善を尽くすとともに、緊急対策及び事後対策の準備に万

全を期すよう努めている」とする具体的な内容のわかる資料 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事業等

の是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書等の存否について 

本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、本件文書に関

しては所管を異にするため、不存在であるとすることに不合理性は認められない。これ

に対し、申立人の主張には文書の存在をうかがわせる合理的な理由は認められない。 

よって、本件文書は存在するとは認められない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 １月１５日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ３月 ５日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年 ３月３１日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２７年 ５月２８日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２７年 ７月２３日 答申案の審議を行った。 

平成２７年１１月１９日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 １ ０ 号   

平成２７年１１月１９日 

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年１月１６日付け、平成２６年度諮問第１１号で諮問を受けました下記の異議

申立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

「まちづくりトーク」の抽選漏れに対する回答書の内容に係る、建築指導課が所管する

文書等の開示請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、申立人に対して送付された「まちづくりトーク」の抽選

漏れに対する回答書の内容に係る文書等として、熊本市西区にある施設について、最初の

建築確認申請時において２基のＬＰＧタンク（バルク貯蔵）がそれぞれ別系統であるとわ

かる図面（以下「本件文書Ⅰ」という。）、新設された建築物の土台となる石垣の安全性を

調査分析等した調書等（以下「本件文書Ⅱ」という。）、新設された給水層・ポンプ・受水

槽の土台となる崖の安全性を調査分析等した調書等（以下「本件文書Ⅲ」という。）、石垣

の近隣の安全性を調査分析等した調書等（以下「本件文書Ⅳ」という。）、完了検査におい

て受水槽が法的にも適合しているとした完了検査結果調書（以下「本件文書Ⅴ」という。）、

この施設の周辺住民に対し、熊本市危機管理指針の「事前対策として、平常時から危機事

象を想定して予防対策に最善を尽くすとともに、緊急対策及び事後対策の準備に万全を期

すよう努めている」とする具体的な内容のわかる資料（以下「本件文書Ⅵ」という。）を

開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（本件文書Ⅰについては不開示、本件

文書Ⅱ以下については不存在）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めたもの

である。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市自治基本条例及び熊本市市民参画と協働の推進条例の条例理念を遵守するので

あれば「不開示」・「不存在」とする市政執行は熊本市憲法違反である。 

最初の計画申請時の２基のＬＰＧタンク（バルク貯蔵）が別系統であるとする図面の

開示請求に対し、熊本市情報公開第７条第２号、同条第３号ア及び同条第４号に該当し

て、開示することにより、家屋の間取り、構造等が明らかになり、その結果、住民等が

犯罪等の被害をうけるおそれがあることと、設計者の知的財産権・著作権等が侵害され

るおそれがあるため。となっている。 

２基のＬＰＧタンクは、屋外に設置されている筈であり、タンクからの配管は誰でも

眺望出来る筈であり、屋外でのガス配管が別系統であるかどうかの図式が、何故・家屋

の間取り、構造等が明らかになって、犯罪に結びつく事になるのか？異状反応の見解の

諮問第１１号 
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記述であり、過剰反応による拒否反応は熊本市憲法・情報共有理念に違反している。速

やかに開示交付すべきである。 

それ以外の請求に対して、熊本市民の「あんしん・安全」を守り、安心して暮らせる

生活環境を維持し、災害・減災害に勤めるべき責務があり、諸条令条例等を遵守すべき

公僕が、「不存在」の市政執行であれば、「あんしん・安全」はどうでも良い？との事で

あり、熊本市職員の責務を喪失させた「不存在」となり、熊本市憲法理念を遵守しなく

ても良いとする立証証拠等となり、とても想像出来ない。よって、即刻「存在・開示」

すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

１ 本件文書Ⅰについて 

申立人が請求を行った図面は、平成２５年６月２８日に申請を受け付け、平成２５年

８月１３日に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築基準関係規定に適合す

るものとして確認済証を交付した際の申請図書の一部である。 

当該図面については、一級建築士が設計を行い作成した図面であるため、開示にあた

り開示の良否について設計者の意思確認をした結果、設計者から開示を拒否する旨の報

告があった。よって、当課が設計者の意思に反し図面を開示することは、設計者の人格

権である公表権を侵害するおそれがある。（確認申請書添付図面の公開の是非を問う同様

の事件が、平成３年に東京高裁で結審しており、公表権の侵害を理由に、公開請求の訴

えを棄却している【裁判年月日:平成３年５月３１日 事件番号：平成１（行コ）６９ 事

件名：公文書公開拒否処分取消請求事件】) 

さらに、当該図面には、ＬＰＧガスの配管ルートや建築物内部の情報が含まれている

ため、図書を開示する事により、当該建築物の所有者・入居者等が犯罪等の被害を受け

るおそれがある。 

以上の事から、当該請求に対する図書は、熊本市情報公開条例第７条第二号、同条第

三号ア及び同条第四号等に該当する情報と判断し、不開示とした。 

２ 本件文書Ⅱ、Ⅲ、Ⅳについて 

建築確認とは、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを判断する行為

であり、確認を行う建築主事は、法律に従って建築計画の適法性を判断しなければなら

ない。平成１１年建設省住指発第２０１号通達において、建築確認の対象として「建築

基準関係規定以外の法令の審査を行うことのないようにされたい。」とある。建築基準関

係規定に基づく確認申請に必要な図書については、建築基準法施行規則（昭和２５年建

設省令第４０号）第１条の３等に細かく規定されており、当該規定の中には申立人が請

求する調査分析調書は含まれておらず、当課が保有するものではない。 

また、確認は、確認申請書に記載された内容について行うもので、現地調査や分析を
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行うものではない。 

３ 本件文書Ⅴについて 

完了検査については、平成１９年国土交通省告示第８３５号の指針に基づいて実施し

ている。工事が完了した建築物については、建築基準関係規定に適合するよう施工され

ているかどうかを、写真、書類による検査並びに目視、簡易な測定又は動作確認その他

の方法により行うものであり、建築基準関係規定に適合する事が認められる場合は、検

査済証を交付することとなる。 

本件（受水槽も含む）に関しても、写真や目視に基づいて、適合性を確認しており、

申立人が請求する検査結果調書なるものは、検査済証の交付に際して作成する必要がな

いことから、当課が保有するものではない。 

４ 本件文書Ⅵについて 

建築する建築物の計画が、「建築基準関係規定」に適合しているか判断する行為が建築

確認であり、完成した建物が「建築基準関係規定に適合しているか検査する行為が完了

検査である。申立人がいう熊本市危機管理指針は、自然災害・その他災害を対象とした

「熊本市地域防災計画」と、武力攻撃事態等を対象とした「熊本市国民保護計画」、事件・

事故等の緊急事態を対象とした「熊本市事件等対処計画」からなる指針であり、「建築基

準関係規定」とは無関係である。したがって、当課は、熊本市危機管理指針の具体的な

内容のわかる資料を保有していない。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書ⅠないしⅥについて 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書ⅠないしⅥは、熊本市西区にある施

設の建設に係る建築確認及び完了検査に伴う次の文書等である。 

  (1) 本件文書Ⅰ 

   建築基準法第６条第１項に基づく確認を受けるため、建築主から実施機関に対して

提出された確認申請書の添付図書である、当該施設の配管等が記載された図面 

  (2) 本件文書Ⅱ 

   建築確認において新設された建築物の土台となる石垣の安全性を調査分析等した調

書等 

  (3) 本件文書Ⅲ 

   建築確認において新設された給水層・ポンプ・受水槽の土台となる崖の安全性を調

査分析等した調書等 

  (4) 本件文書Ⅳ 

   建築確認において石垣の近隣の安全性を調査分析等した調書等 

  (5) 本件文書Ⅴ 

   完了検査において受水槽が法的にも適合しているとした完了検査結果調書 

  (6) 本件文書Ⅵ 

この施設の周辺住民に対し、熊本市危機管理指針の「事前対策として、平常時から 
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危機事象を想定して予防対策に最善を尽くすとともに、緊急対策及び事後対策の準備

に万全を期すよう努めている」とする具体的な内容のわかる資料 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否の妥当性を判断するものであり、事業等の是非

については判断しない。 

 

 ３ 個別の判断 

(1) 本件文書Ⅰについて 

   本件文書Ⅰは、建築基準法第６条第１項に基づく確認を受けるため、建築主から実

施機関に対して提出された確認申請書の添付図面である。実施機関の職員が職務上取

得した図面であり、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているも

のであるため、本件文書Ⅰは条例第２条第２号に規定する開示対象となる文書等であ

る。 

   実施機関は、本件文書Ⅰは一級建築士が設計を行い作成した図面であり、ＬＰＧガ

スや給排水の配管ルートや建築物内部の間取りが含まれるものであるため、これを開

示することにより設計者の公表権を侵害するおそれがあり、また、当該建築物の所有

者・入居者等が犯罪等の被害を受けるおそれがあるとして、条例第７条第２号、第３

号及び第４号に該当するものであり不開示としている。 

よって、以下、本件文書Ⅰの条例第７条第２号、第３号及び第４号該当性について

検討する。 

   ア 条例第７条第２号及び第３号該当性について 

    本件文書Ⅰは、建築物の断面図上に、ＬＰＧガスや給排水の配管ルート、使用さ

れる資材等が詳細に記載された図面である。この図面は建築物の外観等の意匠や構

造設備等のそれぞれの設計者と協議を行い、建設費用等についても考慮したうえで、

設計者の知識や技術、経験を駆使して作成された唯一無二の図面であり、設計者又

は法人独自の創意工夫又はノウハウが含まれているため、著作権法（昭和４５年法

律第４８号）第２条第１号及び第１０条第６号に規定する著作物に該当するものと

認められる。また、本件文書Ⅰは建築基準法第６条第１項に基づき、建築確認申請

の際に実施機関に提出され、実施機関のほかには、本件異議申立てに係る建築物の

建築主や工事関係者が保有又は確認したのみの未公表の図面であり、かつ、この開

示につき、設計者は反対の意思を示しているものである。著作者の同意なしにこの

ような図面を開示することは、著作権法に規定される著作者人格権の１つである公

表権を侵害するおそれがあるといえる。 

    また、前述したように、本件文書Ⅰには、これを作成した設計者又は法人独自の

創意工夫又はノウハウが含まれており、これを開示することにより、その技術の盗

用等、当該設計者又は法人に対し財産権その他正当な利益を害するおそれがあるも

のと認められる。 
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    以上のことから、本件文書Ⅰは条例第７条第３号アに該当するといえる。 

なお、実施機関は、本件文書Ⅰの開示が、その設計者である一級建築士個人の公

表権を侵害するとして、条例第７条第２号該当性を主張している。しかし、通常一

級建築士は、純粋な個人としてではなく、その資格の基に設計業務を遂行しており、

その情報の性質上条例第７条第３号により判断することが適当であると考えられ、

条例第７条第２号該当性の問題ではない。 

   イ 条例第７条第４号該当性について 

    本件文書Ⅰは、建築物の断面図上に、ＬＰＧガスや給排水の配管ルート、使用さ

れる資材等が詳細に記載された図面であるため、居室や共用トイレ、浴室等の建築

物内部の各部屋の配置や間取り、それらの部屋へのＬＰＧガスや給排水の配管ルー

ト等の構造が詳細に把握できる図面である。一般的に、このような図面が開示可能

となり、何人も開示請求を行えば当該図面の写しが入手可能となった場合、建築物

への不法侵入等に利用される可能性があり、犯罪の予防や公共の安全等に支障が生

ずるおそれがあると認められる。 

    申立人は、本件文書Ⅰにつき、実際に施行されていない廃棄処分の図面であるた

め、本件文書Ⅰは条例第７条第４号に該当しないと主張する。実施機関によると、

確かに申立人の主張するとおり、本件文書Ⅰの提出後に建築計画の変更届出がなさ

れているが、当該変更の内容はＬＰＧバルク貯槽の位置の変更であり、この変更に

より本件文書Ⅰに記載されている各部屋の配置や間取り、配管ルート等の構造に影

響を与えるものではなく、現在実際に建築されている建築物の各部屋の配置や間取

り、配管ルート等の構造は、本件文書Ⅰを基に、その設計通りに建築されているも

のである。したがって、このような図面を開示することにより、前述したように犯

罪の予防や公共の安全等に支障が生ずるおそれがあると認められるため、本件文書

Ⅰは条例第７条第４号に該当するといえる。 

   以上のことから、本件文書Ⅰは条例第７条第２号、第３号及び第４号に該当すると

して不開示決定を行った実施機関の判断のうち、本件文書Ⅰは条例第７条第２号に該

当するとしたこと以外の実施機関の判断は妥当である。 

  (2) 本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴについて 

実施機関は、本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴについて、建築基準関係規定に、その作成や

提出が義務付けられている文書等ではないため不存在である旨主張している。 

この点につき、審議会において、建築基準法施行規則第１条の３等の規定を確認し

たところ、申立人が求めているような図書及び書類の作成又は提出が義務付けられて

いる規定を確認することは出来なかった。また、審議会事務局において、実施機関が

保有する、本件に係る建築確認申請及び完了検査に関連する文書等を網羅的に検分し

たが、申立人が開示を求める文書等の存在を確認することは出来なかった。 

これに対し、申立人は、その求める文書等につき、存在をうかがわせるような事情

を主張しておらず、文書の存在をうかがわせる合理的な理由は認められない。 

以上のことから、本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴについては存在しないものと推定され、
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本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴにつき不存在であるとした実施機関の判断に不合理性は認め

られない。 

  (3) 本件文書Ⅵについて 

 本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、本件文書に

関しては所管を異にするため、不存在であるとすることに不合理性は認められない。

これに対し、申立人の主張には文書の存在をうかがわせる合理的な理由は認められな

い。 

よって、本件文書Ⅵは存在するとは認められない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高 木 絹 子 

会長職務代理者  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

委     員  魚 住 弘 久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 １月１６日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ２月２６日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年 ３月３１日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２７年 ５月２８日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ６月２５日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ７月２３日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ８月２７日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 ９月１６日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２７年１０月 ８日 答申案の審議を行った。 

平成２７年１１月１９日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 １ １ 号   

平成２８年１月２８日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年３月９日付け、平成２６年度諮問第１３号で諮問を受けました下記の不服申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市西区の施設に新設されたＬＰＧタンクの供給管及び設置位置が、法令等に規定す

る基準を満たしていることが確認できる資料等の開示請求拒否決定に対する不服申立てに

ついて  



285 

 

 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市消防長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 不服申立ての経緯 

本件不服申立ては、不服申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、次の文書等を開示請求したことに対し、実施機関が開示

請求拒否（不存在）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めたものである。 

１ 熊本市西区の施設に新設されたＬＰＧタンクについて、供給管の埋設位置が「液

化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」又は他の例規等

を遵守していることがわかる資料等 

２ 供給管に、内部の液化物を排除することができる措置を講じてあるかがわかる資料、

措置が講じられていない場合には、措置を講じていないにも関わらず安心安全である

ことがわかる資料等 

３ 飲料給水槽に近接してＬＰＧタンクを設置してもよいとする根拠等のわかる資料 

等 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、不服申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

文書等開示請求拒否決定通知書(消総発第３１１号)を受領し、請求拒否の理由は「熊

本市情報公開条例第１１条第２号に該当（理由）２．当該請求に係る文書等は存在しな

いため。【参考】敷地内配管図等については、文書等開示決定通知書（平成２６年８月１

日付け消総発第２４７号）添付の『液化石油ガス設置工事届出書』を御参照ください。」 

となっていた。しかし、受領した敷地内配管図は、ＬＰＧタンク設置位置から本館建物

までの供給配管理設位置がザラ紙交付資料図であり、ルートもわからず、９月３０日に 

「文書等開示請求拒否決定通知書・消総発第３１１号」受領の時、熊本市情報プラザに

於て、情報プラザ担当者立会いのもと、供給配管理設位置ルートの線上に黄色ペイント

の掲示を要求し、初めて石垣崖っぷちを辿って配管供給されているルートが鮮明に判明

した。途中ぶちきれたルートについては、はっきりわからないとの事であったので、直

接審査して頂きたい。 

この時の供給管埋設ルートを見ても、石垣崖っぷちの真上を辿って本館建物に配管埋

設されている事が、市民等のあんぜん安心を守る責務を担う市消防局担当者が指し示し

た供給管ルートを見ても、この法律施行規則第十八条十三に、明らかに抵触した供給管

諮問第１３号 
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埋設のルートであり、熊本市消防局がこの法律等を遵守するのであれば、不存在はあり

得ない。ただ、不服だけを述べているのではなく、法律条例等を遵守しない熊本市長等

の職務執行がなされる訳がない。依って、不存在はあり得ない。慎重審議、不服審査を

請求します。 

また、文書等開示請求書（第５０９号）の項目３に対する不存在の請求拒否の理由３．

当該請求に係る文書等は存在しないため。とあるが、同上（供給設備の技術上の基準）

第十八条十六を遵守しての稼動許可認可・市政執行であれば、不存在はあり得ない。何

も実地検査検証もせず、現在稼動中であり、黙認したのか？市民のあんしん安全を守る

責務を放棄する職務権限があり得るのか？法律等を遵守しない熊本市長等が存在し得る 

とは、とても思われない。依って、不存在を取り消して、ＬＰＧタンク装置のあんしん

安全を現地確認検証したとする資料等を早急に執行交付して頂きたい。 

最後に、文書等開示請求書（第５０９号）の項目５に対する不存在の請求拒否の理由

５．当該請求に係る文書等は存在しないため。 とあるが、「建築物に設ける飲料水の配

管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件（最終改正平成１２年５月３０

日建設省告示第１４０６号）」・建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２

９条の２の５第２項第六号及び第３項第五号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の

配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための構

造方法を次のように定める。 

「第１ 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

  二 給水タンク及び貯水タンク 

   ロ イの場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによるこ 

と。 

  (1) 給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等からくみ 

取り便所の便槽、し尿浄化槽、配水管（給水タンク等の水抜管又はオーバ

ーフロー管に接続する配水管を除く。）、ガソリンタンクその他衛生上有害

な物の貯溜又は処理に供する施設までの水平距離が５ｍ未満である場合に

おいては、イの(3)から(8)までに定めるところによること。」 

 とあり、この建設省告示に抵触した設置位置にも拘らず、ＬＰＧタンクを稼動させてい

ることは、他に何らかの法的根拠に基づく稼動許可が存在する筈である。即諸根拠のわ

かる資料等を交付執行して頂きたい。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由として説明した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市液化石油ガス設備工事届出に関する事務については、熊本県知事の権限に属す

る事務処理の特例に関する条例（平成１１年熊本県条例第５８号）及び熊本市液化石油

ガス設備工事届に関する事務処理要綱（以下この説明において「要綱」という。）に基づ

き処理を行っているものである。 
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平成２６年１０月１６日付け不服申立てが行われた文書等開示請求拒否決定（以下こ

の説明において「本件」という。）に係る液化石油ガス設備工事届出についても、要綱に

基づき液化石油ガス設備工事の受理を行ったものであり、本件申立人が請求している「規

則に違反していないと分かる配管ルート等の資料」については、敷地内配管図を含め、

消防局が保有している資料（文書等開示決定通知書（平成２６年８月１日付け消総発第

２４７号）添付の「液化石油ガス設備工事届出書」）は、既に提供済みであり、本件液化

石油ガス設備工事届出書の受理にあたり、他に保有する資料・文書等はないため、不存

在としたものである。 

また、規則第１８条第１６号に規定されている「液化物を排除することができる措置」

については、液化石油ガス販売事業者に求められている事項であり、要綱で定める届出

様式にも定められていない項目であるため、消防局において当該項目に係る資料・文書

等は保有しておらず、不存在としたものである。 

さらに、「ＬＰＧバルク貯槽に近接して飲料給水槽等を設置してかまわないとする資料」

についても、消防局の所管事項ではなく、当該事項に係る資料・文書等は保有していな

いため、不存在としたもの。 

以上のことより、本件申立人が開示請求の対象としている文書等について、消防局が

不存在としているものは、いずれも消防局が保有するものではないか、既に開示してい

る文書等であり、条例第１１条第２項の規定により、一部文書等開示請求拒否決定を行

ったものである。 

なお、本件申立人が開示請求の対象としている建築物については、消防同意や使用開

始届出に基づく消防検査等、適切な手続きにより処理されているものである。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 申立人が開示を求めている文書等について 

開示請求書及び不服申立書からすると、申立人が実施機関に対し開示を求めている文

書等は、熊本市西区の施設に新設されたＬＰＧバルク貯槽についての次の文書等（以下

「本件文書等」という。）である。 

(1) 供給管の埋設位置が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

施行規則」又は他の例規等を遵守していることを示す資料等（以下「本件文書Ⅰ」

という。） 

(2) 供給管に、内部の液化物を排除することができる措置を講じてあるかが確認でき

る資料、措置が講じられていない場合には、措置を講じていないにも関わらず安心

安全であることが確認できる資料等（以下「本件文書Ⅱ」という。） 

(3) 飲料給水槽に近接してＬＰＧバルク貯槽を設置してもよいとする根拠等を示す

資料等（以下「本件文書Ⅲ」という。） 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事業等

の是非については判断しない。 
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 ３ 本件文書等の存否について 

  (1) 液化石油ガス設備工事届について 

  本件不服申立てに係るバルク貯槽を含む液化石油ガス設備工事届は、液化石油ガス

の保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）第３８条

の３にその義務が規定されている。この届出は、熊本県知事の権限に属する事務処理

の特例に関する条例の規定により熊本市が処理することとなっており、熊本市液化石

油ガス設備工事届に関する事務処理要綱（以下「要綱」という。）に基づき、実施機関

において当該届出の受理事務を行っている。 

届出書の様式は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

（平成９年通商産業省令第１１号。以下「規則」という。）に規定されており、この届

出書の添付書類については、要綱に定められている。本件不服申立てに係るバルク貯

槽に係る文書等であって実施機関が保有しているものは、この届出書及び添付書類以

外にはなく、また、それらについては申立人に対し既に開示済みとのことである。 

実施機関によると、この添付書類に記載された内容等に不備がないかの確認をもっ

て、設置された液化石油ガス設備が法令へ適合するものか否かの確認を行い、必要に

応じ設備工事に係る施工場所において現地確認等を実施するとのことである。またそ

の際、届出書の内容を含めた法令への適合性について、目視等による確認を行う場合

もあるとのことである。 

  (2) 本件文書Ⅰについて 

   実施機関は、本件不服申立てに係るバルク貯槽の供給管が埋設されている敷地が、

法令の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域ではないことや、同敷地に中高層

建築物が建築可能と判断されていることを踏まえ、現地を確認したうえで、本件不服

申立てに係るバルク貯槽の供給管の位置については規則に適合するものであるという

判断をしているとのことである。 

   また、関係法令等を確認したところ、届出書を受理するにあたり、提出又は作成を

法令又は要綱で規定されている文書等は、規則に規定される届出書及び要綱に規定さ

れる添付書類以外に存在するとは認められなかった。 

   したがって、本件文書Ⅰにつき、すでに開示している文書等以外で申立人が求める

文書等は存在するとは認められない。 

(3) 本件文書Ⅱについて 

 実施機関は、本件不服申立てに係るバルク貯槽の現地確認の際に、目視により、供給

管に内部の液化物が排除できる措置が講じられていることを確認しており、当該措置が

講じられているか否かについては、目視により容易に確認することが可能であるため、

届出書及び添付書類にチェック項目等は設けられておらず、特に安心安全を確認できる

資料等は作成していないとのことであった。 

本件文書Ⅱが不存在であるとするこの実施機関の説明に不合理性は認められない。 

よって、本件文書Ⅱは存在するとは認められない。 
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(4) 本件文書Ⅲについて 

本件文書Ⅲが存在する根拠として、申立人は「建築物に設ける飲料水の配管設備及び

排水のための配管設備の構造方法を定める件」を提示している。しかし、この告示は

建築基準関係規定の一種であり、本件文書Ⅲに関しては所管を異にするため、本件文

書Ⅲが不存在であるとする実施機関の説明に不合理性は認められない。 

よって、本件文書Ⅲは存在するとは認められない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 

 

 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 ３月 ９日 審査庁である熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ４月 ８日 
審査庁である熊本市長から請求拒否理由説明書

を受理した。 

平成２７年 ５月１１日 
不服申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２７年１０月 ８日 諮問の審議を行った。 

平成２７年１１月１９日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２７年１２月２５日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 １月２８日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 １ ２ 号   

平成２８年３月２４日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２６年１０月２２日付け、平成２６年度諮問第６号で諮問を受けました下記の異議

申立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

有限会社○○○○に関する熊本市健康福祉子ども局障がい保健福祉課所有の録音データ

及び調書の写しの開示請求拒否決定に対する異議申立てについて  
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、有限会社○○○○（以下「本件事業所」という。）に関す

る熊本市健康福祉子ども局障がい保健福祉課（以下「障がい保健福祉課」という。）所有

の録音データ及び調書の写しを開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不開

示）決定を行ったことについて、当該決定の取消及び開示請求した文書等の開示を求めた

ものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

  本件事業所については、障がい保健福祉課が行う実地指導及び監査の対象となってお

り、代表者、従業員及び関係者に対して聞き取り調査が行われている。この調査におい

て、本件事業所の従業員が、重度訪問介護利用者へのサービス提供中に仮眠をとったと

する発言を行った。この仮眠時間について、聞き取り調査後に本件事業所が文書にて報

告した内容と、障がい保健福祉課が聴取した内容に大きな差異があることから、聞き取

り調査における聴取内容を把握し、より正確な報告を行うため、また、監査における本

件事業所の従業員に対する障がい保健福祉課の職員による脅しや誘導、騙し等の有無に

ついて確認を行うため、本件開示請求及び本件異議申立てを行ったものである。 

  実施機関は条例第７条第２号及び第６号該当性を理由とし不開示決定を行っているが、

以下の理由により異議を申し立てる。 

  実施機関が不開示とした根拠として掲げた条例第７条第２号には、個人に関する情報

について規定されている。しかし、聞き取り調査を受けた従業員からは開示についての

了承を得ており、また当該従業員自身も開示を求めている。そして、とってもいない仮

眠をとったとしてされている指摘は、真面目に職務に向き合う従業員の名誉を傷つける

ものであり、また、事実無根の不当な返還金が求められることになれば、財産権の侵害

に該当するため、個人情報の不開示の例外として「人の生命身体、健康、財産または生

活を保護するため開示することがより必要であると認められる情報」と規定されている

条例第７条第２号ただし書きオに該当する。したがって、条例第７条第２号については、

不開示の理由とはならない。 

諮問第６号 
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  また、実施機関が不開示としたもう１つの根拠として掲げた条例第７条第６号には、

開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあ

るものと規定されている。実施機関が挙げた具体的な理由としては、「監査内容について

は、判断前に公にすれば、公正かつ適正な評価や判断の前提となる事実の把握が困難と

なったり、妥当性を欠く行為を助長したり、隠蔽をするなどのおそれがある」とのこと

である。しかし、監査内容については既に知らされており、本件事業所の関連書類は既

に障がい保健福祉課に提出しているため、隠蔽する内容もない。また、正確な事実の把

握を困難にするおそれがあるとあるが、申立人は、正確な事実を把握するために開示請

求を行っている。さらに、妥当性を欠く行為の助長や、他の事業所についても基準等を

免れる方法を示唆するとあるが、熊本市は基準を明らかにも公にもせず、基準を尋ねて

も教えてもらえなかったり、間違った内容を教えられるようなことがあった。開示する

ことで事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす理由が不明である。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

監査は、指定事業者等が行う給付費対象サービスの内容その他の事項について、指定

基準違反及び給付費の請求における不正又は著しい不当が疑われる場合において、事業

所保管の書類の精査や関係者からの聞き取りを行い、その事実関係を的確に把握し、公

正かつ適切な措置を採ることを目的としている。 

平成２５年８月１日、本件事業所に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（以下この説明内において「障害者総合支援法」という。）第１０条

第１項に基づく定例の実地指導を実施。事業所保管の書類の精査や、関係者からの聞き

取りを行った結果、給付費の請求等について不正若しくは著しい不当の疑い等があるた

め、平成２６年２月２６日付けで、障害者総合支援法第４８条第１項及び熊本市指定障

害福祉サービス事業者等指導監査要綱第１０条、第１１条及び第１２条に基づく監査実

施の通知を行っている。 

当該文書等は、実地指導及び監査により、法人代表者及び事業所の従業員に聞き取り

を行ったものであるが、その回答要旨をまとめたものを調書として作成し、聴取者・被

聴取者確認のうえで署名捺印がなされている。録音データについては、調書を作成する

ために録音をしており、被聴取者へ断ったうえで、録音を行っている。 

監査内容については、判断前に公にすれば、公正かつ適正な評価や、判断の前提とな

る事実の把握が困難となったり、妥当性を欠く行為を助長したり、隠蔽をするなどのお

それがあるため、条例第７条第６号に該当するものと判断する。また、監査終了後につ

いても、今後の指導監査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれや、

当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること、他の事業所についても基

準等を免れる方法を示唆する可能性があるため、同様に条例第７条第６号に該当すると
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判断する。 

さらに、当該文書等については、従業員の氏名や事業所の利用者の氏名等、個人に対

する情報等も聞き取りの中で発言されており、調書に記載もあるため、特定の個人が識

別されてしまうため、条例第７条第２号にも該当すると判断する。 

条例７条第２号オに、個人に関する情報は、開示してはならないが、人の生命、身体、

健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

は除くと規定されている。異議申立書では、「事実無根の不当な返還金が求められること

になれば、財産の侵害にあたります。」との申立てであるが、監査の結果、給付費の返還

請求を行う場合は、法人に対して行うものである。そのため、個人の財産についてでは

ないため、条例７条第２号オには該当しないものと判断する。 

録音データについても、上記同様に、条例第７条第２号及び６号に該当すると判断さ

れる。 

なお、申立人の主張では、調書に対する疑義を述べているが、前記のとおり、調書に

ついては、聴取者・被聴取者（申立人含む）、双方確認のうえで署名捺印がなされている。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 申立人が開示を求めている文書等について 

開示請求書及び異議申立書からすると、申立人が実施機関に対し開示を求めている文

書等は、本件事業所に関する次の文書等（以下「本件文書等」という。）である。 

(1) 本件事業所に対して実施機関が実施した、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」

という。）に基づく実施指導及び監査（以下「監査等」という。）の際の本件事業所

の代表者及び従業員への聞き取りの録音データ（以下「本件文書Ⅰ」という。） 

(2) 本件事業所に対して実施機関が実施した、障害者総合支援法に基づく監査等の際

の本件事業所の代表者及び従業員への聞き取りの要旨を記載した調書（以下「本件

文書Ⅱ」という。） 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件異議申立てに係る判断は、インカメラ方式を用い、本件文書等について、条例、関

係資料等を総合的に勘案し、開示決定時を基準時として、実施機関が行った開示決定の

妥当性を判断したものである。 

また、当審議会は、条例に基づき請求拒否（不開示）の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書等について 

  (1) 本件文書Ⅰについて 

   本件文書Ⅰは、実施機関が、障害者総合支援法に基づき本件事業所に対し行った監

査等の際の本件事業所の代表者及び従業員への聞き取りを録音したもののデータであ
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る。 

   録音データに関しては、情報の記録媒体としての側面や組織共用性の有無等から、

条例に基づく開示請求の対象となる「文書等」に該当するか否かの問題がある。 

   そして、実施機関は、本件文書Ⅰの中で、本件事業所の従業員や利用者の氏名等の

個人に関する情報が発言されており、特定の個人の識別が可能であるため、また、監

査等の聞き取り調査の内容が録音された本件文書Ⅰが開示されることにより、監査の

終了の前後を問わず、正確な事実の把握が困難となったり、他の事業所についても基

準等を免れる方法を示唆する可能性があること等から、本件異議申立て及び今後の監

査等に係る事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすため、条例第７条第２号及び第６号

に該当するものであるとして本件文書Ⅰを不開示としている。 

   よって、以下、本件文書Ⅰの文書等該当性並びに条例第７条第２号及び第６号該当

性について検討する。 

   ア 本件文書Ⅰの文書等該当性について 

 本件文書Ⅰが、条例第２条第２号に規定する、開示請求の対象となる「文書等」

であるといえるか否かであるが、条例第２条第２号は、文書等を「実施機関の職員

が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他こ

れらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施

機関が保有しているものをいう。」と定義付けている。（ただし書き省略） 

 まず、本件文書Ⅰは、実施機関の職員が、その所掌事務である障害者総合支援法

に基づく監査等の事務の一環として録音したものであり、電子信号により情報が記

録されたものであるため、「実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、

写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもの」ということができる。 

 次に、本件文書Ⅰが「組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している

もの」かどうかについては、当該文書の取得、利用、保存等の状況を総合的に考慮

して、当該実施機関の組織において業務上必要なものとして利用、保存されている

状態のものであるかどうかの実質的な判断を行うのが相当である。そのため、実施

機関に対して確認等を行ったところ、実施機関は、監査等における聞き取り調査の

回答要旨をまとめた調書を作成するために録音を行っており、被聴取者へ録音する

ことにつき承諾を得たうえで録音を行っているとのことである。そして、本件文書

Ⅰの利用及び保管の状況について、本件文書Ⅰは基本的には調書を作成する担当職

員が利用するものであるとのことだが、少なくとも監査等が終了するまでは実施機

関の職員が共有で使用するデータフォルダ内に保管されていることに加え、調書の

記載内容につき聴取者・被聴取者のいずれかから疑義が生じた場合には、本件文書

Ⅰを確認することにより実際の聴取内容の確認を行うことも想定される。これらの

ことから、本件文書Ⅰについては、実施機関の組織において業務上必要なものとし

て利用、保存されており、実施機関において組織的に用いられていたと考えること

が妥当である。 

 なお、条例第２条第２号ただし書きア及びイにおいて、文書等の例外規定が示さ
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れているが、本件文書Ⅰがこれらの規定に該当しないことは明らかである。 

 以上のことから、本件文書Ⅰは、開示請求の対象となる「文書等」であるといえ

る。 

イ 本件文書Ⅰの条例第７条第２号該当性について 

（ア） 本件文書Ⅰの条例第７条第２号該当性について 

   本件文書Ⅰは、実施機関の職員による本件事業所の代表者及び従業員への聞

き取り調査を録音したデータであり、被聴取者の氏名、支援している利用者名、

経歴、思想、心情等がその内容として含まれているうえ、聴取者及び被聴取者

の肉声が録音されたものであるため、本件文書Ⅰ全体が条例第７条第２号に規

定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるものであるといえ

る。 

（イ） 本件文書Ⅰの条例第７条第２号ただし書き該当性について 

   本件文書Ⅰが条例第７条第２号ただし書きのいずれかに該当するか否かにつ

いて検討する。 

まず、本件文書Ⅰが条例第７条第２号ただし書きア、イ及びエに該当しない

ことは容易に判断できる。 

次に、条例第７条第２号ただし書きウの該当性については、録音データであ

るという本件文書Ⅰの記録媒体の性質から、特定の個人が識別され得る情報の

部分を除いて開示することが技術的に困難であるため、同規定には該当しない

と考えられる。また、たとえ特定の個人が識別され得る情報の部分を除いての

開示が可能であったとしても、思想、心情等がその内容として含まれているた

め、「保護される個人の利益が害されるおそれがない」とまで判断できる材料は

ない。 

      最後に、申立人も主張していた条例第７条第２号ただし書きオの該当性につ

いてである。申立人は、とってもいない仮眠をとったとの指摘は、真面目に職

務に向き合う従業員の名誉を傷つけるものであり、また、事実無根の不当な返

還金が求められることになれば、財産権の侵害に該当するため、本件文書等は

条例第７条第２号ただし書きオに該当するものである旨主張する。しかし、実

施機関が主張するように、仮眠時間に係る部分も含め、聞き取り調査における

聴取内容は、文書Ⅰを基に作成された調書に記載されたものを聴取者・被聴取

者双方が確認を行ったうえで署名捺印がなされている。調書に記載された発言

内容に誤りがあったと認められる場合には、訂正の申し出を行うことも可能で

あることも踏まえると、仮眠時間について発言した従業員自身も、実施機関が

把握している聴取内容については同意をしていると考えられるため、本件文書

Ⅰについては、開示することがより必要であるとまでは認められない。また、

介護給付費の返還請求がなされることとなった場合には、請求の相手方は本件

事業所となり、仮眠時間について発言した個人に対しては行われない。よって、

本件文書Ⅰは条例第７条第２号ただし書きオには該当しない。 
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      以上のことから、本件文書Ⅰは条例第７条第２号ただし書きの規定のいずれ

にも該当しない。 

    （ウ） 情報の本人である個人から開示についての同意がある場合について 

      申立人は、聞き取り調査を受けた従業員からは開示についての了承を得てお

り、また当該従業員自身も開示を求めているため、条例第７条第２号該当性に

ついては不開示決定の理由にならないと主張する。 

      条例に基づく開示請求制度につき鑑みるに、条例に基づく開示請求は、条例

第５条に規定されるとおり何人でも行うことが出来るものであるため、開示請

求があった文書等の開示の可否については、開示請求者のいかんを問わず判断

することとなる。よって、たとえ本人から自己に関する情報の開示請求があっ

た場合においても、個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報

については条例第７条第２号ただし書きのいずれかに該当しない限りは不開示

となるものである。このような開示請求制度の下では、たとえ情報の本人であ

る個人から、当該個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報の

開示について同意があったとしても、それが条例第７条第２号ただし書きのい

ずれかに該当しない限りは不開示となるものと考えられる。 

      以上のことから、申立人の主張は認めることができない。 

   ウ 本件文書Ⅰの条例第７条第６号該当性について 

    本件文書Ⅰは、実施機関が、障害者総合支援法に基づき本件事業所に対し行った

監査等の際の本件事業所の代表者及び従業員への聞き取りを録音したもののデータ

であり、当該監査等の目的を達成するための具体的手法やノウハウともいうべき性

質のものが含まれているものである。 

    実施機関によると、本件異議申立てに係る監査は、指定事業者等が行う給付費対

象サービスの内容その他の事項について、指定基準違反及び給付費の請求における

不正又は著しい不当が疑われる場合において、事業所保管の書類の精査や関係者か

らの聞き取りを行い、その事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るこ

とを目的としている。監査等における監査項目である指定基準や報酬基準について

は例規等に定められており、実地指導前にはそれらの基準の概要や実地指導時に重

点的に確認を行う項目等につき、ホームページや全事業所を対象とした集団指導に

おいて、公表及び周知を行っている。また、監査等における聞き取り調査において

被聴取者に対し明確な説明は行われていないが、実施機関は、被聴取者が聴取内容

を公開されることを前提として調査に応じたものではないという認識を前提として

同調査を実施している。さらに、監査の結果、勧告に該当しない指摘を通知するに

留まる限りにおいては、監査等の対象事業所や監査結果についての公表等は一切行

われていない。 

    このような監査等に係る文書等を開示することとなると、基準違反や不正の有無

につき、公正かつ適性な評価や判断を行う前提となる事実の把握のための具体的手

法が明らかとなり、本件異議申立てに係る監査のみならず、今後の監査への対応の
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手がかりを与えることとなる。また、非公表を前提としてなされた聞き取り調査の

内容が開示されることとなると、今後監査等を行うにあたり、被聴取者から率直な

供述等を得ることが困難となる。これらのことにより、事実関係を的確に把握し、

公正かつ適切な措置を採るという監査の目的が、本異議申立てに係る監査のみなら

ず、今後の監査についても損なわれることとなってしまう。 

    したがって、本件文書Ⅰは条例第７条第６号に該当する。 

   以上のことから、本件文書Ⅰは条例第７条第２号及び第６号に該当するとして不開

示であるとした実施機関の判断は妥当である。 

  (2) 本件文書Ⅱについて 

本件文書Ⅱは、実施機関が、障害者総合支援法に基づき本件事業所に対し行った監

査等の際の本件事業所の代表者及び従業員への聞き取りの要旨を記載した調書であり、

本件文書Ⅰを反訳して作成されたものである。聞き取りの「要旨」とはいうものの、

聴取内容が相当程度逐語的に記載されており、本件文書Ⅰの録音内容がほぼ正確に反

訳されているものである。 

本件文書Ⅱは、実施機関の職員が、その所掌事務である障害者総合支援法に基づく

監査等の事務の一環として作成したものであり、被聴取者・聴取者それぞれからその

内容につき確認が行われ、監査終了後も監査等に係る資料として、実施機関の設定す

る期間保管されるものである。本件文書Ⅱが条例第２条第２号に規定される、開示対

象となる「文書等」に該当することは疑いがない。 

また、前述したように、本件文書Ⅱは本件文書Ⅰの録音内容がほぼ正確に反訳され

たものであり、そこに記載された情報については、本件文書Ⅰと性質を異にするもの

ではない。したがって、本件文書Ⅱについては、本件文書Ⅰと判断を同じくする。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久  



298 

 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２６年１０月２２日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２６年１１月２８日 熊本市長から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年１０月１６日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２７年１２月２５日 諮問の審議を行った。 

平成２８年 １月２８日 諮問の審議を行った。 

平成２８年 ２月１５日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２８年 ３月２４日 答申案の審議を行った。 
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